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本会議開会 

 

開  議    平成２４年３月５日 午前９時１０分 

議  長    おはようございます。ただいまの出席議員数は１２人です。定足数に達していますので、

これより平成２４年３月飯島町議会定例会を開会します。 

この定例会においては、平成２４年度各会計予算をはじめ重要な案件の審議が予定され

ております。議員各位におかれましては会期中の本会議及び委員会審査を通じて慎重かつ

精力的にご審議をいただくとともに、円滑な議事運営にご協力いただきますようお願いを

申し上げます。 

これより本日の会議を開きます。本日の議事日程についてはお手元に配布のとおりです。

開会にあたり町長からごあいさつをいただきます。 

町  長    おはようございます。議会の招集にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。平成

２４年２月１５日付をもって飯島町告示第５号により、平成２４年３月飯島町議会定例会

を招集をいたしましたところ、議員各位には時節柄ご多忙中にもかかわらず、全員の皆様

のご出席を賜り心から厚くお礼を申し上げます。また林代表監査委員さん、市村教育委員

長さん、森本農業委員会長さんには、お忙しい中ご出席を賜り厚くお礼を申し上げます。 

        ３月を迎え寒さは依然厳しいものの日一日と日差しの温かさを感じられ、南の方からは

梅や桜の便りも聞かれる季節となってまいりました。さて、昨年３月の東日本大震災から

早１年を迎えようとしております。この冬は各地で厳寒と記録的な豪雪に見舞われ、長野

県北部や東北の震災被災地では仮設住宅の水道管破裂や屋根の雪下ろし作業中の転落死亡

事故などが連日報道されました。また震災の爪跡として残る瓦礫についてはようやくその

５％程度が処理をされたのみで、残された膨大な量については受け入れ処分場の目途も立

たない状況が報じられております。震災後二重三重のご苦労をされている皆様を思うとき、

暖かな春の被災地への早い訪れを願わずにはいられません。当町におきましては降雪量は

平年並みで４回ほどの除雪作業も地元の皆様との共同作業によりまして迅速に行われ、大

きな混乱もなく対応できましたことは大変ありがたく感謝を申し上げる次第であります。

また厳しい寒さが続き路面の凍結によるスリップ事故も多発したものの、深刻な雪害等の

なかったことも大変ありがたいことでありました。 

        さて、今議会には飯島町の新年度予算を上程をいたしますが、この予算は昨年３期目の

当選をさせていただきましたこの選挙に際し、私が公約に掲げた重点施策を旨にした臨ん

だ最初の予算でもございます。厳しい財政状況の中ではありますが、町民の皆様の負託に

応えられますように新総合計画２年目予算として位置づけ、８つの進むべき方向と４８施

策により組み立てをするとともに、特に公約に掲げました重点課題に対応するため、定住

促進など４つのプロジェクトと防災対策など安全安心に力を入れた財源配分をし編成を行

ったところでございます。 

        一方、タイの洪水被害、円高やユーロ圏の金融不安、緊迫する中東情勢とイラン原油の

輸出禁止など激動する国際情勢に加えて、震災復興や増え続ける社会保障財源確保のため

の国債発行など国の財政環境の悪化は極限状態を想像させ、脱却の道筋さえも見えない状

況にあります。当町におきましても長引く経済不況による税収の伸び悩み等、厳しい財政
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状況が続くものとして従来の経常経費を更に厳しい視点で検証をし、削減を進めながら医

療、介護、福祉予算など高齢化等の進展による自然増と、子育て支援など未来を見据えた

行政事情に対応する財源を生み出すことに腐心をしての編成でありました。細部につきま

しては明日の新年度予算提案の中で所信を申し上げさせていただいきたいというふうに思

います。 

        さて、再三言われていることでございますが、このたびの震災を契機に日本中に絆とい

う心を見直す機運が大変高まってまいりました。日本がまだまだ貧しい時代には人々は助

け合いながら豊かで平和な社会の建設に邁進をしてまいりました。しかしながら経済の成

長とともに私たちの心の中から人と人との絆が薄れ、物やお金が絆にとって代わってきた

ような思いがいたしております。混沌とした国政の中で景気の回復、持続可能な社会保障

制度の確立など先の見えない社会経済状況の中で、地域の絆を深め、助け支え合う気持ち

の醸成が今ほど大切の時がないように感じております。議員各位、町民の皆様にはそれぞ

れの立場、場面におきましてなお一層のご理解とご協力を切にお願いを申し上げる次第で

ございます。 

        さて本定例会にご提案申し上げます案件につきましては、人事案件が１件、条例案件１

６件、予算案件１３件、その他案件９件、の計３９件の多きの議案でございます。いずれ

も重要な案件でありますのでなにとぞ慎重審議をいただきまして、適切なるご決定を賜り

ますよう心からお願いを申し上げまして議会招集のご挨拶とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

議  長    日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１５条の規定により、１番 久保島巌 議

員、２番 宮下 寿 議員を指名します。 

 

議  長    日程第２ 会期の決定を議題とします。 

本定例会の会期につきましては議会運営委員会において協議しておりますので、議会運

営委員長の報告を求めます。 

          堀内議会運営委員長。 

議会運営 

委員長     会期につきましてご報告を申し上げます。去る２月２３日午前９時１０分から議会運営

委員会を開催し、本定例会の会期、並びに議案の審議方法について審議を行いました。案

件の内容からいたしまして本定例会の会期は３月５日から３月１９日までの１５日間と決

定されましたのでご報告を申し上げます。なお提出議案の審議方法につきましては、本定

例会提出議案３９件の内、初日に審議される議案は第３９号議案の内第２４号議案から第

３０号議案、新年度予算７議案、これを除く議案でございます。その内第２号議案につき

ましては総務産業常任委員会へ付託、第９号議案につきましては社会文教常任委員会へ付

託、その他の議案につきましては即決が適当と判断をいたしました。なお一活上程議案と

して第３１号議案及び３２号議案の２議案、及び第３３号議案及び第３４号議案の２議案、

並びに第３５号議案から第３８号議案までの４議案、これを指定をいたしましたのでよろ

しくお願いします。また翌日２日には第２４号議案から第３０号議案までの平成２４年度
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当初予算７議案が一括上程され、各常任委員会へ分割付託といたしました。以上議会運営

委員会からの審議結果の報告とさせていただきます。 

議  長    お諮りします。ただいまの委員長報告のとおり、本定例会の会期は、本日から３月１９

日までの１５日間、案件の審議方法は委員長の報告のとおりとしたいと思いますがご異議

ありませんか。 

（異議なしの声多数） 

議  長    異議なしと認めます。従って会期は本日から３月１９日までの１５日間とすることに決

定しました。また各案件の審議方法は委員長の報告のとおりといたします。 

堀内委員長自席へお戻りください。 

会期の日程は事務局長から申し上げます。 

事務局長    （会期日程説明） 

 

議  長    日程第３ 諸般の報告を行います。 

議長から申し上げます。 

最初に平成２３年１２月定例会において議決された「郵政改革法案の国会での十分な議

論を求める意見書」「ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉参加反対を求める意見書」

「発達障害児の早期発見支援施策の充実を求める意見書」「消費税増税を行わないことを

求める意見書」「住宅リフォーム助成制度の創設を求める意見書」につきましては、平成

２３年１２月１９日に衆参両院並びに関係機関へ送付しましたのでご報告いたします。 

次に請願・陳情等の受理について報告します。本日までに受理した請願・陳情等は、お

手元の請願・陳情等文書表のとおりであり、会議規則第８９条および第９２条の規定によ

り所管の常任委員会に審査を付託します。 

次にお手元に配布のとおり、公用車及び公共施設の管理に伴う損害賠償の専決処分の報

告がされております。 

次に例月出納検査結果について報告します。１２月から２月における例月出納検査の結

果、特に指摘事項はありません。 

次に本会議に説明員として出席を求めた方は別紙のとおりであります。なお予算議会で

ありますので総務課財政係長に出席を願うことといたしました。 

    次に町当局からの報告を求めます。 

町  長    それでは私からは３点についてご報告をさせていただきたいというふうに思います。先

ず飯島町土地開発公社の平成２４年度事業計画及び予算について申し上げます。飯島町土

地開発公社の平成２４年度事業計画及び予算につきましては、去る２月の２９日の飯島町

土地開発公社理事会において審議をお願いし、ご議決いただきましたので、その概要を地

方自治法の規定によりまして報告を申し上げます。初めに、平成 1 ７年度から始まりまし

た国道１５３号伊南バイパス建設工事に伴う用地の先行取得業務は平成２１年度をもって

公社の代行買収が終了をしており、国によります再取得事務は平成２４年度を残すのみと

なっております。土地造成事業関連では課題としてきました未販売分譲住宅用地につきま

して、平成２３年度におきましても１区画の分譲ができ、今後更に紹介者謝礼金制度など

を活用してより一層積極的なセールスを展開してまいりたいというふうに考えております。

もう一方の土地造成事業であります工業団地造成事業につきまして、工場用地売却の成否
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はその時々の経済情勢と切り離せない一面があるわけでありますが、欧州の政府債債務危

機に関わる懸念や電力供給の制約、デフレの影響等が懸念材料として指摘をされておりま

して、企業誘致をめぐる環境としては未だ厳しさが続いております。しかしながら今後は

経済情勢や企業動向を注視しながら、残っております陣馬工業団地への企業誘致も積極的

に進める他、柏木工業団地につきましても昨年度に引き続き用地取得業務とその後の造成

工事、立地予定企業への売却へと具体的な取り組みを進めてまいります。 

予算概要について申し上げますが、主な収入見込みといたしまして、平成２０年度に取

得した伊南バイパス用地を、国に 157,000,000 円で売却をする他、工業団地及び住宅分譲

宅地等の売却による土地造成事業収益 725,000,000 円など、収入合計で 888,000,000 円余

りを予定しております。これに対し支出見込みとして、土地造成事業原価 876,000,000 円

など事業支出で 883,000,000 余りを予定しており、この結果、単年度収支では 5,000,000

円ほどの黒字予算となる見込みでございます。詳しくはお手元の事業計画書並びに予算書

のとおりでございますので、後刻ご覧をいただきたいというふうに思います。 

続きまして、株式会社エコーシティ駒ケ岳の平成２４年度事業計画及び予算計画につい

て申し上げます。株式会社エコーシティ駒ケ岳の平成２４年度時事業計画及び予算計画に

つきましては、去る２月１７日開催の同社取締役会において議決をされておりますので、

地方自治法の規定に基づきその概要をご報告申し上げます。最初に平成２３年度の事業及

び決算見込でありますが、事業につきましてはほぼ計画通り進んでおります。特にデジタ

ル移行につきましてはチューナーの無料配布とデジ・アナ変換の実施により完了をいたし

ました。デジタルチューナーの無料配布につきましては加入者の意志により不要とする世

帯約１割を残しております。決算見込みにつきましては今期 100,000,000 円の経常利益を

見込めることとなり、当面する設備更新に向けた処分を検討をしております。次にお手元

に配布してございます事業計画及び予算計画でありますが、平成２４年度は基本方針及び

運営方針としましては、地域情報機関として地域に信頼される会社を目指すとともに、地

域産業の振興や教育文化の発展に寄与し、住民に親しまれる番組制作に努めるとしており

ます。また主たる事業計画の中では伝送路の高度化・更新を進め、高度化に伴う新サービ

スの検討を進めてまいります。予算計画といたしましては収入として利用料及び通信料の

収入が中心でありまして、売上高は 613,000,000 円を見込んでおり、様々な諸経費を差し

引いた後の損益は 86,000,000 円を見込んでおります。以上、株式会社エコーシティ駒ケ

岳の平成２４年度事業並びに予算計画の概要でございます。詳しくはお手元の資料をご覧

をいただきたいというふうに思います。 

最後に、飯島町特別職報酬等審議会の答申についてでございますが、飯島町特別職の報

酬等の改定の是非につきましては去る１月１７日の飯島町特別職報酬等審議会において白

紙諮問をさせていただき、１月の１７日及び３１日の２回にわたって慎重審議をお願いし、

お手元にございます答申をいただきましたのでその答申内容をご報告を申し上げますとと

もに、併せて私の考え方を申し上げさせていただきたいというふうに思います。初めに答

申をいただきました内容でございますが、審議会では上伊那郡内５町村及び県内の５類似

町村、計１０町村の特別職の報酬等の状況並びに審議会の開催状況、また平成２３年度人

事院勧告、長野県人事委員会勧告、等の資料を参考に慎重審議をいただき、諸般の状況を

総合的に勘案し議論を重ねて検討をいただいた結果、平成１８年４月より実施をしており
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ます条例本則の月額報酬を 5％減額して支給する附則適用を平成２４年度におきましても

引き続き適用すべきとの答申を全会一致でいただきました。また議員の皆様の報酬につき

ましては現在の議員活動に鑑み本則支給が適当であるとの答申をいただいております。答

申をいただきました事項を精査する中で地方経済の現状並びに一段と厳しい財政運営が迫

られる中にあって、現状維持は必至との判断から私をはじめ副町長、教育長の特別職の報

酬につきましては引き続き月額報酬５％の減額を継続した新年度予算編成とさせていただ

きましたのでご理解の上なにとぞよろしくお願い申し上げます。答申内容につきましては

お手元の資料の答申書のとおりでございますので後刻ご覧をいただきたいというふうに思

います。以上３点につきましてご報告いたしました。 

議  長    ただ今報告のありました件の内、土地開発公社並びにエコーシティ駒ケ岳関係の平成２

４年度事業計画・予算につきましては、最終日の議会全員協議会において質疑を受けるこ

とといたします。 

以上で諸般の報告を終わります。 

 
議  長    日程第４ 第１号議案教育委員会委員の任命についてを議題といたします。事務局長に

議案を朗読させます。 

事務局長    （議案朗読） 

議  長    本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第１号議案教育委員会の委員の任命について提案理由の説明を申し上げます。

本年３月３１日付をもちまして１期４年間教育委員として町の教育行政のためにご尽力を

いただいてまいりました塩澤良和さんが、今任期満了をもって退任をされることになりま

した。塩澤さんにはここに改めて町の教育行政に対するご尽力に感謝を申し上げる次第で

ございます。さてその後任として本日教育委員としてご提案を申し上げます本郷第５耕地

の遠山亨氏は、お手元の経歴書にございますとおり昭和４８年４月に中部電力株式会社に

就職、以来３８年間勤務をされ、現在は中電不動産株式会社に勤務をされておられます。

この間学校ＰＴＡ役員として学校教育に関わっていただき、特に平成１５年から３年間飯

島中学校学校評議員として飯島中学校の運営に携っていただいたことから、教育全般にわ

たって造詣の深い方であるというふうに思っております。またこのような経験を生かし教

育行政の振興にご尽力いただけるものと思っております。つきましては地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意をお願いするものでござい

ます。なお任期は平成２４年４月１日から平成２８年の３月３１日まででございます。よ

ろしくご審議をいただきまして議員全員のご賛同をいただきますようお願い申し上げまし

て、提案理由の説明とさせていただきます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。本案は討論を省略し、これより第１号

議案教育委員会委員の任命についてを採決いたします。この採決は起立によって行います。

お諮りします。本案はこれに同意することに賛成の方はご起立を願います。 

［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。よって第１号議案は原案のとおり同意することに決定
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しました。 

        ここで暫時休憩といたします。そのままお待ちください。 

        ［遠山亨氏 入場］ 

議  長    再開いたします。 

        ここでただいま任命に同意されました遠山亨さんからごあいさつをいただきます。 

        ［遠山亨氏 登壇・あいさつ］ 

遠山亨氏    皆さんおはようございます。本郷第５耕地の遠山亨と申します。ただいまは飯島町の教

育委員会委員としてご承認いただきましたことに対しまして厚くお礼を申し上げます。大

変身の引き締まる思いでいっぱいでございます。とは言いましても私には委員に求められ

ます識見や経験など特段あるわけではございません。強いて申し上げれば飯島中学校の学

校評議員として勤めさせていただいた程度で、正直今の学校や教育について認識している

わけではございません。しかしながら本日委員として任命していただきましたからには、

学校や教育について自分自身しっかりと勉強をさせていただくつもりでございます。また

学校や教育の現状や課題について自分ながらしっかり勉強させていただきまして、経験豊

かな委員の皆様の一員といたしまして、教育の基本理念に即した町の教育行政の運営に一

端を担わせていくつもりで責任を持ってやらさせていただくつもりでございます。高い席

からではございますが以上のことをお約束申し上げますとともに、議員の皆様また関係各

位の皆様のご指導ご鞭撻を頂戴しながら、任期を全うする所存でございますのでどうかよ

ろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。 

議  長    ここで暫時休憩といたします。そのままお待ちください。 

        ［遠山亨氏 退場］ 

 

議  長    再開いたします。 

        日程第６ 第２号議案飯島町暴力団排除条例を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第２号議案飯島町暴力団排除条例の制定につきまして提案理由の説明を申しあ

げます。本条例は全国的にも悲惨な事件を引き起こしております暴力団活動に起因する不

安要因を取り除き、安全で平穏な町民生活の確保、地域経済活動の健全な発展を維持する

ために、町、町民及び事業者の責務として町の事務事業における措置、公の施設の利用制

限、利益供与の禁止等、暴力団の排除に関する必要な措置について新たに条例を制定をす

るものでございます。なおこの条例につきましては成立の暁には駒ケ根警察署管内４市町

村では中川村がこの１月１日から、他の３市町村につきましては４月１日から足並みをそ

ろえて施行され又は施行されることとなります。細部につきましては担当課長に説明をい

たさせますのでよろしくご審議の上、ご議決賜りますようにお願い申し上げます。 

総務課長    （補足説明） 

議  長    これより質疑を行います。なお本案は総務産業委員会へ審査を付託いたしますので、総

括的な事項について質疑されるようお願いいたします。それでは質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

９番 

坂本議員    先ほど総務課長が言われましたパブリックコメントを求めたということで、まあ何もな
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かったということですが、どういう形でパブリックコメントの方法はどのようにされたか

お答えください。 

総務課長    テレビ、広報、こういったものを通じて一般、他のものと同様の手法で行っております。

でもあのそのことについて補足させていただきますと、あのこれパブリックコメントをか

けるものはあの町民の皆様に一定の制限、制約をかけるような内容で、言葉を変えますと

例えば不利益を生じるような内容があった場合に意見を求めるものでありまして、無いと

いうことは概ね承認されているというそういう形で受け止めております。 

議  長    他にございませんか。 

５番 

竹沢議員    あのいずれ総務産業委員会へ付託されますのでそういう意味でお聞きしますが、伊南で

統一してやるということで既に中川が施行ということですが、この文言全体ですけれども

ほぼ４市町村で調整がとれているという理解でよいのでしょうか。 

総務課長    そのいう理解をしてございます。で、中川が少し先行いたしましたのは同時期に警察か

らの要請方各市町村の説明があったんですが、中川ではあのパブリックコメントという制

度を持っていませんのでその分早く施行されたと、他の市町村についてはそれを受けて足

並みそろえて行っていくというこういうことでお願いいたします。 

議  長    他にありませんか。 

６番 

北沢議員    これはあの罰則等を伴わないわけでありますけれども、特に公共施設、公共事業等にお

ける努力目標が示されておるわけでございますが、これに伴います例えばあの利用規定の

看板を書き替えるだとか、それからまあ発注の折の条項を整備するだとか、まあそういっ

たようなことが積極的に行われるべきだというふうに考えるところでありますが、関連す

る予算等について検討されていたら教えていただきたいと思います。 

総務課長    入札にかかわる文言整備は既にできておりますが、公共施設の貸し出しその他について

は運用の中で常時考えてまいりたいと思います。またあの予算措置については現段階では

完記してございません。 

議  長    他にありませんか。 

３番 

浜田議員    あの詳しい審査は付託の中で行われると思いますけれども、ざっとこの文書を見てます

とですね、あの従来まあ暴力団関係の中とは違うような文言があるように思われます。例

えば暴力団員で無くなってから５年といったような規定はですね、私はあんまり詳しいわ

けじゃないですが普通はあの準構成員とかですね、杯は受けてないけれどもというふうな

ものを等という対象にしていたと思うんですけれども、このあたり十分に慎重に審議され

たという理解でよろしいのでしょうか。 

総務課長    なかなかそこら辺のあのちょっと技術的な部分については、あの市町村なかなかそうい

う知識について無いんで、十分あの警察との協議の中でこれが良かろうという文言でもっ

てやっておりますし、またあのこの文言があの標準的なまああの条例の雛形がございまし

て、多くの市町村が自治体がこれを用いてやっているという理解をしてございます。 

議  長    よろしいですか。 

（なしの声） 
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議  長    それでは質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        ただいま議題となっております第２号議案は飯島町暴力団排除条例は総務産業委員会に

審査を付託いたします。 

 

議  長    日程第６ 第３号議案課設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

        本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     それでは第３号議案課設置条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申

しあげます。本条例は住民福祉課分掌事務に環境政策として自然エネルギーに関する事項

を生活環境係の分掌事務として明確に位置付けたこと。またこれまで産業振興課所掌事務

でありました消費者行政に関する事項を生活環境係の分掌事務とするもの。及び老人保健

医療制度の廃止に伴う改正。老人保健法が廃止され新たに健康増進法等により包括をする

こととなったことに伴う改正が主な内容でございます。細部につきましてはご質問により

まして担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い

申し上げまして提案理由の説明といたします。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

４番 

三浦議員    住民福祉課に自然エネルギーに関する事項と、消費者行政に関する事項ということで盛

り込まれました。これについてもう少しこうした事由についてお答えをいただきたいと思

います。 

住民福祉課長  先ず消費者行政の関係でございますけれども、従来まで販売する側、要するに産業振興

課の方で担当しておったわけでございますけれども、昨今の内容から考えますに買う側の

立場の被害やなんか等について消費生活センター等との連絡が必要になってきます。そう

しますと生活係の部分に含まれてくるというようなことから今回所管替えをするところで

ございます。それから自然エネルギーの関係でございますけれども、地域エネルギービジ

ョン等策定している経過の中で、自然エネルギーについては従来から生活環境係でやって

おったということで、まあ総合的な窓口は生活環境係が適切であるというようなことから

住民福祉課の所管という形にさせていただきたいということでございます。 

議  長    他にございませんか。 

１１番 

平沢議員    ただいまの説明でいきますとこれはまあ、あのまあ円滑に町政を推進をするためとの説

明でありましたが、ちょっと疑義がありますので 2 点についてお尋ねいたします。まあ 1

つ目としてはですねこのあの各課を跨ぐ問題であります。それで自然エネルギーは今後当

町にとっても重点課題だと思われます。それでこの全体的な形の中でこの機構の改革につ

いてまあ総合的に検討した過程があったか。それでもう 1 点はですねこのまあ職員の配置

の考えですが、これは内部的、今聞きますと住民福祉課がということでございますが、こ

の内部異動でこの対応ができるのかどうか。この点について２点お尋ねいたします。 

副町長     ただいまのご質問でございますけれども、先程から申し上げておりますようにまああの

自然エネルギーという文言を使っておりますが、この課題につきましては環境という政策

これの捉え方で、従来から温暖化の問題、ＣＯ２の削減の問題、生活環境係が窓口となっ

て対応してきておりました。従ってこれはあの条例の中に文言として位置付けをしていき
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たい。それから今後あの小水力発電だとかいろいろな具体的な事例が出てきた場合につい

ては、またその時点でもし事業を起こしたりするようなことがあれば、それべしのまた内

部検討をしていかなきゃなりませんけれども、今はまああの行政としての窓口をここに位

置付けて住民の皆さんとの意見交換、あるいはあの情報交換等をしながら推進をしていき

たいという考え方でございますのでよろしくお願いしたいと思います。なお、事務量等も

う既に行っている部分も多々ございますので、今の体制の中で推進していけるだろうとい

うふうに今のところ思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

議  長    他にございませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第３号議案課設置条例の一部を改正する条例を採決します。 

        お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第３号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第７ 第４号議案飯島町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を議題

といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第４号議案飯島町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして提案

理由の説明を申し上げます。障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害保

健福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の

整備に関する法律、こういう長い法律がございまして、これが昨年の１２月１０日に公布

されました。非常勤消防団員等にかかる損害賠償の基準を定める政令の一部改正がこの４

月１日から施行されることとなりました。このために当条例の適用条文の項ずれが生じて

まいりますのでこれを改めるものでございます。細部につきましてはご質問によって担当

課長からご説明申し上げます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ

まして提案理由の説明といたします。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第４号議案飯島町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を採決い

たします。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第４号議案は原案のとおり可決されました。 
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議  長    日程第８ 第５号議案飯島町水防協議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。

本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第５号議案飯島町水防協議会条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を

申し上げます。津波または高潮による著しく激甚な災害が発生したとき、特定緊急水防活

動の規定の整備等のための水防法の一部が改正されました。これに伴いまして適用法の条

ずれが生じてまいりましたのでこれを改めるものでございます。細部につきましてはご質

問によりまして担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上、議決賜りますよう

お願い申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第５号議案飯島町水防協議会条例の一部を改正する条例を採決いたします。お

諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第５号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第９ 第６号議案飯島町コミュニティ消防センター設置条例の一部を改正する条例

を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第６号議案飯島町コミュニティ消防センター設置条例の一部を改正する条例の提案理由

の説明を申し上げます。今回の改正は中町コミュニティー消防センターを移設新築したこ

とに伴いまして、所在地番が変更となりましたことから改正するものでございます。細部

につきましてはご質問により担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上、議決

賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第６号議案飯島町コミュニティ消防センター設置条例の一部を改正する条例を

採決いたします。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第６号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１０ 第７号議案飯島町税条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案

について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第７号議案飯島町税条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。経済社会
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の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法、及び地方税法施行令、地方税

法施行規則の一部改正、並びに東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防

災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が公布されたこ

とによりまして改正するものでございます。細部につきましては担当課長から説明させま

すので、よろしくご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明と

させていただきます。 

住民福祉課長  （補足説明） 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

４番 

三浦議員    第２４条なんですけれども、同項に規定する額に 500 円ということで今あの説明があり

ましたけれども、この提案理由の中でまあ防災に関わるということで、のための施策に必

要な財源確保というような形で公布されたというふうにありますが、この町民税としてこ

の掛かってきたものについてのどのような財源に使うかっていうようなことは、特別決ま

りがあって防災のためにそれを使うとかそういうことがあるのかどうかお聞きをしたいと

思います。 

住民福祉課長  具体的な詳細の内容につきましては今後これから先の話でございますので、具体的な事

業名等出されてくると思われます。現在あの現在の段階では具体的な事業名というような

ものはまだこちらの方へ連絡が来ておりません。 

議  長    他に。他にございませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第７号議案飯島町税条例の一部を改正する条例を採決します。お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第７号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１１ 第８号議案飯島町福祉医療費給付金給付条例の一部を改正する条例を議題

といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第８号議案飯島町福祉医療費給付金給付条例の一部を改正する条例につきまし

て提案理由の説明を申し上げます。今回の改正は、町独自の子育て支援策の一環として町

の福祉医療費給付事業の内、乳幼児等の事業区分の対象年齢を拡大をするものでございま

す。これは今年度から実施をしております町の第５次総合計画の基本施策、「だれもが健

康と笑顔で暮らせるまちづくり」の主要施策である福祉医療制度の充実の一環として行う

ものであります。未来を担う子どもが適正な医療を受け、健康な社会人として成長するこ

とを支援をするとともに、義務教育を終え教材費や通学費など経済負担が大きくなる子育

て世代の経済的負担の軽減を行い子育て支援をするものでございます。内容はこれまで対

象年齢が中学校３年生までであったものを高校３年生相当学年まで、つまり１８歳に達す
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る日までといたしましてその対象年齢を引き上げることとし、その所要額といたしまして

は平成２４年度当初予算見込みで 2,500,000 円ほど見込んでいるところでございます。細

部につきましては担当課長から説明申し上げますので、よろしくご審議をいただきご議決

賜りますようお願い申し上げます。 

住民福祉課長  （補足説明） 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第８号議案飯島町福祉医療費給付金給付条例の一部を改正する条例を採決しま

す。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第８号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１２ 第９号議案飯島町介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。

本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    第９号議案飯島町介護保険条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上

げます。平成２４年度から平成２６年度までの３年間を対象とする第５期飯島町介護保険

事業計画に基づき、適正な介護保険事業の実施及びサービスを提供するため、介護保険料

の率及び保険料の額を改定をするものであります。向こう３年間の介護給付費及び介護予

防の事業費等の推計によりまして、介護保険料の基準月額を算定し、これにより各所得階

層ごとの保険料率に基づいた年間保険料を算定をいたしまして、今回条例改正案として提

案をさせていただくものでございます。今回の主な改正の内容につきましては、保険料の

基準額の改定でありますが、県と町の準備基金を可能な限り充当をした上でギリギリの線

で最善の努力をした上での算定をいたしましたが、介護保険対象者、介護保険の給付費、

介護保険サービスの級のアップ等々によりまして、いずれも増加の見込みによりまして３

１．１％の上昇となり、月額では 1,180 円増額の 4,980 円、年額では 14,160 円の増の

59,760 円と設定をさせていただきました。また所得額負担能力に応じてご負担をお願いす

るということで現行の負担区分６段階を細分化しまして、１１段階に設定をするとともに、

低所得者層に配慮をいたしまして保険料率を最低０．４５に設定をし、最高は１．７５と

することといたしました。これらに伴います関係条文の改正を行うものでございます。詳

しくは担当課長から説明を申し上げますので、よろしくご審議をいただきましてご議決を

賜りますようにお願いを申し上げます。 

住民福祉課長  （補足説明） 

議  長    これより質疑を行います。 

        本案は社会文教委員会へ審査を付託いたしますので総括的な事項について質問されるよ

うお願いいたします。それでは質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１０番 
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堀内議員    すいません、ちょっと聞き漏らしたので再確認をお願いしますが、施行令の３８条適用

から３９条適用に変えたというその理由についてもう一度お願いしたいと思います。 

住民福祉課長  施行令によりますとあの３８条の関係は６段階にする場合についての規定が掲げてござ

います。それで３９条につきましてはそれを多段階にするためのそれぞれの規定がござい

ますので、今回の場合は多段階でございますので３９条の適用ということになるわけでご

ざいます。 

議  長    他にございませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        ただいま議題となっております第９号議案飯島町介護保険条例の一部を改正する条例は

社会文教委員会に審査を付託いたします。 

 

議  長    ここで休憩をとります。再開時刻を10時45分といたします。休憩。 

 

午前１０時２７分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。 

    日程第１３ 第１０号議案飯島町高齢者地域支えあい拠点施設設置条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第１０号議案飯島町高齢者地域支えあい拠点施設設置条例の一部を改正する条例につき

まして提案理由の説明を申し上げます。地域介護福祉空間整備事業で整備いたしておりま

す北河原地区及び上ノ原地区の高齢者支えあい拠点施設が竣工し供用開始となるため、関

係条例の改正を行うものでございます。細部につきましてはご質問によりまして担当課長

から説明させますので、よろしくご審議の上ご議決を賜りますようお願い申し上げまして

提案理由の説明といたします。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第１０号議案飯島町高齢者地域支えあい拠点施設設置条例の一部を改正する条

例を採決いたします。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第１０号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１４ 第１１号議案飯島町保健センター条例の一部を改正する条例を議題といた

します。本案について提案理由の説明を求めます。 
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副町長     第１１号議案飯島町保健センター条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説

明を申し上げます。飯島町保健センターが平成２４年４月１日から役場西庁舎に移転する

ことによりまして位置を改めるものでございます。細部につきましては、ご質問によりま

して担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上ご議決を賜りますようお願い申

し上げまして提案理由の説明といたします。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

６番 

北沢議員    この保健センターでありますけれども、今度の新しい施設には保健センターの看板を掲

げることとするのでしょうか。 

住民福祉課長  保健センターの移転でございますので保健センターの看板を掲げたいと思います。 

議  長    他にありませんか。 

５番 

竹沢議員    この条例について異議ありませんが、元の方の保健センター、以前に同僚議員から一般

質問で何回かあの後利用についての質問があったと思いますけれども、今後は後利用はど

うにされるのかについてご答弁をお願いします。 

住民福祉課長  古くはなってきましたけれども、まだまだ使える要素も大変あります。そういったこと

から後利用について検討をしているところでございますけれども、予定といたしましては

平成２４年度の中で具体的な方向性を見出していきたいということを考えております。こ

れはあの取り壊しも含めた中で、まあできればあの障がい関係の施設にしていきたいとい

うことで、それを前提に話を進めていきたいというように思っております。 

議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第１１号議案飯島町保健センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第１１号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１５ 第１２号議案飯島町農村環境改善センターの設置等に関する条例の一部を

改正する条例を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第１２号議案飯島町農村環境改善センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例

につきまして提案理由の説明を申し上げます。農村環境改善センターは平成８年設置以来、

農林業の振興と農村生活環境の改善を進めるための活動拠点として提供してまいりました。

今回役場西庁舎、保健センターの建設に伴いまして青年相談室兼研究室、生活研修室、談

話喫茶コーナーを廃止するよう改正するものでございます。細部につきましてはご質問に

よりまして担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお

願い申し上げまして提案理由の説明といたします。 
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議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第１２号議案飯島町農村環境改善センターの設置等に関する条例の一部を改正

する条例を採決いたします。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第１２号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１６ 第１３号議案飯島町生涯学習センター条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第１３号議案飯島町生涯学習センター条例の一部を改正する条例につきまして提案理由

の説明を申し上げます。平成２３年４月１日に生涯学習センターが教育委員会事務局内に

設置されまして、その位置を文化館の位置としてまいりました。今年の４月１日から教育

委員会事務局が役場西庁舎に移転することに伴いまして、生涯学習センターも同位置に移

転するよう位置を改めるものでございます。細部につきましてはご質問によりまして担当

次長から説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申

し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

６番 

北沢議員    先程の件もでありますけれども、まあいくつかの機関があの建物の中に入るわけであり

ますが、今後の今説明のあった役場の西庁舎、こういう位置付けでいろんな案内だとかそ

ういったものが出されていくのか、農村環境改善センターっていう農村センターという今

までの名称を使って建物の位置を町民に案内していくのか、そこら辺の統一はされている

のでしょうか。 

教育次長    基本的にはですね西庁舎という名称を使って行く予定にしております。ただしそれだけ

ではわかりにくいので、西庁舎（ ）して、例えば生涯学習センターとかあるいは教育委

員会事務局とかそういった名称を加える形で使っていきたいというふうに考えております。 

議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第１３号議案飯島町生涯学習センター条例の一部を改正する条例を採決いたし

ます。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 
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議  長    異議なしと認めます。よって第１３号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１７ 第１４号議案飯島町営住宅管理条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第１４号議案飯島町営住宅管理条例の一部を改正する条例の提案理由の説明を申し上げ

ます。本条例は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行によりまして、公営住宅法及び同法施行令の一部改正に伴い、

入居資格として同居親族を要しないものの基準を定めるために条文の整備を行うものでご

ざいます。詳しくは担当課長から説明させますのでよろしくご審議の上、議決を賜ります

ようお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。 

建設水道課長  （補足説明） 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第１４号議案飯島町営住宅管理条例の一部を改正する条例を採決いたします。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第１４号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１８ 第１５号議案飯島町公共下水道条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第１５号議案飯島町公共下水道条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明

を申し上げます。下水道施設の機能を妨げ又は施設を損傷する恐れのある下水から下水道

施設を守り、水環境保全のための終末処理場の機能を確保するため、下水道に排除する水

質を規制しております。今回の改正は１．１ジクロロエチレンについて毒性評価が不確実

性を多く見込んだ評価値から、より実際の毒性に近い評価値へ変更がされ、水質汚濁防止

法施行規則の一部と下水道法施行令の一部が改正されたことに伴いまして改正するもので

ございます。細部につきましてはご質問によりまして担当課長から説明いたしますので、

よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明といたし

ます。 

議  長    これより質疑を行います。 

４番 

三浦議員    ただいま説明がありましたけれどもあのこのジクロロエチレンというものがどんな物質

なのかよくもう少し説明をしていただきたいのと、その基準を上げてもいいというあの上

げるそういう今までの経過の中でということだと思うんですけれども、その理由をもう少

しわかりやすく説明をしていただきたいと思います。 

建設水道課長  それではあのご質問の２点、ジクロロエチレンというものはどういうものかというお話
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と、基準が０．２から１．０に変更された経過について説明をさせていただきます。先ず

あのジクロロエチレンという物質でございますが、こちらにつきましては塩化ビニールの

樹脂の原料、あるいはフィルムの洗浄剤等に使われる物質ということでございます。人体

の影響といたしましては麻酔作用等が知られておるという物質でございます。それでこち

らの基準の改正でございますが、元はＷＨＯの飲料水水質ガイドラインの毒性評価という

ことで検討されておりまして、まあ実際に近い毒性の評価値へＷＨＯの方で基準が変更さ

れたということでございます。これを受けまして環境大臣が排水規制等の専門委員会へ平

成２１年の１１月に諮問を行っております。そこで検討されまして２３年の２月には専門

委員会から第１次の報告がございました。それから２３年の２月１８日に中央環境審議会

の水環境部会の方から環境大臣の方へ答申が行われておるというそんな状況でございます。

それで答申内容につきましては下水道の基準がまあ０．２からＷＨＯの１．０、こちらの

数値で適当であろうという答申を受けた中で改正がされたという、そういう経過でござい

ます。以上でございます。 

議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

９番 

坂本議員    あの国はまあそういうことでＷＨＯの基準が変更されたということで国も答申をしてま

あ大丈夫だということになったと思うんですけれども、国がまあそういうふうになったか

らといってまあその汚水の基準を緩くするっていうことになるわけでありまして、飯島町

がどうしてもこの基準に沿って緩くしなければいけないということもないと思うんですけ

ども、厳しい方がこれからの環境のことを考えれば厳しい方が私はいいと思うんですけれ

ども、反対です。反対ということで意見を申し上げます。 

議  長    他にありませんか。 

８番 

中村議員    私も反対の意見でありまして、あの当町においてどうしてもこれを緩めなければならな

いという理由があるのであればですけれども、そうでなければ今のままでいくことの方が

いいと思いますので反対いたします。 

議  長    他にありませんか。 

        賛成討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定されることに賛成の方はご

起立ください。 

        ［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立多数です。よって第１５号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１９ 第１６号議案飯島町文化館条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

       本案について提案理由の説明を求めます。 
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副町長     第１６号議案飯島町文化館条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申

し上げます。飯島町文化館は平成５年開館以来、多くの町民の皆様に社会教育、生涯学習、

文化活動等の活動の場として利用をいただいており、管理につきましては現在に至るまで

教育委員会が行ってまいりました。飯島町が設置する公の施設の管理につきまして、地方

自治法第２４４条の２第３項の規定に基づきまして、施設の設置の目的を効果的に達成す

るために必要があると認めるときは指定管理者に管理を行わせることができるとされてお

ります。本年４月１日から教育委員会事務局が飯島町文化館から役場西庁舎へ移転するの

に伴いまして、飯島町文化館の管理を効果的かつ効率的に行わせるため、法の規定に基づ

きまして指定管理者の指定を行うことができるよう条例改正するものでございます。指定

管理者の行う業務につきましては施設・設備の維持管理と施設使用許可、使用料の徴収等

で、改正により利用者の利便性が損なわれることはなく、これまで通りの手続きで利用が

できることでございます。なお、指定管理者が文化館の管理を行う前に教育委員会が許可

した使用許可、及び町長が許可した減免につきましては指定管理者が許可したものとみな

します。細部につきましてはご質問によりまして教育次長から説明申し上げますので、よ

ろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明とさせてい

ただきます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

３番 

浜田議員    ２点ほどお尋ねしたいと思います。実は本件については２月の１７日の全員協議会で内

容についての説明がありました。で、その中で文化館の管理という文章がございましてで

すね、施設使用料の減免については教育委員会合議後に同法人で決裁するとこういう記述

があります。ところが今回の条例についてはですね何ら明記がないように思います。それ

とまあ本日の資料の中でですね、改正案については書かれていますけれども、第１０条と

いうことで書かれておりますけれども、この実態的な内容を表示している５条、６条、８

条、９条、これについては一切記述がありません。一体どういうわけなのか、慎重審議を

求めるのであればですね、当然それが記載されて然るべきだと思いますけれども、この２

点についてお尋ねいたします。 

教育次長    前段の質問でございますが、減免、使用料の減免について教育委員会合議後に同法人で

決裁と、この文章に関する記載が改正案にないということでございますが、改正案のです

ね第１０条第２項になります。指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする、こ

この第１号の部分ですね、第５条、６条、８条、９条に定める業務、この第８条に定める

業務は「町長は特に必要と認めるときは使用料を減免することができる」という規程でご

ざいまして、この業務についても指定管理者が行うと。それから第３項の読み替え規程の

中で、第８条及び第９条の規程中、町長とあるのは指定管理者と読み替えるとこういう改

正でございますので、従ってここは町長というのが「指定管理者は特に必要と認めるとき

は使用料を減免することができる」と。なおあの教育委員会合議後に同法人で決済という

部分については、条例の中で一切触れておりませんが、あのこの減免規定については具体

的にはあの文化館管理規則の方である程度細かく規定がされております。これをあのこの

規定によりまして減免をするんですが、やはりあの減免の場合にはそれが例えば利用者が

営利の扱いになるのか、非営利になるのかというなかなか難しい部分もありまして、あの
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そういったちょっと微妙なところについてはまずあの教育委員会に相談をしていただいて、

当然あの法人の判断によるんですが、教育委員会の意見も聞かせてもらいながら最終的に

指定管理者の方で決裁するとこういう手続きでございます。それから後段の部分の質問の

それぞれの条項に関することが条例に謳われていないということでありますが、今説明し

ましたように第５条については使用の許可に関する部分であります。それから６条が使用

料の納付、それから８条が今言いました使用料の減免、関連して第９条が使用料の還付と

いうことでございまして、これらの業務を指定管理者が行うことができるということで、

この中に改正条文の中に謳われておりますのでご理解をお願いしたいと思います。 

議  長    はい他にありませんか。 

３番 

浜田議員    前段の話は説明になっていないと思います。この改正案ではですね、指定管理者にすべ

てを委ねることになっています。ところが全協の資料ではですね、教育委員会がこれ合議

（ごうぎ）じゃなくて合議（あいぎ）と読むんですか？、で、それに基づいて法人で決裁

すると、内容が全然違うんじゃないでしょうか。答えになっていないんじゃないですか。 

教育次長    最終決裁は当然指定管理者が行います。これはあの改正条文のとおりでございます。た

だその間に手続きを少し踏む必要がありますので、その分についてはあの指定管理者が決

定したうえで後ほど協定書ということ、あの委託する側と受託する側で協定書を結びます。

その中で具体的にこういった手続きを踏んでほしいということを盛り込んでいく予定にし

ております。 

議  長    浜田議員最後の質問です。 

３番 

浜田議員    もともと条例に謳われていた町長のですね権限決裁についてですね、それを格下げして

しまうということについては私はとても積極的な理由は認められないと思いますけれども、

これについての説明をお願いします。 

教育次長    あの町長決裁権限であるんですが、その減免の具体的な規定については文化館管理規則

の方でも定められておりまして、そちらの方もその条例の改正を受けて、減免規定を、減

免規定といいますかその指定管理に関する部分を改正していく予定になっております。で、

指定管理者が行うことによりまして申し込みの受け付けからそれから使用の許可、最終的

なその関連する減免まで一括して指定管理者に行ってもらうという趣旨のことでありまし

て、従いまして「町長」というのを「指定管理者」に読み替えるということでご理解をい

ただきたいと思います。 

議  長    他に。 

４番 

三浦議員    今、減免について、権限について指定管理者の方が要するに住民と利用者にとっては効

率的だというお話だったかと思うんですけれども、あのそれでは今までの、今までまあ文

化館に規定があったという減免規定があってそのようにやってきたということですけれど

も、今までの減免の決定の権限はどこが持っていたのかということについてお聞きしたい

と思います。 

教育次長    この条例の本文のとおりで町長の決裁権限であります。 

４番 
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三浦議員    何故今まで町長権限で減免がされてきたかっていうことが私はすごく重要なことではな

いかというふうに思っていまして、指定管理者ということになれば先ほども、これはと思

えば相談を受けるというようなそこで検討をするというようなお話でしたけれども、それ

でいいのかどうかということについてはそれは指定管理者の本当に裁量というかであって、

少し違うではないかなというふうな、今までの規定のその町長権限というものと、じゃあ

指定管理者の裁量でいいというのでは私はすごく中身が違ってくるように思うんですけれ

ども、その辺についてはあの検討されたんでしょうか。 

議  長    はいこれは町長答えてください。 

副町長     今あのご議論をいただいております文化館条例の指定管理者に指定できる内容につきま

してですが、一番の根拠は地方自治法で定められております指定管理者制度の条文に基づ

いて、その必要なことを条例の中に盛っていくということで、手順として組まさせていた

だいております。この法律の中におきましては公の施設の設置の目的、これを効果的に達

成するように、必要があるときは条例の定めによって指定管理者に指定することができる

ということになっておりまして、その内容の指定の手続き、あるいはあの指定管理者が行

う管理の基準だとか業務の範囲、そういったものについて条例で定めていくということで

今回の条例の定めになっておるわけでございます。先ほどあのまあ減免のことが多分に議

論の中心になっておるようでございますが、減免の関係につきましてはもう平成５年から

ずっと長い歴史の中で減免規定の事例の蓄積もされておりますので、そういった事例に基

づいて新たな指定管理者が減免をやっていくことは可能かと思いますし、またあの特異な

事例、またあの新たな事例が出た場合には先ほど教育次長申し上げましたように、教育委

員会の方へ当然合議がくるだろうと、その手続きについては指定管理者と協定を結ぶ中で

その辺については明確にしていきたいということでございます。なおあのこれらの規程の

定め方につきましては文化館特異の定めではありません。あの都市公園の与田切公園、千

人塚公園等につきましても同じような定めをもって指定管理者にお願いをしていくという

ことになっておりますので、不具合等がございましたらまた協定等の中において、町長の

判断しなければならないものは当然こちらへ残していくだろうというような手続きになる

かと思いますので、その点についてご理解いただきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

議  長    町長よろしいですか。他に。 

        ありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

３番 

浜田議員    この条例についての審議をですね委員会付託にすることを求める動議を提出したいとい

うふうに思います。で、その理由について申し上げます。１つはですねあの副町長から指

定管理者に委ねることについての説明がありましたけれども、これは少なからぬ問題を含

んでいると考えています。と言いますのは、まあ指定管理者はどちらかといえばですね経

営の安定といいますか、あの収支についての責任も同時に持たされるわけだというふうに

私は認識しております。その一方文化館条例、これの第２項の中には目的が記述されてい
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ますけれども、町民の教育・文化に資するということでありましてですね、これは例えば

減免をすれば収入が減るというそういう決断の下でも、優れた活動についてはですね減免

措置をするとこういう相対立する要綱を含んでいるんではないかと私は考えます。従って

それを全て指定管理者に委ねるというのは決して適切ではないだろうというふうに考える

次第であります。そういう意味でですね、それともう１つはあのこれまで第５条で教育委

員会マターであったこと、それから第８条で町長の権限に属するものであったこと、これ

を指定管理者に委ねるというのはそれなりに慎重な審議を必要とする案件であろうという

ふうに私は考えます。よってですね本件をしかるべき委員会に付託してより慎重な審議を

求めることを、そういう動議を提出したいと思います。 

議  長    ただいま浜田議員から出されました動議について、飯島町議会会議規則第１５条の規定

により、これを議題にするかについて採決をいたします。この採決は起立によって行いま

す。お諮りします。ただいま出されました動議についてこれを議題とすることに賛成の方

はご起立ください。 

［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立５人です。よって飯島町議会会議規則第１５条の規定によりこれ

を議題とすることに決定しました。 

        ここで暫時休憩といたします。 

［暫時休憩］ 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。 

ただいまの第１６号議案に対する動議についてはこれを議題とすることに決しました。

これより第１６号議案飯島町文化館条例の一部を改正する条例を委員会付託とするかにつ

いて採決をいたします。お諮りします。委員会付託とすることに賛成の方はご起立を願い

ます。 

［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立少数です。よって第１６号議案飯島町文化館条例の一部を改正す

る条例を委員会付託とすることは否決されました。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

３番 

浜田議員    この条例に対して反対の立場から討論いたします。様々な施設があの管理委託されてま

あこれまでと同様のように文化館も行われるという趣旨のようでありますけれども、私は

やはり行政が責任をもって進める施策に対してはですね、最終的に責任を取るという条項

を残すべきではないかというふうに思います。さもなければ先ずは議会のチェックに掛か

りにくくなる、要するに様々な細目等に落とされますとですね。それからその責任の所在

が個別の案件に対して明確でなくなるということでですね、やはり町が本質的に管理して

いる施設、とりわけ文化館のように文化、教育に関わる案件についてはですね、町長並び

に教育委員会にその最終的な権限を残しても事務手続き上負担になるわけでもありません

し、最終的にはその責任も残るものだというふうに考えます。よって本条例に反対するも

のであります。以上です。 

議  長    賛成討論はありませんか。 

６番 
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北沢議員    本条例につきましては、単純にあの文化館の管理を指定管理者に委ねるというものであ

りまして、文化行政そのものを委ねるわけではございません。従ってまあ今後の公営施設

のあり方の中でこの指定管理制度というのが出来たその趣旨を踏まえますと、町もそうい

ったものに乗って合理的に施設を管理していただくことが町民のためになるんではないか

というふうに考えるところであります。従ってまあ今までも弓道場条例だとかいろんな公

共施設を指定管理に出してきているわけでありますけれども、まあその指定管理そのもの

も法律上は議会がその指定先を議案として審議する機会を与えられておりますし、この内

容を単純にいわゆる条例上解釈して文化館を指定管理者の管理に委ねることができると、

こういった条例の改正については賛成するものであります。 

議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第１６号議案飯島町文化館条例の一部を改正する条例を採決いたします。この

条例は起立採決をいたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立くだ

さい。 

        ［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立多数です。よって第１６号議案は可決されました。 

 

議  長    ここで昼食のため休憩をとります。再開時刻を午後１時３０分といたします。休憩。 

 

         午前１２時１７分 休憩 

         午後 １時３０分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。 

 

議  長    日程第２０ 第１７号議案飯島町図書館設置条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第１７号議案飯島町図書館設置条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明

夫を申し上げます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律、この成立によりまして図書館法の一部が改正され、図書館協議

会委員の任命基準は文部科学省令を斟酌して、各自治体の条例で定めることとなりました。

このため省令で定める協議会委員の任命基準を加えるよう改正するものでございます。細

部につきましてはご質問によりまして教育次長から説明申し上げますので、よろしくご審

議の上、議決を賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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        これより第１７号議案飯島町図書館設置条例の一部を改正する条例を採決いたします。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第１７号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第２１ 第１８号議案平成２３年度飯島町一般会計補正予算（第６号）を議題とい

たします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第１８号議案平成２３年度一般会計の補正予算（第６号）について提案理由の

説明を申し上げます。予算規模につきましては歳入歳出予算の総額にそれぞれ 28,995,000

円を追加をして、歳入歳出それぞれ 4,651,298,000 円とするものでございます。今回の補

正予算につきましては平成２３年度の当初予算及び補正予算により各種の事務事業を進め

てまいりましたが、決算を迎えるにあたりまして事業実績等の見通しにより必要な補正を

行うものであります。なおこれから３月末にかけて流動的な事務事業もありますので、必

要に応じて３月３１日付で補正をしなければならないもの、また繰越明許費として次年度

に渡って事業を実施するものが見込まれますので、今後精査の上必要な措置を講じてまい

りたいと考えております。歳入の主な内容でありますが、町のたばこ税につきまして当初

予算では税率改正の影響を勘案して予算措置を行ったところでありますが、その影響が予

想より少なくて収入増となりましたので増額補正をいたしました。地方交付税は１２月に

公布されたものを予算措置をし、町債につきましては新規事業の財源措置としての増額と、

事業費が確定したものを減額をするものでございます。 

次に歳出の主な内容でありますが、今年度末に退職する職員に関する退職手当組合の特

別負担金の増額と、国庫補助事業を活用し農業用水路改修と小・中学校のガラス飛散防止

フィルムを貼るための工事を実施することといたしまして、必要な予算をそれぞれ増額補

正をいたしました。また農業集落排水事業特別会計への繰出金につきまして、特別会計の

決算見通しにより一般会計からの繰出金を減額をすることといたしました。以上のとおり

歳入の増や歳出の減などを見込んだ結果、今年度予定してきた事業はほぼ計画通り執行で

きた見通し等によりますことなどから、財政調整基金へ 40,000,000 積み立てるように予

算計上をしたところであります。なおこの積立金の一部は平成２４年度に計画をしており

ます千人塚にあります老人福祉センター及び勤労者福祉センターの取り壊しの財源にした

いと考えております。これらの施設の取り壊しにつきましては今年度２３年度中に取り壊

しを行うよう検討を進めてきたところでありますが、国庫補助金を活用した施設整備を行

った箇所がございまして、国との事務処理の関係上、年度内の取り壊しが不可能でありま

すためにその財源を本年度中に一旦財政調整基金に積み立てまして、新年度予算において

繰り入れを行った上で取り壊しを実施するように計画をしているところでございます。以

上歳入歳出予算の他、債務負担行為の補正２件、地方債の補正５件を計上をさせていただ

いております。細部につきまして担当課長からそれぞれご説明申し上げますので、よろし

くご審議をいただきましてご議決賜りますようにお願い申し上げます。 

総務課長   （補足説明） 

住民福祉課長 （補足説明） 

産業振興課長 （補足説明） 
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建設水道課長 （補足説明） 

教育次長   （補足説明） 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

６番 

北沢議員    歳入の方のですね財産の売り払い収入のところでお伺いいたします。不動産売り払い収

入が 1,933,000 計上されているわけでございます。これはあのいわゆる町有地を処分した

という内容でございますので、もう少し詳しくお聞かせいただけたらと思います。 

総務課長    この処分の主なものが旧七久保教員住宅の用地の処分費でございます、これが 1,700,000

円でございます。 

議  長    はい他に。 

２番 

宮下議員    先ほどあの一番最初に町長の言葉の中にあいさつの中にまああの除雪のことも出ており

まして、まあ平年並みかなっていうお言葉だったかと思うんですけれども、まあそういっ

た中で２７ページを見ていただくと、先ほど委託料の道路除雪並びにまあ融雪剤の散布業

務これに 3,200,000 増ということになっております。その内容からすると 3,200,000 と結

構な金額が補正されているわけですので、平年並みというふうに考えると予算の時点での

見込みが少な過ぎたのか、あるいはもっと他に何か理由があったのか、まあひとつその私

が気になったのは今度のこの道路除雪等々につきましては１社確かいつもお願いするとこ

ろといいますか、その辺が減ったわけですよね、そういったことから諸々のなにかあって

この3,200,000という増額があったのかここら辺をお聞きしたいと思います。 

町  長    あの議会開会の冒頭のごあいさつの中に触れての関連のご質問だと思いますが、ごあい

さつの中では、今年はあの都合４回ほどまあ除雪機等を駆使しての除雪作業であったとい

うことの意味で、まあそのくらいがだいたい平年並みの量かなあというふうにも思って、

比較的まあ平穏に過ぎたんではないかというふうに思いますが、ただこの除雪費の問題に

つきましては当初予算との捉え方の問題で現実問題としてこれだけまあ不足をしたという

ことで、あのそれは見込み十分の予算化ではなかったというふうなことの結果の中からこ

うした補正予算をお願いするということでご理解をいただきたいと思います。 

２番 

宮下議員    議長よろしいですか。当初予算という部分でいくと平年並みでっていうことになると予

想はしておったわけですよね、平年並みというとイコールですよね、そうすると予算的に

言うと予算の部分で非常にこう厳しく見積もっておったというそういう理解をすればよろ

しいでしょうか。 

建設水道課長  除雪の関係でございますが、あの平年並みということで昨年と同様の予算編成をしてご

ざいますが、実質あの毎年変動があるということで毎年補正の対応をしていただいておる

部分がございます。それともう１点あの除雪の出動回数は先ほど町長の方からお答えをし

ましたが、やはりあの融雪剤の散布業務、本年度はあの雪はあの回数はあの先ほど報告し

た通りなんですが、寒さがかなり厳しい状況があったということで、そちらに融雪剤の散

布業務等も若干増えておるというのが実状でございます。以上であります。 

１０番 

堀内議員    ２点ほどお願いします。１９ページの２３０３老人クラブ活動補助ということですが、
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これ田切とか言われてましたけれども、田切の場合に地区でいいますと先輩者クラブとい

うのが老人クラブ相当なんですが、それに対する補助かどうかをお伺いします。それから

もう１つ、２５ページその前のページの３４２１のページの頭に農業用排水路工事請負費

が載ってますが、工事２カ所ということでしたがどちらだか、その２点をお願いします。 

住民福祉課長  １９ページの老人クラブ活動の関係でございますけれども、これにつきましては実質の

クラブ数は変わっていないんですけれども、従来まで具体的に申し上げますと上ノ原と南

仲町の老人クラブが一緒であったわけでございますけれども、まあ人数が増えてきたとい

うようなことがございまして、これが分かれることになりました。で、そうなりますとそ

れぞれのあの単位老人クラブが増える形になります。で、金額がそれぞれに来ますので歳

入が入ってくるということでございます。 

産業振興課長  ２５ページの一番上の工事請負費の関係でよろしいわけですね、この工事請負費

6,000,000 円につきましては２カ所やる予定でおります。場所ですか、本二地籍、南田切

地籍でございます。 

議  長    はい他に。 

５番 

竹沢議員    予算の３０ページ３１ページ関わって関連でお伺いをいたします。３校それぞれに国の

第三次補正でガラス飛散防止フィルム工事ということで行われます。で既に発表されてお

ります平成２４年度予算では保育園をやるということで結構な話ですが、役場庁舎は将来

必要ないかどうかについてお伺いします。 

総務課長    こここの庁舎、あの震度６まで耐えれるというような設計になっている中で、検討はし

てございませんが飛散防止についてはいい制度があればまたあの、ただ多くがあのメッシ

ュの網が入っていると思いますので、あの一部あのフィルム貼る場所があるのかどうかま

たあの詳細な検討をしてまいりたいと思います。現段階ではそのような構想ございません。 

１１番 

平沢議員    ちょっと２点についてお伺いいたします。まず最初にちょっと関連がありますので、１

２ページの０２項０８目の０５節、住宅建物耐震改造促進事業、それから土木費０８款０

５項のここにも耐震診断業務、それからもう１つ、３とこあるんです、この耐震の関係が。

それが当初予算では計上しておりますが全部補正額でゼロになっている、この関係で出た

耐震診断業務あるいは耐震補強工事補助に対するものが全部ゼロだったというこの要因が

どこにあるかということをひとつお聞きしたい。それから０２款総務費の関係でございま

す。１３目財政調整基金、これは財調にまあ積み立てをしておくと、さっきあのそれから

旧勤福の解体に来年度 20,000,000 使用するっていう意味ですが、まあこの財調へ積み立

てをしていくっていうことはまあ将来の財源においてはまあ確保するということはまあこ

れは理解いたします、結構だと思いますが、この財政を長い目で見た時にですねこれがプ

ラスかマイナスかという点であります。まあ積立金をまあ有利に運用していかなければな

らないと思いますが、まあ例えば借入利率とかあるいは運用利率の関係合わせてみました

ときに、既に借入れをしている町債の繰上償還という考えはなかったかどうか。この 2 点

についてお願いいたします。 

総務課長    そのような観点でですね高い利息のものをできるだけまあ繰上償還をしながらといった

ような考えの下にずっと進めてまいりました。その中であの先行きこれほど不透明な、何

 - 28 - 

時不景気から脱却できるのか、交付税が年々削られてくる中で歳入をどのくらい見込める

のかっていうちょっと全く不透明な状況に入ってまいりましたので、現段階では例えば大

震災があったときにどうしても一時金はいるだろうとかいうような不測の事態に備えるべ

きであろうという結論の中で、総括的に議論を加える中で今回 40,000,000 円の積み増し、

こういうことを決定させていただきました。 

建設水道課長  住宅の耐震改修のご質問でございます。当初予算を全部ゼロにしておるということで希

望がなかったということでこういう形になってございます。それで要因ということでござ

いますが、こちらにつきましては制度的に２分の１補助ということで 1,200,000 限度の２

分の１補助という形になります。それで耐震改修と言いますのは住宅の耐震強度を全部を

補強しなくてはいけないということで、この実際に診断をして施工をしますとなかなかこ

れ以上掛かってしまうというのが実態でございます。それで 600,000 の補助でかなり高額

な改修をしなくてはならないということで、希望がなかなか無いというのが実態でござい

ます。いっそあの耐震の強度がないという場合にはもう新築を考えられるような場合もか

なりあろうかと思います。そんな状況で、あの希望が本年度ゼロという状況でございます。 

議  長    はい他にありませんか。 

３番 

浜田議員    事業コード１１２３、１７ページのＣＡＴＶの賃借料ほとんど全額減額ということにな

っているんですけれども、ちょっとこの理由がよくわからなかったのとですね、聞き漏ら

したかもしれませんけれども、これ次のページのあの積立金の高度情報化基金積立と関連

しているんでしょうか。だとするとこの目的についてご説明いただきたいです。 

総務課長    あのエコーシティ駒ケ岳へのあの伝送路の使用料、これについて毎年あの予算計上する

わけなんですが、あのエコーの方であの経営状態が良いということの中で、あのその部分

については本年度いいからというようなこと、毎年度の経営状態を見ながらあのそういっ

たようなあの話がございます。それで一方でエコーシティ全てあの施設が老朽化をしてき

ておりまして、もう設備更新、伝送路系の設備更新をせざるを得ないところに来てござい

ます。具体的にはまたあのエコーシティの後の全協の中でご説明するような格好になって

ございますが、設備更新、多額の１０数億掛かるものがございます。で、町としてもそこ

へもってかなりの部分行政で専用させていただいておる関係で、その時点で一定の負担が

これから求められるわけでございまして、その部分については伝送路の設備更新分として

情報化基金の方へ積み立てて準備をしている、こういったまいりました。そういった状況

でございます。 

議  長    はい他に。 

２番 

宮下議員    今のでちょっと関連ですけれども、内容についてはいいと思います。ちょっとお聞きし

たいのは今までも、前にも私この 11,000,000 円が何回も毎年こうってちょっとお聞きし

た時があったと思うんですが、それからするとこれ高度情報化基金っていうことなので、

こうやってもう何年も積立ててきておると思うんですが、もし分かるようでしたら現在ど

のくらいの積立になっているかっていうのをお聞かせいただければと思うんですが。 

総務課長    毎年度あの決算時点であの数字をお示しをしておるわけでございまして、あの２２年度

末の基金の保有額が 95,436,000 何がしということであの報告をさせていただいてござい
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ます。でここへまたあの 11,000,000 円を積み増しすると 106,000,000 余といったような

基金残高になります。でこの中で町の、あの全額あのエコーの準備金という考え方ではな

くて、町のあのやっぱり関連する情報化の設備更新、この部分もあの併せてこの中には抱

いてございますのでよろしくお願いいたします。 

議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第１８号議案平成２３年度飯島町一般会計補正予算（第６号）を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第１８号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第２２ 第１９号議案平成２３年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第１９号議案平成２３年度国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）につい

て提案説明を申し上げます。予算規模につきましては歳入歳出予算の総額からそれぞれ

2,911,000 円を減額し、歳入歳出それぞれ 925,390,000 円とするものでございます。今回

の補正は保健基盤の安定繰入金、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金の確定等によるも

のについて補正をするものであります。歳入では後期高齢者支援金の国県の負担金 95,000

円を増額し、一般会計繰入金のうち保健基盤安定繰入金分 3,006,000 円を減額するもので

あります。歳出では総務費を 219,000 円、後期高齢者支援金を 206,000 円、前期高齢者納

付金を 8,000 円、それぞれ増額し、歳入歳出差額について予備費をもって 3,344,000 円の

減額補正が主な内容であります。細部につきましてはご質問によって担当課長から説明申

し上げます。よろしくご審議をいただきましてご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより第１９号議案平成２３年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を

採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第１９号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第２３ 第２０号議案平成２３年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 
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町  長    第２０号議案平成２３年度後期高齢者医療特別会計の補正予算（第３号）について提案

理由の説明を申し上げます。予算規模につきましては歳入歳出予算の総額にそれぞれ

619,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ 106,109,000 円とするものでございます。今回の

補正は平成２３年度における長野県後期高齢者医療広域連合事務費分、及び保健基盤安定

額の確定により、県広域連合に納付するために歳入歳出増額補正を行うものであります。

歳入では事務費繰入金を 434,000 円減額し、保健基盤安定繰入金を 1,053,000 円増額する

ものでございます。歳出では後期高齢者医療広域連合の納付金につきまして 619,000 円を

増額するものであります。細部につきましてはご質問によって担当課長から説明申し上げ

ますので、よろしくご審議をいただきましてご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより第２０号議案平成２３年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第２０号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第２４ 第２１号議案平成２３年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第３号）を

議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    第２１号議案平成２３年度介護保険特別会計の補正予算（第３号）について提案理由の

説明を申し上げます。予算規模につきましては歳入歳出予算の総額にそれぞれ 752,000 円

を追加し、歳入歳出予算の総額を 965,417,000 円とするものでございます。歳入につきま

しては平成２４年度からの介護報酬改定に伴う電算処理システム改修に伴う費用に掛かる

国庫補助金、及び町の一般会計からの繰入金を増額し、必要な財源措置を行うものであり

ます。歳出につきましては上伊那広域連合への介護報酬改定に伴うシステム改修に掛かる

負担金等を増額するものでございます。細部につきましてはご質問によって担当課長から

説明申し上げますので、よろしくご審議をいただきましてご議決賜りますようお願い申し

上げます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

９番 

坂本議員    それではですね一番最後の８ページにあります高齢者懇話会委員の合計金額がまあ補正

額でありまして上がりまして、これは何回分になるのでしょうか。 

住民福祉課長  先ほどの一般会計の補正の中でもお話申し上げましたけれども、全体で５回させていた

だきましたけれども、４回分の当初の予算でございました。ただあの出欠等、欠席のされ

た方もいらっしゃいまして実質の金額が 7,000 円で５回分を賄えたということでございま

す。以上でございます。 

議  長    他にございませんか。 
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（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより第２１号議案平成２３年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第３号）を採決

します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第２１号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第２５ 第２２号議案平成２３年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    第２２号議案平成２３年度飯島町公共下水道事業特別会計の補正予算（第３号）につい

て提案理由の説明を申し上げます。今回の補正につきましては補正額 4,800,000 円を増額

し、総額で 385,580,000 円とするものでございます。歳入につきましては町債の平準化債

の金額確定に合わせて 4,800,000 円増額をするものでございます。歳出につきましては特

定財源である平準化債で公債費の財源振り替えを行い、一般財源の予備費に 4,800,000 円

を増額するものでございます。細部につきましてはご質問によって担当課長から説明申し

上げます。よろしくご審議をいただきましてご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより第２２号議案平成２３年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第２２号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第２６ 第２３号議案平成２３年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは議案第２３号平成２３年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）について提案理由の説明を申し上げます。今回の補正につきましては補正額

6,200,000 円を増額し、総額で 261,556,000 円とするものでございます。歳入につきまし

ては町債の平準化債の確定に合わせて 21,200,000 円を増額し、一般会計からの繰入金を

15,000,000 円減額するものでございます。歳出につきましては農業集落排水事業費及び公

債費の財源組み替えを行い、管理費の公債費へ 800,000 円増額し、予備費に 5,400,000 円

を増額するものでございます。細部につきましてはご質問によって担当課長から説明申し

上げます。よろしくご審議をいただきましてご議決賜りますようお願い申し上げます。 
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議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより第２３号議案平成２３年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第２３号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第２７ 第３１号議案飯島町道路線の認定について 

日程第２８ 第３２号議案飯島町道路線の変更について 

以上、第３１号議案、第３２号議案の２議案につきましては、いずれも町道路線の案件

でありますのでこれを一括議題といたします。本２議案について提案理由の説明を求めま

す。 

副町長     第３１号議案飯島町道路線の認定について、及び第３２号議案飯島町道路線の変更につ

いて、一括して提案理由の説明を申し上げます。認定につきましては道路法第８条第２項

の規定により町道北上ノ原支７号線、１路線の認定を行うものあります。変更につきまし

ては道路法第１０条第３項の規定により町道上ノ原幹線他１４路線の変更を行うものでご

ざいます。詳細につきましてはご質問により担当課長から説明させますので、よろしくご

審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑は２議案を一括して行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論は２議案一括して行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第３１号議案飯島町道路線の認定について、第３２号議案飯島町道路線の変更

について、以上２議案を一括採決いたします。お諮りします。本２議案は原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第３１号議案、第３２号議案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

議  長    日程第２９ 第３３号議案北河原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定につ

いて 

日程第３０ 第３４号議案上ノ原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定につ

いて 
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        以上第３３号議案、第３４号議案の２議案につきましては、いずれも集会施設の指定管

理者の指定についての案件でありますので、これを一括議題といたします。本２議案につ

いて提案理由の説明を求めます。 

副町長     第３３号議案北河原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について、第３４

号議案上ノ原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について、以上２議案一括

して提案理由の説明を申し上げます。供用開始となりますこれら２地区の高齢者支えあい

拠点施設の管理及び運営につきまして、法の規定に基づきまして指定管理者の指定を行う

ものでございます。それぞれの施設の指定管理の期間は平成２４年４月２日から平成２８

年３月３１日までの４年間でございます。細部につきましてはご質問によりまして担当課

長から説明させますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願いいたします。 

議  長    これより質疑を行います。質疑は２議案を一括して行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これより討論を行います。討論は２議案一括して行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第３３号議案北河原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について、

第３４号議案上ノ原地区高齢者支えあい拠点施設の指定管理者の指定について、以上２議

案を一括採決いたします。お諮りします。本２議案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第３３号議案、第３４号議案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

議  長    日程第３１ 第３５号議案飯島町都市公園条例に基づく与田切公園及び飯島町公園条例

に基づく与田切公園の指定管理者の指定について 

        日程第３２ 第３６号議案千人塚公園の指定管理者の指定について 

        日程第３３ 第３７号議案飯島町文化館の指定管理者の指定について 

        日程第３４ 第３８号議案飯島町産地形成促進施設道の駅本郷の指定管理者の指定につ

いて 

        以上第３５号議案から第３８号議案までの４議案につきましては、いずれも公の施設の

指定管理者の指定についての案件であり、指定先については同一の指定管理者であります

ので、これを一括議題といたします。 

        なお、本４議案につきましては一括質疑の後、討論・採決は施設の用途が異なるため議

案ごとに行います。本４議案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第３５号議案飯島町都市公園条例に基づく与田切公園及び飯島町公園条例に基づく与田

切公園の指定管理者の指定について、第３６号議案千人塚公園の指定管理者の指定につい

て、第３７号議案飯島町文化館の指定管理者の指定について、第３８号議案飯島町産地形

成促進施設の設置等に関する条例に基づく飯島町産地形成促進施設道の駅本郷の指定管理

者の指定について、以上４議案一括して提案理由の説明を申し上げます。与田切公園につ
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きましては都市公園条例に基づく与田切公園区域と、公園条例に基づく与田切公園区域等

を合わせましてこれら条例の設置目的を達成するために。千人塚公園につきましては利用

者のサービスの向上及び施設の効果的かつ効率的な運営を図りながら適切な管理を行って

いくために。また飯島町文化館につきましては本年４月１日から教育委員会事務局を飯島

町文化館から役場西庁舎への移転に伴い、飯島町文化館の管理を効果的かつ効率的に行っ

ていくために。飯島町産地形成促進施設道の駅本郷につきましても利用者のサービスの向

上及び施設の効果的なまたかつ効率的な運営を図るために。それぞれ平成２４年４月２日

から平成２８年３月３１日までの４年間、一般財団法人「まちづくりセンターいいじま」

を指定管理者として指定しようとするものであります。地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により議会の議決を求めるものであります。細部につきましてはご質問により担当

課長から説明させます。よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げまし

て提案理由の説明とさせていただきます。 

議  長    これより質疑を行います。質疑は4議案一括して行います。質疑はありませんか。 

１番 

久保島議員   まちづくりセンターいいじまは４月の２日が設立ということになると思います。で、空

白の１日というのが起きないかということがちょっと心配されているんですが、今現在１

２月の１８日で振興公社が結局解散ということになったということでございますが、今現

在も 5 施設の管理については町がやっているということの解釈でよろしいでしょうか。そ

の辺のところ空白がないかどうか確認をお願いします。 

副町長     今あの町の振興公社は昨年の１２月１８日に解散しましたので、今あの前の公社の残務

整理をしている、いわゆる清算事務を行っているということで、前の公社の行っていた事

務を３月３１日までその事務を行って、３月３１日で最終清算をさせていただくというこ

とになります。なおまたあの新しく出来ます一般法人につきましては、当初、国の方が４

月１日日曜日でも法務局を開いて法人登記の受け付けをするという予定でしたので、４月

１日からこれは指定管理者に指定していけるものということで段取りをしておりましたが、

法務省の方でそういう段取りをしないということにわかりました。従って町の方の一般財

団法人の設立登記が４月２日付になりまして、４月２日から新たな法人がスタートすると、

従いまして４月１日の日曜日は法人がまだ出来ておりません。それで前の振興公社ももう

既にありませんので、４月１日は１日これはまあ空白といえば空白になるかもしれません

が、条例上は４月１日については町の施設として直営ということで、それぞれの所管課が

管理する１日になるというふうに理解をしております。まあ実態的にはそういうふうには

ならないかと思いますが、まあ実態的には日付的にはそんな段取りになるかと思いますの

でご理解いただきたいと思います。 

議  長    他にありませんか。 

２番 

宮下議員    副町長にちょっとお尋ねをいたします。今回、まちづくりセンターいいじまにまあ振興

公社から移行するということでありまして、それに貸してこうやって指定管理が移ってい

くということになるんですが、あの現在、振興公社として職員の皆さんがいらっしゃるわ

けですが、つい最近、お１人方増えて３人が今４人になっていますね。この４人になって

いるという意味合いが今後これで今日議決されれば文化館の部分も増えてくるということ
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になるわけで、そういったものを含めた中でのそういった人事的なものも行っているのか

というところ、今後の見通しもあると思いますけれども、その辺あのお答えできる範囲で

結構ですがちょっとお聞きしたいと思います。 

副町長     あの今度の新しい法人で管理する施設は前のあの振興公社よりも１つ増えます。それで

常時文化館にまあ人が居ないと受け付けの問題だとか施設の利用の問題と、住民の皆さん

には不自由をさせないように運営していくというのは町長の今までの約束事項でございま

すので、もう１名文化館の管理、それから観光関係もありますので本庁舎との連絡事務等

も兼ねながら、１人臨時職員を増員した形であの指定管理を委託していきたいという今考

え方でおりますのでご理解いただきたいと思います。 

議  長    他にございませんか。 

よろしいですか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。以上で本4議案に対する質疑を終わります。 

これより議案ごとに討論・採決を行います。 

初めに第３５号議案飯島町都市公園条例に基づく与田切公園及び飯島町公園条例に基づ

く与田切公園の指定管理者の指定について討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これよりへ第３５号議案飯島町都市公園条例に基づく与田切公園及び飯島町公園条例に

基づく与田切公園の指定管理者の指定について採決します。お諮りします。本案は原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    議なしと認めます。よって第３５号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に第３６号議案千人塚公園の指定管理者の指定について討論を行います。討論はあり

ませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第３６号議案千人塚公園の指定管理者の指定についてを採決します。お諮りし

ます。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第３６号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    次に第３７号議案飯島町文化館の指定管理者の指定について討論を行います。討論はあ

りませんか 

３番 

浜田議員    第３７号議案に反対する立場から討論を行います。この第３７号議案は先ほど採択議決

されました文化館条例とはセットになっているという以上反対するものであります。飯島

町文化館条例第２条によれば文化館の設置の目的はですね、地域住民の教育及び文化の向

上を図るために設置するとまあこのように定められています。他の施設に比べてなお飯島
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町の文化全般に関する強い責任を背負っている施設だというふうに考えておりまして、こ

れは単に教育委員会が撤収し移動したとか、あるいは町の誰かが来たときに不便をかけな

いとかそういう消極的な理由でですね運営が考えられるべきではない施設であることは言

うまでもないというふうに思います。で、一昨日、この文化館の大ホールでですね、ヘブ

ンスストーリーという映画が上映されました。４時間半を超える超大作でありまして、し

かしそれにふさわしい非常にあの密度の濃い内容だったというふうに私はあの強く印象に

残っております。この作品自身は興行的な成績を狙う作品ではありませんから、全国でも

さほど上映カ所は多くなくてですね、おそらくはまあそれなりの文化的な関心の高い大都

会でないとなかなか興行できない、そういう作品だったというふうに思います。で、こう

いう作品がですねこの飯島町の文化館で上映されたというまあこの町の文化像の高さに対

して私は一町民として大変誇りに思うところであります。で、文化というものはおよそそ

ういうものでありましてですね、私が考えるところでは２つ大事な点があると考えます。

まあ１つは現場・現物主義と言いますか、人の批評を聞いて感動する人間はいないわけで

ありまして、あくまでもその文化あるいは教育の現場に接して人は感動しあるいは教育を

されるものだというふうに考えます。そういう意味で指定管理制度というのはですね決し

て行政から遠いところに置かれることがあってはならないというふうに運営されなければ

ならないだろうというふうに私は考えます。それから２つ目は、文化というのはですね伝

統の継承であると同時に、それの創造的な破壊も同時に伴うものだというふうに考えてお

ります。つまり言い方を変えれば従来の慣例・踏襲形ですね、あの文化っていうものは運

営されるものではないだろうと、そういう変化につまりこれまでの前例がどうであった、

あるいは１つの組み立てがなされていると、そういう前例だけでですねこの文化あるいは

教育の運営がなされるべきではなかろうと、もっと町はこの文化全般に対してですね、直

接的に責任を負う必要があるだろうということで、例外を設けるというふうに言っている

わけではありませんけれども、少なくともこの文化館の運営に対してはですねより町が直

接的に関わるべきではないかというふうに考えます。そういった立場からまあ残念ではあ

りますけれども先ほどの条例が議決されましたけれども、その内容が満たされない状態で

の指定管理者への移行に対しては反対するものであります。 

議  長    賛成討論はありませんか。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第３７号議案飯島町文化館の指定管理者の指定について採決をします。お諮り

します。この採決は起立によって行います。本案を原案のとおり決定することに賛成の方

はご起立ください。 

        ［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立多数です。よって第３７号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    第３８号議案飯島町産地形成促進施設道の駅本郷の指定管理者の指定について討論を行

います。討論はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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        これから第３８号議案飯島町産地形成促進施設道の駅本郷の指定管理者の指定について

採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第３８号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第３５ 第３９号議案飯島町産地形成促進施設道の駅花の里いいじまの指定管理者

の指定についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長     第３９号議案飯島町産地形成促進施設の設置等に関する条例に基づく道の駅花の里いい

じまの指定管理者の指定について提案理由の説明を申し上げます。道の駅花の里いいじま

につきましては今年度までの３年間、道の駅花の里飯島利用組合を指定管理者として施設

の管理運営を行っております。道の駅花の里いいじまでは条例の設置目的を達成するため

に利用者へのサービスの向上、及び施設の効果的かつ効率的な運営を図りながら適切な管

理運営を行っており、指定期間満了後、引き続き４年間指定管理者とするために地方自治

法の規定により議会の議決を求めるものでございます。細部につきましてご質問により担

当課長から説明させますので、よろしくご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

議  長    これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

９番 

坂本議員    そろそろあの花の里は１０年になろうとしておりますけれども、現在の経営状態はどの

ような状況になっておりますか。 

産業振興課長  利用組合の関係なんですけれど、あの経営状態ははっきり言って良いというように思っ

た方がいいと思います。ただし平成２３年度につきましてはまあ東日本大震災絡み等々あ

りまして、若干前年度より落ちたということは聞いておりますけれど、それでもまあまあ

黒字という状況のように聞いております。以上です。 

議  長    他にありませんか。 

１０番 

堀内議員    マネージャーと道の駅花の里利用組合、その関係についてをお伺いします。 

産業振興課長  道の駅とそれからマネージャーの関係でありますが、先ずあの指定管理している部分に

つきましてお話させていただきます。指定管理している部分につきましては町で設置した

施設の分を今回指定管理であります。で、兼業施設につきましては利用組合に、要するに

駐車場とか休憩所ですが、その分は県から町にまああの管理委託されておりますので、そ

の分についてまたあの要するに改めて業務委託していると、指定管理はございませんが業

務委託をしているということで、で、それであのマネージャーの関係ですよね、マネージ

ャーの関係については先ずは農協開発機構という組織がございまして、農協開発機構と単

年度の契約であります。単年度の契約で、更新は何か疑義あった場合には更新をというか

協議をするっていうようになっておりますが、基本的には単年度の契約で継続更新という

形になっております。で、その他に確認書という形で単年度要するに農協開発機構からマ

ネージャーの方へ行く賃金等を含めまして、いくらで町と北原マネージャーにつきまして

支払われていくかっていう、そういう確認書を毎年交わしております。ですので契約があ

って確認書があるという形になっております。で、金額についてはここ５年間変わってお
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りません。以上です。 

１０番 

堀内議員                 ？                  。 

産業振興課長  道の駅花の里と北原マネージャーにつきましては、先ず利用組合の業務、それから町の

業務と２通りあります。で、花の里につきましてはあの全体の施設でありますので、そこ

を含めて町は利用組合に指定管理と委託業務をやっておりますので、その総括的な部分は

北原マネージャーはやっているということです。以上です。 

１０番 

堀内議員    そうするとこの利用組合とも関係があるということですので１つお伺いをしていきたい

と思います。昨年の７月に信州里の菓工房創業祭というのが行われました。私もちょっと

顔を出したんですが、その時に里の菓工房では道の駅の駐車場へ車を停めちゃいかんぞっ

ちゅう放送を１０分置きくらいかね、そのくらいにしておりました。まあ後でいろいろと

お伺いしましたら、里の菓工房では道の駅へ車を停めちゃいかんぞということをマネージ

ャーから言われたとそういうことでございます。まあそれぞれ町が建設した施設ですね、

もう１つは町が誘致した企業であります。この企業がお隣同士で連携もとれないし、しか

も逆に利用しちゃいけないというような、こんなことをやってくっちゅうことでは町の発

展なんか到底望めません。そういう意味で町長このマネジャーについては町外の人であり

ますし、ぼつぼつ私は切ってもいいんじゃないかなとまあそんなようにも思いますが、こ

のことについて今回は委託管理の問題でありますので、その中でマネージャーあるいはそ

の利用組合にそういうことのないようにしっかりと指導を希望したいと思います。この点

についてお答えをいただきたいと思います。 

町  長    この道の駅花の里いいじまは今年の８月の２日で満１０年を迎えることになりまして、

１０年にちなんだ、なおまた併せて１０年目でちょうど 2,000,000 人達成というような方

向も見えてまいりましたので、なんらかの１つの節目の行事をしたいというふうに現場と

共々検討しておるところでございます。その中であのスタート以来、北原マネージャーに

は大変まあご尽力をいただいて、今の今日の姿を築いていただいた功労者の１人というふ

うに私ども受け止めております。その彼のいろんなまあ面でのノウハウ、それから人徳に

ついては高くまあ評価をさせていただいております。そこでまあ実はあの北原マネージャ

ーが今年度をもって定年という形をまあ迎えるわけでございますので、一旦これはあの、

先ほど農協の開発機構からの派遣という形で受け止めておった職員でありますけれども、

町との関係からは切り離して、今後は更にまああの現場の利用組合等との組合長さんはじ

めいろいろと協議をしてまいりましたけれども、更にもう少しの間、彼のまあひとつ力添

えをいただきたいというような考え方もございまして、利用組合の採用としてお願いする

ということになってまいりました。そんなことであの年数についてはあのまだ確たるもの

は聞いておりませんけれども、当分の間そういう形でというふうになろうかと思います。

で、今お話のございましたあの夏の行事等につきましても私もお聞きしました。これはあ

の元より花の里いいじまの施設、それからお隣の里の菓工房のこの施設が相連携をして、

相乗効果の中でひとつこの成果を上げていただくということが一番大切なことでもござい

ますし、またあの栗の生産も含めてかなりあの関係しておる方も両方にまたがっておると

いうような部分もございますので、ひとつそこの垣根をあまり作らないような、利用目的
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はそれぞれ違うものもございますけれども、いろんな面で駐車場の問題もはじめ融通して

気持ちよくまたその効果が上がるようにというようなことで、その後私も直接そのことを

申し入れまして、また新年度に向けて対応していただくというようなことで、最終的にも

う一度その辺は確認をしてまいりますけれども、そんなひとつご理解でご協力いただきた

いというふうに思っております。 

議  長    他にございませんか。 

１０番 

堀内議員 0   もう１つお願いします。あの先日、私は田切区の関係で安曇野と木曽、道の駅の関係の

視察に行ってきました。まあ施設のそれぞれ管理をしている人からいろいろとお話を聞い

たんですが、どこの管理者もあんなにたくさんお手当てはいただいておりません。はっき

り言って木曽の施設では時給 700 円、これが一緒に働いておる人と同じ賃金だったと、そ

れで働いてるんです。まあそういうことをお伺いしてきました。飯島の施設のマネージャ

ーの賃金っていうのは非常に高いんじゃないかなとまあそんなように感じてきたところで

あります。そういう意味でいろいろの面でもう一度見直しをお願いしたいと思いますし、

また聞くところによると生産者組合の中でもあまり対応がよくないなっていう声も実際に

私の耳には聞こえてきますので、やっぱり人を見て対応を是非お願いしたいと思いますの

でよろしくお願いします。その点についてもう一度、しっかりあの指導をしていくという

ことですが確認をしておきたいと思います。 

町  長    まああのいろいろ考え方があろうかと思いますけれども、いずれにいたしましてもあの

ここでひとつの区切りを迎えるというようなことの中で、報酬の面については、格段のま

あ今までの報酬よりもかなりまあ下がるというようなことの考え方もあるようでございま

す。それからまあ地域のため、それから道の駅の更なるこの発展ここまでまいりましたの

で、力をつけて名実ともにこの花の里の運営が将来に渡ってひとつ町のシンボル、情報発

信の基地としていけれるような努力をお願いしてまいりたいと思います。またそのことを

期待してまいりたいというふうに思っております。 

議  長    他にございませんか。 

２番 

宮下議員    これは今度の２４年度の一般会計にも通じてきているんですが、今町長のお話だと組合

の方が今度は採用するということなんですね、そうした場合に新年度予算にも道の駅マネ

ージメントで 3,600,000 余が乗っかってくるんですが、これは指定管理者制度の中のひと

つのまあ補助という形の中でやっていくという意味合いでここに乗っかってくるのか、そ

のへんが今までとその今町長が、組合が今度は採用するっていうふうにおっしゃったんで、

そうすると今までとなんか違うように聞こえてきているんですが、その辺も含めてちょっ

とお伺いしたいんですけれども。 

町  長    またあの明日の新年度予算の中で審議の中でまた触れられると思いますけれども、組合

全体の支援の中の一環としてそうした項目を設けて必要な最低限度の支援はしていくとこ

ういう考え方で計上させていただいております。 

町  長    他にありませんか。 

１番 

久保島議員   今回までは３年契約であるというんですが、今度から４年に伸ばしたというこの経過に
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ついては何故なんでしょうか、その辺をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

産業振興課長  今回の指定管理については施設の管理です。施設の管理について指定管理を利用組合の

方にお願いをするということで、マネージャーの関係についてはまあ２４年度、まあ先ほ

ど町長言いましたように給料的には下がる予定でありますけれども、それはあの利用組合

が採用しているということですので、あくまでも道の駅のマネージメントについては利用

組合と契約をしていくということになりますので、個人の契約ではありません。そういう

ことなんですけれど、あの他の施設とのあの、ですので終わりが４年になっておりますの

で、それを合わせたということですのでよろしくお願いします。 

議  長    よろしいですか。次に他にありませんか。 

ありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        これより第３９号議案飯島町産地形成促進施設道の駅花の里いいじまの指定管理者の指

定についてを採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

        （異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 

        よって第３９号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    以上で本日の日程は全部終了しました。 

        本日はこれで散会とします。ご苦労様でした。 

 

 

午後 ３時３２分 散会 
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本会議再開 

 
開  儀    平成２４年３月６日  午前９時１０分 
議  長    おはようございます。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

なお市村教育委員長から公務出張のため欠席の通告がされております。 
本日の議事日程についてはお手元に配布のとおりです。ここで議事進行についてお願い

をいたします。これから提案になります第２４号議案から第３０号議案までの７議案につ

いてでありますが、いずれも平成２４年度予算に関わる議案であります。また案件の審議

方法につきましては昨日議会運営委員長の報告で決定されておりますので、これを一括議

題とし総括質疑の後、各常任委員会へ審査を付託することといたします。 
    それでは、 

日程第１ 第２４号議案平成２４年度飯島町一般会計予算。 
        日程第２ 第２５号議案平成２４年度飯島町国民健康保険特別会計予算。 
        日程第３ 第２６号議案平成２４年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算。 
        日程第４ 第２７号議案平成２４年度飯島町介護保険特別会計予算。 

日程第５ 第２８号議案平成２４年度飯島町公共下水道事業特別会計予算。 
日程第６ 第２９号議案平成２４年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算。 
日程第７ 第３０号議案平成２４年度飯島町水道事業会計予算。 
以上２４号議案から第３０号議案までの平成２４年度予算７議案を一括議題とします。

町長の施政方針並びに本７議案にかかわる提案理由の説明を求めます。 
町  長    おはようございます。平成２４年３月議会定例会を招集し、平成２４年度の一般会計予

算案をはじめ特別会計及び事業会計予算を含めた７議案を提案をするにあたり、新年度の

施策に関する私の所信の一端とこれに基づく予算案の大綱について申し上げ、議員各位並

びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと思います。約５０分前後の時間をいただき

たいと思いますのでよろしくお願いを申し上げます。また併せてお配りしてあります書面

をご覧をいただきたいというふうに思います。 

        先ず初めに甚大な被害をもたらしました東日本大震災から間もなく１年となります。現

在も多くの行方不明者がおられ、また仮設住宅での生活を余儀なくされている方々も多数

おいでになります。改めて亡くなられた方々のご冥福と被災されました方々へ心よりお見

舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を願うものでございます。被災地の状況はメ

ディアを通じ多くの情報が発信をされておりますし、私自身昨年９月に大船渡をはじめ周

辺被災地を訪れる機会を得まして、津波により建物すべてが崩壊をし更地のようになって

しまった町、また建物や道路は崩壊をしていないのに人が全く居なくなってしまった町な

ど、想像もできない光景を目の当たりにしてまいりました。地震や津波という自然の力の

脅威と原子力という化学分野への過信を痛切に感じたところでございます。また家族や生

活基盤を失った悲しみの心、互いに励まし合う絆の心、そして故郷を愛する心など、被災

された皆様の心を垣間見ることもできました。この「心の絆」や「故郷を愛する心」があ

れば必ず復興を成し遂げられると確信をいたしております。昨年秋にブータン国王が来日

をされ国会で演説をされました。その中で「われわれの物質的支援はつつましいものです
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が、われわれの友情、連帯、思いやりは心からの真実味のあるものです。両国民を結び付

けるものは名誉を守り個人の希望よりも地域社会や国家の望みを優先し、また自己よりも

公益を高く位置付ける強い気持ちなどであります。」というふうに述べられました。私も

そうですが日本国民が自分自身を見つめ直すお言葉であったと感じております。 

私は昨年多くの町民の皆様に支えられて、町政３期目の重責を担当させていただくこと

になり、平成２４年度は最初の予算編成となりました。２期８年間の間に飯島町という大

地に蒔いてまいりました様々な種や育った若木を町民の皆様とともに大切に育てあげ、実

り多き飯島町の発展を目指して、お約束をした公約を着実に進めるため、初心に帰って精

いっぱい努力をしてまいります。わが国の政治情勢は一層混迷の度を極めており、経済状

況におきましても未だ高水準にある円高やデフレ状態が続くなど、雇用情勢を含めて依然

厳しい現状となっております。社会の情勢は目まぐるしく変化しておりますが、私は常に

申し上げておりますように、飯島町に暮す全ての町民の皆様が安心して日々の生活を営み、

幸せと生きがいを感じることのできる地域づくり、また子ども達が夢や希望を感じられる

まちづくりを行うことが使命であると日々思い取り組んでおります。被災された方々の心

やブータン国民の心を私自身の心に刻み込み、町政の運営に努めてまいりたいと思ってお

りますので、議員各位並びに町民の皆様の格段のご理解とご協力を賜りますよう、先ずも

ってお願いを申し上げる次第でございます。 

それでは先ず経済情勢と国の予算編成についてでありますが、わが国の景気は東日本大

震災の影響により依然として厳しい状況にある中で、総体的には最悪時期に比して若干持

ち直しているとみられています。今後の先行きにつきましても、各種政策効果などを背景

に景気の緩やかな持ち直し傾向が続くことを期待をする一方、欧州の政務債務危機が金融

システムに対する懸念につながっていることなどから景気が下振れし、わが国の景気も下

押しされるリスクが存在をしており、併せて電力供給の問題や原子力災害の影響、デフレ

や雇用情勢への懸念も依然として残っており注意が必要としております。こうした考えの

下、平成２４年度の国家予算は「東日本大震災からの復興」「経済分野のフロンティアの

開拓」「分厚い中間層の復活」「農林業の再生」「エネルギー・環境政策の再設計」、こ

の５つを柱に日本再生に全力で取り組むとしています。また地域主権改革を確実に推進を

するとともに、既存予算の不断の見直しを行うこととしています。その結果一般会計予算

規模では約 90 兆 3,000 億円となり、前年度比約 1 兆 1,000 億円、率にして２．２％の大

幅減となっておりますが、東日本大震災復興特別会計、これはまだ仮称でございますが、

として約 3 兆 8,000 億円が別枠で確保されている形となっております。その組み立てにつ

いては財源不足額を新規国債発行で賄う構図に変わりはなく、当初予算としては３年連続

で税収入を超え、前年度予算額と同等の約 44 兆円を発行する形となっており、長期債務

残高はますます深刻な状況となっています。また借金依存度も４９．０％と過去最高とな

り、歳入予算のほぼ半額を借金で賄うということになっております。このような国家財政

の現状を考えますと国民や地方自治体への負担を強いる時代が必ずやってくると予想され

ますので、この点に留意した町の財政経営を行っていく必要があると考えております。ま

た現在の国勢は混迷を深めており、平成２４年度予算の年度内成立が絶望的な状況となり、

１９９８年以来となる暫定予算の編成を余儀なくされている状況ですが、町は町としてで

きることを行い、持続可能なまちづくり、また町内の産業が元気になるよう取り組んでい
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かなければならないというふうに考えております。 

続いて地方財政についてでありますが、平成２４年度における国の地方財政対策では、

企業収益の回復等により地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が緩やかに回復を

することが見込まれる一方で、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移するこ

となどにより、経費全般について徹底した削減・合理化に努めても依然として大幅な財源

不足が生じると見込んでおります。そのため地方交付税及び臨時財政対策債の発行などに

より補填措置を講じ、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について

確保するとしております。これらにより平成２４年度の地方財政計画の規模は総額で約 81

兆 9,000 億円で、前年度比約 6,400 億円、０．８％程度の減となっておりますが、東日本

大震災への対応分として約1 兆 8,000 億円、緊急防災・減災事業分として約6,000 億円が

確保される組み立てとなっております。この内、地方交付税総額を見てみますと約 17 兆

5,000 億円となり、前年度に比べて約 1,000 億円、率にして０．２％の増額となっていま

す。また関連する臨時財政対策債につきましては財政力の弱い地方公共団体への配慮から、

発行可能額を見直すこととされていますが、前年度に比べ約０．４％の減額にとどまりま

したので、この２つを合わせた実質的な交付税総額はほぼ前年度並みの約 23 兆 6,000 億

円が確保をされるということになりました。現段階では国家予算の成立が不透明でありま

すのでその動向を注視してまいりたいと考えております。 

次に長野県の平成２４年度当初予算案は、信州らしさを強化し、地域を元気にするため

に「経済・雇用対策の実施」「教育・子育て先進県の実現」「産業力・地域力の強化」

「暮らしの安心確保」「県民主役の自立した県政の実現」、この５つを柱に編成をされま

した。その額は総額約 8,400 億円となり、前年度に比べて０．６％の減額予算となってお

ります。歳入面では県税収入を前年度とほぼ同額とする一方で、地方交付税と臨時財政対

策債は減額としたため主要一般財源総額は減少をしております。歳出面では義務的経費の

増加など財政構造の硬直化が懸念される状況から、県債残高の縮減を進めるとともに徹底

した見直しによる事業の廃止・縮小により財源を確保した形となっております。 

次に町の財政見通しについてでありますが、平成２２年度決算数値を見てみますと、経

常収支比率は地方交付税や臨時財政対策債の増により４％好転し７７．１％となりました。

また全基金の残高については不測の事態に備えるためにできる限りの積み立てを行い、前

年度より 258,000,000 円ほどの増の約 1,539,000,000 円としたところであります。地方債

に関係する指標である実質公債費比率につきましては、計画的に実施をしております起債

の繰り上げ償還の効果もあって１３．４％に抑えることができました。将来負担比率につ

きましても７３．９％となり、健全化判断比率の４つの指標から見れば当町は健全なレベ

ルであると判断をされております。しかしこれらの指標が好転したのは、地方交付税や臨

時財政対策債の増額など特殊事情によるものであり、財政状況そのものが好転したとは言

えません。また今後は下水道事業の据え置き期間の満了による元金の返済開始などにより、

実質公債費比率は上昇をする見込みであり、将来負担比率についても毎年改善しています

が、県下の他の市町村と比べても数値は高い方となっております。歳入面を見てみますと

税収入が歳入全体の４分の１程度にとどまるなど依然として自主財源の確保が難しい状況

にあります。国からの譲与税や各種交付金については年々減少傾向にあり、地方交付税と

臨時財政対策債についても減少傾向にあることから、当町の財政状況は極めて厳しい状況
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が続いていると判断をしております。歳出面でも少子高齢化や社会保障費の自然増などは

抑えられない状況にあり、上伊那広域連合によるごみ処理施設の建設など、広域的な事業

への新たな負担も発生をしてまいります。町が増加する一方の財政需要や現在の行政サー

ビスの水準をいかにして維持し、どの様に対応していくかが最大の課題であり慎重に見極

めしていかなければなりません。また大規模災害が発生した場合、即座に資金が必要とな

ることが予想され、財政調整基金の残高確保は大変重要な要素となってまいります。この

ように当町の行財政運営につきましては、経済情勢は元より国の地方財政対策によって大

きく左右をされるところであり、その見通しには不透明な部分もあるわけですが、引き続

き情報収集と分析を行い、行財政改革を進めるとともに堅実な行財政運営に努めてまいり

ます。 

そこで予算編成の考え方とまちづくりの重点施策についてでありますが、平成２４年度

は町民の皆様と作り上げました基本構想にあります町の将来像「人と緑輝くふれあいのま

ち」を目指して２年目の年となりますので、一歩前に進め少しずつ成果を出すとともに、

飯島町行財政改革プランによる行政改革も着実に推進をしなければなりません。新たな町

の課題が発生した場合には柔軟に対応することも含めて、山積した課題に対応すべく住民

参加と協働のまちづくりの推進と町民の皆様の暮らしを守る施策、及び人口増・活性化施

策の推進を基本方針として、その中でも喫緊の課題である定住促進や、安全安心なまちづ

くり等を重点に置きまして予算の編成を行いました。 

先ず１つ目に、定住促進、子育て支援を進めます。平成２２年度に行われました国勢調

査における人口の減少や、地元で買い物をする人の割合である滞留率の減少は、当町の課

題を数字で表したものとなり、現実を突きつけられたものとなりました。しかし当町には

素晴らしい環境と地域のぬくもり、絆があります。この魅力ある町を自信を持ってＰＲし、

定住促進を図ってまいります。子育て支援に関しましても他の自治体に負けない支援策が

たくさんあります。平成２４年度にはいくつかの新たな取り組みも加えて、安心して子ど

もを産み育て、その子ども達が元気で明るく成長し、将来にわたってこの町で暮らしてい

ただけるまちづくりを進めてまいります。 

２つ目に、農・工・商のバランスのとれた産業振興を進めます。昔から当町は多くの水

田に囲まれた農業の町であります。田植え前の水田に中央アルプスが映える美しい田園風

景は先人から受け継がれてきた町の財産でもあります。この素晴らしい環境で水稲をはじ

め、そば、大豆、果樹、花卉、野菜、と多くの農産物が生産をされ、農地も守られてまい

りました。また商工業においても素晴らしい技術とその卓越した想像力で厳しい時代を乗

り越えてきた力があります。これは農業、商業、工業ともに当町になくてはならない産業

であり活力の源であります。町内産業を衰退させることのないよう諸施策を講じ、６次産

業化による地域振興も目指してまいります。 

３つ目に、安全安心なまちづくりを進めます。昨年も東日本大震災に代表される自然災

害が全国各地で発生をしており、当町においても災害対策は大変重要な課題となっていま

す。災害時の迅速かつ的確な情報伝達は人命や財産を守ることにつながりますので、その

システムなどを早急に構築をいたします。また道路交通網の整備や消防、防災、救急体制

の充実、交通安全や防犯対策を推進するなど、安全安心で暮らせるまちづくりのための諸

施策を講じてまいります。 
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４つ目に、環境に配慮した新エネルギーへの取り組みを進めます。地球温暖化対策は地

球規模で取り組む最重要課題であります。ゴミの減量化などによるＣＯ２の削減に取り組

むとともに、環境負荷の低減や資源節約のため自然エネルギーの活用を積極的に考えてい

かなければならない時代となっております。また原子力に頼らないためにも、太陽光発電

の促進や小水力発電の可能性を検討するなど、自然エネルギーの活用による地球にやさし

い循環型社会の実現を目指します。 

５つ目に、基本計画に掲げた重点プロジェクトを進めます。人づくりはまちづくりの原

点であるという考えの下、町を担う人づくりを進めてまいります。また当町の資源や魅力

を様々な手段を用いて情報発信をすることで町のイメージアップを図り、産業振興や定住

促進につなげてまいります。併せて地域づくり委員会の活動などにより、住民自治の発展

と協働のまちづくりを進めてまいります。 

６つ目、最後に国県の事業を促進をしてまいります。国道１５３号伊南バイパス及び主

要地方道竜東線の建設、与田切川、中田切川の砂防の延伸、国直轄それから県営治山をは

じめとする土地改良事業など国や県の事業推進を強力に働きかけてまいります。 

以上が本予算での重点項目でございます。 

それは提案をいたしました平成２４年度の各会計の予算概要について総括的に説明を申

し上げます。各会計の予算規模でありますが、一般会計では 4,222,000,000 円で前年度に

比べ１．５％の減、国民健康保険特別会計は約 897,000,000 円で０．６％の増、後期高齢

者医療特別会計は約 111,000,000 円で４．９％の増、介護保険特別会計は約

1,029,000,000 円で１４．８％の増、となっております。また公共下水道事業特別会計は

約 368,000,000 円で０．５％の減、農業集落排水事業特別会計は約 259,000,000 円で１３．

６％の増、水道事業会計は約 344,000,000 円で１４．４％の減であります。これら７会計

の合計予算規模は約 7,231,000,000 円で前年度に比べ０．７％の増として編成をいたしま

した。一般会計の当初予算が前年度に比べて減少したのは普通建設事業や補助費などの歳

出減によるものです。国民健康保険特別会計は前年度の実績を勘案した予算編成を行った

結果、前年度と同規模となっております。後期高齢者医療特別会計は保険料負担と事務費

の増などによりまして増額となりました。介護保険特別会計は保険給付費の増額等により

まして予算規模も大幅に増額をいたしました。公共下水道事業特別会計は管渠工事がほぼ

完了し、維持管理経費が主な内容となっておりますので大きな変動はございません。農業

集落排水事業特別会計は伊南バイパス関連工事の増により増額をいたしました。また水道

事業会計につきましては石綿セメント管の更新事業に対し国庫補助金が見込めなくなった

ことにより、事業の見直しを行いましたので予算規模が減少をしております。 

それでは最初に一般会計の主な歳入について説明を申し上げます。町税は前年度に比べ

０．１％の減額を見込みました。内訳としましては、個人町民税は年少扶養控除の廃止に

伴う増税を見込み、たばこ税につきましても前年度の実績から増額をしたところでありま

す。一方で法人町民税は企業業績の回復が見込めない状況などから減額とし、固定資産税

につきましても評価替えの影響から５．５％の減額を見込みました。次に地方譲与税と各

種の前に基づく交付金にあっては、国の地方財政計画や前年度までの交付実績などにより

それぞれ減額等を見込んでおります。次に地方交付税でありますが、普通交付税にあって

は国の予算案は前年度同等となっていることから前年度並みの交付額が予想をされますが、
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当町においては減額となる要素も含まれておりますので、その他様々な要件により左右さ

れますので、予算編成時の情報を分析しながらも見積りを行ったところであります。特別

交付税につきましては例年の予算規模に有害鳥獣駆除に要する経費の特別交付税算入分を

プラスして予算を計上をいたしました。また地方交付税に関連する臨時財政対策債につき

ましては、国において地方財政の健全化を目指し算出方法の見直しが行われることから、

大きく減額を見込んだところであります。国庫支出金につきましては子ども手当の制度改

正による支給額の減などにより減額となっており、県支出金につきましては緊急雇用の創

出事業の要綱改正により前年度より減額となったところであります。繰入金につきまして

は減債基金の繰り入れにより起債の繰り上げ償還を実施をすること、また勤労者福祉セン

ターと老人福祉センターの取り壊しのため財政調整基金より必要額を繰り入れることとい

たしました。これらの施設は建築年から３５年以上経過しており、老朽化も激しく耐震性

もないことから今後の活用も不可能であると判断をし、平成２３年度中に取り壊しを検討

いたしましたが、国庫補助金を活用した施設整備を行った箇所があり、国の事務処理の関

係上年度内の取り壊しが不可能あることから、その財源を一旦財政調整基金へ積み立てて、

国との協議が完了する平成２４年度に必要経費分を繰入れることとしたためであります。

昨日の補正予算の中でご提案議決いただいた内容でございます。千人塚公園のシンボル的

存在で多くの方にご利用いただきました思いで深い施設でありますので、一抹の寂しさも

感じるわけでありますが、管理や安全面、また公園全体の景観からも取り壊しはやむを得

ないものと判断をしたところでございます。最後に町債でありますが約 337,000,000 円と

し、前年度に比べて約 96,000,000 円、２２．２％の大幅な減少となりました。主な内容

は臨時財政対策債と道路整備事業債の減少によるものであります。以上歳入について申し

上げましたが、制度改正や景気の動向などにより不確定な要素を含んでおります。現時点

で得た情報を基に慎重に精査のうえ、それぞれの予算額を計上をしたところであります。 

次に歳出予算の概要について、基本構想に掲げております町の将来像実現のために進む

べき方向に沿って説明を申し上げます。 

第１「ふれあいときずなを広げるまちづくり」について、当町では人口減少、少子高齢

化、商業の低迷など、多くの課題を抱えておりますが、これらの課題をみんなで知恵と汗

を出して乗り越えていかなければなりません。また飯島町に住んでよかったと思えるまち

づくりを進めるためには、町民の皆様や地域、企業、そして行政が対等な立場で良きパー

トナーとして協力し、自助、共助、公助によりお互いを補完しながらそれぞれが主体的に

行動することが必要となります。平成２３年度には４地区すべてに地域づくり支援員を配

置し、地域づくりのコーディネーターとして地域づくりや公民館活動を支援してまいりま

した。支援員の方々には１年目から精力的に活動をいただいておりまして、地域づくり委

員会が本格的に動き出したところであります。平成２４年度はそれぞれの地区で今後どの

ような活動に取り組むかを明確にするための年次計画を策定していただければと考えてお

ります。この計画策定に必要な経費は交付金として交付することといたしましたので、策

定について検討いただきたいと思っております。策定にあたってはその地区に合った無理

のない計画としていただき、少しずつ前進していくことで地域に活力と元気が出て住民自

治や協働のまちづくりにつなげてまいりたいと考えております。また地域づくり委員会や

区、耕地、自治会がその活動を対象とした損害賠償保険に加入した場合の保険料の一部補
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助も継続をいたしますのでご活用をいただき、地域活動を活発に行っていただくことを願

うところであります。また友好姉妹都市でありますブラジル・フェラース市との交流です

が、昨年松下議長さんと箕浦副町長、折山総務課長の３名がフェラース市を訪問し、交流

を深めてまいりました。平成２４年度はフェラース市長さんや議長さんをはじめ飯島町に

ゆかりのある方々を当町へご招待するよう計画をいたしております。 

第２「誰もが健康と笑顔で暮らせるまちづくり」についてであります。心身ともに健康

で生き生きと暮らせることは子どもから高齢者まで性別や年齢にかかわらず誰もが願うと

ころであります。お互いが助け合い、支え合い、健康で安心して生活を送ることのできま

すよう、保険・医療・福祉の連携の下に各事業を推進をしてまいります。先ず子育て支援

の一環として行っております子どもの医療費軽減策ですが、昨日条例改正を議決をいただ

きましたが、平成２３年度までは中学校３年生までだった対象年齢を、平成２４年度から

は高校生相当年齢まで拡大をすることとし、入院・通院を問わず受益者負担金 500 円を除

いた医療費を町が全額負担することといたしました。これにより定住促進にもつなげてま

いりたいというふうに考えております。予防事業に関する取り組みとして、大切なお子さ

んを病気から守るため、平成２３年度に引き続き子宮頸がんワクチンやヒブワクチン、及

び肺炎球菌ワクチンの予防接種費用を町が全額負担をすることといたしました。これから

対象となる皆さんは自己負担はありませんので是非ワクチン接種を検討をいただきたいと

いうふうに思います。次に母子保健に関する取り組みでありますが、当町の出生率は依然

として低い水準で推移をしており町の重要課題の一つとなっております。そこで３カ月検

診に併せ、出産された家庭にささやかではありますが地元産の花束などを贈るよう新たに

予算措置を行いました。子どもが生まれこの町で元気に育っていくことは町にとって大変

うれしいことであります。併せて地元産の農産物の消費やＰＲにもつなげてまいりたいと

思います。また妊婦検診や不妊治療に対する補助につきましても継続をして助成をしてま

いります。地域医療対策の関係では七久保診療所にデジタルＸ線画像診断システムを整備

をすることといたしました。身近な医療機関で正確でより良い診断が可能となり、町民の

皆様の健康管理につながるものと考えております。健康増進に関する取り組みとしまして

は、社会問題にもなっております自殺対策について平成２４年度も取り組んでまいります。

悩みを抱えている方々へのカウンセリングなど直接的な事業も行いますが、自殺へのサイ

ンに気付き、見守りを行い、専門の相談機関へつないでいく役割のゲートキーパーを養成

する講座の開催など、できるだけ早期の対応が可能となる仕組みづくりも進めてまいりま

す。また７５歳以上の方々が人間ドックを受けられる場合に費用の一部を補助いたします

ので、健康維持に役立てていただきたいと思います。保健センターの整備につきましては、

その機能を併せ持つ高齢者ふれあいセンターを農村環境改善センター、いわゆるまあ西庁

舎の方へ増設する形で今年３月中に完成をする予定であります。新しい施設となりますの

で気持ち良く検診や相談などを受けていただけるものと思います。町としましてもこれま

で以上にを各種検診や保健指導などに力を注いでまいります。 

第３「みんなが支えあう福祉のまちづくり」についてであります。高齢者や障がい者の

方々に対する理解を深め、町民の皆様一人ひとりが温かい心を持って接し、地域全体で支

えあい、助け合うことのできる福祉のまちづくりを進めます。先ず福祉に関する取り組み

でありますが、新たに策定をいたしました第６次高齢者福祉計画・第５次の介護保険事業

 - 10 - 

計画及び障がい者プランに基づいて施策を進めてまいります。高齢者や障がい者の福祉施

策として給付を行っております介護慰労金につきまして、平成２４年度より新たに要介護

２、これは認知症の日常生活自立度がⅢ以上の方になりますが、この要介護者を介護され

る方々へも給付をすることといたしました。障がい福祉金につきましては平成２３年度と

同額を維持して給付をしていくこととしております。介護を受けられておる方も住み慣れ

た自宅で暮らせるという幸せを感じているのではないかと思います。在宅での介護は大変

な部分が多かろうと思いますが、介護を必要とする方とその家族の皆様を皆で支えていく

ことが重要であるというふうに思っております。また介護をされている方の急病や急ぎの

用事などによりまして、介護を必要とする方が急きょ通所介護施設へ宿泊した場合、その

費用に対して補助を行うことといたしましたのでご活用いただきたいというふうに思って

おります。次に高齢者世帯や障がい者をお持ちの方を対象として救急医療情報キットを配

布をいたします。これは救急時に必要となる連絡先や血液型、持病の有無や飲んでいる薬

の種類などの基本的情報をあらかじめ記入した用紙をケースに入れ、冷蔵庫に保管をして

おき、万が一の時に備えようというものであります。救急時にはこの情報が救急隊員や医

療機関へ伝わり、的確な措置を行う一助になるものと考えておりますので、多くの方に設

置をいただくよう努めてまいります。多くの皆さんにご利用いただいております地域福祉

センター石楠花苑につきまして非常用電源設備の整備を行います。災害発生時には福祉避

難施設としての役割もある施設でありますので、対策は万全にしておかなければならない

と考えております。また福祉バスが老朽化しておりましたので、その購入費の一部を補助

することといたしました。障がい者自立支援関係につきましては障がい者福祉サービスを

はじめ年々大きな予算が必要となってきておりますが、地域において自立した生活を営め

るよう支援をすることは欠かせませんので、各制度に従いまして町の負担する部分につい

て対応をしてまいります。また買い物弱者対策についても研究を進めてまいりたいと考え

ております。さらに国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計

などにおけます医療費や保険給付費等に対応する繰出金の予算措置も講じたところであり

ます。特に介護保険特別会計への繰出金は毎年大幅に増加しておりますが、しっかりと予

算を確保し対応をしなければならないというふうに考えております。また今後もそれぞれ

の特別会計の目的に沿った事業の推進に努めてまいります。 

第４「人を育むまちづくり」についてであります。次の世代を担う子ども達が確かな学

力と豊かな人間性、柔軟な創造性を身に付けて生きる力を育む学校教育を推進をするとと

もに、家庭や地域が一体となって子どもを育てる環境づくりを進めます。また町民の皆様

の自主的な学習活動や、スポーツ・文化・芸術活動への支援も行ってまいります。子育て

支援への取り組みとして２年前から行ってまいりました療育支援事業は、平成２４年度か

ら県の補助がなくなりましたが、ここ数年、支援を必要とする園児が増加傾向にあり、ま

た発達に特徴のある子どもが元気に明るく社会的自立生活を送れるようにするためには、

療育支援は大きな役割を果たすことになりますので、これは町単独事業として継続をして

いくことといたしました。東日本大震災を受け防災対策への関心が高まっております。特

に子ども達が利用する保育園や学校はその対策が急がれるわけでありますが、平成２４年

度は保育園にガラス飛散防止のためのフィルムを貼りつける工事を町単独事業として行う

ことといたしました。３園を３年かけて行う計画であります。なお小・中学校は平成２３
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年度に国庫補助金を活用して事業を進めてまいりますが、年度内の完了は難しいために平

成２４年度への繰越事業となる見込みであります。昨日の補正予算でお認めいただいたと

おりであります。保育料につきましても平成２３年度同様、第２子以降は保育料を３分の

１軽減いたします。また２名同時在園の場合はいずれか１名の保育料を２分の１軽減をし、

３人同時在園の場合はいずれか１名の保育料を無料とする措置を継続をして行ってまいり

ます。学校関係におきましては個別指導のための教科支援の教員の配置や、発達に特徴の

ある児童生徒へのきめ細かな対応を図るために引き続き小・中学校へ特別支援の教育支援

員を配置をいたしてまいります。また時代に即した新たな取り組みとして、学校と保護者

や地域の皆様が共に知恵を出し合い、熟議を重ねて協働の下に子どもたちの豊かな成長を

支え、地域の絆をつなぐ「地域とともにある学校づくり」の調査・研究を進めてまいりま

す。子どもの放課後の居場所づくりと豊かな心を育み、地域の教育力を高めることを目的

とした子ども広場推進事業ですが、４地区でそれぞれ独自性、地域性を発揮した取り組み

が実施をされており、多くのボランティアの皆様のお力添えに深く感謝申し上げる次第で

あります。生涯学習に関する取り組みといたしましては、「生涯学習まちづくり計画のパ

ート４」と「スポーツ推進計画」を策定をいたします。生涯学習まちづくり計画では町民

の皆様が豊かな人生を送れるよう、生涯にわたってあらゆる機会に、あらゆる場所におい

て学ぶことができ、その成果を適切に生かすことのできる社会を作り上げていくための計

画を目指します。またスポーツ推進計画では町民の皆様がそれぞれの年齢や体力、目的に

応じていつでもどこでも自分からスポーツに親しむことのできるよう、その仕組みづくり

や方向性を示してまいりたいと考えております。また教育委員会事務局を平成２４年度か

ら役場西庁舎へ移し業務を行いますが、今まで同様、社会教育、生涯学習情報を発信・提

供し、社会教育、生涯学習の普及啓発を進めてまいります。地域文化面では「いいじま文

化サロン」の取り組みを継続をいたします。日々の忙しい生活から一歩抜け出し、様々な

分野の文化芸術に触れていただければと考えております。 

第５に「地域の特性を生かした産業の創造と振興のまちづくり」についてであります。

豊かな自然や農村環境などの地域特性と多様な地域資源を生かした産業の振興を図ります。

また社会のニーズに合わせた対応を図るとともに、第１次産業と第２次、第３次産業を融

合・連携させた第６次産業化による地域の振興を目指し、誰もが住みたくなる活力に満ち

た魅力あるまちづくりにつなげてまいりたいと考えております。先ず農政関係の取り組み

としましては、平成２３年度に引き続き農作物有害鳥獣駆除推進協議会が行う防護柵設置

などの被害対策事業へ補助を行います。防護柵設置事業につきましては高遠原地区から中

田切川までの約１１キロに防護策が設置をされます。これで西部山麓一帯から侵入するニ

ホンジカやイノシシを食い止めることができることとなり、農作物の被害の減少はもとよ

り農地の荒廃に歯止めがかかることを期待をするものであります。農地・水・保全管理支

払事業につきましては新しい計画の初年度となりますので、本事業が円滑に行われますよ

う予算措置をいたしました。また農業を取り巻く情勢は農業従事者の高齢化や遊休荒廃農

地の増加、ＴＰＰ問題など大変厳しい状況となっておりますが、当町では全国に誇れる営

農センターがあります。全農家参加による組織営農の実践を基本に、地区営農組合などの

取り組みを更に活発化させることで、法人も個々の経営体も元気を出して乗り越えていけ

るものと確信をいたしております。町も営農センターの一員としてその役割を果たすとと
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もに、できる限りの支援をしてまいりたいと考えております。次に林業関係におきまして

は林道横根山線の改良工事を継続をして実施をしてまいります。この林道横根山線はシオ

ジ平や越百山への登山道に通じる林道でありますので、現在通行止めとしておりますけれ

ども、一日も早く解除できるよう取り組んでまいりたいと考えております。次に商工業関

係におきましては、既存商工事業者の経営支援のための各種制度資金の充実や、補助の継

続、振興策の検討を進めるとともに、その一環として現在商工会やＪＡなどで共通商品券

の発行を計画しておりますので、その準備費用として補助を行います。また商工業分野と

農業分野合同の産業まつりも計画をされておりますので支援を行うことといたしました。

町の買い物滞留率向上に向けた関係者の努力に期待をするとともに、町民の皆様も町内の

商店をご利用いただきますようお願いをするところであります。町といたしましてもでき

る限り町内業者を利用することや、受注機会の確保を行うよう配慮してまいりたいという

ふうに考えております。企業誘致策といたしましては、七久保柏木地籍での道路整備が平

成２３年度に完了いたしますので、本格的な企業誘致について積極的に進めてまいりたい

と考えております。この取り組みが効果を成し、雇用拡大など地域経済の活力につながる

ことを切に願うものであります。 

第６「新たな時代の生活基盤と安全安心のまちづくり」についてであります。東日本大

震災の教訓からも、災害時には先ず町民の皆様が自らの力で身を守り、地域で助け合い支

え合いながら、初期の対応をしていただくことが大変重要となってまいります。行政とい

たしましても災害に強いまちづくりと、災害発生時から復興までの仕組みづくりなど早急

に進めてまいります。また生活の基盤を整備することは、快適で活力のあるまちづくりを

進めるために必要不可欠な要件となっておりますので、平成２４年度においても道路・橋

梁の整備、住宅、環境衛生、交通安全から防災に至るまで、生活基盤の整備を進めるため

の諸施策を講じました。先ず平成２４年度には防災行政無線、これは固定系になりますけ

れども、この防災行政無線のデジタル化を行います。東日本大震災では防災行政無線から

の情報により助かった方も多いと聞いております。屋外子局の設置場所の検証と不感地帯

の解消を行うことで、必要な情報を迅速に発信できる体制を整備したいと考えております。

なお実施計画では４年間で整備するよう予定をいたしておりましたが、有利な起債が制度

化をされましたのでこれを利用して２年間で整備を完了させるよう計画といたしました。

また今年度行いました２３年で行いました橋梁の長寿命化計画により、橋梁の劣化の程度

が明らかになってまいりました。平成２４年度はこの計画を受け、具体的な整備年次計画

を策定し、順次、橋梁を長持ちをさせるための補修・補強工事を進めてまいります。道路

交通に関する取り組みとしましては、国道１５３号伊南バイパスに関連します町道整備の

事業費が減少をし、土木費全体の予算が大幅に減額となっておりますが、平成２４年度で

は主に田切地籍の伊南バイパスと新しく建設をされます県道竜東線との交差点から国道ま

での間の道路改良と、七久保駅北の町道呂久保横線の道路改良を行うこととしております。

また伊南バイパスの本郷から堂前線交差点までの間が平成２４年度中に供用開始となりま

す。これらの道路整備により町の活性化が図られ、新たなまちづくりに発展をしていくも

のと考えております。その他、交通安全・防犯対策につきましては平成２４年度は２年に

一度開催をいたしております安全安心町民大会を開催をしてまいります。安全安心への意

識を高め、町民の皆様とともに安心して暮らせる環境づくりに努めてまいりたいと思いま
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す。 

第７「生活を豊かにする快適環境と循環型のまちづくり」についてであります。飯島町

に住みたくなる住宅環境の整備や自然と共生する社会の実現により、快適で心豊かな暮ら

しのできる循環型社会の実現を目指します。町の重要課題であります定住促進への取り組

みとしまして、平成２３年度に産業振興課内に定住促進室を新設をし１年が経過をいたし

ました。初年度ということもありまして試行錯誤の中、新たな取り組みも行ってきたとこ

ろでありますが、平成２４年度はもうひと工夫し、Ｉターン者など町に定住していただく

方を増やしてまいりたいと考えております。新たな取り組みといたしましては短期的に田

舎暮らしを体験し、飯島町の良さを実感をしていただく取り組みを行います。また住宅建

設利子補給事業や若者定住化促進住宅補助事業につきましても制度普及に努め、多くの方

に利用いただけるよう予算の増額をしたところであります。今年１月に飯島町へＩターン

された方が紹介される番組が民放で放送されました。放送終了後、町のホームページへの

アクセス件数が許容範囲を超えてパンクしてしまうほどの大反響をいただきましたが、こ

のようなチャンスを逃すことなく、おもてなしの心を持って定住へつなげるよう努力をし

てまいりたいと考えております。住宅環境整備の取り組みでありますが、公共下水道事業

につきましては平成７年度より実施をしてまいりました町にとって大事業でありましたが、

多くの皆様のご協力により計画した管渠工事は本年度でほぼ完了となりますので、今後は

農業集落排水事業と共に維持管理業務が中心となってまいります。下水道施設の有効利用

のためにも、つなぎ込み率の向上は重要となってまいりますので、まだ接続をされていな

いご家庭にありましては住宅リフォーム補助金の予算を増額いたしましたのでご活用いた

だき、一日も早く接続していただくようお願いを申し上げる次第であります。上水道事業

につきましては平成２３年度は国庫補助金を活用した石綿セメント管更新事業を積極的に

実施をいたしましたが、平成２４年度はその補助がなくなることから予算の範囲内での更

新を進めることとしたために、予算総額が減少となりました。上水道事業は町民の皆様の

生活に直結した重要な事業でありますので、安全安心な飲料水の供給と健全な経営に努め

てまいります。住宅対策としましては町営住宅の耐震診断を行います。これまで県の基準

により耐震性があると判断をしてまいりましたが、東日本大震災を受けその判断基準が変

更となったため耐震診断を行うことといたしました。この診断後、年次計画により大規模

な住宅改修と長寿命化工事を実施する予定であります。次に環境衛生への取り組みであり

ますが、原子力発電の是非が論議されている中、町としましても自然再生可能エネルギー

への対応など積極的に考えていかなければならない課題と捉えております。平成２２年度

より進めております太陽光発電システムの設置補助は地球温暖化防止としての大きな役割

もありますので、当初予算を増額確保したところであります。また小水力発電の活用につ

いて検討を進めるなど循環型社会の構築を町の重要課題の一つとして取り組んでまいりた

いと考えております。 

第８「みんなで進める健全で開かれた行政経営によるまちづくり」についてであります。

少子高齢化の進展、住民ニーズの多様化・高度化など町の行政を取り巻く情勢の変化に対

応するためには、簡素で効率的な行政経営の確立が求められています。住民満足度や質の

高い行政サービスを提供するとともに、財政の健全化とる行政経営の確立に取り組みます。

財政健全化への取り組みでは、町税等の賦課徴収対策として長野県地方税の滞納整理機構
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への負担金等計上するとともに、徴収事務の研修のため県地方税滞納整理機構に２年間職

員を派遣をいたします。また緊急雇用創出事業で対応しておりました徴収専門の臨時職員

を県補助はなくなりますが引き続き雇用をすることといたしました。町税等の未収金は

年々増加してきており、未納となってしまう理由は様々であり、それぞれの事情に合った

納税方法をお願いをしてきておりますが、中には納税の義務を軽視した事例も発生してき

ておりますので、徴収対策の強化を図るとともに県の滞納整理機構を活用した納税も進め

てまいります。交際費関係では平成２４年度も起債の新規発行額は定期償還額を下回る規

模となっておりまして、平成１９年度より実施をしてまいりました起債の繰り上げ償還も

減債基金を繰り入れて実施をいたします。減債基金の更なる造成に努めるとともに、今後

も可能な限り繰上償還を実施し健全財政に努めてまいります。また４月からは福祉関係の

組織機構の見直しや、文化館の管理について指定管理者制度を活用して行うことや、これ

までそれぞれ試行を重ねてまいりました行政評価制度、人事評価制度につきましても、飯

島独自の考え方をもって本格実施をすることとし、行政サービスの向上と事務事業の効率

化、職員資質と能力の向上を図ってまいります。最後になりますが、先に申し述べました

とおり国道１５３号伊南バイパス飯島工区、天竜川、与田切川、中田切川に係る治水、砂

防、西部奥山に係る治山などの国直轄事業、及び、主要地方道竜東線建設をはじめ、県道

改良、維持管理、農地整備、河川、治山などの県営県単事業につきましても、関係諸機関

との連携を図りながら更に事業が促進されますよう強力に要請努力をしてまいります。 

以上、新年度の施策に関する所信の一端と新年度予算の大綱について申し上げました。 

終わりになりますけれども、私自身３期目の行政経営を任され初年度の予算となります。

冒頭でも申し上げましたが、第５次総合計画の２年目として計画に掲げたことを実践に移

し、少しずつその成果を出していかなければなりません。人と緑輝くふれあいのまちを目

指して、勇気を持って挑戦し、町民の皆様とともに感動と喜びを分かち合えるよう取り組

んでまいる所存であります。また町長として町民の皆様の先頭に立ち、「安全安心で住み

よい町」「暮らしやすい町」「活力のある町」づくりに全力を傾注してまいる覚悟であり

ます。そのためにも町長以下職員が一丸となって厳しい現状を認識をし、更なる意識改革

を進めて、常に町民の皆様との気持ちの融合を図りながら今後の行財政運営にあたってま

いります。町民の皆様とその代表である議員各位の格別なるご理解とご協力を切にお願い

を申し上げまして、平成２４年度の施政方針と一般会計並びに各特別会計等の予算概要の

説明とさせていただきます。少し時間オーバーいたしましたけれども長時間ありがとうご

ざいました。 

議  長    ただいま説明のありました提案理由に対する補足説明を求めます。 

総務課長    （補足説明） 

建設水道課長  （補足説明） 

議  長    以上で平成２４年度予算７義案に係る提案説明を終わります。 

 

議  長    ここで休憩をとります。再開時刻を１１時１０分といたします。休憩。 

 

          午前１０時３９分 休憩 

午前１１時１０分 再開 
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議  長    休憩を解き会議を再開いたします。 

        これより７議案について一括して総括質疑を行います。なお質疑につきましてはこの後、

各常任委員会へ審査を付託することになっておりますので、本日は総括的な事項について

質疑されるようお願いをいたします。なお事項別明細説明を省いておりますので、その点

を考慮される中で質疑をされるようお願いをいたします。 

それでは質疑に入ります。質疑はありませんか。 

６番 

北沢議員    それではあの総括質疑ということでありますが、若干細かい内容まで踏み込むかもしれ

ませんがよろしくお願いしたいと思います。３点についてお願いをしたいと思います。先

ず第１は町長の施政方針にありました農業政策の第６次産業化の問題であります。この中

の問題、特にあの６次産業化をしますと、そこから発生した加工品等の販売こういったも

のが重要な位置付けになってくるかと思いますが、それに関連して一般会計の予算書の９

８ページ、道の駅花の里いいじまの管理費の委託料の内容についてお伺いをいたしたいと

思います。先ずこの委託料の中の道の駅花の里いいじま指定管理運営業務が 137,000 円予

算化されております。この内容についてお伺いをしたいと思います。道の駅につきまして

は飯島町産地形成促進施設の設置等に関する条例によりまして、昨日の議案の中で指定管

理団体として花の里の利用組合を指定することに決定したわけでございます。この花の里

の指定管理団体、これが実は条例上でいきますと施設の使用許可を受ける団体と指定管理

団体、まあこれが同時に行われる団体というふうに条例上私は解釈をしているわけでござ

いますが、そうなりますとこの 137,000 円これつきまして指定管理を受けるにあたって、

137,000 円はいわゆる指定管理料として委託をするにあたって不足する金額というふうに

解釈いたしておりますが、これは総額で、例えば利用料であれば条例上、場所代と実費徴

収、これをいわゆる使用団体等は払って、もちろん減免することもできるという条例もあ

るわけですが、それを収入として運営し、その不足する分が 137,000 円という解釈をする

わけでございますけれども、元々の計画されているこの収支の中の親数字はいくらを想定

をして 137,000 という数字が出されているのか。まあそれともしくはその利用料といわれ

る部分これは減免をされているのかと、まあそこら辺の内容についてお伺いをしたいと思

います。まあそれに関連をしてですね下のところに道の駅マネージメント 3,636,000 円が

計上されております。このマネージメントの委託につきましては昨日の説明で新しい方法

による委託契約、こういったことが発生するというふうに想定をされるわけでございます

けれども、誰に何を委託していくのか。まあこの内容によってはですね、例えば利用組合

の方へ委託をするとすればマネージメントが独立をするのではなくて指定管理料の中に入

る可能性もあるんではないかと、もしくはこれを個人に委託をするということになればま

あ委託という性格よりはそのいわゆる人件費の補助金という性格のものではないかという

ふうに解するところでありますが、そこら辺の整理はどのようになっているかお伺いをし

たいと、これが１点目でございます。 

        それから２点目は、健全財政の確立と景気浮揚のための公共投資の関係についてお伺い

いたします。今年度の予算、飯島町の予算概要と先ほどありました中で、主要建設事業の

内容というのが１６ページに示されております。まあこの内容を見させていただきますと、
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昨年がこの部分の総額が 500,000,000 円でございまして、今年は 430,000,000 ということ

で金額的には 70,000,000 ほど 66,000,000 ほど減額となっております。この内、デジタル

防災無線とか町営住宅の関係、要するに町内企業に発注できる、まあ町内に資金が還流す

るというようなそういった関係の以外のものを引きますと、昨年が 450,000,000、今年が

280,000,000 で 160,000,000 ほどの減額となっております。この理由等につきましては先

ほど施政方針の中でも示されておりますので、大変苦しい財政の中で努力されている、こ

のことは認めるわけでございますけれども、まあ町内に還流する資金がやはり今のこうい

った景気浮揚の中では必要であるというふうに考えるわけでございます。まあこの問題は

財政の確立の問題と非常に大きく関わっておりますので、今回お聞きしたいのは健全財政

の観点からみると基金と起債というのがまあこの部分で大きく関わってくるというふうに

考えるところであります。そこで今回予算で計画されている起債の償還、この件について

１点お伺いします。この繰上償還の結果どのような効果が表れるのか、と将来の見通し、

それから更に今後繰上償還が必要となるということであれば、その財源の確保を如何様に

行っていくのか、これが１点。 

もう１点は先程からも強調されていますとおり財政調整基金というのは、まあ他の基金

もそうですけれども非常に重要だというふうに考えております。まあ先般の被災をされた

町村の中でも財政調整基金があったために独自の支援を、まあ全壊の倒壊の家庭に

1,000,000 円ずつ配ったとか、まあ災害の際の非常な貴重な財源になるということは十分

承知をいたしておりますし、将来の町の安定的な財政運営には財政調整基金は欠かすこと

のできないものであるとこのような理解をしております。ただ飯島町の計画の中で前期の

５カ年計画の中での財政調整基金の目標は確か 700,000,000 円だというふうに記憶をいた

しております。これは１年目で既に達成をされているというふうに私は解釈しているんで

すが、まあそこら辺の今後の考え方、既に計画としては達成されているんですが、まあ私

はある程度このバランスをとりながらこういったものを景気浮揚のために投資していくこ

とが必要であるんではないかというふうに考えるところであります。そこら辺の基金の運

用の考え方についてお伺いいたします。 

３点目でありますけれども、今回防災上大きな役割を果たします防災無線のデジタル化、

この問題が予算化されております。これは一刻も早くできることが良かろうと私も考える

ところでありますが、この設計の基本はどのように考えられておられるのか。要するに私

の記憶によりますと前回設定されたものにつきましては、町内に屋外の子局が約３０個と

いうことでありまして、まあこれを完全にいわゆる解消するとなると約倍の設置が必要で

あるというふうに当時から言われております。まあそれを補完するのがまあ今まではエコ

ーシティの放送であるという内容で設計されていたかと思いますが、今回の設計において

はそんな点をどのような設計の基準を置いているか。それとまあ観光的に言いますとマス

トがあるのはまあ町の土地利用計画でいきますと千人塚と日曽利地区であります。その他

例えば今年度の予算等で計画されておりますシオジ平とか非常に奥まったところもあるわ

けでございますが、そういった観光面に配慮した防災無線の設置というものもこの設計基

準の中に入っているかどうか、そういった点についてお伺いいたします。以上でございま

す。 

産業振興課長  それではあの最初の関係の道の駅の関係でございます。議員の方から言われたとおり先
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ず 137,000 円の指定管理料は差額分でございます。年間総額で約 24,000,000 から

25,000,000 ぐらいの全体の費用、町施設それから県の施設含めましてそのぐらい掛かるの

を想定をしております。そこからまあここに予算書でもございますけれども、県有施設の

管理業務 1,750,000 これを当然引きます。それから後施設ごと光熱水費等々いろいろの部

分が掛かってきます。それはあの実費徴収分ということになりますけれど、現実的には徴

収をしなくてその分は差引きます。それから施設の使用料っていうのも当然引かれますの

で、それらを引いた残り不足額 137,000 円ほどがこれがあの要するに指定管理料っていう

ような形で利用組合に指定しているものでございます。 

        それからもう１点の道の駅のマネージメントの関係でございます。昨日も若干話が出て

おりますが、今までは個人で農業開発機構の方と契約した個人と確認書をとっておりまし

たけれど、平成２４年度からは道の駅の利用組合にマネージメントをお願いするというこ

とで、基本的には個人ではございません。契約するのは道の駅利用組合になります。で、

そのマネージメントというのは町の情報発信をしていただくということ、それからまああ

の道の駅全体のマネージメントをやっていただくっていうこと、等含めまして要するに部

分的にやっていただくということじゃなくて、町の部分について情報発信、それから施設

等のマネージメントをやっていただくということで、それを利用組合に委託するというそ

ういうシステムでございます。以上でございます。 

町  長    ２つ目、３つ目のことに関して私の方であの最初だけ申し上げて、またそれぞれ細部説

明申し上げますが、あの基金の問題であります。これはあの先ほども申し上げましたとお

り、またいつも通り申し上げた通り、あの一にも二にも自治体の健全行財政運営へという

ものが求められますので、それに沿って過去もやってまいりましたし、これからもやって

いかなきゃならないということであります。今後の借入金の返済に対する公債費比率等も

含めて、今だいたいそうした計画通りやっておるわけでございますけれども、従ってあの

新年度予算の中でも一部基金の繰上を償還をしていくという内容も含まれておりますし、

それから財政調整基金の問題についてはあの第５次総合計画の一応の目標が 700,000,000

というような形でやっておりますが、先程のあの昨日補正をいただきました 40,000,000

積み増しますと 790,000,000 ぐらいに至ると、その内また新年度であの 30,000,000 近く

まあ崩すというようなことで、少し 700,000,000 を超えておりますが、ただまあこの考え

方につきましては多いほどいいことに越したことはないわけでありますが、ただその

700,000,000 というのが１つの自治体の標準的な考え方の中でまあ設定したという経過が

あるかと思います。その後こうしたあの震災でやっぱり備えるという１つの考え方を今後

もそんなように強く持っていかなきゃいけないなあというふうに思っておりますので、

700,000,000 以上できるだけまあ財政の状況を見ながら積み増していきたいというふうに

私自身は思っておりまして、そのようにあの予算編成でもまあ指示をいたしたわけでござ

います。 

それからあの防災の関係につきましては今度の第４次補正の考え方で、大変有利な制度

が出てまいりましたので、やはりこれはあの一日も早く整備するっていうことが今までの

課題でございましたので、前倒しして２年間でやってまいりたいと、特にあの今まで聞き

にくいとか、難視聴といいますか聞こえない地域あるわけでございますので、その辺のと

ころを今後十分あの今年からスタートする計画の中で十分まあ地域の実情を入れて、それ
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からまた場合によってはあの地域の声も聞いていかなゃいかんというふうに思っておりま

す。それから観光面でのまあ、あの里山近辺については千人塚も含めてできるかと思いま

すが、まあシオジ平までどうもちょっとというわけにはなかなかいかないのかなあという

ふうに思いますけれど、それは今後のあの検討のひとつの段階でまた十分精査していきた

いというふうに思っております。若干あの細部のことはまた担当の方で申し上げます。 

総務課長    それではあの多岐にわたるご質問でしたので落ちがあったらまたご指摘をいただきたい

と思います。先ずあの財政調整基金、具体的に予算書で３５ページですか、繰り入れ

131,420,000 円を繰り入れて、また歳出の方でそれを公債費償還に充てていくという２４

年度の計画でございます。これによりまして見込みですが２３年度末実質で１３．４％の

ものが、この繰上償還を行っても１４％までは届かないんですが伸びてしまうというよう

な内容でございます。またこの部分の細かいことは財政係長同席させていただいておりま

すので数字的に申させていただきたいと思います。で、繰上償還することで１３％台キー

プしたいとこういった内容でございます。それから繰上償還の今後の考え方についても持

ってございますのであの２５年度以降の考え方についても財政係長の方でお答えをさせて

いただきます。 

        それから財政調整基金の活用、これはあの効果あるということで北沢議員のご認識は大

変ありがたいことですし、町長の答弁のとおり、町長も常々から有事に備えて積み増して

しておけという支持をいただいております。で、ご指摘の通り 700,000,000 円がその計画

上の位置付けでございますが、その後の震災、それからあの国の経済動向の先行き不透明、

こういったものを考えますと 700,000,000 で果たしていいのかという疑問が出てまいりま

した。で、２４年度では飯島町の今の状況の中でいくらにすればいいのかということを２

４年度中に基金の再度計画を見直そうということで今財政当局では考えてございます。 

        次にあの公共事業に関わる部分でございます。財政的なまあ観点の中で公共投資という

ものが町内景気の浮揚策として効果があるだろうと、予算上建設関係の事業が少なくなっ

ているがそこに対する考え方ということなんですが、あのいわゆる税を一般財源をそこへ

集中をさせて今町内景気の浮揚を公共事業により図るほどちょっと財政にゆとりがないと

いう実態が今１つございます。それからあのこの２４年度で、町長説明と重複しますが、

防災無線これはあの有利な起債事業の適用になりましたので急きょ前倒ししてきたという

ことに合わせて、いつ起きるか分からない災害に早めに対応しようという両方の視点でも

ってこれ 100,000,000 前倒ししてきてございますが、これについてもあのまあできるだけ

町内でっていうような視点でまた発注も、まあ受け手が町内には無いわけなんですが、な

んらかの材料購入、その他できないのかそういった視点でもこれからまあ発注にかけては

注視をしていきたいということです。それからその他の事業につきましてはまたあの各所

管の方で小規模事業でありますとか住宅改修、これがあのかなりあの大きく効果を出して

きているのかな、件数も結構伸びてきているし、そういった大きいあのいわゆる町内景気

浮揚っていう部分では大きいのかなっていうふうな見方をしてございます。 

それからあと防災無線の基本設計的な考え方でございますが、今あるマストを全部ゼロ

にして新たにっていうようなあの予算っていうのはなかなか厳しいかなということで、今

あるもので不感地帯とか干渉地帯についての改良、それから不足するマストの増設を数基

くらいっていうことの見込みの中で、これからあの実態調査から設計に入ってまいりたい
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というふうに考えております。で、あくまでもあの可住地で普段の町民の皆様の安全安心

を最優先をさせていただきまして、遠隔についてはあのいわゆるケーブルを引っ張るだけ

の設備は奥の方まで通っている部分もございますので、検討はそこでさせていただきたい、

防災無線というのかエコーシティのケーブルになるのか、何らかの形のそういったものも

検討の中には入れていきたいという、これはあのシオジ平の観光地化に合わせた中での費

用対効果含めて検討をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

それではあの、繰上償還に関わる部分と、それからもう１点、かねがね申し上げており

ますとおり、いま国では防災面でかなりの充実を図るために有利な起債事業等を創設しな

がら降ろしてきてございます。それで予算もかなり担保してくださっておりまして、２４

年度にあの確たる内容がなくて上げれなんでおりますが、２４年度のいわゆる公共事業的

なものの内容の中で防災に関わるもの視点の事業をいくつか抱いてございます。これにつ

いてはあの起債が認められた時点で実質公債費比率跳ね上がることも考えられますが、財

政的には間違いなく有利な内容でございますので、躊躇することなくそういったものでで

きるものがあれば対応していきたいということなんで、そのくらいの事業のメニュー等、

財政係長の方でお答えさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

財政係長    それでは私の方から起債の繰上償還の先ず見通しといいますか考え方をお話させていた

だきたいと思います。先ずあの２４年度も同様でありますが、起債の新規発行額これが償

還額を超えない、これがあの今財政当局で考えている基本であります。それが１点と、も

う１点はまあ起債の繰上償還を行っていくということであります。でこの起債の繰上償還

の効果ということですが、今まで１９年度からやってまいりまして利率の高いものってい

うものはだいぶ償還が終わってきております。従いましてこちらで選定している借入のも

のとしましては、単年度の償還額が大きいようなもの、こういったもので負担を軽減する

ということで選定しております。２４年度 1 本返すような計画でおりますが、その効果と

しましては利息が 6,700,000 ほど繰上償還することで経費削減につながると、で一応あの

繰上償還の方なんですが、今、減債基金が 263,000,000、２３年度決算見込みでございま

す。で２４年度の当初予算の案で 131,000,000 繰入を行って繰上償還を行うということで

ありまして、２５、２６も減債基金を使って返すとすれば２５年度で 80,000,000 、２６

年度で 52,000,000 ほどということで今のところ考えております。従いまして１９年度か

ら２６年、今の繰上償還の計画まで含めて効果を見てみますと、利息としまして約

67,000,000ほど利息を払わなくて済むというような効果が表れております。 

        ２点目のあの減債基金の確保というような形でありますが、当初予算それから補正予算

等で年度中途に積み立てというのは大変厳しい財政状況でありますので、決算の状況を見

ながら可能な限り積み立てを行って、後年度、繰上償還の財源としたいというふうに考え

ております。またあの緊急防災・減災事業というのが計画がありまして、これに対する起

債が大変有利であります。補助事業の関係でありますと補助残に対して１００％充当の８

０％交付税措置ということですので、約８割の補助をもらってできるというような形であ

ります。単独事業につきましても充当率１００％、交付税措置が７０％ということであり

まして、現在あの２４年度の当初予算にも載っておりますが保育園にフィルムを貼ります。

これにつきましても、もしこの起債が活用できるようでありましたら財源組み換えでやり

たいということで起債の申請を考えております。その他の事業といたしましてはあのまあ
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各地区に防災倉庫等が建設できればそちらの方も起債対象となれば対応していくことも重

要かなと思っておりますが、緊急防災・減災計画というのに多岐にわたって事業が載って

おりますので、順次優先順位を付けまして起債申請を行って財源を確保していきたいとい

うふうに考えております。 

議  長    他にありませんか。 

１番 

久保島議員   予算概要のところの 7 ページですね、性質別の歳出のとこなんですが、人件費がですね

０．２％ではありますけれども、２３年度に比べて上がっていると、全体のパイが小さく

なったのに％が上がるということはですね、これはかなりきついなあというふうに思うと

ころでございます。ちなみにですね２１年度は２２．７％、２２年度は２１．３％、２３

年度は２０．０ということで下がってきているわけですね、ここでちょっと上がっちゃっ

たということで、今後どうなのかなというところをちょっと心配するところでありまして、

その辺の見通しということについてお答えをいただきたいと思います。 

あとはですねちょっと細かいことになるんですが、予算書の方の６９ページ、この扶助

費の障がい者自立支援のところですね 18,000,000 ほど増えていてですね、どうも扶助費

が増えているんですね。で非常にありがたいとは思うんですが、この増えた内容がどこに

回るのか、どのような使い道になるのかっていうことについてちょっとお答えをいただき

たい。 

それから更に７１ページ、介護保険の事業の関係なんですが、これやっぱり先ほど町長

がおっしゃっていましたが、かなり増えてくるということでございまして、でちょっとよ

く見ていったらですね、繰出金の部分なんですが節の２８の繰出金のとこですね、ここが

ですねかなり増えているということで、よく見ますとですね事務費これが２３年度は

17,000,000 ぐらいだったのが 24,000,000 に上っていると、これ事務費、人件費負担分と

いうことなんですが、これ何で増えちゃったのかなということで、人が増えたのかという

ふうに単純に思うんですが、その辺のところについてお答えいただきたいと、以上 3 点よ

ろしくお願いします。 

住民福祉課長  それでは予算書の６９ページの事業コード２２５５障がい者自立支援事業の関係の扶助

費の関係でございます。議員おっしゃる通り扶助費の増加が見込まれております。扶助費

の部分２０節の部分で対前年 21,000,000 円ほど増加しているという状況であります。と

りわけ障がい者福祉サービスのところ 136,000,000 余という数字になっておりますけれど

も、この中身につきましては障がい者の訓練等の給付費でございます。具体的には「こま

くさ園」であったり、町外でいえば「アップル工房」であったり、そういったところの給

付を受ける方の人数、こちらの予想で現状で２１人をみておるんですけれども、それが２

８人ぐらいになるんであろうということで、その対象人員の増加による給付費の増という

ことでございますのでご理解いただきたいと思います。 

        続きまして予算書７１ページの事業コード２３０５の介護保険事業の関係でございます。

これにつきましては介護保険の給付費が増加になっておりまして、介護保険特別会計の方

で給付費が増になっているといったことで、これは一般会計のルール分の中で１２．５％

がその給付費を支払いなさいということになっておりますので、その関係で 15,000,000

円ほど増えてございます。それから人件費分につきましては大変あの福祉職場、大変あの
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忙しくなっておりまして、介護認定者数の増、またあのいろいろの制度改正等がございま

す。そういった関係で人数が２人から３人という予算、当初予算の配分はそういった形に

なってございます。そういった関係でございます。 

総務課長    人件費のいままで減ってきておるんだが２３年度対比で２４年度０．２％増になる、心

配だというご質問でございます。実はあのちょっとあの職員数の推移でございますが、こ

れちょっと特会も含めて町全体ということであのお聞きいただきたいんですが、あの平成

２２年退職者が１５名ございました。で採用が１１名でございました。４名減の中で平成

２３年度ちょっとあの行政全般を回してまいりました。でその中では緊急雇用で助けてい

ただいたりとか、いろんな工夫を重ねながらまあ財源負担をせずに回してきたんですが、

過日では人件費手当分、時間外手当分、数１０万ちょっとまああの最後お願いしたところ

なんですが、まあそんな状況の中で回してきたと、で今現在は定員管理の中で目標を下回

ってございますかなり、で先程あの福祉職場を中心にかなりのまあ無理が生じてきている

ことの中、またあの年齢構成のバランスが極めてあのアンバランスである部分の是正をま

あ時間をかけてやっていく、こういった配慮の中でこの２３年度末には６名を予定し、２

４年度の採用が９名ということで３名増というようなことがございます。まあそういった

ことの中でまああの若い人が増えるということの中でまあ大きくは動かないんですが、あ

の若干増になっている。でまたあのこの予算書の中にあの平均年齢的なことを掲げてござ

いますが、４０．何歳ということで年齢バランスが平均年齢だけをとってみますと、あの

２０歳で就職して２０年で４０歳、４０歳到達して２０年で定年退職していくというとほ

ぼあの平均年齢的なバランスはとれておりますが、個々がどうかって言ったら調整をして

いく部分がございますが、そういったようなことの中で今後はあの安定して人件費比率推

移していくもの、あのこれ分母が大きく動きますと何とも言えませんが、あの普通の考え

方でラス（ラスパイレス指数）が同じ、人数がその推移でっていうことになるとそう大き

くは動かない、しかしながらあの前にも申させていただきましたが、当町ではできるだけ

職員の手で政策を行っていくという町長の姿勢でございまして、温かみのある行政運営を

っていうことの中で物件費に掛けずに人件費で掛けて政策を運営している、お金ではなく

て人で運営しているというような部分も他町村に比べると多々あるかと思いますので、一

概に人件費比率のみをもって飯島町の財政状況上どうこうというようなことには政策上か

らは言えないのかなというふうに考えております。以上です。 

議  長    いいですか。 

総務課長    町長からお叱りを受けましたので追加でご説明をさせていただきます。久保島議員から

は人件費比率が上がっているよというご指摘について私今お答えしましたが、あのもう１

点、町長の方は人件費の額は落ちているよということのご認識も同じように持っていただ

きたいということでございますのでよろしくお願いします。 

１番 

久保島議員   全くその通りでございまして、だからパイがちっちゃくなったからお金が落ちても金額

が落ちてもだめなんですよ。要するに比率が下がらないと意味がないということでござい

まして、先ほどですね課長の方から町税及び地方交付税の推移について説くとご説明をい

ただきました。細かくいただきましてありがとうございます。私もやっと解ったところで

ございますが、そこでね要するに全体下がってきてますよということで人件費もこれから
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抑えていかなきゃいけないかもしれないなというところのご認識っていうのはあるんでし

ょうか。その辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

町  長    まああのこの人件費総額、かつてはまあ 10 億を超えるような人件費で推移してまいり

ましたけれども、ここ数年まあ 10 億を切ってだいたい 8 億前後で推移しております。特

にあの公共事業、投資的な事業が今年新年度は減りますので、パイはまあ小さくなる、従

ってあの年代構成の構成比率はいろいろ年齢差はありますけれども、全体的には人件費は

抑えていきたいということであります。これがあの財政のまあひとつの効率的運用の中で

どうしても人件費の占める割合が大きく作用します。とは言ってもやっぱりいろんなあの

対応の仕事が増えてまいりますので、少しその総予算額が減ったからといってそれ毎年毎

年コントロールをして人件費を人を動かすというわけにはまいりませんので、あくまでも

現在一般事務部門で１００名、それから特別会計事務部門で１０名というような枠の中を

堅持しながら、弾力的に方向としては人件費を総体的には下げていく努力を今もこれから

もしていく必要があるとこういう認識でございます。 

議  長    他にございませんか。 

３番 

浜田議員    難しい質問が続いたのでちょっと息抜きに簡単な質問をさせていただきたい。あの予算

概要の８ページ、国際友好都市交流費というのが計上されてまして、昨年あのフェラース

市の新庁舎の新築の時にまあ全協ではこれは一過性の行事であるという説明をいただいた

ような気がしますけれども、今回は逆に招待ということでですね、一時休眠状態だったこ

の事業を今後どうするのかということは、私共も町民の皆さんから度々質問を受けている

ので、一度長期的なあのお考えをお聞かせいただきたいなあというふうに思うわけです。

で私自身個人的には最初は無駄だと思っていたんですけれども、あとで調べてみると日本

の１，７００ぐらいの市町村の中でですね、ＢＲＩＣＳ（ブリックス）といわれる新興国

に属するブラジルと友好都市を結んでいるのは５０・６０ぐらいですか、そういう意味で

非常に稀だといいますか貴重なケースだと思うので、まあお金掛ける掛けないは別にして

ですね、あの継続すべきだというふうに考えている立場からの質問でございます。以上で

す。 

町  長    まあこれはあの昭和でいきますと昭和５０年、ブラジルのフェラース市と縁があって、

縁というのはあの移住が取り持つ縁というまあことになるわけでありますが、最初１０年

ぐらいまあいろんなあの研修生の派遣でありますとか、それから郷土出身者の里帰りの折

りでのまあ交流、これはあの海外協力会を中心にいろいろと事業を展開して交流が図られ

てまいりましたけれども、その後まあ最近のこう３０年間位はあのパラパラとというよう

なことで、あの全然途切れておったわけでもないんですが、当時のあの立役者であります

井口市長さんも折にはみえてあれしておりますが、こちらから行くということはほとんど

ございませんでした。ここ３０年間くらいになると思いますが。でこの度まあひとつの節

目で向こうからのご案内もございまして訪問が実現したわけでございますが、そのまあお

返しというか交流というかの位置付けでまあ、４月へ入ったら早々になるかと思いますけ

れども、お迎えしたいということの予算で若干計上させていただいております。今後につ

きましてもですね、やはりあの国内はなんといってもこう身動きのできるこの交流ができ

るわけでありますけれども、大変長距離にある難しい面もあるわけでありますが、やはり
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このブラジルという１つの国、これからの２１世紀を担う大変資源的にも交流的にも魅力

のある国でもありますし、オリンピックやワールドカップといったような当面の１つのま

た脚光を浴びるこのムード的な面もありますので、できたらあの行政だけの問題でなくて

ですね、一般にもこう働きかけをしながら、かつて商工会でまあ訪問団を募ってというよ

うなムードもありましたけれどもちょっと立ち切れになっておりますので、あの商工業の

関係、それから特にブラジルは農業の食糧生産の世界的な基地でもあります。これが即参

考になるかどうかは別にして、貿易との関係もあるもんですから１つのこうした認識を皆

でひとつこのグローバル的に共有していくということも大事ではないかということで、ど

ういう考え方をしていくかはまた今度あの市の市長さんお見えになったときにも意見交流

したいと思っております。ひとつ前向きに検討していきたいと、果たしてそれがどういう

ところで定期的にできるかどうかということはわかりませんけれども、気持ちだけはそん

なことで考えていきたいというふうに思っております。 

議  長    他に。 

９番 

坂本議員    ３点お伺いしたいと思います。１点目としては行政評価制度の取り組みということでご

ざいますが、これはあの特に予算の中には盛ってはきておりませんが、所信表明の中で広

範に出てきておりまして、まあ行政評価を本格的にやっていくということなんですけれど

も、それをどういう種目において行っていくのかということと、それともう１つは個別の

それぞれの政策ごとの個別の計画があると思うわけですけれども、その中でまあ計画を作

る段階であのまあ住民にパブリックコメントとしてその計画内容を聞いていくという手法

があって計画ができていくわけですが、そういう中でそのまあ行政評価制度とともにパブ

リックコメントも取り入れた形でやっていってほしいと思うわけですけれども、その手法

と今後の取り組み方の予定をお願いしたいと思います。 

        ２つ目としては、協働のまちづくりプロジェクトということでまあだんだんとですね各

区の取り組みが地域づくり支援員によってまあ出来てはきていると思うんですけれども、

それにその中でのまあ事業内容、挙がってきている事業内容をどのような観点で査定して

それで決定しているのか。それからまたその事業まあこれから今後のこととしては、まあ

職員の配置の部分でもだんだんやっぱりその住民に即した形でのまあサービスというか、

そういう点ではこの協働のまちづくりプロジェクトが発展していかないと、住民に密着し

た施策としてなっていかないと思う中で、そのまちづくりプロジェクトをやってまああの

今のは査定なんですけれど、その結果のそのやってどうだったかという反省地点の報告書

というものね、積み上げていくことが今後行政サイドにとってもまあ、各地域にとっても

大切なことになっていくと思うので、その報告書、反省の報告書なんかはどういう形にな

って、まあ反省の報告書ですね、それがどうなっているかということと。 

もう１つ細かなことは登山道整備ということでトイレを新設というかまあ整備すること

になっているんですけれども、そのトイレがなかなか汲み取りというかなにかそういう形

になると思うわけですけれども、バイオマストイレの利用なんかを考えているかどうか、

その３点お願いしたいと思います。 

総務課長    それではあの１点目の行政評価、これにつきましてはあの最終日の全協の方でご説明を

させていく予定でございますので、概要だけちょっと申し上げますと、基本的な考え方は
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あの飯島町の場合、予算書があってこれ事業コードを付けて事業ごとの予算を明確にして

ございます。それで今度はそれを受けて行政報告書で事業ごとの何をやったらということ

まで明記をしてございます。であと決算書というリンクをしておりまして、これらに基づ

いて次の実施計画を策定をし予算編成に入っていく、こういったあのＰＤＣＡサイクルで

回すようにしております。ここへもっていって今回は行政評価というものを行政報告書を

活用して、ここへ職員あのそれぞれの担当部署で先ず１次評価をし、係内、課内、庁議と

いう形の中で目合わせをしてそれぞれ評価をしていくシステムにしたいというふうに考え

ておりまして、その内容をまあ最終日全協でご説明申し上げたいと思います。で、これに

ついては今までも試行でいくつか事務事業を取り上げて、いくつといったような数の中で

やってまいりましたが、先ずあのできるだけ手間をかけずに、しかもあの明瞭な全部の事

務事業について行って、またそのことがすぐ公表をする中で住民の皆さんから「町はそう

考えているけれど俺はそうじゃないよと思う」っていうようないわゆる認識を持っていた

だく、そういったような機会に結び付けていきたいということと、今回ご提案というか実

施をする評価システムが完成版ではなくて、これを運用する中でとりあえずは目標指標を

１回持ってやってみましたがなかなかを目標指標を作ることが仕事になってしまって、な

かなか意味合いがよくわからなくなりましたが、これ１回外しまして、やる中でこれは目

標指標を持たした方がいいんではないかといったようなものを選別しながら掲げていく、

こういったような方向でステップアップ方式の評価システムをやりたいと思います。また

いつまでも試行していてはいけませんので２４年度からは施行で住民の皆様に公表してい

くんだとこういうスタンスで臨んでまいります。また今度はそれ以降、２５年度以降に外

部の評価っていうこともこの評価の中へ視点として加えていくんだという確認まで過日の

庁議では決定をしてございます。そこも含めて最終日にご説明をさせていただきます。ま

たあのパブリックコメント、飯島町では既に運用をしてございます。で、議員申されまし

たのはこの行政評価システムを構築するときにパブリックコメントを求めたらどうかとい

うようなご質問でしょうか？ だとしますと政策についてはあのいわゆる住民の皆様に利

害の大きく影響するような骨格的なまあ政策についてはパブリックコメントを求めるわけ

なんですが、評価についてはあのちょっとあの住民の皆さんからご意見をいただいても、

手間のことそれに伴う効果のこといろいろな視点で１回はこういうふうにやっているとい

うものを打ち出した中で、ご意見を賜ってまいりたいとそんな手順を踏んでまいりたいと

いうふうに思います。 

        続きまして、協働のまちづくりプロジェクト、地域でいろんなまああの地域活性化、協

働の事業をやっていただくときに、まあいろんな形の補助金が、総務課ばかりでなくて各

所管の中であるわけであります。でこれ２３年度のこのことに伴う反省報告はどうかとい

うご質問なんですが、これについてはあの９月の決算審査の時に詳しくまたあのご審査を

いただけるように準備を進めてこの後まいりたいと思います。ただあの総務課で所管して

いる地域づくりの事業に関わるいわゆる査定っていいますか、あの採択の基準っていうの

はきちっと持っております。で、基本的な考え方としてはあのこの住民協働は何のために

住民協働かって言いましたら、まああの飯島町が未来永劫飯島町として運営をしていくた

めにみんなで力を合わせよう、汗を流そう、そのことで行政コストを削減しようという部

分がございます。そのためにはやっぱり地域がまとまる活力を持っていないとできないと
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いうことの中で、あのそういったところに通じる地域協働の活性化につながるような事業、

こういったもので採択の方を基準としてさせていただいております。で、これについては

今のところ各地区でこのような事業、これだけの人数で行ってあの例えばイベントができ

たよとか、住民協働の作業ができたよ、こういったようなことがあろうかと思います。そ

れについての効果検証っていうのはなかなか難しくて、だからこれで協働がどのくらい進

んだかという数値化はなかなかできないと思うんですが、大変な仕事、困難な仕事を若干

の助成の中で人々が力を合わせて行えるんだということがひとつもう地域の力の育成にな

っているのかなというふうにはその効果を期待しているところでございます。私の方は以

上でございます。 

産業振興課長  登山道の関係でございますけれど、平成２３年度に緊急雇用を活用いたしましてシオジ

平からアイオイの滝付近まである程度整備できました。で、今年度につきましては今の段

階ではカモシカ落し、あそこが老朽化してきているということでカモシカ落しの整備と、

先ほど言われましたトイレにつきましては擂鉢窪の避難小屋です。そこのトイレが２年に

１回換えるようになっております。その整備ということでありますのでよろしくお願いし

ます。 

        今お話がありましたバイオマスのトイレなんですけれど、今あの現在あの与田切川沿い

に建設省の協力で１基付けていただいておりますけれど、それのことを言われているんだ

と思いますが、まああれもいいんですが、ただあの擂鉢窪の避難小屋はやっぱりあのある

程度使われる人がある程度ないとやっぱりバイオマスもあのダメになるっていうか、あの

微生物の管理ですので、そこら辺の絡みであの検討しては見ますけれど、今の段階ではそ

ういうことでトイレのタンク自体の取り換えという形で当面やっていきたいというふうに

思っております。 

議  長    他にどうですか。 

４番 

三浦議員    先ほどあの町長から施政方針を伺いましたが、であの農作物有害鳥獣の対策として防護

柵の設置ということで高遠原地区から中田切までの約１１キロということで設置をすると

いうお話がありました。大変あの良いことだと思いますけれども、またそれだけの距離の

長い中で設置された後の管理とか、今後のあのそうした見通しあり方というかその辺のお

考えをお聞きしておきたいと思います。 

        それからあのまあ税金対策なんですけれども、あの未収金が年々増加しているというふ

うに先ほど町長もお話になりまして、県のあの滞納整理機構ということで昨年も対策機構

にお願いをしたという例もあると思うんですけれども、もう少しその実態というか今後の

その、これから県に対して県のあのどんな方向で行っていくというかその点についてお聞

きをしたいと思います。 

産業振興課長  防護柵の関係でございますが、あの付けた段階以降のまあ管理が一番大事になってくる

ということでお話ありましたけれど、まああの日曽利、それから高遠原地籍の状況を申し

上げますと、設置する前にまあ緩衝帯整備というか、周辺の草刈り、雑木等の払いをして

いただいて、まああの見やすくしていただくっていうのを当然ご協力してやっていただい

ております。であの設置後につきましても周辺の草刈りについても協力をしていただける

ということでお話の中でさせていただいております。であの日曽利、高遠原につきまして
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は２３年度完了しておりますので、その事後の対策というか推進というかそこら辺のとこ

ろも含めて先日研修会をしていただいたところであります。ですので今後平成２４年度の

関係につきましても、それと同様な形で地域の皆さんとともに協力体制をとっていってい

ただけるようにお願いをしていきたいというように思っております。 

住民福祉課長  その後の県の滞納整理機構の状況についてというご質問がございました。当町からの引

き受け額等につきましては、具体的には今年度 5,740,000 円ほど引き受けをしているとこ

ろでございます。その収納額につきましてはまだあの中途でございますので、最終的には

決算の報告の中でお話申し上げたいと思いますが、現時点で昨日補正を滞納整理分させて

いただきました。2,000,000 円ほど入金が入っている状況でございます。またこれ以外に

つきましても今あのちょうど取り組み中ということで、結果につきましては決算の報告で

させていただきたいと思います。なお滞納整理機構につきましては昨年の４月から新たに

スタートということで、６月から５月ベース、滞納整理期間も含めたそういったベースで

進んでございます。職員数につきましては１７名で対応しているという形でございます。

なお当町から来年度予算の中で１名派遣をするという形の中での予算計上もさせていただ

いております。また２４年度以降の引き受けの引き継ぎの額につきましてはまあ７～８件

というお話でございますので、そういった規模で、まだ具体的にあの県の方からまあヒア

リング段階でございますので具体的な数字は申し上げられませんけれども、そういったぐ

らいの規模の引き継ぎをしていきたいというように考えております。以上でございます。 

議  長    他にありますか。 

        議長から申し上げます。昼食の時間ですけれども昼食を省き延会といたしますのでよろ

しくお願いします。それじゃ中村議員。 

８番 

中村議員    ３点ほどお伺いいたします。先ほどの質問に関連した内容ですけれども、予算書の 98

ページ、道の駅花の里いいじま管理費の中の道の駅マネージメントの 3,636,000 円、これ

に関して先ほど利用組合に払われるという説明をお聞きしました。内容としましては町の

情報発信と町の部分というこの簡単な説明でしたので、この詳細ですねこの中で金額の大

きい内容というものが説明され、もししていただければその内容をお聞きしたいと思いま

す。 

        それと１０４ページですけれども、この中で１０４ページ４１４１観光費の中で、ＪＲ

駅構内観光看板検査という内容にありますけれども、この詳細をお聞きしたいと思います。 

        あと予算概要の２ぺージ、この中に重点項目として挙げられております定住促進の予算

の中に、田舎暮らしリサーチ住宅の整備という中で、定住のきっかけとしてなっていく空

き家の活用という内容がありますけれども、この詳細をお聞きしたいと思います。例えば

個人負担がどのぐらいになるのか、町はどういう部分をこの 180,000 の中で行っていくの

か等お聞きしたい。この３点をお願いいたします。 

産業振興課長  それではあの道の駅のマネージメントの 3,600,000 ほどの主なのものというか、まあ一

応あの利用組合にお願いはするんですけれど、例えば人件費換算にしたらどのくらいかか

るかということで出しました。ですのでまあどちらかというと１人の計算で見ております。

であの、やると、今の形でいきますとほとんど休みがなくて年間勤められているというよ

うなことも含めまして、そこら辺を見た中で人件費比率が一番高い数値になっております。
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それからもう１点、田舎暮らしリサーチ住宅事業の関係でございますけれど、まああの空

き家等を利用した中で都会等の方が飯島に少しの間でということで来ていただくというこ

とでございますが、まあ最終的にはあの田舎というか飯島に定住していただければ一番い

いんですが、そこを目的といたしまして田舎暮らしに興味のある方をこちらに少しの期間、

まあ例えば１カ月とか２カ月の間来ていただいて、当面は、空き家っていうのはなかなか

あの相対の話があったりするものですから、例えば教員住宅を活用しながら、空いた教員

住宅ですね、空いた教員住宅を活用しながら田舎暮らしに興味のある方に１カ月ぐらいこ

ちらに来ていただいて、当面、当然あのその家賃はいただきます。ただし町の方で手配で

きる家具類というかあの調度類とかいろいろありますけれど、その分についてはできる限

り用意させていただくというような考えでおります。ですので、負担金については家賃は

当然必要になってまいります。あと個人の負担的には通常水道料とかそういうのは当然負

担をしていただきますけれど、大きな調度類については用意しようじゃないかというよう

な形で今検討をしております。以上です。 

議  長    駅の看板は？ 

産業振興課長  すみません。３つ目も自分のところでした。あの駅の看板の検査っていうことであるん

ですが、あのやっぱりあの一般の方が通られるということで、老朽化してはいけないとい

うことで、ＪＲの方からどうしてもそれをやってほしいということで検査をしてほしいと

いうことであります。ですのでそれをやる費用ということで、あの観光看板とかいろいろ

ありますけれど、そこら辺の検査料ということです。以上です。 

議  長    他にいかがですか。 

５番 

竹沢議員    本日、町長から平成２４年度予算についての施政方針の演説をお伺いしまして、私も過

去に一般質問で申し上げた高校生までの医療費の無料化など、新しい政策を厳しい財政の

中で、一方で借金を返すそういう取り組みをしながら編成されるということで評価するも

のですが、新エネルギー問題について２点ほどお伺いをいたします。昨日もあの役場の組

織の仕事の分担の改正がございまして、新エネルギー政策が住民福祉課の生活環境係とい

うことで決まったわけですけれども、例えば飯田市なんかへいきますと地球温暖化対策課

というのがありまして、ここがそういう事業やっておりますというにふうに、今日この自

治体におけるこの環境問題に取り組む姿勢というものはですね、極めて大切な重要な課題

だと思うわけでありまして、まあ本当だったら定住促進室みたいなですね、室まで設ける

ようなそういうことができればよかったのかなあということで残念に思うわけですが、そ

こで今後ですね予算の中でもあの講演会かな、なんかそういう予算が盛ってありますけれ

ども、あのこれから太陽光発電以外の新エネルギーについて検討する場合にですね、例え

ば農林水産関係の補助金を取り込もうとか、あるいは水利権の問題の許可・認可の手続き

だとか、そういうことをやっていく場合にはですね一課の係だけでやるにはその看板とし

てどこがその仕事をやるかっちゅうのを昨日決めたもんでよいですけれども、横断的にこ

のプロジェクトとして取り組んでいかないとこれは事業が実現していかないというふうに

なると思います。そこで次は横断的な職員のプロジェクトチームですね、こういうものを

立ち上げてやるべきであるということをひとつ提言しますがいかがですか。もう一つは過

去に一般質問で申し上げておりますが、こうしたものを作るために町としての地球温暖化
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の委員会もあるわけですけれども、これとは別にですねその新エネルギーを研究するため

の住民の方に参画してもらう組織ですね、これも含めて立ち上げていくことを是非取り組

んでいただきたいと思いますが、その見解をお願いします。 

        もう一つは過去の一般質問で申し上げておりますが、７７県下ある市町村の中でメガソ

ーラー、これは飯島町も手を挙げておりますが、７７分の４４くらいだかございましたが、

私もあの飯田のメガソーラー直接行って見てきましたけれども、その後どうなっているか

以上２点お願いします。 

町  長    重点施策の中にもありますように、この新エネルギーに対するこの課題というものは大

変あの重きを置いて考えてまいりたいというふうに位置付けしておるところでございます。

ただあの２４年度の新年度予算の発足にあたりましてですね、ハード的な部分も含めてき

ちんとまとまった考え方というものは予算化に至りませんでした。これはあのいろんなま

ああの経済の動きもございますし、それから売電単価が７月ごろには確定をしていくとい

うような１つの受け皿の問題も出てまいります。それから長野県の考え方、それから私ど

も所属しております長土連みどりネット長野のまた支援の考え方いろいろ出てまいりまし

た。それから民間の先ほどの太陽光、まあ具体的にはソフトバンクの問題も出てまいりま

したけれども、もう少しあの飯島町に合った形というものを見極めながら、１つの方向を

生み出していきたいと、今年中にはそのことをやっていきたいということの中で組織を一

部まあ整備をしましたけれども、当然あの一係の段階でこれを進めているというようなも

のではございませんので、各課横断的にそれぞれ連携をとってやってまいりますが、その

庁内のプロジェクトという１つのこう組織だけでこのことを考えるんでなくてですね、今

後半にもお話ございましたように、町では非常にあのそうした面での造詣の深い方、それ

から経験のある方、いろいろおられますので、当然のことながら職員も含めたあのこのい

わゆる町としてのプロジェクト的な組織を考えてまいりたいと、そういうあのご意見も聞

いておるやにあるもんですから、もう少しグレードの高い部分でひとつ研究して、基本的

にはあの町の新しいエネルギービジョンに沿った考え方をしていきたいと、その中でまあ

小水力の町の資源をどう活用できるのか、それからきめ細かいまああの地元での小水力、

本当にミニ水力的な個々の取り組みも含めてこの体系作りをしていきたいと、こういうこ

とでございますので是非ひとつご理解をいただきたいというふうに思っております。 

住民福祉課長  それからメガソーラーの関係でお話がございました。県から照会がございまして当町も

早速名乗りを挙げさせていただいたわけでございますけれども、その件につきましてはあ

のまあ候補地が農地であるということで非常にハンディキャップがありまして、その関係

では即設置ができないという状況にあるということで、具体的な通知は来ませんけれども

県が選定した中には入ってこなかったということでございます。ただ今後のあの先ほど申

し上げましたあの固定価格買い取り制度の具体的な金額等が出てきますと、民間企業の中

で具体的に取り組んでいきたいというような形の話があった場合、有力な候補地の１つで

あるという位置付けで考えておりますのでよろしくお願いします。 

町  長    メガソーラーのことに関してはあの昨年でありますけれども、町もあの１つの、これは

あの具体的にはソフトバンクですけれども、全国的にこのことをまあ候補地を絞って展開

していきたいというようなことで、県を通じて正式に募集がありまして、町も１つにはあ

の春日平の地籍を要望した経過がございますけれども、結果的にはどうもお騒がせした割
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には尻切れトンボといいますか、非常に集約されたと今朝のニュースに出ておりましたが、

全国で４カ所この太陽光の発電所を自ら建設するという結果に落ち着いたんではないかな

というふうに思っておりますので、ただそれはそれとして規模は別にしても、先ほど申し

上げたことの中へ組み込んで、そうした太陽光のミニソーラー的なことも含めた１つの研

究機関としてまた検討してまいりたいというふうに思っております。 

議  長    はい、他にございませんか。 

６番 

北沢議員    若干細かくなりますけれども基本的な事項ですので、ちょっと所管も含めますがお願い

をしたいと思います。１つはあの国の事務との関係でございます。１つの例をとりますと

国民年金事務これについて歳入の方でですね２７ページに計上されておりますけれども、

昨年はここに事務取扱費 534,000 円というのがございまして、今年はこれが歳出の方では

一般財源で全部、金額は少ないですが賄われておりますが、まあ本来国民年金事務という

のは国の取り扱う事務でありまして、こういったものがそのいわゆる市町村へ財源をよこ

さなんで市町村の事務になるということは、金額は小さくてもですね私はちょっと注目し

ているところでございますが、これらが一般財源化されたのか、もしくはこういう制度が

なくなって市町村が財源を持てよとこういう話になったのか、そこら辺についてお伺いし

たいと思います。 

        それからもう１つ、電源立地交付金の関係でございます。まあ私記憶するにこの財源は

今まではまあ建設事業の方の財源として充当されていた部分でございますけれども、まあ

今回予算編成の中でのまあいろんなやり繰りの中で使用区分が変わったかと思いますけれ

ども、認可保育園のところに財源充当されております。まあこれは１つのアイディアとし

てはあるわけでございますけれども、私の先ほどの１回目の質問の中にありますとおり、

建設事業が少なくなっているわけでございまして、この財源の変更というのは、これは単

年度でなくて今後もこの財源充当枠、そういう方向が可能であるのかどうか。まあできれ

ばこういった財源は普通建設事業っていいますか建設事業の財源としてまあ基金へ積んで

まあ２ケ年なり３ケ年貯めて使うとか、そういった方向で需要を果たしていただきたいと

私は考えているところでありますけれども、そこら辺の変更方針の内容についてお伺いい

たします。 

住民福祉課長  予算書の２７ページの国民年金事務の関係でございます。ご存じのようにあの国民年金

事務につきましては算出につきましては基礎額と点数、それに調整係数等をかけまして算

出されてきます。その中身につきましては人件費分、物件費分等ございます。で、年々あ

のまあ新任職員が担当するとかいう関係もございまして、額につきましては減少傾向にあ

るということで、特定財源には変わりがございません。で、その額につきましては人件費

分も含まれているということの中で国民年金事務費の方へ充てていくという形でございま

すので、考え方は従来と変わっておりません。 

総務課長    それではあの２つ目のあの電源立地のあの交付金の件でございますが、あの従来、北沢

議員ご指摘の通りの方向で財源へ充当してまいりました。今年度の予算編成段階でもそう

いう目で予算の組み立ての中でこう眺めておりましたが、あのまあそこにふさわしい事業

がなかったということの中で、また２ケ年３ケ年基金化をしておいてっていうこともなか

ったということの中で、本年度についてはあの保育園のその部分対象になりますのでそこ
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へ財源充当をかけさせていただいたということです。今後につきましてもあの実施計画段

階であの事業をこう眺める中で、毎年度あのやはりあの建設事業で使える財源に使えるよ

うなもの、こういったものを中心に今後もまたあの計画してまいりたいというふうに考え

ております。 

議  長    他にございませんか。 

１０番 

堀内議員    ２点ほどお伺いをいたします。先ずあの伊南バイパス建設につきましては、今年の１２

月堂前線まで開通予定というお話でございますが、その関係でアクセス道路の整備もだい

ぶ進んできているということで、道路整備費が非常に減額になっておるところでございま

す。その以後２６年には南割まで開通、それから２８年度以降には駒ケ根まで全線開通と

まあそういう計画で今も中田切の４号橋ですか、約１，０００メートルの距離のある４号

橋、５つの橋脚工事が進められておるところでございます。そういうことであのあそこは

橋の上が通りますと、バイパス沿線のところはまあ陽の当たる場所になるわけですが、橋

の下というのは逆に陽の当たらない場所、あの太陽が当たるという意味じゃなくて、陽の

当たらない場所になってくるとまあそんなふうに私思っております。それで竜東線の暫定

供用の時も北河原・中平幹線ですか、あれを使って国道１５３の田切の信号まで暫定的に

県道並みにということで地元もそれに協力しながらやってきておるところでございますが、

まあそういうところへ陽の当たらない部分、そこらに対する是非光を当ててもらうことを

町長にはお考えいただきたいと思いまして、そのことについてのお考えをお伺いしたいと

思います。まあ当時もあの道路改良についても条件もいろいろ出てそのままになっている

部分がありますので、すぐにとは言いませんが将来的に是非そのお考えをお伺いしたいと

思います。 

        それから飯島町の予算概要の３ページのところで新規事業が載っておりますが、ちょっ

と細かくなりますが、高齢者等の緊急宿泊に対する補助ということで、この対象が通所介

護施設、デイサービスへ宿泊した場合だけに補助をいたしますって書いてあります。まあ

特別養護老人他それぞれの施設にもショートステイというものがありまして泊まれる施設

があるわけですので、なぜこれが通所施設に限定されているのかその点についてをお伺い

をいたします。 

        もう１つ、すいません。予算書１６２ページ、７番のところで債務負担の中で越百園デ

イサービスこれの債務負担が載っておりますが、事業は確か今年度で廃止になるというふ

うに、デイサービス廃止になるというふうに前にお伺いしております。まだ 8,000,000 余

の建設費の負担を町ではしていくわけですが、これについてはもう事業は終わっても町は

負担するということになっておるんですか、それについてお伺いしたいのと、もう１つそ

このところの財源内訳で他のものはみんな一般財源へ入っているんですが、ここの財源内

訳だけがその他のところに入っていますのでちょっと細かくなりますが併せてお願いしま

す。 

町  長    今進められております１５３号とそれから県道であります竜東線、それぞれこれまで大

変長い期間に亘って地元の皆さん方にはその全線を通じてルートの発表以降協議をいただ

きまして、こうした形で工事が進んでまいっていただいておるということで本当に感謝を

申し上げておるわけでございます。今後の土地利用それから有効活用というような面、そ
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れからまあ陽の当たるというかあの橋の下の日陰という意味でなくてですね、あのそこに

何らかの活性化が図られて、よかったなあというようなふうに思っていただけるようなひ

とつの地域づくりにこの道路というものは役立てていかなきゃならないというふうに私も

思っておりますので、あの道路の沿線ばっかりではございません、これはあの町内全体に

光の当たるような施策を行政をしていくのが行政の使命でありますので、今後あの施設的

な面も出てくるかと思いますけれども、土地利用の面でまた地元とご相談をしながら鋭意、

場所場所に合ったひとつの考え方の下で土地活用の活性化につながるような施策を講じて

まいりたいというふうに思っておりますので今後ともよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

住民福祉課長  ２点目の関係でございますけれども、予算概要の３ページ高齢者等の緊急宿泊の事業で

ございますけれども、これにつきましては従来まで、急に介護者が都合ができてしまって

介護ができない状況になったとき、従来までは介護者が負担をする中で急きょ介護施設へ

宿泊をしていただいていたという経過がございまして、これにつきましては県の方に事業

がございまして、地域福祉総合助成金交付要綱に基づく宿泊のための事業がございます。

で、町がそれに乗っかっていけば県の方の補助もあるというようなことで、こういった

方々の個人の負担の軽減を図っていきたいというようなことで、今回この緊急宿泊の補助

を行っているところでございます。ショートステイ等利用されている方は計画的にできる

んですが、急きょそういった場合の緊急的なものでありまして日数制限等をさせていただ

いております。具体的には３日間×年間で４回までという内容でございます。 

        基本的にあの通所施設で宿泊をしていただくということでございますので、県の要綱に

基づいて町も整備をさせていただいておりますので、そういった関係の内容になります。 

        それから２点目でございますけれども、越百園のデイサービスの関係でございます。今

回デイサービスの関係の償還金につきましては、具体的に償還金は債務負担行為のとおり

載っております。で、実際的には町が従来まで払ってきましたし今後もまあ払っていくと

いう状況の中で、それに見合うものというのを上伊那福祉協会の方で一定の負担をしてい

ただくことが必要ではないかということでございます。予算書の３８ページをお開きいた

だきたいと思うんですが、３８ページの諸収入の中の一番下であります。越百園デイサー

ビス償還負担金ということで、今後償還にあたっては債務負担行為の金額をイコールの額

を行って来いにするというようなことで特定財源として計上をさせていただいております

のでよろしくお願いします。 

１０番 

堀内議員    そうするとあの越百園の関係につきましては了解をいたしました。概要の３ページの高

齢者の緊急宿泊の件ですが、県の要綱にも通所介護施設っきり対象にならないということ

になっているのか。先ほど言いましたのはショートステイという施設は特養でもあります。

そこに空き部屋があればそこへ緊急でも入ることはできると思います。で、その他の施設

にそういうことがあるんですがなぜその通所が、県もそれっきり補助金が出ないのか、町

が通所だけを指定したのかそれをお伺いしたいと思います。 

住民福祉課長  通所施設にもってそこへ宿泊した場合に補助が出るという形の内容でございます。で、

町の方であの越百園の中で緊急宿泊、あの要綱ございますけれども、それも利用すること

も可能でありますのでお願いします。 
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１０番 

堀内議員    よくわからない内容ですが、今、越百園の緊急宿泊もできるということは、あそこは通

所施設ではありませんので特別養護老人ホームというので、この通所っていう問題はちょ

っとどうもいろいろお聞きしていると意味が違うんではないかなと思いますので、あの今

日でなくても結構ですのでまた確認できた段階でお願いしたいと思います。 

住民福祉課長  あのこの１つの要綱の中でお話する中では通所施設なんですが、もう１つの要綱の中で

越百園も使える要綱も別にありますのでそちらも使えることができるというお話をさせて

いただきました。 

議  長    他にございませんか。 

２番 

宮下議員    ちょっと町長にお伺いいたします。今あのまあ国の方でですね国家公務員の給与の削減

ということを言っております。それに準じて出てきた話が同じく地方公務員においても同

様ではないかというような中で、まあそれに付随していくと地方交付税も削減していくと

いうようなまあ話がもうちょっと出てきているわけです。これが２４年度はまあ地方交付

税としてはまあ前年度並みというように見ていらっしゃるんですが、まあ今後のことにな

っていくと思いますけれども、その辺を町長としてどのような捉え方をされているのか、

ということを１つ。あの地方公務員の給与の削減もと国の方で言ってきているわけですね

あの考えがあると、いうようなことがこう取りざたされてきておるわけです。そういった

時にその関連していくと地方交付税の削減もしていくんだということをまあニュース等で

も出てきておりますので、その辺もし何か捉えている部分がございましたらお聞かせ願い

たい、これが１点。 

        それともう１つですね、先ほどあの施政方針の中でＩターンをされてまあ紹介されたあ

の件は私もちょうど見ておりました。大変うれしいことであるなというふうに思いました。

ただ残念であったのはですね、最後にこの問い合わせ先というのがポンと出てきたんです

ね、そうすると飯島町の８６の３１１１なんですよ。あれはやはり今回例えば定住促進室

というものを作ってもらってこれからやっていくんだというようなことでまあ１年来たわ

けです。そうした時にですね８６の３１１１これ代表番号ですけれども、そこからこう経

由していくのではなくてですね、私としてはあそこに直通の電話番号というものがあって

いいんじゃないかなと、あのホームページだけではなくて直接お話を聞きたいということ

も当然出ているはずですし、ああいったものがどんと全国的に出てきた場合に、だれでも

パソコンを持ってインターネットをやっているわけではございませんので、特にまたちょ

っとあの少し年配になれば持っていらっしゃらない方もいる、じゃあ電話番号でちょっと

見えたから電話したいっていった時にですね、できればワンクッションではなくてですね

直接に「はい、飯島町定住促進室でございます」というようなそういったことができない

んであろうかと、そういった事をちょっと私あれを見ておって最後感じたんですがその辺

についてもちょっとお話をお聞かせいただきたい。 

町  長    国家公務員が給与においてですね、あの町が実施をいたしました人勧の内容も含めて給

与法の改正で過日成立をいたしまして７．８％ですか、２年間削減をするという１つの法

律が施行されました。ただその附則で地方公務員に対してもそれを期待するやの１つの規

程が盛り込まれたということになっておるわけでございますが、この扱いについては現在
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のところそれぞれの地方団体まだ見解が示されておりません。ただ非公式であると思いま

すけれども、それをもし実施をしなかった公共団体に対する給与費の含めた部分の交付税

というものは削減ということも考えるというような報道もあるわけでございますけれども、

確かなことはわかりません。そのことは全くこの心外な考え方であろうというふうに思っ

ております。基本的に地方の給与は地方で自ら決めるという形でございますし、またこの

ことを飯島町に当てはめた場合には職員にはこれまで何回にもわたって自主削減のこれを

協力してもらってきた経過もございますので、簡単に右へ国へ倣えという心情では私はな

いというふうに思っております。ましてや交付税とリンクにするなんていうことはあって

はならないというふうに思っておりますので今日のところはその辺のコメントで。 

        それからあの確かにひとつのアイデアだろうというふうに思いますし、インパクトを与

えていく部分でありますので、ただまあ土日の紹介に対するまあ問題だとかいうようなこ

とも、直通ですぐそこに職員というわけにはまいりませんので、ちょっといろいろな取り

組みを検討してまいりたいと思います。出てくる情報については適切にやっぱりお答えを

していくことがひとつのこのことにつながるという考え方でございますので、当直の問題

も含めたり、それから直通の問題も含めたりということで、あるいはホームページの問題

も含めて少しあの検討させていただきたいというふうに思います。 

議  長    他にありませんか。 

９番 

坂本議員    あの社協の問題なんですけれども、まああの社協に対しては現在あの事務局長として１

人派遣しているわけですけれども、今後の形の中で社協自身も社協自身の経営そのものは

黒字経営になっていますし、そこには町のお金も入っていれば、住民一人ひとり耕地加入

者から入っているわけで、あのまあ社協自身が自立していく方向性をまああの監査の方か

らも求められつつあるんですけれども、今後あのその局長というかまああの事務方として

派遣している状況を今後もどんなものにしていくかとか、そういうあの社協自身の経営自

身は社協が考えることですけれども、まあその派遣している人材に関しては今後の計画と

してはどのような考えを持っておられるかそれについてお尋ねしたいと思います。 

町  長    社協につきましてはこれはあの独立した社会福祉法人としての歩みをしていくというの

が原則でありますが、その組織体制作りの中で発足以来、幹部職員につきまして町の方か

ら派遣支援というような形でやってまいりまして現在にまあ至っておるわけでございます。

できれば人材等も含めて社協自前のひとつの組織でやっていっていただくことがいいこと

でございますけれども、いろいろあの意見交換の中でまだまだやはり両面で行政が支援を

していくということが、町が設立をいたしましたこの石楠花苑福祉施設でありますので、

今後の状況を見守りながら必要な対応をしながらまた、必要な場合には職員も派遣も含め

てやってまいりたいというふうに思っております。 

議  長    はい他にございませんか。 

        （なしの声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

議案を付託するにあたり各常任委員会の審査区分について事務局長から申し上げます。 

事務局長    （審査区分説明） 

議  長    お諮りします。予算７議案の委員会審査区分については、ただいま事務局長の説明の審
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査区分のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第２４号議案から第３０号議案までの平成２４年度予算７

議案については、この審査区分により各常任委員会へ審査を付託します。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

        本日はこれで散会とします。ご苦労様でした。 
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本会議再開 

 
開  議     平成２４年３月８日  午前９時１０分 
議  長     おはようございます。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。

なお、片桐会計管理者より義理のため欠席の通告がありましたので報告いたします。本日

の議事日程はお手元に配布のとおりです。 
 
議  長     日程第１ これより一般質問を行います。 

通告順に質問を許します。なお一般質問は通告制ですので、質問趣旨にのっとり明確

に質問するようお願いいたします。 
         ６番 北沢正文議員 
北沢議員    それではあの今議会最初の質問でございますので質問の前に一言申し上げたいと思いま

す。昨年の３月定例会中に３．１１の大震災が発生をいたしました。この役場庁舎の中で

新年度予算の審議中に思わず机にしがみつくような揺れを感じたわけであります。テレビ

を通じて報道される現地の状況は惨たんたるものでございました。あれから１年が経過い

たしました。現在報道される復興の足音の歩みは遅く困難さを感じております。政府には

原状回復だけでなく新しい日本の再生に向けて力強いリーダーシップを発揮され、その下

で一刻も早い復興を祈るものであります。われわれと同じ第一線で頑張っておられる行政、

議会の皆さん、それから住民の皆さんに対しお見舞いを申し上げるとともに、この大きな

犠牲を無駄にすることなく心に留め、できうる限りの支援の継続と安全安心のまちづくり

を進めることの大切さを痛感している今日であります。 
        さて、飯島町を見ますと有事の際に緊急輸送路として伊那谷の背骨となる国道１５３伊

南バイパスが、先日の町長の施政方針でも触れられておりますとおり、本郷から堂前線ま

での間が２４年度中に開通されるとしております。飯島町にとってはこの開通に大きな期

待を持っており、この開通を織り込んだ国土利用計画、また飯島町第５次総合計画がスタ

ートし１年が経過したわけでございます。この間、町民の意思は計画実現に向けて高坂町

政の３期目に期待の意思を表示したわけでございます。そこでお伺いしたいのは土地利用

計画に示されている町内の土地の発展的活用の政策であります。町内の土地は個人の私有

物であるとともに公共の福祉の増進のための土地であります。そして国土利用計画法、都

市計画法、農業地域振興法などの手法によってその活用の方向が縛られておることはご承

知のとおりであります。しかしながら町民生活の諸々の条件によって如何に時代の要請に

応えていくかが、この見極めが大切な選択であります。飯島町第３次国土利用計画では計

画的な宅地や民間活力などの目標が示されておりますが、これらの政策は必ずしも予算を

伴わないために予算審議の中ではあまり、まあ審査の項目から見られないわけでございま

すけれども、しかし私は民間の事業所がまあこのところ閉鎖されるなど、今日の飯島町の

閉塞感を前向きに施行するにはこうした将来展望を示し活力を引き出す政策が必要である

というふうに考えているところであり、今考えうる特徴的な具体的カンフル剤を必要とし

ていると考えるところであります。具体的政策が新年度に示されるのか町長の所見をお伺

いいたしたいと思います。 
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町  長    それでは北沢議員のご質問にお答えをさせていただきます。土地利用計画これを実現す

るための政策展開についてということでございまして、特に土地利用計画策定後１年をま

あ経過しようとしておるわけでございますけれども、これらの実現化に向けた具体的な特

徴的な施策についてのご質問でございます。お話にございましたように土地利用計画は町

土、町の土地の利用に関する行政上の指針となるものであるとともに、全国の計画、ある

いはまた県の計画との整合性を基本としながらも飯島町第５次総合計画の基本方針に則し

て平成２２年１２月に策定をしてまいりました。ご存じの通り、町の総合計画の重点施策

として人口増の活性化を挙げておるわけであります。それらに対応できるように土地の宅

地化や商業地化を進めるために、活気ある賑わいエリアというものを設定をしてまいりま

した。この活気ある賑わいエリアというものは今後計画されています国道１５３号伊南バ

イパスの全線開通これをはじめ、主要幹線道路沿線や周辺地域を中心にエリア設定を行っ

たということになってございまして、北沢議員もご承知の通りこれはあの全戸配布をされ

ました飯島町の第５次総合計画並びに土地利用計画があるわけでございますが、特にこの

土地利用のエリア設定につきましてはこの要約版の最終ページのこれに図化してお示しを

しておるわけでございます。そのためにまあ町では現在基幹道路の整備を計画的にまあ進

めておるとともに、道路沿線の宅地化を想定した生活基盤整備でもあります上下水道、あ

るいは歩道の整備も併せて関連事業として進めてまいりました。今後も幹線道路の整備に

合わせた生活基盤整備に力を注いで事業を進めていく考えでおります。またあの宅地、住

宅地の供給につきましては町といたしましては当面大きなまあ宅地分譲等の計画はしてお

りませんけれども、民間業者との連携を図りながら空き家の問題それから住宅用地の相談

についての受付や斡旋に努めてまいりました。町といたしましては今後ともこうした考え

方に立って、このゾーン別の誘導策というものを講じていくということになるわけでござ

います。なおまた土地開発公社、町の土地開発公社が抱えております分譲地については若

干まだ残っておりますけれども、分譲住宅の紹介謝礼金制度というものもあるわけでござ

いまして、いくつかのこうした実を結んだ事例も今出てきておりますので、こうしたこと

も広くまあＰＲをしながら鋭意努力して民間と併せてこの宅地化の売却に努めてまいりた

いというふうに考えております。それから工業ゾーンの問題でございますが、この関係に

つきましては具体的には現在七久保の柏木地籍へ新工場の進出に向けた対応する土地の確

保、それから進入経路、まあアクセス道路、それから周辺の環境も含めた改良整備を今進

めておるわけでございまして、これからがまあこの事業については本番を迎えるという形

になりますけれども、こうした工業進出によりまして税収の増加や地元雇用を期待をして

おるというところでございます。今後も土地利用計画に示されておりますこの構想実現に

向けて誘導施策、それから土地の整備を順次推進をしていくという所存でございますので

ご理解をいただきたいというふうに思います。 
北沢議員    只今の答弁の中ではこれからゾーン別の誘導策を計画していくということでありますの

で、まあ私の質問の趣旨がそこら辺のところにありますのでその点についてはいいわけで

ございますが、あのまあ例えばあの市町村によっては、ただいま言いましたように土地開

発公社が宅地分譲をして積極的に団地開発を行っていくと、こういった施策をとっている

ところもありますが、飯島町の場合にはこの土地利用計画によって民間活力を大きく使っ

ていくんだと、こういう方向が示されております。従ってあのその具体的な誘導策、そう
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いったものを考えるときに、まあ今までの飯島町の１つのまあ欠点とは申しませんけれど

も政策の中で、なぜこの土地が動かなかったのか、こういった点を十分反省してみる必要

があるんではないかと、まあその点の１つに非常にあの土地の可住地域の中がいわゆる振

興政策ですね、まあこれは国県のものもございますけれども、まあ極端に言えば農用地こ

ういったものに非常に大きくその制約を受けていたと、こういった点がありまして、なか

なかそういった部分が進まなかったんではないかということがあるわけでございます。そ

ういった点においては民間の力を発揮させるという点においては、まあ例えばあの今町長

の言われたとおり工業ゾーンまあこういったものについては土地開発公社がしっかりその

いわゆる説明ができるような体制ができているわけでございますけれども、宅地の部分そ

ういった部分についてはまあ転用が難しいというイメージしかなくて、なかなかそういっ

た部分が難しいとまあそういったものをいわゆる相談窓口を設けるとかいわゆる誘導策の

中に盛り込んで、いわゆる飯島町の中でもそういうことが可能であるとこういったイメー

ジを持ってもらうことが必要であるというふうに考えるところでありますが、そこら辺の

ところも含めてもう一度確認をさせていただきますが、ゾーン別の誘導策、その中では宅

地開発の問題についても民間活力が発揮できるようなそういった誘導策の検討をされると、

こういったことでよろしいかどうか伺います。 
町  長    まああの確かにおっしゃいますようにあの町の宅地化に向けての考え方というのが、農

地保全との関係で町の農業立町としてのまあ歩んできた歴史の経過の中で、ややもすると

そういう面もあったかとは思います。ただこれはあの農振法に対する基本的な解釈という

ものは全国どこでも変わっておるというわけではないと思いますので、ただこうしたあの

キチンと計画に位置付けられた道路幹線網との関係の中での土地の流動化というものにつ

きましては今それなりきの理解をしていただいて、これが図られておるというふうに認識

をしておりますので、具体的なその、もう農地のど真ん中に持っていって住宅をすると宅

地化するというようなことは到底これはあの考えられるべきものではございませんけれど

も、そうしたあの基本的な考え方に沿っての流動化っていうものは今現に図られておると

いうことで、何らそん色はないだろうというふうに思っておりますが、これはやはりあの

農地との保全との十分な整合性は当然図っていかなきゃならんというふうに思っておりま

す。まあそういう認識の上に立ってもう一つあの今日もある町村の新聞の記事に出ており

ますが、公共団体が自ら宅地造成、分譲をしていくという考え方もまあ一部にはあるわけ

でありますが、町もそうした考え方でやってまいりました。ただこれはあの最近のこの住

宅を建てるそれぞれのひとつの個々の皆さん方のこの求めるその理念というものが、やは

りあの１区画にこうきちんと区画された整備された宅地ということでなくてですね、やっ

ぱり周辺の環境の問題だとか個々の生活のゾーンを重きを置くというのこともございまし

て、いわゆるまあオーダーメード的な発想がないとなかなか画一的な分譲というものはど

うも好まれないというふうに風潮が変わってきておるんではないかというように思います

ので、今町の基本的な考え方はやっぱりそうした反省の上に立って民間活力を導入した形

の取り組みの中でできるだけのお手伝いをしていくと、こういうことの考え方でございま

すのでそんなようにご理解をいただきたいと思います。 
北沢議員    まあ民間活力の活用については町のそういったいろんな総合的な考え方、そういったも

のを広く情報公開をしてまあ民間が動きやすいような情報を与えていくことが必要だとい
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うふうに考えておりますので、そういった誘導策、まあこういった中でそういったことを

盛り込んでいただくように検討をしていったらどうかというふうに考えるところでありま

す。 
       次に、次の問題でございますけれども、まあ先程もございましたように国道１５３伊南

バイパス、これも関係の皆さんのたゆまぬ努力と国県の理解のもとに２４年度には町内で

供用開始になります。町長もこれらの道路整備により町の活性化が図れ、新たなまちづく

りに発展していくものと期待を滲ませた施政方針が出されております。こうした状況を踏

まえたときに、この国道という巨大な投資に対してかつてから言われているとおり、この

道路の果たす役割、道路の開通を機に町の活性化をどう図っていくかと、こういった問題

が当面の大きな課題でございます。今日飯島町を取り巻く商業関係は非常に厳しいものが

あり、今日の状況をただ待っているだけではとても民間活力を活かせる状態にはないと思

われます。そこで誘導の具体政策をどのようにするか大きな課題であると思いますが、こ

の課題にどう取り組むのか町長の所信をお伺いしたいと思います。 
町  長    まああの具体的に伊南バイパスの飯島工区の一部供用開始というものが現実の問題とし

てまあ見えてまいりました。同時にまたあの２年後、それから更にまた数年後という形で

全線開通に向けてのまあ期待をしておるわけでございますし、併せてまたあの竜東線とい

うものも１つの主要地方道としての役割を果たしながら、この国道との大変まあ関連付い

たルートの中で、これもまあ着実に進めていくということで期待をしておるわけでござい

ます。そうしたこの新しい幹線道路網とこの町の活性化、賑わいの位置づくりということ

になるわけでございますが、当然のことながらこれはあのなかなか日陰と日向の部分があ

ろうかと思いますけれども、既存の中心商店街との整合性、こちらが寂れて向こうが発展

というだけではまずい、しかしまた単なるこの新しい道路が通過交通だけであっても困る

という、なかなかまあいろいろあの難しい問題もあるわけでございますけれども、全体と

してはそうしたことが連携する中で相乗効果の中でまあ町が賑わいのあるこう発展をして

ほしいというふうにまあ持っていかなきゃならんというふうに思っております。中心商店

街につきましてはあの今農協さんもああした形で新しいまあ商業集積もつながる部分とし

てやっとっていただきます。そこにまあいろんな施設がまた相乗効果の中でやっていくこ

とをまあ期待しておるわけでございますが、伊南バイパス飯島工区の部分につきましては、

これはあの将来開通していく駒ケ根境も本郷も含めてですね、今いろいろとあの基本的に

は１つの景観協定というものがあるわけでありますが、これはあの何らそうしたものの進

出を度外視したものではないと、むしろそういうものを受け入れることを前提としながら

秩序あるその景観を維持していこうとこういうことでございますので、これは十分地元の

皆さん方も調整を図っていかなきゃなりませんけれども、そこであの今現在もいくつかの

プロジェクトがそのことを想定して公式、非公式に話がきておる事実もあるわけでござい

ます。そうしたことをまあ土地利用との関係でどういうふうに配置をして、また当然あの

当事者の皆さんの事業家の皆さん方のいろんな想い、それから立地条件、戦略的な部分も

あるかと思いますので、そうしたことを総合的に判断をして、やはりあの様々ないろんな

条件も付いてころうかと思いますけれども、何としてもまあ中型スーパー的なことも含め

てですね、それが立地できるような形、それから町もまた地域とともに考えていけるよう

な地域の促進センター的な１つの施設づくりもひとつのこれから課題として上ってまいり
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ますので、その辺を十分またバランス感覚のなかでひとつ積極的に進めてまいりたいとい

うふうに今考えております。 
北沢議員    まああの今言われていることは七久保地区における開発が非常にまあ飯島としては成功

したということでございまして、非常に賑わいのあるエリアが道の駅を中心に七久保地区

は発展しているわけでございます。あれも県道飯島飯田線ですか、このいわゆる路線が開

通したことによりましてまあその道を活かすという点では成功した事例ではないかという

ふうに考えるわけでございます。まあ振り返ってみますとまあ単純に考えて道というのは

そういう効果があると、従って今度の１５３のバイパスもそういったことに非常に大きな

期待を持っているのは事実でございます。まあそういった成功の事例を１つの糧としてこ

の新しい道について十分検討していく必要があるんではないかということでございます。

ただこの計画が国道この分がもう２４年に開通するという事実、また２８年度以降駒ケ根

まで通じるという事実はもう既に言われて久しいわけでございまして、国土利用計画法こ

の内容がそれを含んで策定されてから１年経過しているわけでございますが、この間商工

会に対する懇談だとか、今町長の口から出ました中型スーパーの誘致、こういったものの

働きかけ、こんなようなことがこの１年間の中で行われてきておりますでしょうか。そう

いった点についてもしここでまあそういった内容について発表できることがあればお話を

いただきたいと思いますが。 
町  長    まああの１５３号の沿線、特にあの今年度中にまあ一部供用開始する飯島工区の部分に

ついてのそうしたあの立地的な部分についてまああの幾つかのものが出ては消え出ては消

えというようなことがございましたが、今あの確たる決定されたものの、まあスーパー的

なもののことを今日ここでお答えできる段階にはございませんけれども、かなりのまあ確

信を持った１つの今取り組みの中で今後とも煮詰めていくという段階のものはあるわけで

ございますけれども、今後まだまだ流動的な要素が非常にございますので、今日ここで具

体的にそれ以上のことは申し差し控えたいと思います。 
北沢議員    この問題も先の宅地開発と同じことでございまして、まあそういったものに対する町の

姿勢がある程度まあ積極的に公開されていなければ、そういったものが発展するきっかけ

となるような民間活力の導入が難しいという点がありますので、是非そういった情報、町

の動きこういったものをしっかりいろんなマスコミ等を通じましてＰＲしていくことが必

要ではないかというふうに考えるところであります。またあのこの現在国道の姿が具体的

に見えてまいりまして、関連する取り付け道路も立派に完成をしてきておるわけでござい

まして、まあそういったものが見えてまいりますと地元としてもこの後どういうふうにな

っていくんだとこういったことの非常に期待と不安が入り交じった状態になっているわけ

でございますので、先程の景観協定の件もございます。早めにまあそういったところとの

懇談を進めながら民間が動けるようなそういう体制を町としても積極的にとっていくこと

が必要であるというふうに考えるところであります。 
次の問題に移らせていただきたいと思います。次の問題については、職員の思考回路を

前向きに置くためにはどうするか伺いたいということでございます。行政は前年踏襲型で

なく前向きに物事を考えていく思考回路を如何に維持できるかということが必要だと考え

ますが、町長はどうお考えでしょうか。われわれはともすると日常的な繰り返しの中で疑

問を感ぜず時に流されがちですが、そこに現実とのギャップが生じる恐れがあります。先
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日の防災計画の見直しの説明会の日程変更の件は行政の中で他の部署とのこととは言わず、

十分な検証が行われる必要があると思っておりますが、行政を進めるにはある程度の緊張

が必要であり、やはり日常的に前向きな思考回路を維持していくことが必要であると思う

のであります。そこでそういったことを考える上で１つの例題として伺うわけでございま

すけれども、日常業務を行っているときに生じる事務改善、こういった点についてこの提

案や改善の実態はどのようになっているかお伺いをしたいと思います。このことは思考回

路に刺激を持つ最も日常的な身近なテーマでありまして、刺激としては適当な素材である

と考えるからであります。まあこういったことを繰り返していくことによって職員の思考

そういったものが作られていくんではないかというように考えるところでありますが、実

態はどのようになっているでしょうか。 
町  長    ２つ目のご質問、職員のまあ思考回路、意識改革を含めて前向きにまあひとつ姿勢でと

らえていくべきというご質問でございます。職員には常々、常に町民の皆さんの目線に立

って、その立場に立ってものを考えサービスを提供していくようにと、それには常に汗と

知恵を出してそして意識改革の下にやっていく必要があるんだということを説いてきてお

ります。職員は自ら学び考えて行動する職員、これを育てる目標に掲げております飯島町

人材育成の基本方針というのがございます。この２の中で職員像の１つとして常に問題意

識を持って改善や改革のできる職員を目指していこうという位置付けがされておりますの

で、今具体的なご質問でございますまあ事務改善等のことについては副町長以下中心に取

り組んでおりますので、そちらの方から説明をさせていただきたいと思います。 
副町長     それでは私の方から少し具体的な部分について答弁をさせていただきたいと思います。

町の方ではあの町の総合計画を住民の目線に立って執行していくというこう基本の路線が

ありますので、これに基づきまして実施計画それから予算編成を行ってきておるというこ

とであります。先ずあの年度初めに理事者懇談というのを課長、係長、課毎に行っており

ます。で、この中では今年の予算に盛られた事業をどういう日程でどういう目標で実施し

ていくのかということを課で掲げたものについて懇談をし、年間の計画を先ず実行ベース

に乗せていくということを行っておりますが、このためにも職場会、言ってみれば課毎そ

れから係毎に計画を立て、実行計画を立てながら開催をしていくというような年度中途に

おける進行管理も行っておるところでございます。まあ年間通じてはＰＤＣＡのサイクル

の中でということでありますので、一つ一つの事業をこなしながらまた次の展開へ向かっ

ていくということが基本ということでやっております。まあこういった目標だとか行動を

職員間で共有するということが職員全体で日常的な問題意識を持って、それに対して自ら

改革改善を実施しているということにつながってきているということでございますが、こ

れがあの具体的に目に見えたものになっているのか、小さなものの積み重ねになっている

のかということはまあいろいろのものがあるわけでございます。まあこういったあの全庁

的に取り組むための方策として大きなあの計画が２つ町の方では持っておりますが、それ

があの行政改革プランであり人材育成方針であります。まあこの中で職員提案制度を謳っ

てございましたので、２４年度から新たな要綱を定めまして職員の提案制度を実行してい

きたいということであります。まあ今までのこういったあの考え方はなかったのかという

ことであればそういうことではなくて、まあ常に提案を受け入れるようにはしておりまし

たけれども、まあなかなかあの制度的なものがないと、いつどういうふうにやるのかとい
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ったそういう手順も定められておりませんでしたので、今回そういったことを制度として

やっていきたいということでございます。先ずあのこの制度としては自己の所掌に関する

事務事業の日常的な業務改善の取り組み、まあ実践を行います職場改善実践活動とそれか

ら自己の所掌にかかわらない、いわゆる外から人の仕事を見た場合の企画及び改善を提案

する職員提案、こういった二本立てをもって職員提案制度を創設し事務改善を取り組んで

まいりたいということでございます。職員提案制度の中では職員一人ひとりのアイデアや

意見を仕事に活かしまして住民サービスの向上、事務改善の推進を図るということでござ

います。またあの優秀な提案につきましては町長からの表彰ということも規程の中に盛り

込んでございまして、職員の積極的な改善を求めていきたいというふうに思っております。

なおあの常々あの町長は１月４日の仕事始め、それから４月１日の年度始めの訓示の中で、

常に自分の立場を住民の立場に置き換えて物事を考えろ、常に問題意識を持って考えて、

先ず出来ないという発想でなくて、どうしたらこの問題が解決できるのかといった角度か

ら物事を考えてほしいということは町長の方から常々申し上げております。まあそういっ

たことで職員にはまあ自己啓発も求めておるということでございます。なおまたあの実施

計画、予算編成の中では係、課の中で知恵を出し合って工夫をして、提案をしてきてくれ

るようにということを申し上げており、町長は常に挑戦という言葉でこれを職員に求めて

おります。で、これはあの失敗を恐れないようにいろいろなことの積み重ねの中で前へ進

んでいこうとそういったあの前向きな考え方でやっていこうということでございます。そ

れから第５次総合計画発足にあたりまして４つのプロジェクトチームを昨年４月から発足

しております。つい先日１年間のプロジェクトの中の取り組んできた内容について町長と

もチームリーダーとの懇談をしたわけでございますが、そういった結果を当初予算にも反

映していこうということで、小さな気付きではありますけれども一つひとつそういったこ

とで反映をし、職員の思考回路も柔らかくしながら、また町長の政策に沿った問題提起も

していただくようなそういった取り組みをさせていただいておりますので併せてご報告さ

せていただきたいと思います。 
北沢議員    私の質問の内容、そういったことを受けて非常にあの前向きな政策がとられると、こう

いったご答弁でございました。ただあの今最後に言われた４つのプロジェクトのまあ反省、

まあそういったものが行われると、これは非常に良いことでありますので、まあそういっ

たものをですね、あのまあ政府のなんとか災害のときに公式記録がとられていなかったと

いうことがありますけれども、まあそういったものは当然あの記録として残されていると

思いますが、町民のみなさんもそういったことを職員が一生懸命やっているんだと、こう

いったことをまあ町民の皆さんとのこのやりとりができるような形、要するにまあそうい

ったものをですね情報公開していくと、積極的に公開をして、こういうことをやっている

んだと、また職員と住民とのそういった部分でのこのやりとりができるような、そういっ

た部分についてそういったものをまあ公開をしてですね積極的に町民に、職員としてはこ

ういうふうに考えてこういうことをやっているんだと、こういったことを公開していくそ

ういったお考えがあるかどうか伺います。 
町  長    具体的にいまプロジェクトの検討の内容というものを、やっぱりかなりの重きを持って

まあ進めていくべきだというご意見でございます。そのとおりだというふうに思います。

あの先日の新年度予算の重点施策の中にもプロジェクトのひとつの提案考え方、取り組み
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についても積極的に進めていくんだということを申し上げてここに掲げてございますので、

当然あの新年度予算以降のことにつきましてもあの町の広報等で内容を十分お知らせして

いくことになります。その中にプロジェクトの取り組みの内容もご紹介申し上げながら広

くひとつ住民の皆さん方にもご理解をいただくような努力をしてまいりたいと思っており

ます。 
北沢議員    私はあの予算書の中に示されております毎年４月１日現在の平均年齢というのをちょっ

と調べてみました。２１年の４月１日で４４．７歳でございました。これは一般会計のみ

でございますけれども、それが今年の予算書、新年度の予算書２４年４月１日では４０．

９歳、平均年齢が３．８歳若くなっているという状況でございます。まあしばらくの間、

飯島町の職員の構成は頭でっかちだというふうに言われてきたわけでございますけれども、

まあ毎年年々平均年齢が若返っているということでございます。是非あの若い皆さんの柔

軟な頭を最大限活かせるようにそういった取り組みをしていただくことが必要であるとい

うふうに考えるところであります。 
        次の問題に入らせていただきたいと思います。次の問題は森林づくり県民税を身近なも

のにするためにというテーマでございますが、林業関係や自然保護、自然エネルギーなど

について今年は質問を行ってまいりましたが、今回は長野県が全国に誇れる森林税につい

て触れてみたいと思います。この税は２４年度で期限を迎えるわけでございます。この間

当町の里山整備などにこの財源が大きな成果を上げていると思いますが、私は森林の整備

はまだまだ手入れを必要としており、森林づくり県民税の存続によりこれからも森林整備

が進むことを願っているものですが、そこで税の理解を進めるために森林税の交付金の一

部を財源として木材の消費に対する分野、特に身近で効果が大きいであると思われる新入

生の机、椅子を木製としたらどうかという提案をいたすものであります。山林を所有しな

い県民にも森林が私たちの生活に果たす役割を理解願い、この税制が成り立っているわけ

であります。実際に事業を実施している町でも広く県民税を更に理解してもらうとともに、

町の土地の７０％を占める森林の町にあって木の温もりの環境で心豊かな子どもの育成に

資する、一石二鳥の効果が期待できるのではないか、こうしたことを通じ県に森林づくり

県民税の存続を働き掛けることが必要であると思うのですが町長の所信を伺います。 
町  長    次のご質問は森林税、この財源を活用した中での町のまあ森林資源の保全・育成の取り

組み、それから更に具体的にはこうしたことを更にまた助長するための活用方法として、

学校での机や椅子の木製品化というようなことに触れてのご質問でございます。お話にご

ざいましたように長野県では平成２０年度から導入をいたしました森林税については、長

年まあ放置された荒廃の進んだ森林の整備を目的に導入をされまして、長野県の森林づく

り県民税基金として基金を設けて管理をされて、県内の森林整備に活用されて大変大きな

まあ効果を果たしてきたというふうに言われております。当町では基本この基金を活用い

たしまして平成２０年度からこの２３年度までの間、里山整備として民有林、これはあの

区有林を含めた個人有林を含むわけでございますが、町有林以外という解釈でございます

が、これを１３０ヘクタールこの年度間で行ってまいりました。これが財源としては森林

税というものが大変多くウエイトを占めておるわけでございまして、約 30,000,000 円これ

に充てられるというまあ見込みでございます。その他にあの森林税の一部を各市町村へ配

分をされるべくその推進支援金というのがございまして、市町村が独自にこの地域の課題
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に沿った森林づくり関連に要する経費に対して交付される支援金ということになっており

まして、こちらの方は飯島町は 3,200,000 円これまで交付されてまいりまして、今年度ま

でにこれはあの主に町有林にかかる部分、それと関連施設にかかる部分になるわけでござ

いますけれども、約 3,200,000 円、これには町有林の間伐事業５０ヘクタールであります

とか、その他に林道、作業道の開設、補修、それから与田切公園や中田切の町有林等の松

くい虫防除、対策にもこの財源を充当させていただいてまいりました。そこであのご質問

の森林税の配分の一部を木製の机や椅子ということについてでございますけれども、まあ

現場のいろんな考え方も聞いておるわけでございますが、現在あの木造以外の使用してお

るこうした備品も今現実問題としてあるわけでございますので、一気に全部を替えていく

というようなことはなかなか難しいということと、それからあの単価の問題でやはりどう

してもこれは３倍ぐらいになってしまうというひとつのこれがあるわけでございまして、

その辺のところが１つ悩みのタネかなあというふうに思うわけでございますけれども、あ

の今後、後ほどまた現場の考え方は教育長の方からお答えをさせていただきたいと思いま

すが、やはりこうしたことも１つの思いを寄せて取り組んでいく必要もあるのかなあとい

うふうに私自身は思っております。ただあのその他の面としては過去にも、例えば名前を

申し上げますと中平や追引、それから新屋敷、北街道のこのいわゆる集会所、地域交流セ

ンター、それから千人塚では公園のトイレだとかいろんなあのベンチの関係、等々県産材、

森林を利用した県産材をほぼ１００％に近い形で取り入れて整備をしてきた経過もござい

ます。大変あの温もりのある大きな評判もいいというようなことにもなっております。で

あのこの森林税、平成２４年度の５年間のひとつの目途が新年度で終わるわけでございま

すが、いろんなあの存続についての世論調査もなされておりまして非常に多くの県民から

は継続が非常にあの理解を持って受け止められておるというふうにまあ報じられておりま

して、私もそのとおりだなあというふうに思っておりますけれども、いずれにいたしまし

ても今後ともあのかけがえのないこの森林資源をいかに有効に活用し、それから手を入れ

て後世にこの資源を存続していくかということは、もうこれは長野県というよりも地球規

模の１つの大きな課題でございますので、そこに住む人々のひとつの理解を得ながら引き

続いてこうした取り組みをしていきたいというふうに考えておるところでございます。な

おまたあの新年度、２４年度予算、一部予算にもお願いをしてございますけれども、更な

るこの活用した森林手入れ７３ヘクタールほどまたあの予定して、委員会でまたご審査い

ただきたいと思いますけれども、活用した事業を取り組んでまいりたいというふうに思い

ます。学校現場での考え方につきましては教育長の方からお答えをさせていただきます。 
教育長     それではあの私の方からお答えをしたいと思いますけれども、今あの議員のご質問、町

長のお答えをお聞きしていながら、かつて私が使った机、学校の時に使った机にはですね

人の名前が刻んであったり、下敷きを使わないとうまく字が書けなかったり、時にはです

ね彫刻刀で厭けたとおぼしき穴が開いていたなあということを思い出しました。まあそう

いう机を導入するかどうかは別といたしまして、現場ではどういうふうに考えるかという

ことをお答えしたいと思っております。あの長野県ではそれほど多くはありませんけれど

も木材産地である木曽郡の木祖村の小・中学校では児童・生徒が使っているようでありま

す。当町ではあの日本工業規格の基準に合わせたメーカー品のものを使っておりまして、

子ども達は現在、２小学校、１中学校はまあ規格品を使っております。木製の机はまあ暖
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かさとかやすらぎといったソフトなイメージ、まあ環境に負荷を与えないといったメリッ

トもありますけれども、一方ではこれはあの岩手県の工業試験場の実際にあの木製の机、

椅子を使っている研究調査でありますが、それによりますと一番問題はですね重いという

こと、それから傷つき易いということ、それからサイズがなかなかあのＪＩＳ規格に沿っ

たものができにくいというようなこと等の課題があるようであります。またそれの裏返し

としてその木製の椅子、机を選ぶには子どもにとってどういうものがいいかということで

は挙げられる理由として、まあ選ぶ理由として丈夫さ、使い易さ、運び易さということを

観点で選んでいるというそういうあの研究報告もあります。まあいずれにしましてもあの

先ほど町長もお答えしましたように、価格がまあ３倍程度するということもあります。ま

あ今後こうした問題が解決されてですね改善されたら導入については研究あるいは検討し

てみたいというふうに思っております。議員のご質問のありました森林税の税の理解のた

めにどうだ、１年生、低学年にそういうどうだということでありましたら、むしろあの特

別教室とか全校が使うあの教室の机、椅子については税の理解を促進するために導入する

ことは意義があるのかなというふうに思っております。いずれにしましても研究をしなが

ら進めたいというふうに考えております。以上です。 
北沢議員    町長のあの先日の所信表明の中でも重点施策であります定住促進、この１年の中で当町

には素晴らしい環境と地域の温もりがあり、この魅力ある町を自信を持ってＰＲし定住促

進を図ると、まあこういった強い決意表明がなされております。また子ども達が元気で明

るく成長し、将来に渡ってこの町に暮らしていただけるまちづくり、まあこういったもの

をしかるべく表明されているところであります。いま町長の答弁、教育長の答弁をお聞き

していても木の持つ温もり、まあこういったものの効果、こういったものについてはいわ

ゆる考え方を共有するというふうに考えるところであります。子ども達の心身の健全な成

長を促すことは明らかでありまして、まあ既に学校の校舎内の木質化、まあそういったよ

うなことは進んで行っておりますので、まああの子ども達がこの木の温もりというものを

感じているということは明らかでありますが、まああの更にまあこういった身近な机、椅

子があることによりまして、この飯島町の良さというものを子ども達が日常感じて将来に

資すると、まあこういった点については机、椅子、その他のいわゆる当町の特色でありま

すので活用していくということがいいんではないかというように考えるところであります。

こういった具体的体験を通しまして素晴らしい環境、こういったことを身近に感じさせる

と、まあそういったことによりまして魅力ある町を自信を持ってＰＲする子ども達が育っ

ていくんではないかというふうに考えるところであります。従ってまあ先程価格的には３

倍ということがございましたが、これは考え方の上で３倍も投資効果があるというふうに

考えれば非常にあのいいんではないかと、これがいわゆる私の言う前向きな考え方でござ

います。そこら辺のところを配慮いただいてもう一度、再度先ほどの件についてまあ将来

に渡ることでも結構でございますけれども答弁いただいて質問を終わりたいと思います。 
教育長     あのおっしゃることとてもよくわかります。自分たちのこの飯島町が森林に囲まれた素

晴らしい町である、その一部を使って自分たちが使っている学校の用具がこの森林材を使

ってできたということについては大きな教育効果があろうかと思います。いずれにしまし

ても３倍の投資はともかくとしまして、どういう町の環境を子ども達に長く使うというこ

とが教育効果が高まるかというそういう視点で考えたいというふうに思っております。 



 - 13 - 

北沢議員    終わります。 
 
議  長    ここで暫時休憩といたします。そのままお待ちください。 

（暫時休憩） 
議  長    会議を再開いたします。 

９番 坂本紀子 議員 
 
坂本議員    それでは通告に従いまして一般質問をいたしたいと思います。初めに救急医療情報キッ

トの取り組みについてであります。これは昨年９月の一般質問で同僚議員が一人暮らしや

高齢者の方々を守る方法として医療面での薬の処方せんの情報や、救急連絡先などの情報

を救急隊員に伝えるために救急医療キットというものがあるが町でも取り入れたらどうか

という質問でした。町長のお答えはできれば伊南４市町村で揃って実施したいので伊南行

政組合へ提案したいという答弁でした。それが今年度早々に予算提案されていますので、

この事業が実施された後も発展性のある事業となるためにも、具体的な内容について一般

質問させていただきます。それでは実施するための事業目的と救急隊員に伝える情報はど

んな内容にする予定なのかをお尋ねしたいと思います。 
町  長    坂本議員からは救急医療情報のキットの取り組みについてでございます。目的とこの伝

える情報の内容ということに関してでございますが、若干前段申し上げますけれども、こ

の高齢者だけの世帯や障がいをお持ちの方々など、この方々が急病などによりまして救急

車を呼んだ際に、なかなかこの救急隊や搬送先の病院で必要となるこの救急の親族はじめ

連絡先、それから掛かりつけ医や持病などの医療情報などの基本情報がなかなか確認でき

ないために、適切なこの処置を開始するまでに時間が掛かってしまうという事例が発生し

ておるわけでございまして、これらの場面において必要となるこの基本情報を記入した緊

急情報シート、その情報やそれから健康保険証の写し等、あらかじめこの専用の機器に入

れまして、それから冷蔵庫、まあどこのお家にもある冷蔵庫に保管をしておきまして、万

一の際には救急隊がこれらの基本情報を容易に入手することができる仕組みを作っておく、

これがどうも必要であるということでご提案をいただきまして、そしてまた緊急連絡先の

把握により救急情報シートに無い情報の収集や、親族などへの一早い連絡により協力が得

られることも可能になるというふうに思われます。こうしたことによって高齢者や障がい

をお持ちの方の皆さんが日々の安全安心を確保しようと、こういう目的でございます。提

供する情報といたしましては本人の生年月日や血液型をはじめ、掛かりつけ医のお医者さ

ん、それから持病があるのかないのか、それからいつも飲んでいる薬は何なのか、それか

ら加入をしておる健康保険などの保険証や医療情報、出来うる限りのその方の個人情報を

入れて、連携の中にこれを救急医療にひとつの役立てていくと、こういう目的のもとに検

討してまいった事業でございます。 
坂本議員    平成２２年６月の一般質問では議員提案があり、箕輪町では１２月で予算を取り実行し

ています。そしてまたあのこれに取り組もうとしている駒ケ根市があります。で両町とも

一応どういう形でやるのかということを聞きに行ってまいりました。それであの最初に取

り組んでおります箕輪町に関しては、いろいろ考えた結果、情報内容の責任はだれが持つ

かということに非常に消防署の方たちとの話の中で問題になりまして、それで結局はあま
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りにも突っ込んだ内容では箕輪町は実施しなかったということであります。それでまあ箕

輪町はこういう簡単なものなんですね、こういう形になっていて、あと救急カードってい

うので、この中には今町長が言われました血液型という項目はございません。それでまた

これには何かあった場合に一応掛かりつけ医というふうな形では書いてありますけれども、

あの救急隊の判断によっては掛かりつけ医ではなく救急病院によって違うところに行くと

いうことも要綱の中には含まれているようでございます。で、駒ケ根市の場合はまああの

消防署や昭和伊南総合病院が加わり、もう少しこの箕輪町より踏み込んだ内容にしていく

という中でいま検討中ということで、実施はあのまあ２４年度ということですがまあ後半

になるかそれとも、翌２５年になるかということはまだ具体的にはまあ決定していないと

いうことでございます。まああの最初のあの質問の中では、４市町村ともにやっていきた

いというようなお話でしたけれども、まあそれがうちの方が先行するような形になってき

ておりますが、お守り、箕輪町のやり方の方法を見ますと、非常にまあお守り的な形でや

るという形でありますが、この情報の信頼性を作った後も、まあ私がその実施するにあた

りまああの委託先の方に、ここのあのまあまちづくりセンターに聞きましたら、まあ今後

もそれを情報網内容を確保していくというようなこともおっしゃっていましたが、この情

報の信頼性を作った後も町はキットをもって行く方々と共に確保していくという内容でこ

のキットを作るという考え方でいいんでしょうか。その点についてちょっとお聞きしたい

んですけれども。 
町  長    あの情報キットについて一連のあの通告をいただいておるわけでありますが、今、委託

先のことも先に出てきてしまったりしてどう整理していいかわかりませんが、一応あの統

一してまあ実施をしていくかというようなところから入らさせていただきます、これにつ

いては。あのそうした議会での提案もありましたので、昨年でございますけれども、伊南

の４市町村、それから昭和病院の事業管理者、企業管理者ですね、それから消防関係では

消防庁、これがあの常に議会の前段等では集まる機会がございまして、昨年の６月頃から

でございますけれどもこのことを提案をさせていただきました私の方から。それで特にあ

の昭和伊南の病院側、酒井管理者さんからは非常に病院としても得たい情報を与えている

機会ができて大変あの有効でありありがたいという発言もございまして、それからまあ伊

南行政の組合長である杉本駒ケ根市長も中心になって、できたらこれはやっぱりあの伊南

行政、それから消防署、昭和病院とひとつの、まああの必ずしも昭和以外にも緊急、第２

次救急の搬送があるわけでございますけれども、主にはまあ昭和病院という形になります

ので、連携してまあ取り組むことがいいんではないかと、しかもできれば４市町村歩調を

合わせてというようなことで検討してまいりました。そんなことやってまいりましたが、

後ほどまた質問とも関連いたしますけれども、過日あの担当課長会議、あるいは担当者会

議でいろいろその辺のところを予算編成に向けて協議をしてきたわけでございますが、若

干あの中川村と宮田が準備の関係で少し遅れるというようなことも聞いておりますが、当

面まあ駒ケ根市と飯島が先行してやっていくという形になりました。必要な予算をお願い

してあるところでございます。でこれはあの今箕輪の例もいろいろお話がございましたが、

血液型が載っていないというのはちょっと私の素人考えでもいかがなものかなあというふ

うにも思いますけれども、できうる限りの情報をそこに入れましてですね、それでその判

断が救急士、それから病院側、できるように、１００パーセントというふうにはなかなか
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いかないかもしれませんけれども、十分あの下検討する中で、できれば、できればという

かあの今駒ヶ根と特にその様式やそれから内容やというものを統一してやっていこうとい

う形で今担当レベルで今協議中でございます。でまたあのそれに対するあの今度は個々の

暮らしておるお１人の方、障がい者の方についての現場の問題についてはやはりあの、町

の職員が全てのことを網羅してというわけにはいきませんので、必要な情報というものは

連携をして提供する形の中でこれはあの当然守秘義務というものは重大な問題として関わ

ってまいります。個人の個人情報が関わっておりまして、そこら辺はやっぱり町としても

慎重に対応しながら、新たなまちづくりセンターが現場に赴くいろんな事業を展開してま

いりますので、安否確認の一部も含めて、それからまた地域の民生委員さんの立場もござ

いますので、その辺の連携もどうするかも含めて今後も駒ヶ根市共々にこの共通した指標

の中で取り組んでいきたいということの今の考え方でございますのでよろしくお願いした

いと思います。 
坂本議員    一番最初の時の質問でまああのそこそこの内容についておっしゃっていただいたんです

けれども、まああのこの事業の対象者は、もう一度どんな方々でまあ町内での人数はどれ

くらいになると把握していらっしゃるか。またはあの対象者全員に行うのか、それとも希

望する方々に行うのか、無料にするのか、例えばまあ箕輪の調査では約あの材料代だけで

は 320 円ぐらいだそうですけれども、いくらか有料にするのか、そこら辺の細かなところ

もお答えいただきたいと思います。 
住民福祉課長  それでは対象人数等についてお答えをしてまいりたいと思います。緊急医療情報キット

の支給対象者といたしましては７０歳以上の高齢者のみの世帯に属する方、身体障害者手

帳、療育手帳、精神障害者保険手帳、これらの手帳を交付を受けている方で重度の方、ま

た日中独居となる健康上の不安がある６５歳以上の方等を対象にしております。で具体的

な数でございますけれども７０歳以上の高齢者のみの世帯約６００世帯ほど現在ございま

す。また手帳交付を受けている方は２００人余りというふうになっております。４月以降

希望をとりまとめまして、希望者に対して無料で配布をしてまいりたいというように考え

ております。平成２４年度の予算においては４００世帯ほどの予算を計上させていただい

ております。なお、日中独居の状態になる健康上の不安がある６５歳以上の方につきまし

ては、実態の把握をしてございませんのでご本人やご家族からの申し出により柔軟に対応

していきたいというように考えております。以上でございます。 
坂本議員    わかりました。それではですねその医療キットの保管場所を冷蔵庫ということですけれ

ども、それ以外にあの希望された方がどこの世帯なのかというか、まあ電話が来て初めて

消防隊員が行くわけですけれども、その場合の目印のシールということでまあ箕輪ではそ

れを玄関に張っておくと言っておりましたけれども、それはどういう形になっているんで

しょうか。 
住民福祉課長  具体的な方法についてでございますけれども、緊急時に必要となる基本情報を記載した

緊急情報シート並びに保険証の写し等は、プラスチック製の筒に入れまして各ご家庭の冷

蔵庫に入れて保管するということになります。冷蔵庫の扉にはこの情報保管容器が入って

おるよというような目印、マグネット式のシールですね、ペタッと扉に張っていただくと

いうことで、この中に情報が入っているよっていうことがわかります。また救急隊員がこ

うそのご家庭に来たときに、このお宅ではこういう情報がありますよっていうことが分か
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るように、今箕輪でもお話がありましたように、玄関の扉や戸の内側ですね、外側はちょ

っと情報が洩れてしまいますので、内側にそのステッカーを張りつけておくということに

して、救急隊員が出動した際にはそこを先ず見ていただくということで、そこにシールが、

玄関の扉の内側にシールがあれば冷蔵庫を探していただいて冷蔵庫のそのステッカー、マ

グネット式のシールを見ていただく。そうするとその中に筒入りの情報が入っていると、

そんなような形で実施してまいりたいというように思っております。まあこれはあの全国

的なあの普及も今しつつあるという状況でございまして、こういった形の決めごとについ

ては統一した形でやっているというような状況でございます。以上であります。 
坂本議員       このあの今言われたような情報キットはどういう発端でできたかというと、もともとは

あの警備会社が発案されて都会の中で独り暮らしや高齢者を支え合うということで作られ

たような形らしいんですけれども、あの冷蔵庫っていう発想があったっていうのは災害、

例えば土砂崩れとか、家が地震で壊れたりした場合でもまあ鉄というか固まりなので冷蔵

庫は壊れないということで冷蔵庫の中にということがその中で発案されたそうです。でま

ああのそれは非常に今後まあ災害ということを考えると非常に冷蔵庫ということは有効な

手段と思います。まあこの事業は主体的には福祉係が担当するということですけれども、

あの配布したりとか、このキットの筒を配布したり、また記入する内容が例えばあの記入

できにくい、手が震えるとかそういうお手伝いなどをするということで、福祉係ではなく

委託先が一般財団法人のまちづくりセンター飯島に委託するということを伺いましたが、

どうしてまちづくりセンター飯島になったのかその理由をお尋ねしたいと思います。それ

を何故委託先を町内全体の福祉を担っている社協にしなかったのかそこら辺のことをお尋

ねしたいと思います。 
町  長        まあこれはあの主体的にはあの責任については町に町当局が福祉の一環としてまあやっ

ていくという基本は変わりないわけでございますが、実践のあのまあ巡回の問題、それか

ら現場の管理の問題、それから中にはあのデータの更新の問題も現場的には出てくるわけ

でございますので、そのための職員を増員配置をしてまでとはなかなかいかないだろうと

いうこともございまして、今度新しく再スタートいたします一般の財団法人のまちづくり

センターが発足をいたしますので、このセンターの１つの事業といたしましては買い物弱

者に対するひとつの宅配的な事業も併せ持ってやっていきたいというようなことを今考え

ておりますので、そうしたことの連携の中で現場的には非常に訪問する機会も多いという

この機動性の面からひとつにそうした考え方を持ったわけであります。ただこれはあの現

場管理の問題と、それからデータ掌握のこの町部局の問題とうまく連携がとれていないと

なかなかトラブルにもつながる要素があるというようなことで、慎重にやっていかなきゃ

ならんと思いますけれども、その辺を十分まあこれからの制度構築の中で実践をする駒ケ

根市との連携も含めてですね、同じような考え方の中でこの委託の問題については各町村

のいろいろの考え方があろうかと思いますけれども、完全なまあひとつの個人情報の確保

の問題も含めて慎重な中にそうした方向で考えてまいりたいというふうに思っております。 
坂本議員        まあ慎重にというお答えでしたけれども、まちづくりセンター飯島には現在どういうメ

ンバーが今後関わるかわかりませんけれども、現在のまあ振興公社のメンバーの中がそれ

がそのまままちづくりセンター飯島にいきましたとしたら、福祉に対して知識のある方は

おらず、もともと観光とか施設管理を中心にやってきておりまして、私としてはこれをそ
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こに委託するっていうのは非常に無理があると思われます。また今後の管理によってはケ

アマネジャーなども関わり、その都度例えばあのまあ７０歳以上の高齢者の方というお話

で障がい者の手帳を持っている方たちということで、それがその方たちが主体の事業とい

うことでありますと、まあその都度病状によっては情報などを１年経たないうちに書き換

えなければいけない方も出てくるかと思います。またあのパーキンソン病など手の震えの

ある人や認知症が始まっているような人とかそういう方もいらっしゃると思いまして、こ

のキットをお願いする方の中にはいろいろ方がいらっしゃると予想されます。ある程度病

気の知識とか障がいに対する知識など必要と思われます。まちづくりセンター飯島では私

は難しいと思っております。でまあ調べた中ではまあ駒ヶ根市は高齢者係が担当しており

ました。それで箕輪町は福祉課が担当して行って、まあ最初は福祉課ではなく民生委員に

お願いするっていうようなこともお話したらしいんですが、非常に民生委員の方から反発

がありまして福祉課がやったということでございました。私たち住民は税を納めまして町

に国の出先機関としての事務と、それからまたこういう安心安全に暮らせるその他の行政

事務を任せております。このキットはまあ共同事務の方に当たりまして内容は福祉に関わ

ることであります。財政効率を優先するあまり一般財団法人のまちづくりセンター飯島に

キットを委託するというのは、長期的に水準低下に、この事業の長期的なことを考えると

水準低下、この事業が余り良い方向にはいかないのではないかと私は考えております。福

祉課だけで出来ないのであれば、できれば専門的な知識を持っていてもちろん守秘義務を

いつも仕事の中で行っている社協に任せた方がいいかと思いますけれども、町長はどう考

えていらっしゃいますか。 
町  長        このあの現場的なひとつの事務をまちづくりセンターのひとつの取り組みとして入れ込

んだというのは、考えたというのは、先ほど申し上げましたように買い物弱者に対する同

じような方が非常に重なっておられるんじゃないかというようなことと、それから訪問す

る宅配する部分が非常に重なるんじゃないかというようなことでございまして、その福祉

の考え方、技術だけでこのキットというのは、やるということではないわけでございます

ので、そうしたことはあの十分福祉サイドとは町部局とは連携をとりながらやっていかな

きゃならんということでございます。従ってあのまあ社協というような考え方もございま

したけれども、そういう非常にあの町内を巡回訪問する機会が重なる機会が多いというよ

うなことの中で、ここにまあ着目させていただいたということになります。最初からまあ

決めつけてこれはだめだということではなくてですね、いろいろ試行錯誤が出てこようか

と思いますけれども、先ずとにかく取り組んでみて、それから悪いところは改善をして、

それからこのセンターの方にも、特別あの看護師だとか保健師だとかそういう身分の方を

増強するっていうわけではございませんけれども、常にこの連携の中で人員を若干増強す

ることを今考えておりますので、そうしたことの素養もその担当には担っていただきなが

ら、十分あの連携の中でやっていけるんではないかということで、とにかくそういう考え

方でスタートしてみたいと、悪いところがあればまたこれは当然改善していかなきゃなら

ないとこういうことございます。 
坂本議員       まああの発展的に考えてという言い方は私も最初からしておりますけれども、まあとり

あえずやってみるという今の町長の答弁でございました。１人増員する方がどういう方な

のかはちょっとわかりませんけれども、是非そのまあ、まちづくりセンター飯島に委託す
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るようになった場合のその方法とかまあそういう医療的な知識ということも考えて、あの

これはまあまだ近隣ではやっておりませんので、新しい試みとしてで始まるのであります

から、是非そういうところを注意してまあ守秘義務の問題もあります。保険証をコピーす

るというようなことも聞いておりますので、まあそれをやる中でそういうところを注意し

ながらこの事業をやっていっていただきたいと思います。 
それでは２つ目の質問に移ります。審議会や委員会の役割と政策ごとに作られている個

別計画のあり方についてであります。町では１０年に渡る大きな骨組みの第５次総合計画

があり、それから前期５年、後期５年と分かれております。前期も後期も行財政改革プラ

ンによって３年から５年における施策別の個別計画が立てられております。例えば国土利

用計画や都市計画、防災計画、環境基本計画、森林整備計画、地域複合営農への道１，０

００ヘクタール自然共生農場基本計画、水道ビジョン、地域福祉計画、障害者福祉計画、

生涯学習まちづくり計画、次世代育成支援行動計画、男女共同参画プランなど、多くのこ

のような計画がございます。以前私が平成２１年６月の一般質問で、委員会・審議会は手

当てを払って出席してもらっているのだから会議内容を充実し公募枠を広げていってほし

い、また出席しやすい時間帯に会議を開いたり、会議内容の事前配布をしてほしいと要望

しました。町長答弁は委員会・審議会は自治法に基づいた位置付けで、必要な会議は必要

回数や出た意見は行政運営に取り入れていくとのお答えでした。しかしあの自治法に位置

付けられている重要な会議であるという認識で出席されている方々ばかりではないのが現

状の実態であります。まあある審議会に出席されている方からこんなお話を伺いました。

一言もしゃべらない方がいらっしゃる。また既に計画ができているようで住民サイドの意

見が反映されにくい状態であるので何のための会議なのかなと思うときもある。介護した

こともないので介護のことを尋ねられても分からない。介護計画を作るならば実際に携わ

っている人を委員にすべきだ。というようなお話を伺いました。これはそれぞれ違う会議

に出ていられる方のお話でした。審議会や委員会の役割とは作られた施策の検証や見直し、

そして次の施策を作るために会議回数が決められていくと私は思っていましたが、行政側

では現在どのような位置付けの中で審議会や委員会の役割を捉え、会議回数が決められて

いるのでしょうか。それについてお答えいただきたいと思います。 
町  長       次のご質問は審議会や委員会の役割と個別計画のあり方ということで、そのそれぞれの

委員会等の位置付け回数でございます。繰り返しになりますけれども、今もかつての質問

の中で触れましたが、それぞれ行政の執行機関、町も含めてでございますが、この付属機

関というものがありましてこれはあの自治法の１３８条の規定で、普通地方公共団体は法

律又は条例の定めるところによりまして執行機関の付属機関として、例えばまあ自治紛争

の処理委員、それから審査会、審議会、調査会、その他の調停・審査・諮問又は調査のた

めの機関を置くことができるという、この根拠法令があるわけでございまして、この規定

に基づきまして町でも基本構想審議会など多くの条例で定めた設置委員会等があるわけで

ございます。で、この付属機関の権限はやはり自治法の規定によりまして、普通地方公共

団体の執行機関の付属機関は法律もしくはこれに基づく政令又は条例の定めるところによ

って、その担任する事項について調停や審査、それから審議又は調査を行う機関とすると

いうふうに規定しておりまして、このうちの審査とは付属機関が一定の事項について結論

を導き出すためにその内容をよく調べること、それから審議とは執行機関の諮問に応じて
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調べて論議をするということ、それから調査とは事実関係を調べることと規定をされてお

りまして、町の付属機関についてもこれらのそれぞれの考え方に基づいて審議を行ってい

ただいておると、かなりの委員会はこうしたことが重ねてまあいろいろ議論なり審査なり

調査なりを行っていただいておるということが多いわけでありますけれども、そういう位

置付けでございますのでひとつご理解をいただきたい。それから会議の回数でありますけ

れども、当然のことながらこれはあの任期もございますし、それから諮問や調査の内容に

よって一律ではないことはもう当然のことでございまして異なっております。それから一

方であの首長が私的に学識経験者などから個別的に意見を聞く、いわゆるあの私的の諮問

機関というふうによく言われますけれども、これらにつきましては例えば飯島町健康づく

り推進協議会、これはあの坂本議員もこの委員長としてまあお勤めいただいておると思い

ますけれども、このように設置要綱等でその目的が定義をされておりまして設置をされて

おるわけでございます。で、私的諮問機関等の場合にはその事業推進のための会議等を開

催しておるわけでございまして、いずれにしてもあのちょっと難しいことを申し上げまし

たけれども、それぞれの委員会審議会の設置条例、それから設置要綱で決められておる根

拠を持つものでございますし、またその事案がなければこうした会議をする機会もないと

いうようなものもいくつかあるわけでございまして、しかしながらこれはあの上位の法律

等によって設置が義務付けられておると、必要な場合には大勢がすぐ動けれるような形で

設置をしておくようにという規定もございますので、いろいろまちまちでございますけれ

ども、いずれにいたしましてもこれはあの任期の中で必要に応じて開催をしてまいりたい

というふうにございます。いくつかの大変多くの計画もあるわけでございますけれども、

ほとんどのものがこうした委員会や審議会の議論や審査や調査を経て策定をされておると

いうことでございまして、今あの必ずしも専門的な知識がないために行ってもその存在意

義が果たせないというようなご意見もあろうかと思います。決してあの専門知識がなけれ

ばできるというもんでは必要ないわけでございまして、これはあのむしろ純無垢なひとつ

の考え方の中で意見を申し出ていただくことも非常に有意義な有益なことであろうと思い

ますし、あの必ずしもこれはあの公募の方の考え方も含めて広く開かれたその組織である

ということを是非ご理解をいただきたいというふうに思います。 
坂本議員        ただいまのまあ町長の方からの具体的に自治法の内容をおっしゃっていただきまして、

まあそれぞれの会議の在り方とかもよく解ったわけでありますけれども、まああの先程の

あの住民の方からの意見の中ではまあそういう意識の違いの中で出席されている方々もあ

るわけで、まあそれをまとめていく司会者の力量も問われるところでありますけれども、

まあその平成２１年の６月以降そのまあ私の一般質問以降何か会議内容を充実したものに

するための方策をとってきたかということをお尋ねしたいと思います。あの議員も各種委

員会や審議会に加わる見直しを平成２１年４月にしております。なるべくその会の会長職

にならないようにして、会そのものが住民サイドで行われるよう努めてきております。公

募に関しては以前から集まらないということで、私としてはあの完全に公募だけに止まら

ず、まあ区長推薦とか、まあ今、一自治会長というかそういう形になってきておりますが、

そういう推薦もあってよいのではないかと考えております。会議前に事前に資料を配布し

てほしいという要望も提案しましたけれども、まあそのときのご意見としては発送代が掛

かって出来ないと言われてしまいました。でその後ですね私はあの過去の１０数年前のお
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話を伺う機会がありましたら、その当時としては会議出席者、そこの当時としてはまあ発

送又は会議以前にあの発送が間に合わなければ持って来てくれていましたよという、まあ

会議に出席されている方からもお話も伺っています。ので全部を発送するということは難

しいかもしれませんけれども、なるべくですねそういう努力をしていただきたいと思いま

す。で、それはどういった形でかといえば耕地担当制という制度がございますので、この

制度を使いまして事前配布はできないものでしょうか。宮田村では一応あの郵送ではあり

ますけれども事前配布をされておると伺っております。それからまあもう１つあの委員に

なられた方にですね、あのまあ住民の代表としてやっていただくためにもまあ初回の通知

の中にですね、あのこの会の目的と開催される会議内容のおおよそのことを知らせて、ま

あそのための情報を会議、まあ通知があってから開催されるまでの間の中で多少なりとも

生活の中で集めておいてもらうような、そういうような通知の仕方というのもあるかと思

います。でまあ特別職報酬委員会の答申ではこの委員会・審議会の在り方を考えた方が良

いという意見が出されておりますが、再編成の見直しとか会議のやり方の見直しなど考え

られていますか。以上３点についてお答えいただきたいと思います。 
副町長         会議内容の充実、それからあの公募による選出の方法、会議の資料の事前配布、そうい

ったものについての質問でございます。公募の方法につきましては条例、要綱等で定めら

れた内容に基づいて公募をさせていただいておりますし、またあの委員の趣旨によっては

各地区の区長さんに区を代表した選出をお願いするという事例もございます。それからあ

の配布資料の会議前の配布、これはあの職員の方の事務手続き上の問題もあるかと思いま

すが、なかなかあのボリュームのあるものですと事前に配布して見ておいてもらった方が

その時の会議もスムーズにいくというようなこともあります。まあ個々の会議の中でもそ

ういった要望もあり、できるだけそういうことに努めておるわけでございますけれども、

場合によってはちょっと当日配布というようなものも出てくるんではないかというふうに

思います。なおまたあの資料の配布の時に耕地担当制の職員を使ったらどうだというご提

案もございますが、基本的にはあの耕地担当制の窓口というのは耕地との連絡を密にして

いきたいという趣旨でございますので、基本的には耕地総代さんと行政とのつなぎ役を中

心として考えております。またあの職員の意見も聞きながらまたその辺については更に検

討を進めてまいりたいと思います。なおまたあの議員の皆さんがその選ばれた審議会等の

長にならないようにということは議会の方からもそういった申し出もあったりしながら、

今かなり数も限定をされてきているかと思いますが、会議の趣旨によったりあるいは法律

上定められたものによっては公益的な代表というお立場で長をお願いしていかなきゃなら

ないというものもございますし、なおまたあの会長、副会長という立場はその審議会の互

選によるというのが１つの大きな趣旨でそれぞれ定められておりますので、その会の委員

の皆さんの意向もその中に現れてくるんではないかというふうに思いますので、こちらの

方から一方的に議員さんは選考から外してくださいということはなかなか言いづらい部分

もございます。そういったことで少しずつ今の提案も受けながら改善できるところはして

まいりたいと思いますのでよろしくお願いします。 
坂本議員       それでは次の質問に移りたいと思います。個別計画は絞り込んだ内容にするか、数値化

することはできないかということでございますが、政策ごとの３－５年の個別計画ですけ

れども、男女共同参画プランや生涯学習まちづくり計画のようなソフトな事業は住民協働
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の中で計画を作り実行して、１年ごと検証し見直しをしていかないと計画はなかなか進ん

でいかないと思います。あの今のこれらの計画は作る中で住民たちが参加して作られた計

画ではないからで、どちらかというとこの行政サイドから計画されたものだからでありま

して、まあそれとは別に障害者福祉計画、高齢者福祉計画のように過去から現在まで住民

の実態の認識をきちんと捉えて、当事者の方々にも加わってもらい計画を作り実行し検証

し見直すというようなあの丁寧な作業をしないと、すぐにでも困っている人たちの手助け

となる計画はできないでしょう。まあそういう中で計画と現実との間に乖離ができてしま

うような計画のあり方ではなく、もう少し計画自体を住民サイドに落とすような形はでき

ないかと思うわけです。で、あの計画を作る中で優先順位を決めたり、１年毎の検証を義

務づけたり、まあその検証づけた内容を％で表すことはできないのでしょうか。またあの

計画を作る中でサービスを受ける方々、まあこういう福祉関係なんですけれども計画策定

に加わっているかどうかということをお尋ねしたいと思います。 
町  長       それぞれのまあ個別計画が絞り込んだ内容にするのかどうかというようなことでありま

すが、これはもう当然のことながらあの総合計画、長期計画・中期計画含めた総合計画を

具体的に絞り込んで行って策定するのが個別計画ということで当然でございまして、そう

いうふうにご理解いただきたいと思いますが、それとまああの数値化の問題についてであ

ります。でこのそれぞれ多くの個別計画はそれぞれの個別の施策の推進や実現のために、

これはどうしても欠かすことができない大変重要な計画でございます。施策の目的、それ

から現状と課題、施策の具体的な取り組みなどを計画の中に盛り込んでおるのが個別計画

であります。で、そのため計画によってはかなりあの分量も多くて住民の皆さん方には読

むことに非常に抵抗を感じるというような方も大変おられるかと思いますし、その通りだ

ろうというふうに思います。なかなか馴染めないという部分もあるわけでございますけれ

ども、できるだけあの分かりやすく、それから場合によっては要約版でそのことを解説を

しながら短編的にまとめていくというようなことも今努力をものによってはしておるわけ

でございますけれども、極力今後とも簡素化という方向も大切でございますので努めてま

いりたいというふうに思っております。それから類似するような計画が幾つもあるという

ことも非常に紛らわしいということでもございますので、この辺はやはりあの常に整理を

図っていく必要があるということでございます。例えばあの今回策定をいたしましてまた

最終全員協議会の中にお示しをいたします障がい者プラン、これらは以前は別々に策定を

されました飯島町障がい者計画と飯島町障がい者福祉計画ございましたけれども、これは

構想から実践計画へと関連付けを１つのプランとして整理してまとめた経過もございます。

今後関連する計画や効率的に整理できる計画については段階的に見直しを図ってまいりた

いというふうに思っております。で、当然のことながらこれはあの計画でありますので、

どんぴたりこれが何年後その通りにいくというわけにはまいらないわけでありますけれど

も、それぞれの現在の状況から情報を把握する中で、出来うる限りぎりぎりの線まで見通

しをして、それを町民の皆さん方の声を聞いて、それから実践計画に個別計画に移してい

くという手法でございますので、決してこれはあの全然意見が反映されていないというよ

うなことはないわけであります。パブリックコメントとの関係もございますし、それから

そのために代表者の委員をお願いして十分検討をして成果としてまとめたものであるわけ

でございますので、要はこの内容というものを住民の皆さんが如何に共有をしていただい
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たということの努力が大切だろうということでございますので、また折りに触れてその辺

のＰＲも啓発もしていかなきゃならんということでございます。それからあの数字化の問

題についてでございますが、これはあの出来うる限りこの達成目標とするところを数値化

することによって分かりやすくなるということは当然でありますので、そのまあ努力目標

も含めた限りの数値化というものはその表現を心がけて見通しを立てていくということが

大変大切でございます。これまでもあのいくつかの計画においてはそうした数値目標も盛

り込んでおるものもあるわけでございますけれども、今後それぞれの見直しをする中で数

値化も含めた考え方の中でまた策定を進めていくということで考えてまいりたいと思いま

す。 
坂本議員       政策には非常にあの今言った個別計画というのは非常に多岐にわたっております。まあ

そういう中であのまあ大きなジャンルごと、例えば社会教育、子どもの教育、福祉分野、

それから産業関係というか、そういう大きな括りの中であのもう少し計画自体を集約した

形で分かりやすい形にしていった方が、まあそういうふうにあの変えていくっていうこと

は非常にあの条例の問題もあるとして簡単なことではないと思うんですけれども、この計

画を作ることに要される時間というのは非常に１年を掛けるとかそういうことになって、

日常の業務に差し障りっていうんじゃないですけれども、職員が少ない中で計画を立てな

がら日常の業務をやっていくっていうことは非常に大変なことだと思うわけです。これか

らはですねもう少しその個別計画そのものの作る意義を住民とともに、行政だけではなく

実際あの個別計画を立ててやっていくのは行政の側の人達とそれから住民と共にあるとい

うふうに私は思うわけであるので、個別計画の意義を住民と共にもう一度考えて、まああ

の職員の人材も予算も限られた中で何を選択し、何を重点的にやっていくかということを

絞り込んでいく必要がこれからはあると思います。で、これはあのまああのひとつ今後の

提案なんですけれども、あの宮田村はここ２年くらい前にその長期計画において住民参加

型の長期計画を作っております。そしてそこにはですね大学の先生を呼びましてアドバイ

ザーに呼びまして、司会は住民サイドでやるんですけれども、その住民の人数は約２０名

くらいなんですが、それで長期総合計画を作りました。これは２年掛けて作られたもので、

まあ人件費と印刷代と全体で約 2,000,000 円ということです。でこれで１つのポイントと

しては様々な意見が出ますので、その中で意見が錯綜しないで振り分けていくことにこの

アドバイザーの大学の先生が非常に重要な役目をしてきて、いい形の中で長期計画が出来

たと聞いております。でまあこれは今後の飯島町の課題なんですけれども、あのすぐに長

期計画なんていうふうな感じにはいかないと思いますけれども、まあ個別計画の中でもう

少しその住民とともに作っていくというようなことも考えながら、個別計画のあり方とい

うのを考えていただきたいと思いますがもう一度町長の答弁をお伺いしたいと思います。 
町  長       今あの宮田の総合計画の策定についてのお話がございましたけれども、町はこの平成２

３年度からスタートする第５次総合計画の策定にあたっては宮田に先行した考え方で取り

組んでまいりました。と申しますのは、もう素案段階から職員と住民のキャッチボールを

重ねた上で懇談会を重ね、それからまた専門家の講演会等の機会も得て素案策定委員会と

いうものを編成をいたしまして、都合まあ５０人余りから成るこの素案策定委員会を中心

にしたプロジェクトの中で進めてきて素案を策定し、更にそれをまた今度は成案に至るま

でに住民懇談会を重ねましてですね、これはまあ各全耕地手分けで回ってそれを説明して
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ご意見を聞いて、作るまでにほぼまあ足かけ３年ぐらいのひとつの段取りを経て策定した

ということでございまして、この手法については飯島町は誇りとしていいんではないかと、

宮田の例を言われるまでもないというふうにお考えをいただきたいというふうに思います。

当然のことながらこれはあの各個別計画についても全てあの総合計画のようなわけにはま

いりませんけれども、審議会等を通じ、それから内容をお示しをすることによって、やは

りあの住民の意思というものがどこにあるかということは当然会得しながらやっていかな

きゃならんということで、そのことについてはおっしゃるとおりであろうと思います。今

後ともそうした姿勢の中で努力をしてまいりたいというふうに思っております。 
 
議  長    ここで休憩をとります。再開時刻を１１時１０分といたします。休憩。 
 
          午前１０時５２分 休憩 
          午前１１時１０分 再開 
 
議  長    休憩を解き会議を再開いたします。一般質問を続けます。 

１番 久保島 巌 議員 
久保島議員      それでは通告に従いまして質問を始めてまいりたいと思います。昨年３月１１日、１２

日に起きました東日本大震災及び長野県北部地震が発生いたしまして早くも１年が経とう

としております。津波によるあの悪夢のような惨劇をいまだに昨日のことのように思い出

されるところでございます。胸がかきむしられるような思いがしております。被害に遭わ

れた皆様に改めてお見舞いを申し上げるとともに、尊き命を落とされた皆様のご冥福を心

からお祈りを申し上げるところでございます。一日も早い復旧、復興を願うところでござ

います。それにしてもです福島原発の状況ですが政府見解では事故収拾の一定の目途がつ

いたというようなですね発表がなされました。とてもそのように感じるところでございま

せん。避難所生活を余儀なくされている方、またですね自宅の立ち入りも制限されている

というようなこともございまして、大変な状況は続いているというふうに認識するところ

でございます。当時の総理大臣の過剰な介入がですね初期対応策に大きな誤りを生じたん

だというような民間の調査機関の発表が先ほどなされたところでございます。改めてリー

ダーのですね、誤ったトップダウンというのが道を誤る恐ろしい方向に進むということを

懸念するところでございます。幸い当町におきましては、手堅い歩みと堅実な手法により

まして進められているところに関しましては感謝を申し上げるところでございます。あの

私的に言いますとですね、まあもう少し冒険してほしいなあというところはあるんですが、

まあそれは欲だと、欲深いものだなあというふうに思うところでございます。まあいずれ

にしても住民の安心安全ということについてはあらゆる場面で基本的なものになってくる

ということになっておると思います。町長３期目のマニフェストでも「活力と安心への挑

戦そして絆」というふうでタイトルが付けられて掲げられております。まあその大きな中

の大きな２番目にですね、みんなが支え合い健康で安心して暮らせるまちづくりというの

がございまして、ここに７つの項目が挙げられております。昭和伊南病院を核とした１次

２次の医療体制の確立、そして安心して子どもを産み育てる保健医療の充実、それから高

齢者社会を支える健康と生きがいづくりの対策、そして障がい者、要介護者、生活弱者の
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支援、そして高校生までの医療費の無料化、循環バス等の充実による交通弱者への対策、

などが挙げられております。これがどのように今平成２４年度の予算の中に盛り込まれて

くるのかということは関心の持たれるところでございます。第５次総合計画でも掲げられ

ました８つの柱、まああの最近のはやりの言葉で言いますと飯島町の船中八策とでも言い

ましょうかね、その八つの柱に沿った町長のこのご認識だというふうに思います。平成２

４年度の予算編成そして町長のマニフェスト、みんなが支えあい健康で安心して暮らせる

まちづくりということをどう進めていくかということについて具体的にお話をお伺いして

まいりたいというふうに思うところであります。 
まず最初にですね医療費の件なんですが、このところメディアとか厚労省関係者とかあ

のコメンテーターとかっていう方々から急速な高齢化に伴って医療費が高騰しているとい

うふうに言われております。確かに団塊の世代、われわれから下の世代の方々がですね高

齢者に入ってきますと、それはまあ高齢化率は上昇することは間違いないだろうというふ

うに思います。町も同様な傾向にあるだろうと、まあしかしその人たちがみんなそろって

お医者さんに掛かっているわけじゃありませんので、それが即医療費の高騰につながるの

かというふうに私はちょっと疑問に感じているところであります。そこで町の医療費の推

移とですね今後の予測について町長はどんなようなご見解をお持ちなのか先ずその点から

お伺いをしたいと思います。 
町  長        それでは久保島議員の質問にお答えをしてまいりますが、先ず医療給付費の予測対策、

今後のまあ推移、予測に関してのご質問でございます。先ずこの飯島町が運営をしており

ます医療保険であります国民健康保険特別会計の医療給付費の状況でございます。町の国

保医療費の給付費の推移といたしましては、医療保険制度が変わった平成２０年度以降、

総額は 520,000,000 から 560,000,000 円の間で推移をしてきております。このところここ

１・２年非常に安定しておるというふうに見ておるわけでございますが、しかしながらあ

の１人当たりの医療費というものを見てみますと、平成１９年度 243,000 円であったもの

が２２年度は 257,000 円と若干増えてまいりました。多くのまあ市町村が抱える国保保険

者医療制度の中で同じようにまあ医療費は上昇傾向を示しておるということが言えるかと

思います。まあこのような状況ではありますけれども平成２２年度の飯島町の国保の医療

費給付費の給付水準、これはあの長野県の順位になりますけれども、長野県内７７市町村

国保の中では高い方から５７番目、これがあの前年度の２１年度では４９番目であったわ

けでございますけれども、まあお陰様で約８ランク位まあ良い方向に下ったということに

まあうかがえるわけでございますけれども、長野県の国保の１人平均当たりは 284,000 円

でありますので、大変まああの平均よりも下回った状況で推移をしておるということであ

りがたく思っております。それから国民健康保険は協会健保などの被用者保険に比べまし

て今お話にもございましたようにあの大変高齢者が構成をしておるわけでございまして、

健康上の理由によって被用者保険を脱退した方の加入割合が非常に高いという特殊性を持

っております。従ってまあこのことがあの今久保島議員の見解、若干あの食い違うかもし

れませんけれども、トータル的にはやはり１人当たりの医療費がこうした構成が高くなっ

ていく要因にはなっておるということは全国的には言えるというふうに見ております。そ

れから現在の加入者数、約２，５００人ほどということで非常にあの少ないわけでありま

すけれども、ただあのその中に占める高額医療費、お一人の方が非常にあの特殊な病気と
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いいますか難病も含めてですね、こうした高額医療のレセプトの枚数、それから時と場合

によってはあのまあ時によってはその感染症の流行というのが一時的にある場合がありま

して、そうしたことの有無があるかないかによって医療費の増減というものは大変あの著

しくこの上下をいたします。そういうまあ特徴もあることも事実でございます。まあそう

したことの中であの医療給付費の今後の予測を行うということは非常にまああの容易でな

い部分もあるわけでございますけれども、当年度２３年度の拠出状況それから過去の町の

医療費の伸び率等を踏まえて、急激な上昇というものは特別のことのない限りまあ、急激

なものはないけれどもやはりあのトータルとしては右肩上がりに上昇していくんだろうと

いう見方をいたして、新年度の予算編成もそんな形で今検討しておるわけでございます。

それから一方で７５歳以上の方はこれはあの後期高齢者保健医療制度に一括りで入ってお

るわけでございまして、飯島町の被保険者数、医療費ともにこれはあのやはり高齢化の進

行に伴って増えていくというところでございます。しかしながらこうしたあの増加傾向の

中でもありますけれども、こちらもまあ国保と同じように平成２２年度は県の平均

770,000 円に対しまして当町では 690,000 円台であるということで低い医療費となってお

りまして、これも県下７７市町村のうちの５９番目、高い方から５９番目ということでま

あ低い方に位置しておるということでございますので、まあいずれにいたしましてもこち

らの方も国保同様に今後ともやはり上昇傾向は変わらないだろうというふうな見方をして

おるところでございます。まあ冒頭のお話にもございましたように、やはりあの飯島町は

今後とも町民の皆さんが如何に元気で健康で、そしてそれぞれのこの人生を真っ当してい

くかということが非常にあの町としましても基本的な政策に掲げてございますので、町民

の皆さん方に対しては行政として各種の検診の徹底や啓発事業など保健予防活動を通じて

町民の皆さん方の健康を第一義に考えて、そのことがやはり結果としては医療費の増大に

歯止めも掛かる要素になるんではないかというふうに見ておりますので、町民のみなさん

も自分の健康はやはり自分で守るということを是非ひとつ思いを寄せていただいて、行政

も共々にひとつこの健康づくりのまちづくりというものをひとつ進めてまいりたいという

ふうに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 
久保島議員     確かにおっしゃるとおりですね自分の健康を体は自分で守るということが大事だという

ことはその通りでございます。私もそういう線に沿ってお話を進めてまいりたいというこ

とでございます。ただいまもお話ありましたように、国保の点に限って言いますとですね

520,000,000、ちょっとあの総額でいきますと 550,000,000 ぐらいというふうな２０年度は

ございましたけれども、で、高齢化率の話なんですが平成２０年度は２９．８％、２１年

度が３０．３％、で２２年度は３０．６％いうことで２０年から２２年を見ますとですね

０．８％の上昇をしております。一方ですねは国民健康保険の総額給付、医療給付でいき

ますとですね平成２０年度は 554,500,000 円余りと、それから２２年度は 582,720,000 円と

いうことで５％伸びているということでございます。そうするとですね高齢化率と医療費

の伸びがですね合わないと、まあ今町長もおっしゃったようにですね、確かにそれは感染

症があったり、それから高度医療があったりして多少上下があるんだよということでござ

いましょうが、確かに２１年度はですねごんと上がって 590,000,000 万以上になっている

んですが、どうもですねその高齢化と重篤化だけではですねないと、それで福祉医療もも

ちろんあるでしょうがそれもたいした額ではないというふうに思っておるんですね。もち
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ろんあの病院をサロン代わりにしているよっていうようなことがよく話に聞くんですが、

そんなこともですねまあ似たようなこともあるかもしれませんが、それもそんなにはない

だろうというふうに、そうするとですねどうも原因がよく分からないということでござい

まして、なんかその辺のところをもうちょっとしっかり分析するとかですね、なにかまあ

町長がおっしゃったように健康に気をつけてもらうしかないんだよっていうことなのか、

それとももっと何か原因があるんではないかということをもうちょっと分析する必要があ

るんじゃないかというふうに思いますが、その辺のお考えはいかがでしょうか。 
町  長       まああの総体的な傾向としては右肩上がりでいくという、まあこれはパーセンテージは

いろいろ捉え方があろうかと思いますけれども、でまあこれはあのキチンとその分析をし

てですね細部的にこの結論を出すというわけにはいなかなかいかないと思いますもう。そ

の時々の、先っきも申し上げたような要因にもよって、あの多くの方は健康維持をされて

おりますけれども特殊な要素でもってそのことがすぐこうはね上がったり下がったりする

ということもございますので、ただあの傾向としては掴んでいかなきゃならんというふう

に思っておりますけれども、そうしたあの特殊事情に加えてあの医療費の報酬単価の改定

というようなものも中には制度的にあるわけでありますので、その辺のところもあの実際

に掛かった医療費給付のものと、それからそうした制度的な部分とが重ねあわってまあそ

ういうことで、高齢化率のアップ、進展の率と必ずしもこれはイコールにならない、当然

これはイコールにならないと思いますけれども、そういうことも要素にあるということも

ひとつはお含みいただいて、全体としてはやっぱりあの保健予防の徹底の中で少しでも抑

えていきたいという努力をしてまいります。 
久保島議員     確かにですねあの完全には合わないだろうというふうに思いますけれども、まあその辺

のところがですね主な原因が高齢化だというふうになるとちょっと疑問があるなというこ

とでちょっとお話をさせていただきました。町長のマニフェストの中でですね安心して子

どもを産み育てる保健医療充実ということ、これも私非常に感動するところでございます。

更に高校生までの医療費無料化、これは平成２４年度から既に実施をするということで予

算計上がされました。これも非常に大変に評価をいたすところでございます。これらが大

きく医療費を増大させていくっていうことはまあそれは考えられません。まあ現に課長の

方の試算によりますとこの高校生までの医療費無料化はまあプラス 2,500,000 円ほどに止

まるだろうということでございますので、これがですね方々に定住促進とか若者定住とか

ということにつながってくると非常にありがたいというふうに思っているところです。で

ちょっとですねここに面白いデータがございまして、職員の皆さんの中にはですねちょっ

とお話したら気付いている方もいらっしゃるようですが、実は教育委員会のですね、保健

体育費とですね医療給付費の関係がございます。保健体育費が減るとですね医療給付費が

増えると、これはこじつけだと言われるかもしれませんが現実に数字がございます。で、

そうは言ってもね、あの保健体育費を増やしたから医療費が減りますよっていうことには

端的にはいかないと思うんですが、平成２０年度からですね先ほど町長もおっしゃったよ

うに体系が変わったもんですから退職者被保険者ですかね、それが変わったもんですから

ちょっとデータが取りにくかったもんですから２０年度からにしてありますけれども、先

程も言いましたが２０年度は 554,500,000 円余り、それから２１年度は 595,500,000 円、ち

ょっとこう高くなりましたね。で、平成２２年はちょっと下がって 582,270,000 円という
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ことでまあ多少凸凹はあるんですが、さっきも町長もおっしゃったように右肩上がりとい

うことは間違いないということです。一方ですね教育委員会の保健体育費はどうかって言

いますと平成２０年度は 55,600,000 円あったんですけれども、２１年度は 51,780,000 円と、

で２２年度はこれは体育館の飯島体育館の耐震化をやったもんですからどんとああしてい

るんでその分は削らせていただきました。これもね保健体育の振興に役だっているんだと

いえばそうなんですが、私の理論です。で、引きますとですね 44,892,000 円ということで

下ちゃったと、ですがこれはまああの予算のシーリングということもあったでしょうし、

まあその辺がね少し予算を抑えましょうよということの中でそういうことがあったんだろ

うというふうに思います。そこでですねまあちょっとね強い言い方をさせていただきます

私なりに。そうするとこの社会体育いわゆるスポーツ振興ということをですねケチってき

たために医療費が増えたんじゃあないのっていうところを言いたいわけですよ。あとで取

り上げるんですが例えばですねマレットゴルフの愛好者の方はですね月曜会だ、水曜会だ、

そして各種土日には大会があってですね、毎週いろんな大会があるもんですからもう忙し

いんですね、で週に３回ぐらいの大会をこなしてますから寸暇を惜しんで練習をしてもう

忙しくてですね病院なんか行けないと言ってるんです。もちろんその毎日結構な距離を歩

きますからあの愛好者の人たちは健康そのものだと、先ほど町長もおっしゃったように病

気をですね要するに防ぐというよりも、いわゆる自己の健康っていうことに考えてもらい

たいよっていう話がありました。私もその通りだと思います。だから病気を防ぐっていう

ことよりもですね健康を培う対策、つまり保険医療費（保健体育費）をですねもう少し増

大させてスポーツ振興を図っていくということがですね医療費削減に多少効果があるんで

はないかなというふうに私は考えるんですが町長はこのデータをどう捉えますか。 
町  長       ご質問は保健体育費の推移、またその事が医療費との相関関係にあるんではないかとい

うご指摘でございます。まああのいろいろとお考えを披れきされてのご質問でございます

が、まあ１００％これが保健体育予算を膨らませることによって医療費がその分減るとい

う形に即結びつくものであれば、現在提案しております新年度予算も差し替えまでお願い

して少しというふうに考えますけども、なかなか現実はそうはいかないんではないかなと

いうふうに思うわけであります。そこであの保健体育費につきましては平成１３年度から

その推移を見ますと、ご質問がありましたのでちょっと調べてもらいましたけれども、今

お話があった大規模なハード事業、この特別的な事業の支出を除きますとやはりあの年々

減少しておるという伺いが見れるわけでございまして、今グラフにあったとおりだと思い

ます。あの特別にこの施策的にソフトの部分の取り組みで意識的に減額しておるわけでは

ございません。必要な保健体育事業を網羅しての中での減少傾向ということでございます

ので、これはまたあのちょっと整理する必要があろうかと思いますが、そこであの一方で

この医療給付費につきましては、１人当たりが先程来申し上げておりますように右肩上が

りという形になりまして、やはりあのご指摘の通り両者になんらかの相関関係があるのか

なというふうにも見受けられるわけでございます。そこであの保健体育事業による健康へ

の影響について、これはもうあの理屈を申し上げるまでもなくてですね、非常にあの肥満

防止だとかそれから心身ともにひとつの活力のある体づくり、健康づくりというものには

スポーツ・運動というものは欠かせないということはもうこれは当然のことでございまし

て、その基本的な１つの考え方として厚生労働省が示しております健康指針の第一にこの
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運動が挙げられておるということでございます。それからもう１つあの生活習慣病の発生

要因、これも最近まあ特にあの取りざたされて強調されておるわけでございますけれども、

この原因になる原因の必ず一番トップの方には運動不足ということがまあ入ってきており

ますので、こうした面も含めますとやっぱり運動、保健体育というものはかなり医療費と

の相関関係は深いだろうというふうに見ております。とは申しながらまああの一方でこの

医療給付費というものはやっぱりあの分析してまいりますと、その推移の中では先ほども

申し上げましたようにあの年齢構成のまあ問題もございますし、それから感染症の流行が

あったのか無かったのか、それから医療費の給付費の適正化事業の問題、保健指導の問題、

いろいろ要素もございます。高額な医療費の一部の支給給付というものも影響してまいり

ますので、なかなかこれはあの先程申し上げたようにあのまたいろんな統計データの中で

検証してまいりたいと思っておりますけれども、一概にこれを結び付けることは難しいな

あという実感でもございます。しかしながらまあ現実の問題として健康な身体でもってま

あ毎日の生活を送るということは大変大切なことでございますので、先ほどとの繰り返し

になりますけれども、住民の皆さんが自らひとつこの健康づくり、運動量も含めてですね

取り組んでいただいて、それから町のいろんな保健予防事業とタイアップしていただいて、

総体的にそのことが健康づくりに結び付けていくと、で結果として医療費の動向がそれに

関わってくるというようなことが見えれば大変ありがたいということでございます。以上

です。 
久保島議員     そういうことでですね多少関係性があるかもしれないなということをご認識いただきた

いと思います。そこでですね今年度施政方針で町長の方から「生涯学習まちづくり計画パ

ートⅣ」、それからスポーツ振興計画っていうのの策定ということがですね載っていまし

て、わが意を得たりというところで感を持っているところでありますが、マニフェストの

中にもありました「心と体の健康づくりの事業の推進」ということが挙げられております。

これがですね先ほど言いましたその計画づくりパートⅣ、それからスポーツ振興計画とい

うことなのか、それとも他にも何か具体的な事業がおありなのかちょっとお話をお聞きし

たいと思います。 
町  長       まああの具体的な健康づくりの１つの取り組みといたしまして、平成２４年度以降、こ

れはあの長期構想にも掲げられておるわけでございますけれども、心と体の健康づくり事

業というものを掲げさせていただいております。これを是非まあ着実に実践をしていきた

いと、で、その取り組みのまあ重要な項目、狙いといたしまして栄養の問題、それから食

生活、体の活動身体活動、それから心の健康の問題も入ってまいります。それから歯の健

康、それから生活習慣病の予防の対応の問題、それからたばこやアルコール、それから特

にあの母子保健についてはライフステージに応じたこの健康づくりというものを捉えて推

進を、総合的にまあ推進していこうというのがここでまあ要約して「心と体の健康づくり

事業」というふうに総称しておるわけでございます。平成２４年度の事業につきましては

大きなメニュー的な変更はございませんけれども、２３年度までの事業の成果と課題を考

慮しながら住民の皆さんの健康づくりのための事業として更に充実をさせて、継続をして

いくということで予算の中でもいくつか具体的にまた掲げておりますのでまた審査をいた

だきたいというふうに思いますが、その中でも特にあの心の健康づくりといたしましてこ

の４年目となります取り組んでから、自殺対策ですね、この自殺対策の緊急な課題が大き
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な社会問題になっておるわけでございまして、こうしたことにつきましてもあの国では１

４年連続のもう３０，０００人を超えておる、長野県でも５００人以上がこうしたあると

いうことの現実の中で、やはりあの心の相談の問題、それからこれをサポートする体制で

すね支援者の育成を継続して、それから学校や地域あるいは職場それぞれの職域というも

のを連携して取り組んでいく必要があるというようなことで今具体的な取り組みを新年度

には始めさせていただくということでございます。若干あの細部掘り下げた取り組みの内

容事業内容を担当課長の方から申し上げますのでよろしくお願いします。 
住民福祉課長   それでは具体的な内容につきまして私の方からお答えを申し上げたいと思いますが、こ

の健康づくりにつきましては今年度策定をいたしました健康づくり計画がございます。こ

れにも重要な課題として心の問題、また体の問題と運動の問題も含めまして計画をさせて

いただいておりますけれども、まあ具体的には先ほど町長からお話がありましたように、

心の健康につきましては自殺対策の強化事業を継続して推進していきたいということでご

ざいます。またあのそれぞれの機関とも連携していきたいということでございます。また

体の健康づくりにつきましては、先ず、がん体策でございます。それといたしまして予防

早期発見の普及啓発活動、各種がん検診の受診率のアップ等に取り組んでいきたいと思っ

ております。また胃がんの撲滅キャンペーンでございますけれども、これにつきましては

今年度でまあ一定の年度ということで終了をいたしますけれども、まあその重要性を考え

まして新年度においてもまあ規模は縮小されますけれども継続して実施してまいりたいと

いうことであります。具体的にあの新成人者、節目検診の方等を対象といたしまして検査

料金の助成や啓発活動を継続していきたいというように思っております。また体の健康づ

くりの第２といたしまして若い世代からの生活習慣病の予防の取り組みですね、これを進

めていきたいと思っております。子どもの健康づくり事業、また町単独事業でございます

３９歳以下の循環器の検診などを継続し、特定検診、特定保健指導の受診者を増やす取り

組みをしてまいりたいというように思っております。また個人に合わせた個別支援も実施

し、７５歳以上の検診や人間ドックの補助も継続してまいりたいというように思っており

ます。更に禁煙の支援であるとか、慢性じん臓病の予防、これらの取り組みも継続して実

施していきたいというように思っております。なおこの健康づくり事業を推進するために

は耕地の健康推進委員さん、それから食生活の推進協議会、健康づくり運動会議など地域

の皆さんにもご協力をいただくことも大変重要でございますので、今後ともよろしくお願

いしたいというように思っております。また、学校、保育園、地域包括支援センター、子

育て支援センターなど関係機関と連携し、住民の皆様の健康課題に適した活動を実施して

いきたいというように思っております。なおこの４月から役場西庁舎に保健センターが移

転をいたします。新しい施設を有効に利用しながら子どもから高齢者まで生涯にわたる健

康づくりの取り組みをしてまいりたいというように思っております。以上でございます。 
久保島議員     それではですね次の項目にまいりたいと思います。スポーツ振興計画はですね、町民の

皆さんがそれぞれ年齢や体力、目的に応じていつでもどこでも自分からスポーツに親しむ

ことができるように仕組みづくりや方向性を示したいというふうに述べられておりました。

そのためにですね町長のマニフェストの中にも高齢社会を支える健康と生きがいづくりの

対策の充実ということも挙げられております。高齢者の健康増進というためにですねスポ

ーツ振興という点もたぶん含まれているのではないかというふうに思いますけれども、こ

 - 30 - 

の辺の具体的な対策等ございましたらですねお伺いをしたいと思います。 
町  長       次のご質問は特にあの高齢者スポーツの取り組みでございまして、高齢者の健康を支え

るこの生きがい対策の充実の具体策ということでございます。ただいままでの質問は町民

全体のまあ健康づくりを通じての運動、取り組み事業というようなこともあったわけでご

ざいますけれども、特にあのまあ高齢者と申しますか高齢者の定義は６５歳以上というこ

とになっておりますが、まあもう少し年齢を上げたような見方もしてもよいかと思います

けれども、いわゆるまあこうした高齢者の方の地域における介護予防の拠点施設整備のた

めに、国のこの補助制度を使いまして各地域に様々なまあ介護空間事業を通じて高齢者の

支えあい拠点施設というものを建設をしてきたことはもうご承知のとおりでございまして、

この件につきましても大方まあ２３年度をもってひとまず終了と整備完了というような見

方をいたしておりますけれども、是非まあ今後はあのせっかく出来たこうした各地域の施

設を有効利用をいただいて、そのことがまあ健康教室であるとか若干のあの室内での高齢

者の方の小スポーツ等はできるかと思いますので、ご活用いただいてまた交流を深めて健

康づくりをしていっていただければというふうに期待をしておりますのでよろしくお願い

したいと思います。それから生涯学習センターが開催をしております寿学級がございます。

これをはじめとして高齢者が心身ともにその健康で生きがいを持って生活できるような各

種の講座というものを充実してまいります。あわせて若干の現場での運動機能的なことの

あれも出前講座も含めてこうした各種の講座の中にカリキュラムとして取り組んで職員対

応してまいりたいというふうに思いますので、この辺につきましてもご活用いただきたい

と思います。そしてまあ地域のあの高齢者の方々同士が交流を深めながら、やはりあのお

しゃべりをすることが非常にあの有効に言われております。それぞれの近況を語りあいな

がら、それから少し体を動かしながら、少しまたあの食事や副食も食べながらということ

の取り合わせの中で、ひとつこの施設の中にやっていくことも非常に高齢者の、何もグラ

ンドへ出たりゲートボールやそうしたあの屋外だけでなくてですね、それはそれで必要で

ありますけれども、こういうこともキメ細かくまあご活用いただくことがいいんではない

かというふうに思っております。それからそれぞれのまあ個性の中でまた取り組んでいた

だくことが必要でありますが、特にあの生きがいを持って社会と関わっていただくといつ

までも、そういうあの意識も大事でございますので、そのための仕組みの１つとして現在

あの伊南のこの駒ヶ根伊南シルバー人材センターというのがあるわけでございまして、こ

こらの中でも特に健康な方は引き続いてあの会員として加入して、様々なあのこの取り組

む作業の中で、まあ趣味っていいますか実益も兼ねてそれぞれの体づくりにも役立ってい

ただいておりますので、是非こちらの方も引き続いてご支援方入っていただいて一緒に活

動をお願いできたらというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。以上です。 
久保島議員     積極的にですねご支援をいただきたいというふうに思います。何分にもですねほったら

かしではどうしようもありませんので、出前講座も含めてある程度ですね手をかけていた

だくということが重要なんだろうというふうに思います。で、私はですねその高齢者のス

ポーツとしてマレットが非常に有効じゃないか適しているなあというふうに思うところで

あります。であのゲートボールはですねチーム戦ですので非常に精神的にも圧迫感がある

ということでございまして、まあマレットはあのそういう意味では個人戦ですので非常に

楽だと、ただしちょっと千人塚のマレットクラブの登録者数も減っているという状況でご
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ざいます。なぜ減っているかといろいろあるでしょうけれども、年会費の元が取れないよ

という方もいらっしゃる、それからコースがちょっと難しくてねっていう人もいらっしゃ

る、それから上位入賞する方は上級者がいてなかなかできないんで勝てないから面白くな

いよっていう方もいらっしゃる、いうようなことでこの辺をですね健康増進と結び付けて

いくためには多少ですねテコ入れをする必要があるんじゃないかというふうに思っていま

す。で、あのどうですかね６５歳以上の方には千人塚マレットゴルフ場の年間パスポート

みたいなものをプレゼントするというようなことにして底辺を広げる、それから町ではで

すねクラス別っていうのを設けたらどうだろうかと、スキーのバッヂテストみたいなもの

を考えているんですが、まあ３級、２級、１級、準指導員、指導員というような形でやっ

て、そのクラス別の大会にするとかというようなことをすればですねまあ勝てることもあ

るだろうと、まあそういうことによって目標もできるしルールとかマナーの向上にも役立

つというふうに思うところであります。まあ幸いあのクラブの運営についてはですね各競

技会等の皆さんが集まってやっていただいておりますので、そこに振興会議というなもの

で少し集まってですね良い振興策っていうのが出てきたらいいかなと、まあマレットゴル

フの発祥の地としてですねもう一度再振興というんですかね普及活動を図って、底辺拡大

して町民の健康増進っていうことに図っていったらどうかというふうに思いますけれども

その点はいかがでしょうか。 
教育長         それじゃ主にあのマレットゴルフを管理しております教育委員会の立場からお答えをし

たいというふうに思っております。あの町内のスポーツ団体におきましても、今お話のあ

りましたように高齢者の皆さんが中心となって様々なスポーツに取り組んでいる団体が数

団体あります。まああのお話ありましたようにゲートボール、それからあの有志で集まっ

た最近広がりつつあります囲碁ボールなどがあります。その中で今ご指摘がありましたマ

レットゴルフにつきましては、まああのスポーツ連絡協議会の中でマレットゴルフ部とい

うふうに明確に位置付けて、その皆さん方による活発な活動をしております。まああの大

会もですね例年あのファミリーマレットゴルフというふうに銘打って幅広い年代層、性別

を超えた大会を企画しておりますし、町民さわやかマレットゴルフ大会なども運営してお

ります。それから今お話がありましたように、今年度は更にですね満６５歳以上を対象と

した高齢者が活き活きと生きるために、まあ皆さんで集まってプレーと親睦、交流を図る

ということを目的に高齢者親睦マレットゴルフ大会を開催いたしました。まああのこのよ

うに高齢者を意識した取り組みもなされております。まあこのようにあの大会をですね特

化した大会運営など工夫して、まあ新たな内容を盛り込みながらマンネリ化しないような

あの大会、スポーツの広がりということを考えていきたいと思っておりますし、今、議員

からあのご提言のありましたまあ年間パスポート、バッヂテストというようなあのまあお

まけ付きとは言いませんけれども、工夫した内容も考えていきたいというふうに思ってお

ります。まあいずれにしましてもあの皆さんから会費をいただいておりますが、それは十

分いろんな運営それから施設の改善に還元しておりますので、教育委員会の主導というこ

とは申しませんけれども是非地域の町民の皆さんがふるって自分たちの力で多くの皆さん

が参加していただきたいということは願っているところであります。 
久保島議員     それでは４番目の話にまいりたいと思います。以前ですね私があのスポーツ振興財団を

提案いたしました。その際にですね教育長から総合型地域スポーツクラブ設立を視野に入
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れているんだという話がございまして、是非進めてほしいよという話をしました。昨年か

らですね飯島フットボールクラブの皆さんが中心となって飯島町総合地域スポーツクラブ

の設立というようなことを活動が始まりました。現在の進ちょく状況ですね、それから見

通し、認可されるのかどうかっていうことはどうなのかと、それからですねあの２番目３

番目はちょっと時間がありませんので一緒に言っちゃいますが、まあ伊那市で先進地で始

まっているんですが、かなりですね苦労したということがありまして、飯島でもですねか

なりそのバックアップをしないと難しいのかなあというふうに思います。それでその行政

としてですねどのように支援態勢をとっていくのかということをお伺いしたいところです。

それから最後にですねもしこれが認可されたとしてですね拠点となるところがどこか必要

だろうというふうに思いますね、そこでまあどこかを事務所にするのかそれとも教育委員

会生涯学習センターのところに位置付けるのか、その辺のところもどうなのかと、それか

らあのスポーツクラブですので体育施設、例えばグラウンドですとか体育館ですとかそう

いうのもですね、あの今、弓道場が弓道クラブに運営委託されているようにその体育館や

グラウンドもこれからはですね委託っていうこともそのスポーツクラブにですねしていっ

たらどうかなあというふうに思っているんですね。でまあそれには教育委員会それから生

涯学習センター、その総合スポーツクラブと今あるスポーツ団体とのですね住み分け、ど

こがどういうふうに担当していくのかっていうことがですねできていないとうまくいかな

いかなというふうに思うんですね。伊那市の場合ですとその文化事業までやってますよね。

そこまでそのスポーツクラブ飯島ＦＣの皆さんにお願いをするのかどうか、その辺も含め

てですね今後の対応についてお答えをいただきたいと思います。 
教育長         それではあのご質問のありました地域総合型スポーツクラブの支援体制、今後のあり方、

それから施設管理を含めて３点まとめてお答えをしたいというふうに思っております。総

合型地域スポーツクラブの設立については以前はかなりハードルが高くてですね、マネジ

ャーを置かなくてはならない、運営は年間どのくらい何日以上やらなくてはならないとい

うかなり厳しい制約があったところであります。今お話のありました伊那市の総合型スポ

ーツクラブの設立についてはかつて私も関わったことがありますので、その大変な内容は

承知をしているところであります。まあその後あのそのそうしたハードルがかなり緩和さ

れまして、内容も改善されたといいますかそれぞれの市町村に合った運営が認められるよ

うになったということから、飯島町でも今後設立に向けてということで今年度の４月から

ですね、まあ仮の名前ではありますけれども、飯島町総合型地域スポーツクラブとして来

年度の末にその設立を目指して、飯島町サッカークラブを中心に準備委員会、運営委員会

を立ち上げて事業を推移をしてまいりました。これまで各種教室等の他地区のですねスポ

ーツ教室の開催あるいは先進地の視察、それから上部団体の講習会等にも関係の職員ある

いはあのクラブの皆さんに参加していただきました。これはあのいずれにしても設立に向

けての準備であります。で、１月の末には議員もご出席いただいたというふうに聞いてお

りますけれども、先進地のスポーツクラブのクラブマネジャーから講演会をいただきまし

て、今後のスポーツ環境の整備を図っていくため講演会を開いたところであります。まだ

まだあの飯島町に合ったスポーツクラブのあり方というのは手探りで進めているところで

ありますので、幾つかの課題があろうかというふうに思っております。支援体制について

でありますけれども、こうした経過を踏まえて今申し上げたように会議の出席等を行った
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りしているわけですけれども、今年度はですね保育園児を対象とした幼児サッカークリニ

ックというような事業を調整して行いましたし、あの小学生を対象とした水泳教室には資

格を持った担当職員がおりますのでそれに出向いて指導した、支援を行ったというところ

であります。まあいずれにしましてもあの教育委員会が主導していくということにある程

度今までのその他市町村の様子を見ますと、なかなか限界があると、やっぱり職員もいつ

までも関わっているわけではない、異動もあるということからやはりあの性格上スポーツ

クラブが主体となって皆さんの力で運営していくという、そういう方向でないとなかなか

立ちゆかないという例が報告ありますので、いずれにしましてもそういうスタンスで今後

取り組んでいきたいというふうに思っております。それから３点目の施設の管理運営につ

いてはということでございますけれども、まあ委託に関しては契約等結んではおりません

けれども、まああの今までのスポーツ連絡協議会の所属団体に管理を運営していただいて

おりますし、利用団体で多く利用しているスポーツ団体には、例えば田切野球場について

は管理をお願いしているというころもあります。あの今後スポーツクラブの設立について

一括してという考えもありますけれども、なかなか一元化するというのは相当な負担がか

かるのではないかなというふうに思っております。まあ難しい面もありますのでまあ地域

総合型スポーツクラブが設立した折には、まあその皆さんにはある程度使用を多くする施

設については管理をお願いしていこうかなというふうに、まあ一挙に全てを変えるという

のはなかなか難しいところもありますので、暫定的にじゃあここのところはクラブの皆さ

んに管理をお願いするというふうな方向は考えております。 
久保島議員     かなりですねあの飯島ＦＣの皆さんはやる気で頑張っておりますので、是非ですねご支

援をお願いしたいというふうに思います。体育施設につきましてもですね任せれば必ずで

きるだろうというふうに思いますので、是非取り組みをお願いしたいというふうに思いま

す。であの委託っていうのはですね、どうも今までの考え方でいきますと段階的に要する

にまあレベル的なもので委託をしていくっていうことが多いんでしょうが、事業的にスパ

ーンとですねもう上げてしまいますよっていうふうな分割の仕方もあるので、その常に職

員のですねいつも手が掛かっていて、しかも委託はしているんだけどその管理はしなきゃ

ならないというようなことではなくて、もう頭から全部お願いしちゃうというふうなやり

方にして、職員の手を掛けないような方法が望まれていくんじゃないかというふうに思い

ます。是非ともですねこの高齢者スポーツも組織化、地域総合型スポーツもですね是非進

行してですね、町民が健康で暮らせていけるようにというふうに思いまして質問を終わら

せていただきます。どうもありがとうございました。 
 
議  長    ここで昼食のため休憩をとります。再開時刻を午後１時３０分といたします。休憩。 
 
          午前１２時００分 休憩 
          午後 １時３０分 再開 
 
議  長    休憩を解き会議を再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。 

１１番 平沢 晃 議員 
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平沢議員       初めに、間もなく東日本大震災から一年を迎えようとしております。大震災とその後の

東京電力福島第一原子力発電所の事故は全世界に大きな衝撃を与えております。大津波に

より死者１５，８５４人、行方不明者３，２７１人の多数の尊い生命が失われ、人家のみ

ならず道路、鉄道、港湾設備などあらゆる社会基盤が破壊され、今も国民生活また経済活

動に大きな影を落としております。改めて被害なさった皆様にお見舞いとお亡くなりにな

られました方々にご冥福をお祈り申し上げます。今後の日本経済、社会はどうあるべきか、

野田政権は混迷の繰り返しで、未だに進まぬ復旧・復興に向け一日も早い本格的な安定し

た生活ができるように強く願うところでございます。 
               それでは通告に従いまして以下私は大きく２点について質問を行います。平成２４年度

飯島町当初予算案がまとまりました。町長の施政方針では特にまちづくりを重点とした住

民参加を強調しており、住民に求められる的確な成果が出せるか以下４点について質問を

行います。２つ目としては平成１８年に改正された教育基本法にある、わが国の伝統文化

を尊重するという目標に沿って改正された学習指導要領に基づいて武道が位置付けられ、

平成２４年、今年の４月から中学１年生と２年生の体育の授業で武道が必修となることか

ら、その対策について以下５点について教育長にそれぞれお伺いいたしますので、率直な

ご答弁をお願い申し上げます。 
        最初に厳しい財政情勢や人口減少などにより自主財源の確保は依然として厳しい状況に

あります。このような中にあって、平成２４年度予算案は住民参加と協働のまちづくりの

推進を基本方針として、特に定住促進や安全安心なまちづくりに重点を置いて、まあ町長

のマニフェストに掲げた「活力と安心への挑戦」の年で、１期、２期目で蒔いた種をしっ

かり育てて、その成果を１つずつ検証する年であると私は信じております。そこで依存財

源が大半を占める当町の財政は楽観できないと認めざるを得ませんが、町民の皆様の第５

次総合計画の実施計画に基づいた要望に応える予算編成が出来たかと町長はお思いになっ

ているか先ず最初に所信をお伺いいたします。 
町   長       それでは平沢議員から新年度の予算編成を通して、この求められる確かな成果というこ

とで、町民の要望に応えることが出来たかどうかということでございます。お話にござい

ましたように町の財政は決してあの楽観できないわけでございまして、また楽観をしてい

るわけでもないことは一昨日の新年度予算提案の中で縷々申し上げたとおりでございまし

て、大変厳しい状況にあるという認識は同じかと思います。町の財政状況はお話にもござ

いましたが、税収入が歳入全体の４分の１に止まるということなどで、自主財源の確保と

いうものが大変厳しい状況が続いているということはもう明らかでございます。一方また

歳出の面におきましても社会保障費の自然増など財政をまあ言ってみれば硬直化させるひ

とつの原因が多々存在をしておることも事実でございます。更にまた危機的な国家財政、

なかなか不況から脱却できない日本の経済の状況を見ましても、これからの経済運営経営

というものは大変厳しいというふうに判断をいたしております。このような中で私も３期

目の目指したこのいろいろと考えを巡らすこの中で、多くの方々と接しをし、様々なご要

望やご意見をいただく機会を得まして心を新たにして就任をさせていただき、それから新

年度の予算編成に臨んだところでございます。平成２４年度は私の３期目として最初の予

算編成となりましたので、こうして多くの皆様からいただいたご意見等を念頭に入れなが

ら編成を行ったところでございます。しかしまあ財政状況は厳しい折でございまして、全
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ての要望等をお応えできるという予算編成は大変難しいものもあったわけでありますが、

その中でもいくつかの新規の取り組みや予算の増額を確保するなどして精いっぱい町民の

皆様の立場に立った予算編成に努めてきたというふうに思っておるところでございます。

併せてこれからの町の発展を目指した事業にも取り組んでまいらなければなりませんので、

これらのバランスを考慮に入れながらお話にございました住民参加と協働のまちづくりの

推進、町民の暮らしを守る施策、そして人口増活性化施策の推進という、これらのことを

編成の基本方針として編成をしてお示しした予算内容になっておるということを是非ご理

解いただきたいというふうに思います。 
平沢議員       ただいま基本構想にあるこの町の将来像、まあそれを目指して一歩ずつ前へ進めて成果

を出して、行財政も着実に推進するというようなお言葉をいただきましたが、財政問題に

対してはもうちょっと後段の方でもう少しやらしていただきますので、次の項目に移って

まいります。次に人口増活性化対策としてのあの再三私申しておりますが、この婚活の大

事さについてちょっと町長の意見を聞きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

この婚活の取り組みについて先ずお伺いいたします。第５次総合計画の定住を促進する施

策、これはまあ最重要施策として謳われております。その中に若者定住化住宅補助金、そ

れから住宅リフォーム補助金、企業誘致費、Ｕ・Ｉ・Ｊターンの推進等が今年の大きな重

要施策として謳われております。それですが何か私はこの何か片手落ちの感じをぬぐいき

れません。何故ならばこの今この人口は本当に激減の一途をたどっておりますので、これ

はどこの市町村でもこの人口増活性化対策はまあ躍起になって取り組んでいる政策の１つ

であります。従ってこの飯島の町、この町うちから人口を確保するもうこの時期が完全に

きていると私は思っております。そこでこの人口増活性化対策にしてまあ当町の取り組ん

でいる定住促進室がまあ去年設立したわけでございますが、これとまあ同等のとは言いま

せんが、このような問題を対応する婚活対策室といいますか、このような部所がこの庁内

にあってもいいんじゃないかと私は思って町長の考えをお伺いしたいと思います。 
町  長        人口増活性化対策としての１つの考え方として婚活の取り組みということでございます。

大変まああのなかなか難しい問題であるわけでございますけれども、とにかく良き伴侶、

カップルが誕生して子どもが生まれる、そして子育てが始まる、町には子ども達の元気な

声が響き渡ると、これは大変まあ賑やかで元気な町ともうイメージとしてもだれもがイメ

ージする素晴らしい明るい姿であろうというふうに私も思います。しかしながら近年は独

身の男性や女性が増加をいたしてきておりまして、結婚活動いわゆる婚活といった造語ま

でが誕生するような状況にあるわけでございますけれども、それぞれの家庭の事情も、そ

れからそれぞれの個々の異なる価値観やまあ人生観といったものがあるわけでございまし

て、なかなかこの異性の中から生涯の伴侶を求めていくということが大変さがあるんだな

というふうにも思うわけでございますけれども、まあしかしこのなぜ結婚をしないのかと

いうようなことにまあなっていくわけでございます。そしてまたその対応を本人当事者の

みならず、やっぱりこれからは地域としてあるいはまた行政の一部としても捉えていく必

要があると、このことはまあ取りも直さずひとつの活気のあるまちづくり、それから生涯

持続可能なこのまちづくりにもどうしても欠かせない考え方ではないかというふうに思っ

ております。そこでまああのこれまでもいろんな面であのそうした取り組みをしてきてお

るわけでございますけれども、１つにはその結婚に向けた出会いの機会の創出の場として、
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社会福祉協議会にまあ中心となっていただいております結婚相談所の開設、それからＪＡ

上伊那さんでは結婚相談活動というものもまあ実際にやっていただいておると、それから

最近はあの特に民間主催で町の中にもまあそうしたことが見受けられるわけでありますが、

この婚活のパーティーといったようなこと、それからティーパーティー、茶会、お茶飲み

会みたいなことを通じて、こうしたことが行われるようになりまして、お聞きしますと若

干その成果が出てきておるというふうにも言われておりまして、しかしながらまあ全体的

にはこの結婚に至った数はまだまだ少ないというふうなことでございます。そこでまあ多

くのこの出会いを場面を創出する中で、広範囲からまあその参加を求めて、まああまり肩

張らずして気楽なこの気さくな機会で何かこう参加をして、そこから１つの結果が見い出

してくるというようなことがこれからのひとつの大切な考え方であろうというふうに思う

わけでございます。それで先ほど申し上げましたように具体的に今町内では民間のある事

業の方がそうしたことに目を向けまして、実際にあの取り組んでいただいて、大変あのイ

ンパクトがあるというようなこともお聞きしておりますので、そんなことを含めたまあ行

政の対応の問題、それからあの過日今年度の上伊那広域連合の広域観光というこのステー

ジの中でＪＲ東海さんがまあ提携をして、郡内のいくつかのまあ市町村がこれにまあ参加

の意向を示しながら、飯田線あるいは中央東線、それから一部にはあの名古屋の方からの

また乗り入れというようなことで、このふれあい婚活列車というものをまあ計画をしたい

という発表計画がございました。それであの町といたしましてもこれは非常にあの先ほど

申し上げましたように、あの町はいろいろあの秋のさわやかウォークに関連してのＪＲ東

海さんとのこの取り組みもありますけれども、特にあのそうした趣旨が婚活という１つの

テーマをその列車に付けるということであるかどうかちょっとまだわかりませんけれども、

趣旨はそういうことのようでありますので、是非ひとつ飯島町としてもこれに社協等とも

相談をしながら参画するような方向で検討してまいりたいというふうに思っております。

どういうふうに行政の役割がそこへ介入していくかどうかちょっとまだこれから関係町村

と協議してまいりたいと思っておりますけれども、いずれにいたしましても、あのまあそ

うしたことは新しい今の若者向けするようなひとつの考え方ではないかというもので期待

をいたしております。それでこれまでのようにあの型にはまったお見合い的っていっちゃ

あ失礼でありますけれども、そうした場面でなくて本当に気楽な気さくなこの場面を創出

しながら、またそこにはグルメ志向といったようなことも取り入れながらやっていくとい

うのが今のこの気流の流れに合ったというふうに言われておりますので、そうしたことも

含めながらあの町も定住促進協議会というようなことも１つの人口増活性化に向けての取

り組みをしていただいておりますので、ここともまあ連携をしながら今後少しあの私のマ

ニフェストにも項目として入れてありますけれども、やはりあの婚活というものをしっか

りやっていかにゃいけんという考え方でおりますのでご理解をいただきたいと思います。 
平沢議員       答弁をいただきまして、私の理念と方向が共通する点がありますので、もう少し突っ込

んでお話を聞きたいと思います。この婚活問題は本町のみならずこれは全国的な問題とし

て大きな悩みであります。まあ最近は経済的に自立ができることから結婚を希望しない女

性も増加の傾向にあるともお聞きをしております。まあ結婚というのはまあ極めて個人的

な問題であるので、まあこれは町長以前私が質問したときにまあ行政にはなじまないとい

うようなことも申しておりましたが、まあ今日の意見の中ではまあだいぶ前進したかなあ
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というふうにお聞きをしておりますが、この問題についてはまあ行政では限界があるとか、

人の心を扱う問題はこれは行政にはなじまないんだといったような意見も確かにありまし

た。しかしこの次代を担う若者が住みやすい町づくりを進めることは、これは私は行政の

責任であると理解をしております。それでこの人口増の根底はやっぱし結婚をしてもらう、

そういう環境づくりを行政が行うことに尽きると確信をしております。それでこの婚活問

題は従来も、先ほど社協と言ってましたけれども、これは無策であったとは私は申してお

りません。この本町ではやっぱり先程申したとおり社会福祉協議会にこの結婚相談窓口を

設置して対応していることも私は認識しております。しかしその結果はまあ今一だともお

聞きをしております。それでまあ先ほど町長もちょっと見直すようなちょっとニュアンス

のことも言いましたが、私もこの今後の従来通りのままで社協にお願いをしておいていい

のかという問題であります。それでこの充実改質をするためには町長どんなお考えかとい

うこと、それからまあこの問題は本当に奥の深い問題でありますので、ここで私と町長と

水掛け論をしておっても始まりません。それでひとつ私はご提案を申し上げておきたいと

思いますが、この各市町村ごとの取り組みにはもう限界があります。それで先程もＪＡと

かあるいはその個人の結婚相談所もかなり活躍しておりますが、やっぱし私は根本的にこ

の町の人口の固定化を考えるならば、やはりこの結婚適齢期の皆様の意識改革、それから

家族の皆さん、町民、あるいはそういう方々たちの意識改革を促す、この手法は行政とし

て考えなければならない問題であると思います。それでちょっと先ほど広域的な話も出ま

したので、私も一応提案はこのやっぱし伊南行政組合、この範囲ぐらいで広域的に情報交

換またはイベントを企画し、この交流の場を提供する。まあいろいろマスコミあたりなん

かその農村と都市の交流っていうような形の中でかなりイベントの取り組みが報道されて

おりますが、まあそういうことまで併せても要素にはあるわけですが、新たなですねこの

飯島バージョンの新たなこの町コンとかあるいは合コン、この対策組織を立ち上げて、ま

あ伊南行政範囲内でこういうことが情報交換できるっていったような、そのようなご提案

を申し上げて町長の意見を聞きたいと思いますが、その社協の関係の充実改質の考えと今

の問題を併せて２問ご答弁いただきたいと思います。 
町  長        まああのいろいろと今までも町も社会福祉協議会に委託をするような考え方の中でまあ

連携をしてやってまいりましたけれども、なかなかまあ思うような結果が得られなかった

と、ただあの１つのそうした考え方は飯島町全体として社会福祉協議会の考え方も入れて

取り組んでいくことはこれからも必要であろうということで、連携はしてまいりたいとい

うふうに思っておりますが、少しあの今までの手法と変えていかないとどうもこれはもう

１８０度変えた形でないとうまくいかんというふうなことも感じてまいりましたので、ど

うまあ仕掛け作りをしていくかという形になります。決してあの今までのこのお見合い的

な行政の持ち掛けるような形でなくて、自然体のような形の中でこの肩の張らないうまい

仕掛けができないものかというようなことで、過日そうした新しい取り組みについても定

住促進人口増プロジェクトの中で指示をいたしまして、具体的にはあの産業振興課定住促

進室になりますけれども、ここでひとつ他の町村と連携をしてしっかりまあ取り組んで考

えるようにということを指示をいたしておりますので、今ここでどういう形でというよう

なことのちょっと具体的にはまだまとまりませんけれども、そうしたさっきちょっと申し

上げましたような婚活の列車運行等のような機会も活用しながら、その仕掛けていく、仕
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掛けていくというかまあ取り組んでいく方策を詰めて、必ず実践をしていきたいというふ

うに思っております。 
平沢議員       ただいま本当に前向きなご答弁をいただきまして本当何か私も希望が甦ってきたような

気がいたしております。あの、ちなみに先ほどちょっと広域的な問題もありました。広域

観光の問題もありましたが、県のこのサポート事業がこれが県で拡大しております。県行

政による登録制の出会いサポート事業、これに全国で３０県以上がまあ実施しておるとい

うようなこともお聞きしております。それでこの市町村や各諸団体の活動を支援して広域

の情報発信も行っているとのことでありますので、まあ本町としては町長の先ほどの前向

きな意見の中で、まあ先進的に他町村より先に取り組むよう提言して次の問題に行きたい

と思います。 
               先ほどちょっと申した今度はまた財政問題に戻りますが、財政健全化に向けてのこの長

期展望についてちょっとお伺いをしたいと思います。まあちょうどこの予算時期でござい

ますので、本町の財政状況は先程も申したとおり楽観は許されません。今年度の予算案も、

まああの昨日いただいた実質公債費比率１３．４％、それから将来負担比率が７３．９％

と、まあ数字的には健全レベルとまだ判断されております。しかし平成２２年度２３年度

はこの国の臨時交付金や地方交付税の追加交付などにより、まあ各種事業に取り組むこと

ができました。が、今後はこの国の最優先課題であるこの東日本の問題ですね、この大震

災からの復興のために今までのような交付金は期待できないと思います。また税収入にし

てもまあ依然としてまあ厳しいこの経済情勢から増額はこれは難しい状態がしばらく続く

んではなかろうかと思われます。歳出を見ましても前段でまあ同僚議員の質問にもありま

したように、この社会福祉費の自然増などはこれはまあ抑制することができない経費の増

額が見込まれております。それから社会福祉費もこれは自然増を見込まれ、これの投資的

経費に充てる十分な財源確保は非常に厳しい状況にあるとまあ推測いたしております。従

ってこの堅実な財政見通しの上に立って町政運営をしなければならないとまあ私懸念する

ところでございます。そこで町としてこの財政健全化に向けた長期展望についてどのよう

に考えているか町長の所信をお伺いしたいと思います。 
町  長       町の今置かれております財政事情、それから将来展望に向けてのこの健全化に向けての

基本的な考え方でございます。お話にもございましたけれども、町では一にも二にもこれ

は財政の健全化ということを主眼におきまして、行財政改革プランに基づきまして事務・

事業の見直しや経常経費の削減などに取り組んでまいりました。そういうまあ足元の部分

とそれからまた町に活力を与えるような施策、これは当然あの予算とも絡んでまいります

けれども、そういうことをうまくまあどうコントロールをして健全財政に結び付けていく

かということが、住民要望と相まって大変まあ難しいことではありますけれども実践をし

ていかなきゃならないということであります。そこであの第５次総合計画では実質公債費

比率１８％、これはひとつの基準でございますので何としてもこれはまあ守っていかなけ

ればならないんですけれども、若干あの有利な財源を得ての弾力的なものについては取り

入れていく必要もあるというふうに思っておりますし、それから財政調整基金の問題も予

算の説明の折りにも議論が出ましたけれども、一応目途としては 700,000,000 円造成とい

う形で今少しそれを上回っていきますので、今度の震災等の対応を見ますとやっぱりでき

るだけ更なる積み増しも現実的には必要ではないかというふうにおります。いずれにして
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もこれはあの目標の指標に向かって確実に維持していきたいというふうに思っております。

常にこうした目的意識を持って財政運営を進めてまいります。それからもう１つ、今あの

東日本の大震災他災害復興に今後何年か非常にあの国の財源がそちらの方へシフトされる

ということで、厳しい状況が他の地方には回ってくるというようなことで、基本的な認識

はその通りだというふうに思います。まああのただ現実問題として今年度の予算編成の折

りにもそうでございましたけれども、地方６団体全国の並べてこれはあのそれとこれとは

全然別次元の問題であって、震災復興約１８兆円ぐらいの巨額を投資して行くわけでござ

いまして、これはまあ粗方この起債、借金でございます。まあ復興債とかいろいろあるわ

けでございますけれども、そのことをもって地方にこの財政運営の支障があってはならな

いというまあ強い要望を、特にあの全国町村会、これはあの会長は長野県の川上村の藤原

会長でありますけれども、私どもも一緒になって要望してまいりました。お陰様でまあ何

とか交付税、臨時財政対策債等の抱き合わせの中では維持できるだろうということでござ

いますが、これもまあ数年先のことまではどうも予断を許さない面もあろうかと思います

が、常にあのそれとこれとは別であるということを私どもは主張を今後ともしてまいりた

いというふうに思っております。それでいくつかの指標についての考え方もご質問ござい

ましたので、総務課長の方から基本的な指標の部分の今後の見通しの考え方について補足

をさせていただきたいと思います。 
総務課長       それではあの平沢議員のあのまあこれから財政健全化に向けた展望について、２つの数

字を使いながらご説明を申し上げたいと思います。先ずあの実質公債費比率、これはあの

まあ支払っていくお金の中で借金返済に充てる部分これの割合になりますが、これまであ

の今までの議論の中でもご承知置きいただいておりますとおり、計画的に繰上償還、利率

の高いものをこう繰上げて償還をしてまいったり、あるいはあの１つの考え方として毎年

度払っていくお金よりも、新たに起こす借入のお金の額を低くするというような考え方の

中でずっと運営をしてまいりました。その結果、現段階で実施計画はあの３カ年間の財政

計画を行うんですが、更にその２年先まで５カ年で実施計画・財政計画立ってきますが、

そこまでに計画に組み込んだ事業を実施していっても１６％くらいの中で、いわゆる制限

の１８％を下回った運営ができていくんではないか、またそういうふうにしていきたいと

いうことで進めてございます。またあの一方財政調整基金、これは困った時にそれを取り

崩して運営に充てていくという性格の基金でございますが、これにつきましてはあの過日

あの議会の冒頭で３月の補正予算でお認めいただいた積み増しの部分、また只今ご審議を

いただいております新年度予算において一部取り崩すといった計画がお認めをいただいた

今段階の前提でいきますと、２４年度の年度末におきましては 760,000,000 円ほどになる

という計画でございまして、先ほど町長の答弁の通り、総合計画で位置付けた目標につい

ては達成をできていくというふうに考えております。しかしながらあの町長と一部重複い

たしますが、この後に緊急防災減災事業といいまして一旦は借入はするんですが、その後

あの例えば借り入れた８割、元利含めて国の方で財政補てん支援をしていただけるという

有利な制度があのございます。これはあの実施計画の中で組み込んでいる事業について、

そういった制度の中へ組み込みが認めていただければ、この計画を超えた実質公債費比率

上昇したとしても町にとっては大変財政的に有利になりますので、これについては利用し

ていきたいといった一部不確定な内容もございますが、まあそういったものは積極的に活
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用して町内の事業を起こしてまいりたいというふうには考えてございます。またあの今後

ですね議員ご指摘の通りあの自然増、年々増加してくる社会保障費だとか、またあのこれ

からあの下水道関係事業の償還のピークを迎えていくわけでございますが、そういった起

債償還の負担の部分、また上伊那広域連合では大きなあのゴミ処理施設の建設を現在計画

しているなど、今の段階では額がまだ不確定な要素でしかも多額を要するといったような

支出っていうものもこれから織こんでいかなければならないこういった事情、それからあ

の財政調整基金は確かに基本構想の数字としては目標値に達しておりますが、過日の大震

災、この時の状況を見ておりますと、やっぱり震災後の住民の生活支援、こういったもの

ではすぐ現金が必要となってまいります。そうしますとそういったことを想定するとこの

760,000,000 円の基金残高がそれで十分かどうかっていうと、そういった経費も更に織り

込んだ積み増しを進めていかなければならない、そういったような考え方でもって進めて

参っております。いずれにいたしましても先ほど町長の答弁のとおり、自主財源、税であ

りますとか自主的な財源の増についてもこれから鋭意努力をする中で、町民の皆さんに福

祉を後退させることのないような安定した行政運営、そのための基盤となる財政計画、こ

ういったもので努力をしてまいるつもりでございますのでよろしくお願いいたします。 
平沢議員       ただいまご答弁をいただきました。ちょうど今起債、基金の問題が出ました。まあ事業

の取り組みによってはまあいろいろの形の中で償還のピークも変わってくると思います。

しかしこの社会医療費等や扶助費や国民健康保険などの給付費も非常に増加だというよう

に、先だってお聞きをしております。従ってこの中長期的な展望に立った計画的な財政運

営を行うためにも、先程申した起債や基金、この適正管理をまあ積極的に進めるように要

望をして次に進みます。 
               今度は事業評価の仕組みのあり方についてお伺いいたします。まあ本町の行財政運営は

まあ前期基本計画と行財政改革プランを基本として進められていることは私も認識をして

おります。問われるのはこの予算案に盛った事業の成果を確実に得ることだと思います。

そのためにもこの町民の声を十分に生かせるこの事業評価、この仕組みを築くことが何よ

りも大切な時だと私は思います。まあ先日の説明ではまあ人事評価制度も行政評価制度も

まあまだ道半ばだというようにお聞きしております。それでこのまあ事業評価の取り組み

についてもちょっとひとつお聞きをしたいと思いますが、もう１点、この社会情勢やこの

国の財政状況によっては町税や地方交付税が変動することが考えられます。まあ従ってこ

の毎年度、今年のような予算案が組めるとは一重には言い切れません。だからこそこの単

年度毎に事業の効率を高めていくことが欠かせません。達成目標を明確にしてこれまで以

上に厳しく評価していく必要があると思われます。先ほどの同僚の質疑にありましたよう

にプロジェクトを４つに分けてといったようなこともお聞きしておりますが、この町が提

案してこの議会が認めたこの事業の途中経過、これを積極的に目配りして審査する、この

ような事業評価の抜本的な見直しの考えがあるかどうかをお聞きしたいと思いますが。 
町  長       事業評価の仕組みのあり方についてでございますが、この事業評価制度の導入の背景に

つきましては、計画策定や予算確保に今まで重きが置かれがちなこの企画偏重行政への反

省があるということでございまして、今後の事業評価の導入にあたりましては企画から実

施、評価、改善と、この一連の先の質問にも出ておりますけれども、ＰＤＣＡのマネージ

メントサイクルこの確立を進めるところに意義があるということでございまして、これは
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当然のことながらこの内容をもって町民の皆さん方に知らしめて、明らかにしていかなき

ゃならないというひとつの位置付けがあるわけでございます。で、特にまあ効果的な効率

的な行政経営、それから成果重視のこの行政運営の問題、それから透明性の高い行政運営、

これを目標に２４年度から事業評価を本格実施していくということで申し上げておるわけ

でございまして、この本格実施につきましてもそれ以降必要に応じてこれは見直しという

ものは常に図っていかなきゃならんという位置付けでございます。実施にあたっての具体

的な内容につきましては総務課長の方から申し上げたいと思います。 
総務課長       あのこれまであの試行を重ねてまいりました。でその試行の中でちょっと出た反省はこ

ういうふうなことがありました。あのなかなかあのやっぱり良い評価を作ろうということ

にウエイトを置きますと、その評価書をつくるためのエネルギーがものすごいボリューム

がいるということ。で、従いましてこの４月から施行するものにつきましては極めてシン

プルな内容にいたしました。それでまたあの職員も今ここに目の前にある仕事をして、一

旦頭をリセットしてからその評価事務に入るとものすごく大きなエネルギーが掛かるんで

すが、あの先ほど町長申し上げましたとおり行政報告書っていうのは１年の自分の仕事を

振り返る時期なんです。いくらお金を使いどの事業をどういうふうに行ったがというのを

行政報告書として作り上げるわけなんですが、そのこと、まさしくもう振返りなんですね。

そのタイミングでさあその仕事はどうだったかということを評価しますと極めてエネルギ

ーを使わずに率直で良い評価ができると、こういう考え方の中で行政報告書これは全事業

を記載してございます。従いまして評価も今までのように幾つか選んでやっていくという

方式ではなくて、全てひとつの事務事業の行政報告を作成したらその直後にもうその評価

をするんだと、先ず自分でしてみる、それを係で行う、課で行って、最終的には全庁で庁

議的な考え方の中でそれを評価してといったようなことの中で、先ずその過程を通ります

と自分で１回振り返って評価をする、人と話をしながらこの評価どうなんだろうという会

話を持つ、こういう繰り返しになりますので、人を育てるという意味あい、あのうちの人

材育成の方針にも沿うということの中で、いわゆる職員の能力評価ともう１つ側にありま

す実績評価、この実績の部分も併せてそこでできるという合理性を持たせたいというふう

に考えてございます。で、先ずあの今度はそれで行った評価っていうものはそこで止まっ

てしまったらもう意味のないものになります。今度はその評価したものを９月の時点で議

員の皆様に評価した結果をお示しをし、直後にもう実施計画に入ります。次の年度を展望

してまた５カ年に入ります。そうするとその評価を終えたその意識と情報を持って実施計

画に入っていくわけでございますので、必ずこれが生きた形としてまたつながっていくと

いう、先ほど町長の申し上げましたＰＤＣＡのサイクルがここで完成するという見方をし

てございます。従いましてちょっと従来試行を重ねてきたやり方とは違いますが、そうい

った方向で行政評価システムを構築し施行してまいります。この後は２４年度中にもうそ

の内容はすべて町民の皆様に公表さしていただきます。そうすると町民の皆様からいろん

なご意見も賜ると思いますので、もうこの評価システムは完成版ではなくてその評価、町

民の皆様からいただいたご意見によりまた一歩進めた、いわゆるシステムアップしていく

ような形の行政評価というふうにしたいと思います。またそこでは指標を持ち込んだ方が

より明確に目標を持てるし、実績の評価もできる事業があれば数値化をした指標をそこへ

目標として設定をこの後にしてまいりたい。またその先には長期の計画やなんかに反映さ
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せるための住民の皆様、外部の皆さんからの評価っていう考え方もこの２４年度以降展望

してまいっていきたいというふうに考えてございます。 
平沢議員       縷々ご答弁いただきました。まあこれは大事な問題でありますので慎重にまあ抜本的な

見直しっていうか、まあこれからでありますからしっかり考えていってもらいたい問題だ

と思っておりますのでよろしくお願いいたします。ちょっと時間が押していますのでこの

ぐらいにしておいて次にまいります。 
               まあ次に教育基本法を受けてこの中学１年生と２年生の体育の授業で武道が必修になり

ます。これにあたりこの柔道の指導体制と事故防止、また安全対策について質問を行いま

す。最初にゆとり教育からの転換を図る新学習指導要領が中学校で完全実施になるこの４

月を控え、中学１・２年生の体育の授業で武道が必修となり、年間まあ１０時間ほどが割

り当てられる見込みで、まあ柔道、剣道、相撲から選ぶ形になるとまあ理解をしておりま

す。改正された教育基本法を受けての措置ということで必修化に復古的な色合いを感じて

おる人もいるかもしれませんが、特定の価値観の押し付けはまあ戦後隠しつつ子ども達の

学習の幅が広がる良いきっかけになればと私は思っております。この日本の伝統的なスポ

ーツの魅力に触れたり、礼儀から始まり礼儀で終わる、また裸足で運動をするこの心地よ

さを知る良い機会になるとも考えておりますが、教育の現在の現状を踏まえてどのような

方策で臨むお考えか教育長の所信をお伺いいたします。併せてこのいま３点、柔道、剣道、

相撲、この形からと言いましたが、飯島中学ではこの取り組みについてどう取り組んでい

くのかも併せてご質問いたします。 
教育長         それでは平沢議員のご質問にお答えをしたいというふうに思います。今お話にありまし

たように、平成１８年に教育基本法が改正されて、翌年、学校教育法を含めていわゆる教

育三法、それから関係の諸法令が改正されまして、平成２０年に今年度から完全実施と小

学校では完全実施となりました学習指導要領が改訂され、平成２４年この４月から中学校

にも完全実施ということになります。まあ教育基本法の中にあります第２条第５項におい

てまあ日本の伝統文化を尊重するということが述べられておりまして、その理念をまあ学

習指導要領に盛り込まれたわけでありますが、体育に限らず国語それから社会、その他の

関係の教科において日本の伝統文化を学ぶ内容が盛り込まれて、その取り扱いをするよう

にということが示されております。中学の体育科ではご指摘のように新たに武道が加わり

ましたけれども、中学校ではまあ学習指導要領に示されました内容に従いましてまあ体育

科で武道を必修していくことになっております。飯島中学校では柔道、剣道、相撲の中か

らどれを選ぶかということでありますが、これまで飯島中学校では選択体育という中で剣

道を取り上げて、もう既に１０年ほど子ども達は選択の中で扱ってきております。武道の

内容や特性を考慮してまああの剣道を導入してきたわけですけれども、これまでその１０

年の指導の内容、ノウハウを蓄積してまいりましたので、来年度からの完全実施に基づく

体育の授業、まあ年間体育は１０５時間、その内今お話がありましたように武道は１０時

間あるわけですが、だいたい２学期の終わりから翌年の１月にかけて設定しているようで

ありますけれども、剣道を子ども達は必修するということで現在進めております。 
平沢議員       詳細なご答弁をいただきまして、まあ飯島では剣道を取り組むということでもう１０年

来取り組んでいるということでございますが、平成２４年度でですね当初予算案にこの新

たな取り組みとしての予算計上が見当たりません。まあ施設の改修とか備品の整備はどう
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進めるおつもりか。まあちなみに剣道用具ちょっとお聞きしましたところ一式、まあこれ

は胴着と胴、籠手、竹刀で約 60,000 円、柔道着は中学生用がまあ１着 10,000 円ぐらいと

お聞きしております。まあ飯中にはまあどれぐらいの用具がお持ちであるのか。と合わせ

て心配されるのはこれは授業中の怪我です。特に柔道は重大な事故が起きているリスクが

非常に大きい。まあこれは他の武道にも共通の問題があります。指導者や管理者の過失を

問う訴訟が相次いでおりまして、皆さんも新聞紙上でご存じの通り松本市、横浜市あたり

でまあ柔道練習中の事故をめぐる裁判で教諭の過失が認められる事件がありました。まあ

先日２８日の県会一般質問でもこの全国で子どもの重大事故が相次いでいる柔道に対して

は、県教委は一部の投技は中学校１年では教えないっていうような通知を出すと、その程

度なんですよね。こんなことで重大な事故が防げるとは私は決して思いません。それで教

育現場で担当なさっている先生方はどう受け止めているのか。ということと併せて先ほど

の予算の関係について教育長の答弁をお願いいたします。 
教育長         先ずあの剣道の施設のところからでありますが、これまで剣道の授業は体育館で行って

おりまして、体育館は教室から近いということもありまして移動の支障もない等で特別の

問題はないというふうに思っております。まあ施設の改修とは従ってそういうことは考え

ておりませんが、また防具につきましてはまあ１０年来、１０年前から選択で取り組んで、

その折りにですね既に３５セット用意をしてあります。まあ新たにまたその他に数セット

予備もありますので、例えばまあ壊れるということはないと思いますが、場合によっては

その予備を使って補っていくことで十分かなというふうに思っております。またあの修繕

が必要なまあ部分的な修繕が生じたときにはまあ体育科教師が心得ておりますので、その

場でできるあるいはまた業者にお願いすることもあろうかと思いますが、それにつきまし

ては体育科の予算の中で対応できるというふうに考えております。続いてその授業中の怪

我、あるいは安全対策ということでありますが、まあ剣道は今お話がありましたように、

柔道とは比べて比較的怪我の心配はそれほど大きくはないかなというふうに思っておりま

すし、これまで１０年間特段のこう剣道によっての大きな怪我あるいは事故という報告は

ありません。まあそうは言ってもあの初めて子ども達は経験するわけでありますので、全

員が必修しますのでまあ事前の安全指導はしっかり行うというのは当然のことであります。

防具等にあるいは用具等に不備があった場合には事前にチェックをするなどの対応をして

おりますし、あの剣道の突きというんでしょうか、私もあまり剣道心得ないんですけれど

も、突き等の禁じ手は中学生では指導しないというふうに考えておるようであります。ま

たあの県からの安全指導の手引き、それからあのこれから講習会等があろうかと思います

ので、そういうところには体育科教師の研修の督励をするというような教育委員会として

の支援もしてまいりたいというふうに考えております。 
平沢議員       ちょうど良い機会でありますが、ちょうど３月６日の新聞にですね柔道大会の第３２回

全国少年大会の県大会にまあ飯島柔道クラブの小学生が県の夢舞台に臨む記事が掲載され

ておりました。まあ５年ぶりに代表権を獲得したということで上位進出を目指してのご健

闘をこの場をお借りしてお祈り申し上げるところでございます。それで今教育長申したこ

の県内の公立中学校、まあ１８６校の内の現時点で柔道のみを選択する方針の学校は４１

校、それから柔道、剣道の両方を選ぶのが１８校で、まあ双方合わせて５９校、まあこの

内の教員の有験者がいる学校は４７校、というようなデータが出ておりました。それで有
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験者の指導なら安全だという県教委は考えているようですが、先程申した事故を防ぐカギ

はこれは指導者の力量にあると私は思っております。武道の技だけではなく教える技術に

優れた、医学的な知識も知っておく必要があり、剣道、相撲を含めた武道の授業が、初め

ての教員もいると思われますので安全面には十分に目配りをしていただきたいと思います。

それでまあ本町ではまああの県教委も柔道、剣道のみならず空手や柔道もいいというよう

なことも言われておりましたので、本町では空手や柔道もかなり盛んでありますので、ま

あ指導者も多く危険も少ないと思われますので安全対策に万全を期して講師の養成に取り

組むお考えはお持ちかどうか、新学習指導要領に対する教育長の理念をお伺いして質問を

終わります。 
教育長         あの指導にあたる体育科の担任はまあ幅広く一般的な体育の科目を習得してきておりま

すので、特にあの剣道に精通しているということは言えません。まあ機会があれば今お話

にありましたように、必要な場合には外部講師を招いて指導をお願いすることも出てくる

と思います。あの学校支援地域本部事業の中にスポーツに関わる指導者の登録をお願いし

ているところもありますので、また町内にも剣道に心得のある方、また子ども達を指導し

ていただいている剣道指導者もおりますので、協力できる方には登録をお願いして学校の

剣道の時に様子を見ながら指導をお願いするということも考えていきたいというふうに思

っております。 
平沢議員       質問を終わります。 
 
議  長    １０番 堀内克美 議員 
 
堀内議員    通告に基づきまして飯島町地域防災計画見直しについてを質問をいたします。先ず今回

この質問を行うに至った経緯について申し上げます。作成中の飯島町地域防災計画見直し

素案、これにつきましては２月上旬に議員に対する説明会、その後地区ごとの説明会が予

定をされておりました。説明会の直前夜間電話により説明会延期の連絡があり、またその

後地区説明会延期のお詫びという文書がそれぞれ届けられました。その後まあ連日説明会

中止のお知らせの放送が流れておりました。耕地総代、住民の皆さん、それから役場職員

のＯＢの皆さん、年度末を控えたこの時期にこのような事態に至ったことに対して進行管

理を指摘する声や緊急時の対応に対する不安、これを訴える声がございました。また合わ

せまして２月の議会全員協議会、その際には町当局の説明が行われましたが、私もそうで

すが議員の皆さんも多くの議員のみなさんもその説明に腑に落ちない部分があった、まあ

そのようなことから今回この問題について質すことにいたしました。なお説明の内容につ

きましては２月１７日の議会全員協議会でいただいた説明資料、それから担当係からいた

だきました資料を参考にして説明をいたしますのでよろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 
それでは初めに今回の地域防災計画見直し作業の目的についてをお伺いをいたします。

高坂町長は昨年の３月、３・１１、東日本大震災以降、地域防災計画の見直しを強調され

ておりました。また昨年６月には私の一般質問に対しましても、緊急時の体制整備や防災

訓練のあり方これらを含めて地域防災計画、これの見直しについてを強調されておりまし

た。そこで今回の見直し作業は防災計画全体の見直しを行う計画であったのか、あるいは
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災害時、緊急時のマニュアル等緊急被害対策等に重点を置いた見直しであったのか、それ

についてお伺いをいたします。 
町  長       それでは堀内議員から飯島町の地域防災計画の見直しについて、多くの項目にわたって

の質問をいただきました。先ず今回の見直し作業の目的でございます。昨年の３月１１日

に東北地方太平洋沖で発生しました大地震、それから津波、福島原発事故による放射能汚

染によって未曾有の被害に見舞われたこの東日本大震災を教訓に、国はもとより県や市町

村などの地方自治体も県民や町民の安全安心のために従来の防災計画を見直すという方向

になってまいりました。私も直後から現在の飯島町の地域防災計画ではこうした未曾有の

災害対応にできないということに思いをいたしまして、喫緊にこれを見直す作業が必要で

あるということで指示をいたしまして着手を作業をしてきたところでございます。当然の

ことながらまあ町のいろんな懇談会の折りにも、特に昨年のあの地区懇談会の中でも出て

おりますけれども、やはりあの町民の皆様が当時も今もそうだと思いますけれども、この

行政に対する一番の関心事はやはり、あの大震災を想定した、踏まえたことに連動をして

この東海地震など、まあ想定を超えたこの災害が発生が予想されることに対しての不安の

問題等が大きな関心事として受け止めておるわけでございまして、特にこうした伊那谷特

有の、また飯島町の河岸段丘田切地形の固有のまあ地形的な状況を改めてまあ見つめ直し

まして、この地域が如何に安全で安心な確保ができるかという観点で早急に計画の見直し

が必要であるというふうに判断をしたものでございます。しかしながらまあ所管する危機

管理の部署がこれまで３人体制から２人体制になったというようなこともありまして、そ

の後こうした震災の対応が必要になったというようなことの中で、大変あの地域防災計画

の見直し作業というものを人的にどうするべきかということがひとつの課題になっており

ましたところに、この国の緊急雇用対策事業というものが採択をされてコンサルタントへ

の委託事業として着手をしてきた経過がございます。そして計画では昨年末までに素案を

完成をさせて、１月に４地区で懇談会を開催をし、町民の皆様の意見をうかがって、案に

この素案に反映をさせて、それから２月には防災会議で検討をして成案させる予定でござ

いました。今もお話、触れていただきましたけれども、この所管部署の進行管理の甘さも

はっきり言ってございました。こうしたことから議会や行政内部のヒアリング、あるいは

地区ごとの懇談会の開催を中止せざるを得ないという事態を招き、大変まあ皆さん方に多

大なご迷惑とご心配をおかけしたことをここに深くお詫びを申し上げ、また過日の区長総

代会自治会にもそうしたことのお詫びを申し上げた次第でございます。で、このことの主

な原因でありますけれども、やはりこれはあの国県の見直しに伴う整合にまあ時間がかか

ったというようなこと、それからその結果１月時点での素案段階ではこの地域、地区固有

の状況を対策とする内容が非常にあの未熟なものであったということがはっきりいたしま

して、そこで予定しました素案の地区懇談会ということを延期をしてですね、年度内に一

旦で現段階までの国や県の防災計画と整合を図ったうえで、そしてそれぞれ地域のあるい

は地区の個別の対策やマニュアルに結びつくような、この暫定案を完成させて制定をする

ように方針を変更をすることといたしました。従ってまあ次年度、間もなく４月に入りま

すけれども、以降はこの暫定案をもって議会や町民の皆様との懇談を重ねて、国県の追加

見直しを反映して、最終的には２５年度に国から示されておりますけれども、被害想定に

合わせた地域防災計画というものを段階的に提案をしてまいる予定でございます。そうい
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う意味であの一部にはまだ国県の固まっていない部分でのこの３月の１つの案という形に

なろうかと思います。それから順次また出てまいります国県のそうしたかなりまあ被害想

定も含めたことは追加して計画に盛り込んでいって、次第にまあこの最終的な案になるま

で煮詰めて、都度情報をお知らせして、二段構え的な１つの形の中で計画策定にという考

え方でおりますので、ひとつご理解をいただきたいというふうに思います。以上でござい

ます。 
堀内議員       これからの予定の全部話をいただいておりましたんで一応質問に若干影響がありますが、

予定した範囲の中でいくつかそれではお伺いしていきたいと思います。委託業務の仕様に

ついてをお伺いをいたします。いただいた資料を見ますと、現在の地域防災計画の中で特

に６項目についてを中心に案を検討をしていただくということになっておるということで

ございますが、特に今回重視した内容については何だったのかをお伺いをいたします。 
町  長       まあ最初のあのご質問の真のこの見直しの内容ということに関連して、最初の私の発言

でございましたので総体的なことに触れてお詫び方々申し上げたつもりでございますので

ちょっとご容赦をいただきたいというふうに思いますが、以下あのかなり個々の問題に入

ってのご質問でございますので、また担当課長の方から申し上げてまいりたいと思います

けれども、特にあの次のこの委託業務の仕様分け、重視したということでございますので

私の方から申し上げておきますが、この仕様につきましては現行の計画内容に今度の東日

本大震災の被災状況なども照らし合わせながら、まあこれはあのなかなかまだ全容がつか

めないわけでありますけれども、可能な限りデータとして報告をされております内容とい

うものを見直し内容のこの中に当てはめてカ所を洗い出しをいたしました。それから該当

するカ所には従来よりより具体的な対策や対応などを補完する記述を加えさせていただく

という手法をとっております。それから特にまたもう一つ重視した点につきましては、地

域の災害の特性というものがございます。特に飯島町はこうした地形のなかで土砂災害の

問題、それから大小河川を抱えております洪水、それから当然まあ襲ってくる地震のこと

も想定をする、それがまあこのライフラインでありますとか救援物資とどう連携をしてい

くかということの分析を盛り込みたいということの中でまあ捉えておるわけでございまし

て、なかなかあのひとつの想定をするには難しい面もあるわけでございますけれども、可

能な限りこの避難所の見直し等も含めてマニュアル作りというものをしっかりとやってで

すね、そして町民の皆さん方が、まあこれはあの浸透していかないことにはどうにもなら

ないわけでありますけれども、そうしたことを含めてこの有事の際のより実践的な効果の

上がるような、ひとつ防災マニュアルという形で重要付してございますのでご理解のいた

だきたいと思います。 
堀内議員       それでは次に委託契約の内容についてをお伺いしてまいりたいと思います。見積りにつ

きましては何業者をお願いしたのか、また業者の名前、それから随意契約にまあなってお

るかと思いますがその理由、落札比率、それについて簡潔にお答えをいただきたいと思い

ます。 
総務課長       委託契約の方法につきまして見積り業者数、及び業者名、随意契約の場合のその理由で

ございますが、株式会社ぎょうせい１社の見積りによる随意契約でございます。理由でご

ざいますが、株式会社ぎょうせいは飯島町の例規に関わる部分、かなりあの過去に担って

いただいております。それからあの今度の事業で一番あのポイントは緊急雇用を創出する



 - 47 - 

という全額国庫負担による事業でございましてかなりの制約がございます。で、株式会社

ぎょうせいは２２年度、２３年度において８０余の緊急雇用創出事業を各自治体から受け

て実施をして参っております。またあの近隣ではこの緊急雇用によって防災計画の見直し

に着手しているところが辰野町、箕輪町、宮田村、飯島町、この４つを株式会社ぎょうせ

いが今現在進めておるといったようなことで、まあこの地域での行政に対する信頼度がか

なり高いということ。それからあの町長申し上げましたとおり、緊急雇用もう最後の年度

でございまして、県の情報を得てまだ事業費に余裕があるよという情報を得たすぐ直ちに

申し入れをして採択をいただいたという関係で、もう時間が残り少なくなっていたという

ような状況の中で、なかなか業者を幅広く選定していくと作業の時間が圧縮されてしまう

と、いろんなまあ諸々の事情の中でこの１社に随契をさせることが町民益に一番かなうん

ではないかという自治法の規定に従って行ったところでございます。落札率は設計額の９

９％でございました。 
堀内議員       それでは次に緊急雇用創出事業ということでございますのでその辺についてをお伺いを

してまいりたいと思います。先ず事業の採択基準、それから２つ目として緊急雇用の募集

の方法、及びその応募される方の対象者、またこの事業よその町村では若干問題があった

ことが新聞等に報道されていますが、そのようなことがなかったか、についてお伺いした

いと思います。それから併せましてこれで頂いた資料によりますと今回の事業による緊急

雇用者は伊那市と駒ケ根市と松川町の方、まあ４名全て町外の方ということになっており

ますので、何故飯島町の住民がこの中に含まれなかったのか、またもう一つはこの作業に

ついてはどこの場所で行われていたのかについてをお伺いをいたします。 
総務課長       只今のご質問に順次に申し上げてまいりますと、募集方法、これにつきましては緊急雇

用でございますのでハローワークを通じて募集することが義務づけられております。あの

過日問題になったところはそこの手続きを踏んでいなかったということで問題になったと

いうことでございます。それからまたあの何故、ハローワークを通じて募集をかけておる

ところなんですが、何故町民が採用されなかったのか、これはあの募集もすべて委託の中

でお願いをしておったわけでございますが、実はあの町が独自に募集するものについても

町民の皆様からいつも応募があるわけではございませんでした。といいますのはあの今回

の事業については先ずあのパソコンに精通していただいていること、エクセル、ワードを

こなしていただけるといったような条件とともに、まああの計画の見直しというちょっと

まあことがあったんで、見る人から見るとちょっと門が狭いのかなというような気がする

ということと、緊急雇用は１回だけの雇用でまた複数の緊急雇用にまたその能力のある方

がなかなかお就きいただけないというような事情、こういったようないろんな背景の中で

町民の皆様からの応募がなかったというふうなことでございます。またあの作業場所でご

ざいますが飯島町の農村センターの方の会議室の方をお借りをして作業をしていただいて

いるのが主で、あと一部、東京での採用者、向うと連絡をとりながらの連携、国の情報を

得る関係で東京へも緊急雇用者を２人といったような状況の中で作業を進めてまいりまし

た。 
堀内議員       それぞれお答えいただきましたが、次の質問項目については冒頭あの町長の方からもお

答えの中で触れておりますので次に移らさせていただきます。それでは次の質問に入りま

すが、２月の議会全員協議会ではこの会は町長は今月欠席でございましたが、副町長、担
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当課長がそれぞれ出席されまして、副町長からは説明会延期のお詫び、担当課長からは説

明会延期に至った経緯とまあお詫びということで説明が行われました。この中で今回の委

託業者に示されました見直し計画書について、まあ中間検査に当たって素案が関係者や地

元説明の資料に堪えれない内容ということで４項目の補強補完を指示してあるということ

でございました。またこの中で原因につきましては３点を挙げられておりました。また今

年度先程も町長から話がありましたが、今年度は一応成果品を受け取って来年度に入って

からいろいろ住民のパブリックコメントなんかいろいろ手続きを踏んでいくということに

なっておりますが、それからまあそういうことでそういう説明会があったわけでございま

すが、しかしまあその説明の中でお詫びのお話があったんですが、議員との質疑の中では

見直し作業につきまして委員に議員を加えて検討する場を設けてほしいと、そういう議長

名の出された要請文、これにつきましてはどうも見た記憶がないというようなお話でござ

いました。それから地域防災計画の設定は飯島町防災会議が行うということで、まあ言葉

の中では議会としての意見はお伺いするが最終的にはそこらからというようなふうで、の

ようなお話が控えでございまして、私としては、また他の議員さんも感じたと思いますが、

なんとなく後味の悪い説明であったまあそんなように記憶をしております。まあ今回の地

域防災計画見直し事業につきましては予算は昨年９月の補正予算で計画をされました。議

会としても先の東日本大震災など参考に町民の命と財産を守るための重要事項として地域

防災計画見直し作業に対する検討組織の整備と住民参加の要請、これを議長から町長あて

に提出をしております。そこで議長から９月２７日発信の飯島町地域防災計画見直しにま

あ（要請）この文書について承知をしておられるのか、まあ当日副町長と担当課長にはお

伺いはしておりますが、それぞれ３人の皆さんから改めてお伺いをしたいと思います。ま

た、もし承知をしておるということになればそれに対しまして議会に対してどのような対

応を行ったのか、それについてをどなたでも結構でございますのでお答えをいただきたい

と思います。 
町  長       今度のこの防災計画の見直しにつきましてはあの議会の皆さん方からいろいろまあご意

見をいただきたいという前提の中で進めてきておりまして、議会としてもまあこうしたこ

とを受け止めていただき、昨年の９月の２７日付、今お話にあったとおりでございますが、

をもちまして提出をいただいておることを私も確認をいたしております。あの過日の全協

でどういうふうにあの申し上げたか、ちょっと私あの会議が重なっておりまして出席でき

ませんでしたけれども、これが正式な１つの私どもの受け止め方でございますので誤解の

ないようにお願いをしたいというふうに思っております。で、この全体のその検討組織に

つきまして飯島町の防災会議にも条例で謳ってございますけれども、委員の定数２０名以

内という形でなっておりまして、議会からはあの今のところこの委員としては総務産業委

員長さん、これがお一人委員としてなっておりますけれども、見直しに係る委員会の構成

員に議会議員を加えることとして、各地区から３名ほどの議員を選出をいただきまして、

計４名の委員を含めて協議する方向で進めておりますけれども、そうした前提で考えてお

ったわけでございますけれども今回のまあスケジュールの遅れによりまして、新年度にお

いて新たにこうした考え方の下に防災会議を編成をいたしまして、順次検討をいただくと

いうふうにしておりますので、そんなことでひとつご理解をいただきたいというふうに思

います。 
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副町長         ただいまの質問の議長さんからの町長宛ての要請文書については、あの時点では私も承

知をしておりました。で私のあの考え方といたしましては議員の皆さん方の意見を聞くそ

のタイミングの問題だったかと思うんですけれども、業者に委託したものの成果品の出た

後、それを基準として議会の皆さんのご意見をお聞きするのがタイミング的にはいいんで

はないかというふうに思っておりました。従って２月６日の業者の方からの説明を係長以

上で聞くという予定でおりましたので、できたらその席に同席をしていただいて一緒に先

ずお聞きをいただき、その後あの議会の皆さんからの意見を聞く機会を設けたらどうかと

いう手順で私的には考えておったわけですが、その前段の部分が欠けてしまって大変皆様

にはご迷惑をおかけしたということで、私の方ではこの要請に基づきそんな手順を描きな

がら作業を進めさせていただいておりますのでよろしくお願いします。 
総務課長       ３人からあの時の発言についてのと言われましたので、私あの時には見ていないという

ふうに申し上げました。見た記憶がなかったと言ったことは正確なんですが、あのこれは

こういうことです、その場で言いましたけれども、松下議長さんの方から直接私は話をお

聞きしておりまして、そこであの二人の間で「そうですね、そういうふうに進めていかな

きゃいけないですね」という合意ができておりまして、それが極めて印象的でございまし

たし、その後に理事者から防災会議の中へ議員の皆さんを、松下議長さんからは２人くら

いっていうようなことをお聞きしたと思うんですが、理事者からは各地区ごとにっていっ

たようなことの中でこうあの具体的な指示がもう既にございましたのでそういった考え方

を持っておりました。従いましてその全協としての文章のちょっと記憶がなかったんです

が、明確に私のハンコを押したものが出てまいりましたので、大変あの嘘を言って申し訳

ございませんでした。で、これからのことなんですが、もうあのこの間申し上げましたと

おり作るのは防災会議が策定するということで法律で決まっております。それで防災会議

のメンバーは町長に作ったものに意見をいうんではなくて、それを作り上げていくお立場

になりますので、まさしく議会の皆様とこの後一緒に作り上げていく、株式会社ぎょうせ

いにお願いする部分は住民の皆様の声をできるだけ入れた段階の概案ということで受け取

ってまいりたいというふうに考えております。 
堀内議員       だいぶこの間とはムードが違うというように私は感じております。まあそういう気持ち

でやっていることを是非お願いをしておきたいと思います。それでは次に今回地元説明会

を含めてまあいろいろお聞きはしてますが、質問事項になっていますのでもう一度お伺い

しますけど、説明会を中止にした理由３つ挙げられておりますが、挙げるとしたら一番ど

れが問題であったかお聞きしたいと思います。 
総務課長       率直に申し上げて一番先に大きいのは私だと思っております。と言いますのはあの入り

口部分で何でこれに見直しに入ったかというのは皆さんと思いは一緒でございます。被災

地へ直接行って４日間にわたる作業をしてまいりました。そのときに一番受け止めたのは、

うちの防災計画というのはいつも役場の職員がここに備えていて本部機能を有していろん

な職員が総出で本部長の指示のもとに町民の皆様のお手伝いができると、こういった基本

的なスタンスがあったわけですが、向うへ行ってみましたらもう何もないんですね、職員

さえいないんですね、その状況の中から町民の皆様を守るということを考えたときには、

またあの懇談会の中で町民の皆さんの一番の不安はそこにございました。従いまして株式

会社ぎょうせいへ発注する段階では国県については出てきた状況によって、とりあえずは
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飯島町固有の状況の中でどんな見直しができるのかここから入ってしまいました。で、国

県が小出しに、最後に３月に出てくればもうそれを見ずにいったわけなんですが、小出し

に情報が伝わってくるようになりまして、途中で私の方で無理を言って差配させてくれと

いうことを付記を付け加えてしまいました。その結果の作業の遅れっていったようなこと

がございましたので、私の展望の甘さとまあ進行管理の不行き届きこの２点が一番大きい

責任だかと思っております。 
堀内議員        今の課長は東北の災害直後に行かれて自分で見て非常にそういうことを感じたことと思

います。それではあの次の質問でございますが、あのこれも先程の中でほぼ出ておると思

いますけど、防災計画策定の手直し完了まあこれは３月中旬ごろというふうにお伺いして

ますが、後に２３年度の事業にするのかこれについてはまあ今までの話だと防災会議にか

けるのが年度が変わってからということですので、このチェックが庁内であるということ

はやられると思うんですが、そこをどこで一応今回の計画書のチェックを行うのかそれを

お伺いしたいと思います。 
総務課長       現在この、先日もちょっと一回途中のチェックをかけておりますが、今の段階はこうい

うふうに考えています。地域防災計画、飯島町の地域版というのは町が何をするか、国と

県のいわゆる想定、対応に整合させながら飯島町として何ができるのかっていうのが本来

の地域防災計画であります。しかしながらそれでは不十分だと考えまして、今見直しをさ

せているところが地域の声は全部違うからそれぞれの地域がこれからマニュアルを自分た

ちで作っていっていただく必要がものすごく感じます。で、そのマニュアルを地域の皆さ

んが自身で作っていただくための地域ごとの課題の洗い出し、少なくともそこへつながっ

ていくような地域の固有の特性を表現した内容であるかどうかの点検、それから何もない

ところで地域の皆さんに作ってくださいといってもこれは無理だかと思いますので、それ

の検討になるような標準的な行動マニュアル、こういったようなものを追加でお願いして

ございますので、そこまでの段階を総務課の係長以上で全員で点検をさせていただく中で

納品を受けて、事業完了としてまいりたいと思います。いずれにしましてもそこで事業完

了を受けて納品を受けないと国からの予算がこれで執行してしまいますので、何としても

そこまでにはそういう形で一旦は受けたいというふうに考えております。審議については

慎重を期したいと思っております。 
堀内議員       まあそれぞれ多くの問題につきましてお伺いいたしました。先ずあのまあ委託業務につ

いては問題ないということでございますが、株式会社ぎょうせいに対する１社指名、まあ

これが随契で行われたということでございます。まあ経験豊富な業者だということを判断

材料とするところであります。また併せて事務費が 10,000,000 以上ということになります

ので、これも含めると随契でよかったのか、その点について、まあ特にこれにつきまして

は役場の中に指名選定の内規というものがあるようでございますので、私どもにはわかり

ませんが、その本当によかったのか、特許とかそういうものがあれば随契することはある

と思うんですけれども、そのことについて業者指名選定の委員長は副町長さんがお就きだ

と思いますので副町長さんにお伺いしたいと思います。 
副町長         先程あの総務課長の方から随意契約に至った説明がございました。あの内容を指名業者

選定委員会の中で議論をした結果というふうにそのままでございます。特にあの緊急性ま

た時間的な余裕、それからあの資料あるいはデータの収集から内容分析というような、非
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常に期間が制約された中での内容でございましたので、平成１８年に手がけた株式会社ぎ

ょうせいにやっていただくことが前処理というか前段の準備、この部分が省略できて成果

も良いものが出来るんではないかとそういう期待も込めまして随意契約を全員で承認した

ところでございます。 
堀内議員       まあ一応そういうことで随契１社の指名の随契ということであったようですが、まあそ

うは言っても 1,000,000 以上の事業ですし、特に公平な競争が求められる時代だと私は思

います。一般競争あるいは指名競争等、競争の原理を働かせて結果として多分そうなれば

落札率もさっきの９９％がもっと落ちるんじゃないかと、そうしますと負担というものは

少なくなるとそんなように思います。まあそういう意味で今後は是非一般競争入札や指名

競争入札など複数の業者を入れていろいろな選定の方法を希望しまして次の質問に移りた

いと思います。 
               次の質問が先ほどもうお答えいただいておりますので、ちょっと触れさせていただきま

すかね。実は緊急雇用の町内募集のことについてをお伺いしたかったんですが、先程まあ

町内から応募がなかったというようなことでお答えがありましたので、まあその点につい

てはまあそういうことになればやむを得ないかなとまあそんなように思いますが、今回や

っぱりあの地域の問題がわからなかったということでは、やっぱし町内の人を雇っておれ

ばまだ地域のことは少しはわかったんじゃないかなと、まあそういう意味ではもう少し努

力してもらったり、あるいは地域のまあ役員の区長さんあたりにお願いして、うまい人は

おらんかなあというなことも含めてその人に応募してもらうとか、まあそんなことも是非

やってほしかったかなあとまあそんなふうに思いますが、先ほどお答えしていただいてお

りますのでこのとこは飛ばさせていただきます。 
               それから次に今までの答弁や資料から総合いたしますと、お答えからすると今回の地域

防災計画の見直し作業による計画書は、年度内は暫定計画として受けて、それを審議会に

次年度に諮るということで予定をされておると、その以後、４地区での説明会そういう予

定だというふうにお聞きしました。またそれに合わせて先日のお話の中では、地区の防災

訓練、これを実施した中でそれぞれ問題点を洗い出して、また国県の改定、これらがだん

だん出てくるということで、それを調整した上で更に防災会議に諮って２５年度の暫定計

画ですかまあそういうことに決定していくということのようでございます。それからこれ

も先程もうお答えいただいておるんで前へ進めざるを得ないんですが、まあ新年度は住民

を加えて審議を行うとそういうことになっておりますので、是非そのようにお願いをして

まいりたいと思います。 
それでは先へ進めさしていただきますが、多くの質問をしてまいりました。実は私は時

間を心配して非常に来たんですが、まあ先にいろいろとお答えいただいてしまったんで時

間が余裕があるかなとまあそんなようにも思っております。住民の安全安心を確保するた

め、災害時など有事に備えたより実践的な防災計画を見直し、町民の命と財産を守り、暮

らしを守るため、町、地域、住民、それぞれの協働による住みよい地域づくり、それが今

回の見直し事業であったかとまあそんなふうに私は思っております。ただ今聞く中でも非

常にあのお金との相談の中で急いだという部分がありますが、まあ結果的にそのことが見

直し作業の成果がうまくいかなんだというところにあったと思いますので、まあこれから

の事をちょっと話してみたいと思います。まあ見直し作業につきましては時間がかかって
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も業者委託じゃなくて、職員と住民が手作りの見直し、そういうことをやったらどうかと。

委託の場合には町の考えも委託先にきちんと伝えて、受託した業者がきちんとできるよう

な手法が適切な手法が必要ではなかったかなと、まあそんなように思います。またまあ定

期的な協議などによりましてこの計画書の進行管理も中途中途でやっていくと、そういう

ようなことが必要ではなかったかなとまあそんなように思います。まあ併せて先ほども申

し上げておりますが、１社指名の随意契約この弊害も果たして無かったのか、まあそれら

について検討委員会の設置、これについても早期にやっておくとか、そんなようなことが

あればこのようなことがなかったのではないかなとそんなように思います。またあのこの

事業は県の全額交付金ということで、町のお金は入れられないということでありますが、

そうは言っても国民の貴重な税金によって賄われておると、まあそういうことも併せて考

える必要があるんではないかなとまあそんなふうにも思っております。まあ国県の改訂作

業の遅れが理由のひとつとして挙げられておりますけれども、今までの昨年春からの災害

以降の国の対応、これを見ますとなかなかいろいろの対応が遅れ気味だと、まあそんなふ

うでございますので、まあこの点についてはあまりにも国県を信用し過ぎたっていうかそ

ういうところがあったのかなと、まあ是非真剣に対応していただきたい、まあそんなふう

にも思っております。議会としましても昨年の東日本大震災の惨状を目の当たりにして、

まあ大変重要な問題と捉えまして、まあ住民の検討組織への参加をお願いしておったとこ

ろでございます。災害はいつ襲ってくるかわからないとはいえ防災計画見直しに対する町

の方針をしっかり持っている対応が必要であったのではないだろうか、以前のように国県

の状況、また町の事業に対する準備不足などから判断すると、まあ今回この見直し作業に

つきましては飯島町は取り組みが少しまあちょっと早すぎたんじゃないかなとそんなふう

に私は感じております。きちっとした成果がきちっと上がっていればそこまでのことはな

いと思いますが、国県の問題等含めてそんなふうに考えております。町長のその早くに体

制整備をという気持ちはわかりますが、それについてをお答えをいただきたいと思います。 
町  長       まあ今度のあの大震災を目の当たりにしての町の防災計画の見直し、平成２３年度４月

以降の町の対応としては、やはりこれはあの速やかにこうした見直しをして、町民の皆さ

ん方の不安を少しでも払拭をしていかなければならないという、その使命感から指示をい

たしまして見直し作業に着手することに致したわけでございます。今度のまあ作業、委託

も含めてちょっとあの特殊的な部分もありました。緊急雇用のこの予算の問題もございま

したし、また随意契約によっていくというようなこともいろいろありましたけれども、こ

れはまあこれとして反省の中に見つめて、ただあのかなりの財源の部分をそのことによっ

て賄うことができたということは、これはひとつのまた一方で、ひとつの成果そのものの

部分ではあったかなというふうに思いますけれども、やはり基本は行政当局と住民の皆さ

ん、あるいはまた防災関係の皆さん方とのこのキャッチボールの中で計画というものは煮

詰めていかなきゃならないということでございますので、今あのいくつかご提案をいただ

きましたことをその通りだというふう思います。大変遅れてしまったことは申し訳なくお

詫び申し上げるわけでございますが、この遅れを福に転じるようなひとつの新年度対応、

日程調整をしてまた作業を進める段階で議会の協力をいただきながら、防災会議でお示し

をして、そしてまたあの、できれば国県との整合性を図ることが一番ベターでありますけ

れども、なかなかそうもいかない部分も今年１年間ぐらいの中ではあるんじゃないかとい
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うふうに思っておりますので、その辺も順次あの状況を判断をしながら、更なるまたあの

一部見直しというようなことも作業の中では出てまいりますけれども、そんなことで進め

てまいりますのでご協力をいただきたいというふうに思っております。 
堀内議員       町と議会とは車の両輪である。まあこの言葉はよく昔は言われていたんですが、最近あ

まり聞かなくなりました。まあこの言葉は町と議会の関係をよく表した言葉だとまあそん

なように思っております。お互いに如何に飯島町を良くするか、このことについてまちづ

くりにかける情熱には変わりがないもの、まあそんなように思います。今回の防災計画の

見直し説明会の延期を通じ、事業に取り組む事前準備は工程管理の重要性や連携の大切さ、

また行政と議会との連携など立場の違いはありますけれど、町民の皆さんからは議会も町

も一体のものと捉えられているんではないか、まあそんなふうにも思います。今、市町村

議会の多くの議会で議会基本条例の制定など活性化が進められております。当町議会でも

他の議会に先駆けて様々な活性化を進めてまいりました。現在はこのことをまとめた議会

基本条例、その制定についての検討を進めて、議会の一層の活性化に取り組んでおります。

現在町村を取り巻く環境は大変に厳しいものがありますが、町と議会の両輪がお互いに切

磋琢磨して力強く前進することが今大切ではないでしょうか。今回の私の一般質問は冒頭

に申し上げたことからこの内容についてお伺いすることといたしました。やはりまあわれ

われもそうですが町当局の職員の皆さんもそれぞれのものに対する配慮というものはやっ

ぱり必要ではないかなとそんなように思います。まあ議会に対する配慮も是非していただ

かないと、このことが町民にも同じような結果をもたらすものじゃないかなあと私はその

ようにも思います。町長には今後も安全安心の飯島町の前進のために国県の改定作業に対

応しまして、まあ次年度以降になると思いますが、早急に防災計画の見直し作業を進めて

いただきまして、町と議会が両輪となって行政運営が進むことに対するお考えをお伺いし

て質問を終わりたいと思います。 
町  長       まあ今度のあの防災計画の見直し作業を通じてですね、反省すべきことはして、それか

らまた議会とのこの連携も図りながら、お知恵を拝借して、よりよい防災計画の樹立、こ

のことが町民の皆さん方の安全安心の地域づくりに必ずつながるという前提の下でより良

い計画が進めれるようにご協力をいただきたいと、そのつもりでございます。 
 
議  長    ここで休憩をとります。再開時刻を午後３時３０分といたします。休憩。 
 

午後３時０９分 休憩 
           午後３時３０分 再開 
 
議  長    休憩を解き会議を再開いたします。一般質問を続けます。 

５番 竹沢秀幸 議員 
 
竹沢議員       早速ですが通告に基づいて具体的な質問に入ります。第１の質問ですが平成２３年４月

１日より役場の組織機構改革に合わせて、第５次総の重点プロジェクトであります定住促

進のための定住促進室を設けたわけですけれども、この成果と課題についてお伺いいたし

ます。東日本大震災による移住者は飯島町にどれくらいあったのか、またこれ以外を含め
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て人口増加となる具体的な成果はあったのかについて、それから１年間定住促進室を置い

ていろいろな取り組みをなさってきたと思いますけれども、今後に向けての課題は何かに

ついてお伺いをいたしたいと思います。併せて関連がございますので、施政方針の中にも

あったと思いますが、１月７日の日に我が家でも家族で見ましたけれども、飯島町へＩタ

ーンされた方について、テレビ朝日「人生の楽園」で南信州飯島町の番組が放映され、飯

島町のホームページにも掲載されていますが、その反響はいかがであったでしょうか。加

えて問い合わせランキングで土地の問題だとかいろんなあの問い合わせに対する項目があ

るんですけれども、４番目に我が町の生活環境、具体的には買い物に対する問い合わせ、

すなわち商店があるかどうかというそういう意味の問い合わせが多いということでありま

して、これは本日冒頭の同僚議員の質問にもあったと思いますけれども、飯島町のまさに

この弱点じゃないかというふうに私は思います。商業振興というのは極めて大事なことだ

というふうに思いますけれども、外から見てもそういうふうに映るのかなと思うわけであ

りまして、このことを含めまして、またあの以前にふるさと大使の宮沢さんからも南信州

という言葉を使えと、要するに東京から見た場合に飯島町はどこだかわからないから南信

州というと、われわれ地元におると飯田のすぐ横みたいなイメージであまりいいイメージ

がないのかもしれませんが、東京からはそう思うわけでありまして今回もテレビではテレ

ビ朝日では南信州飯島町というふうにしております。わがホームページの中でもそのこと

を引用して記事に載しております。で、ここら辺を含めて定住促進室の成果と課題、細か

いことも含めましたがご答弁をお願いします。 
町  長       竹沢議員からは組織として設定してまいりましたこの１年になろうとしております定住

促進室、これの取り組みと成果、課題ということに関しましていくつかのご質問をいただ

いております。先ずあの東日本大震災等によります当町の受け入れ状態と課題、それから

テレビ放映に関連してのこの反響の問題でご質問をいただきました。東日本大震災のこの

被災者の方々の町内での受け入れに際しましては、特にアパート経営等の住宅関連業者の

皆様によるこの住居に関わるご支援、それから一般の皆様からの家電やお米などの物資を

はじめとする様々なご支援などで、町を挙げての取り組みとして展開することができまし

て、それぞれ感謝を申し上げておるところでございますが、今日現在町内で２８世帯４８

人の方がそれぞれの事業活動や生活再建に取り組まれておるわけでございます。この内４

０人が既に転入手続きを終えられまして住民基本台帳上も飯島町の人口というふうに加わ

って来ていただきました。それからまたお二人については町に永住の意向というふうに伺

っておるわけでございまして、大変これもありがたく思っております。町といたしまして

も今後できる限り必要とされる支援を行ってまいりたいということでございまして、新年

度予算の中でもその考え方を一部をお示しをしておるということでございます。それから

震災やこの放射能の汚染関連の自主避難の方々を除きますと、実は主には定住促進室で対

応をしております移住等の相談業務を通じてのものや、それから次年度の町の職員採用の

内定によるもので、既に町内に生活をされている方、居住を予定をされている方が８世帯

現在この他におるわけでございまして、これもまあ１つの人口増の対応につながっている

んじゃないかというふうに思っておるわけでございます。そこでまあ本年度あの震災とい

う特殊な対応ではございましたが、新設の定住促進室では町の情報発信と述べ１００件の

個別の問い合わせに対応してきたところでございます。この１年間でございます。で、こ
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れらの取り組みに対して少なからず反応のあることを実感をすることのできる初年度であ

ったというふうに、内々ながらまあ評価をさせていただきたいというふうに思っておりま

すが、まだまだ道半ばということでございますので、これから更にインパクトを持ったこ

の定住促進につなげる対策室を中心にしての事業展開をしてまいりたいと言いふうに思っ

ております。 
それから、その半面でありますけれども、いつもこの言われております耕地や自治会加

入という問題がそれにまあ付きまとう課題があるわけでございまして、この田舎暮らしを

希望される多くの方が定年前後からこれ以降の世代であるという今後のまあ人生の歩みを、

この原風景の環境の良いこの地で暮らしたいという大変なご希望であるわけでございます

けれども、まあ現実問題としてこの間も区長総代会の中でも出ておりますが、そうした来

ていただく方の思いとそれから地域として受け止めていただくひとつの思いというものが、

いろいろあの金銭的なことも含めてですね現実としてあることはまあこれはあのやむを得

ないかなというふうには思いますけれども、やはりこれはあの双方のやはりあの気持とい

うものを理解し合いながら、時間をかけてそのことを定着して、やはりあの包容力を持っ

て迎えていただくということも必要ではないかというふうに思っておりますので、その辺

のところはまた町の行政として間に入って、これはあの紐をつけてこう強制的に引っ張っ

て加入というわけにもなかなかまいりません。特にまたあの都会的な今までの住んでおっ

た慣習というものもありまして大変難しい問題でありますけれども、その点是非また地域

のまた代表する方々のひとつ胸に置いていただいて、最終的にはやっぱり地域の一員とし

ていろんな場面で活躍していただきたいなというふうに思うわけでございます。 
それからもう１つご質問の１月の日に７日でございましたか、テレビ朝日系列全国放送

されました「人生の楽園」でございます。舞台となりました飯島町の美しい映像とともに

楽園の住人として紹介されました、個人的には古谷さんという方でございますが、近所の

それぞれの方々と一緒にまあ田舎暮らしの番組として登場をいただきまして、大変まあ大

きな反響がございまして、この全国放送の威力というものを目の当たりにしたところでご

ざいます。町のホームページにもパンクするほどのアクセスがあったというふうに聞いて

おりまして、その辺のところはまた担当課長の方から状況をご報告をさせていただきたい

というふうに思っております。とりあえず以上でございます。 
産業振興課長   それではあの今町長がお話させていただきましたテレビ朝日系の方で全国放送されまし

た「人生の楽園」の反響につきまして、まあ数字的なことを含めましてご報告させていた

だきます。先ずあの町の公式ホームページへのアクセスの状況でございます。夕方６時の

放送であったわけですが、その放送時間帯６時台の放送時間帯には約４００件ございまし

た。それから１月７日この放送当日合計では約７，１００件という数字に達しております。

過去に例のない想定外の件数でございました。その内容の主なものでございますが、飯島

町のホームページ内の「田舎で暮らしてみませんか」これはあの空き家の情報を載せてい

るものでございます。それと「人生の楽園をご覧いただいた皆様へ」ということで飯島町

の紹介をさせていただいておるものがございますが、その２つが７，０００件のうち半数

以上となっております。それから現在飯島町も含めまして全国６１０の団体が加盟してお

りますポータルサイトに、「全国田舎暮らしガイド交流移住の勧め」というものがござい

ますが、その中での飯島町へのアクセス、放送日の翌日ですが全国ランキングで第４位を
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記録をしております。それから放送を見ていただいて映像を見ていただいた電話による問

い合わせでございますが、数日間の間で１０数件ということでまああの比較的少なかった

状況でございます。内容的には飯島町の状況等の問い合わせから、変わったところでは画

面に出てまいりましたリンゴの話、それから見られた方はご存じと思いますが、まき割り

機の話題も問い合わせの中で出たところでございます。それから放送日以降でございます

が、過日の２月１１日１２日に飯島中川定住促進協議会が主催となりまして田舎暮らしの

体験バスツアーということで開催をされておりますが、その申し込み者２４人ございまし

た。そのうち６人がこの人生の楽園の放映を見て参加されたという状況でございました。

いずれにしましても全国放送によりますってテレビ放映の反響の大きさには驚いたという

そういう状況でございます。以上です。 
竹沢議員       定住促進室を拝聴いたしまして多くのまあ成果があったということで報告がありまして、

共々に町民の皆さんと共に喜び合いたいと思いますが、まあ課題もあるということでまあ

自治会加入の問題等々につきましては時間をかけてやっていただきたいのと、後段の部分

では想定以上のアクセスがあったということで、これをですね是非きっかけにしていただ

いて、なお一層飯島町に多くの方が住んでいただけるような取り組みをしていただきたい

と思います。なおあの南信州のことについては問い質しましたが、お答えがなかったけれ

ども念頭に置いていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
               次にあの通告では２つに別れておりますが、一緒にやりますが、町ではＩターンなどの

新築住宅へ補助金や資金融資、利子補てんをする制度がありますけれども、事務局にお伺

いすると新年度から一部見直しをするというようなことが聞いておりますけれども、その

概要はどうかということと、それから町民の若いお父さん、２０代、３０代の方の声の中

にこういうのがあります。Ｕターンに対して今支援しておるんですけれども、Ｉターンの

方にも同様に助成が受けられるようにしないとおかしいじゃないかという不満の声があり

ます。何故かと言いますと、町長はですね成人式の折りに必ずこういうことを言っており

ますね、飯島町を出てですね外で勉強して社会的に活躍することは大いに結構なことだと、

だけどいずれ是非飯島町ふるさとへ戻ってきてほしいということを毎年言っております。

そういう中で現在の制度ではよそから来るＩターンの方を優遇しておりますけれども、飯

島町出身であってもですねいずれふるさとへ帰ってきて一緒に生活してくれるなら、その

人たちも同じ土俵の中で支援していくっていうことが大事じゃないかというそういう町民

の声があります。ので、このことについて如何かお伺いいたします。加えてよその事例で

すけれども新聞報道でも明らかなように、こうした住宅を新しく建ててですね生活してい

る方を支援するために５カ年間固定資産税を納めていただいたようにそれをバックすると

いうそういう制度をやる村もあるようでありますが、こうした政策を含めて検討していっ

ていただけるかどうかについてお尋ねいたします。 
町  長       若者定住を促進する意味でこの現在町が進めておりますＩターン、Ｕターン者に対する

支援の問題でございますけれども、ご質問にありましたようにＩターン者、これはあのこ

ちらにはあまり所縁もないわけでありますが、例えば都会の方からこちらの地を好んで新

たに住んでいただくというようなことが想定されるわけでございますけれども、これにつ

きましては新年度の予算編成にあたりましても、飯島町の住宅建設資金の利子補給交付金

要綱というのがございまして、これをまあ改正して４月より施行をいたします。改正の内
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容につきましては支援対象住宅の明確化、それから申請や審査事務を処理の整理を行うた

めのものでございまして、基本的にあの支援内容の内容を変更するものではないというこ

とでございます。それから更にこの要綱につきまして昨年の４月から特に若い世代の町外

への流出の抑止というようなこと、それからＵターンの推進を目的に従前のこの飯島町の

勤労者の住宅建設資金の利子補給金交付要綱というものもありまして、お話にございまし

たけれどもこれはあのＩターン者以外のこの町出身の所縁のある方が戻っていただく、こ

のＵターン者に含めたこの皆さんの住宅の建築やこの取得に対する支援を充実する中で今

現在も施行をしてきておりますので、町民の皆さん方にご意見があるというふうにお聞き

しましたけれども、あの若干それはあの郷土の出身の方と新たに入ってくるというような

こととニュアンスの違いはありますけれども、総じてあの同じような目線で支援策は講じ

ておるということを是非ひとつ町民の皆さん方にはご理解をいただきたいというふうに思

っております。それから４０歳未満等のこのＩターン者の要件を満たす場合の最大支援は

400,000 円、それからＩターン者以外のまあＵターンの方については５０歳未満を要件と

しておるものでございまして、これについてはあの先程の少し考え方の中で 250,000 円と

こういう内容になっておりますので、まあ一応この考え方で当面進めてまた必要があれば

いろいろと研究していかなきゃならんというふうに思っておるわけでございますので、是

非あのＩターン、Ｕターンともにご活用をいただきたいというふうに思っております。そ

れからこれらのまあ施策の考え方の１つに、直接家屋なりの固定資産税を免除する方式が

他の町村ではあるではないかというようなことで、私もそのことは承知をいたしておりま

すけれども、これはあのそれぞれの考え方が自治体にはあろうかと思います。これはあの

宮田の例になろうかと思いますけれども、そういうことが今年まあ少しあの珍しいような

例として報道されましたけれども、決して飯島町のこの現金給付や側面支援を含めた支援

が見劣りするものではないというふうに思っておりまして、むしろこの直接軽減措置のあ

る住宅に対する税の減免よりも手厚いというふうに結果的にはなるんだというふうに、あ

の大きさにもいろいろよりますけれども、そういうように考え方を持っておりますので、

町は町としてオリジナルなこの手法をもって支援していくことといたしまして、当面あの

他の町村が一部始まったので飯島町もっていうようなことの考えは今のところを持ってお

りませんのでご了解いただきたいと思います。 
竹沢議員        それぞれ答弁がありました。そこで固定資産税の云々の話はまあいいとしてですね、あ

の金額補助でＩターン 400,000 、Ｕターン 250,000 ということで差があるということで、

このことについて町民の皆さんからおかしいよという意見がありますので、今後ですね是

非検討する場があったら是非検討していただきたいということで次の質問に移ります。 
第２の質問ですけれども、町長の企業訪問を実施をしたその現状を踏まえて課題等につ

いてお尋ねしたいと思いますが、３月６日日銀松本支店は長野県の景気動向について引き

続き足踏み状態だというふうにしております。町長、ここ数年多忙の中を日程を割いて町

内の企業を訪問し、経営状況や雇用、設備投資など企業経営者と懇談していることは先ず

敬意を表すものであります。そこで企業訪問を踏まえて現状と課題を把握したいと思いま

すので、差し支えない範囲で公表をいただきたいと思います。 
町  長       過日行いました私以下の企業訪問についての捉えた課題、現状等を少し触れてお話申し

上げたいと思います。今年もまたあの１月末から２月にかけて町内企業約３５社ほど訪問

 - 58 - 

をさせていただきました。まああのこれは毎年こうした予算編成時期にお伺いをしたりし

て、その動向をひとつ見たいというような思いもあり、また激励という、まあ激励に値す

るかどうかはわかりませんけれども、そうした気持ちも含めてお伺いをしておるわけでご

ざいます。で、特にまあ今年はあの大震災の影響でありますとか、それからタイの洪水の

問題がありまして、そのことが飯島町内の各企業にも少なからずのこの関連した影響もあ

るというふうに思っておりまして、案の定そうしたことが非常にあの影響がしておるとい

うことが大変多く聞かせていただきました。更にまたあの原子力発電所に対する問題であ

りますとか、それから電気の電力の問題が果たして供給不安であるというようなことが、

今後の設備投資の事業展開の対応に対して非常にあの悩むところであるというようなこと

もお聞きしたわけでございます。で、まあ相変わらずこの厳しい状況の中にあっても、ほ

とんどの企業の経営に当たられる皆様は大変がんばっておられるということをまあ目の当

たりにさせていただきまして、ほんとにあの敬服をして、逆に私自身が元気をいただいた

ような感もございます。いくつかあの気付いた点を申し上げますと、特にあの東日本大震

災の影響は少ないものの、長野県では現在この長野県産ということの中でグローバル的、

世界的には外されるという貿易の面でですね、いうこの影響があるということが深刻であ

ったということでございますが、これはまあひとまず終息に向かったという形でまあ安堵

しておるところでございます。それからこの特にこの輸出商品である食料品関係事業、こ

れにつきましてはあの商品が放射能に影響されていないとの証明にかかる費用が増大した

というお話も特異なケースとしてございましたし、それから先程タイの洪水の問題、これ

に日系企業の被害に関わる影響につきましては思ったことのほか大きな影響があったとい

うふうに思っております。これはあの自動車、電機、精密、その他ほとんどの分野になっ

たわけでございまして、そのことが町の内陸型の中小企業には大変関連がございましたの

で、もう元が止まればずっとこの地方の影響にも出てきたというふうに受け止めておる、

この辺のところが顕著でございましたが、少しこれも落ち着いてきたということで明るい

希望も持っておられるようでございます。それから逆にあの被害企業が納入をしていた部

品の代替品の受注を受けまして、いわゆるこの復興特需というようなものにも結び付いて

きたということでございますが、この特需関係がひとまず終了すると次のこの事業がはた

して続くかどうかということの心配もあるんだというふうにお聞きしたところでございま

す。それから必ずしもあの経営的余裕を持ったものばかりではないものの、いくつかのこ

の企業で設備投資の意欲が検討されておることは大変がありがたいことでございましたし、

それから従業員につきましても大多数の企業が何としても地域の雇用を守るということの

中で、ただあの不幸なちょっと状態も１・２、また後の質問にもありますが、いま稼働さ

れておる従業員については現体制を確保していこうという強いまあ意欲の表れもお聞きす

ることができました。今後まあ町といたしましても従来のこの制度資金の問題や、それか

ら商工会等との連携の問題、それから指導事業連携しながらできるだけまあ資金調達の支

援や設備投資の新設に対する補助制度等も活用して頑張っていただくようにお願いしてま

いりましたし、それから従業員の皆さんの頑張りもご支援申し上げてまいりたいというふ

うに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思っております。 
竹沢議員       それぞれ企業訪問を含めての現状また課題等について報告がありました。あの私も感じ

たのは飯島だけではないですけれども、町内でいろいろな製造をしている企業もそうです
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が、まさにこのグローバルな中で動いているんだなあということを改めて認識したわけで

ありまして、そういう意味でそういうグローバルな状況の中で行政の支援する役割という

のを逆に重要ではないかなということを改めて感じたところであります。そこでもうちょ

っと具体的な話になりますけれども、町内業者あるいは支店のある事業所がですね赤字経

営で運転資金も融資をいただくことができないというような形の中で、多額の負債を抱え

て倒産あるいは事業所閉鎖というようなことが昨年から今年にかけて数件町内であります。

私の取引している町内の某小売店もですね、戦後まもなく合資会社を設立しましたけれど

も、これまで地域に貢献してきたところでありますけれども、先ごろ倒産いたしまして２

月に弁護士からお詫びの文書が私の家にも届きましてちょっとショックを受けたところで

あります。要するにこの町の中で町長も企業訪問をしてきたと思いますけれども、表面に

は出ないですけれどもこの経営難で苦労している経営者も必ずいるんじゃないかというふ

うに思うわけでありますが、こうしたあの結果が事業閉鎖だとか倒産という形で悲しい結

果として生まれてくるんじゃないかというふうに思うわけであります。例えばある市では

発生直後にですね、こうした事態が生じた場合に商工会議所や金融機関と行政でとりあえ

ず集まって対策会議をするということで、まあ実際に行政は何ができるかっていうのはい

いですけれども、行政の姿勢としてですねそういう即対応するというそういう姿勢が私は

必要じゃないかなあというふうにも思うわけでありまして、まあ今後こうした事態があん

まり起こらないことを私は願うわけでありますけれども、こうした現状を踏まえて町長は

どうお思いになるかお答えをお願いします。 
町  長       確かにまああの本年度中でございますけれども、町の中では建設業の関係の方１社、そ

れから製造業種、これはあの飯島工場と称しておる会社でございますけれども、これが閉

鎖をし、それから別の製造業種の飯島工場が町から撤退と、これはあの倒産整理というよ

うなことではございませんけれども、３件ほどのそうした大変残念な結果が生まれておる

ことは事実でございます。で、特にあのまあ言葉ではこの破産や整理というふうにまあい

うわけでございますが、こうしたことが実行されるケースではなかなかその事実把握とい

うものがこの処理の後になってしまうということなどから、事前での対応がなかなか不可

能でございます。波及する被害の対策が大変まあ困難だなあということを、ほとんどの部

分がそうまあ後で感じるわけでございますけれども、やはりこれはあの破産や整理などが

実行されることは従業員の生活そのものにも直撃をする問題でございますし、それから今

お話のあったような予断を許さないこの世界的な規模の中でのグローバル影響、経済状況

下にあっても、なかなかこの経営をされる責任のトップに立つ方の皆さん方は、その経営

責任としてのまた手腕等も問われるという大変厳しい状況にあるわけでございますけれど

も、まあ日頃、企業の自らの努力は当然のこれは企業責任であるわけでございますけれど

も、町といたしましてもそうしたことの情報は常にあの、特にあの商工会や金融機関等と

は連携会議と称しまして前にもお話申し上げておりますけれども、その情報分析はいたし

ておりまして、それに対する必要なあの制度資金の問題等も銀行の方にも、危ない企業だ

からこそかえってその資金手当てをしにゃならんというようなことも、お願いも含めてや

っておりますので、今後ともそうした形でやってまいりたいというふうに思っております

けれども、やはりまあ大方のケースの場合今度のこうしたものを見るにつけて行政自らの

この未然防止というようなことに対するこの対応というものは、自ずから限界があるのか
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なあということを強くまあ実感しておりますけれども、一日も早くまあ経済も回復して今

後できるだけそういうことのないような形でまあひとつ景気浮揚が図られるこの日本の経

済状況になってほしいというふうに思っておる次第でございます。 
竹沢議員       それでは３番目の質問ですけれど、通告には町民の声からということで幾つか項目を挙

げてありますが、町民の皆さんからいろんな要望意見とかありますので、項目が多いので

答弁は簡潔に分かりやすくいただければと思いますし、また関係する方も傍聴に来ており

ますので申し添えておきます。最初ですけれど、後刻報告があると思いますが、町は第５

期介護保険事業計画、及び障害者プラン、第６期高齢者福祉計画を策定しました。同計画

は高齢者懇話会に諮り策定したものでありまして、われわれの同僚議員も委員に参画して

おりますので計画そのものについていろいろ異論を申すものではありません。この計画に

よりまして新年度予算に挙がったなかでも介護慰労金の要介護度２の介護者への給付、介

護をされている方の急病や休養などを理由に介護使用者が急きょ通所施設等へ宿泊した場

合の費用の補助ですとか、高齢者世帯や障がいをお持ちの方を対象にして、午前中同僚議

員の質問にもありましたが、救急医療情報キット配布などが予定されておりまして、この

予算についてはまた来週それぞれの常任委員会で審議されて、それべしの結論が出るのか

なあと思います。ところであの質問は簡単なことですけれど５期の介護保険予防計画で入

所待機者数などについて過大な見積りはないかということについてであります。あの多く

ても別に問題はないですが、多ければ大きいなりにですね介護施設とかそういうものが必

要かなあということも考えられるわけですけれども、まあ町の中を見ますとまあ最近です

ねこうした施設もまた増えつつあるという状況でありますが、まあもっと全体を見ますと

上伊那も全体を含めて見ますとまだまだ官・民を含めたこうした介護等のですね福祉施設

が十分ではないということで、どうかそういうことも必要なのかなとも考えますがそこら

辺についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。それからあの国全体の介護等に関

係する政策についてもですね、どちらかというとあの施設型から在宅介護と、あるいは医

療も在宅医療というような方向にシフトされようかなあというところでありまして、町長

さんに個人的な見解でいいのでお伺いいたしますが、ご自身ですねまあ今健康でございま

すけれども、将来ですね仮にその介護を受けなければならなくなったときにですね、施設

型の介護を選択されるのか、いや在宅介護を選択されるのか、お聞きをしたいなあと思い

ます。これは町長さんの人柄を含めて、実はあの国会でですね以前に麻生総理大臣に対し

て同僚議員が質問した経緯もございまして、私見を含めてお伺いしたいと思います。 
町  長       それでは次のご質問はあの町民の声からということで、幅広い分野の中からいろいろい

ただいておりまして、あの長くなるので簡潔にというふうに言われましたけれども、ちょ

っとこの問題だけは少しあの背景をご説明しないと、この過大であるかどうかっていうこ

とがわかりませんので、若干あの申し上げてまいりたいと思いますが、第５期の介護保険

計画、事業保険計画でございます。これはあの介護保険特別会計の中でもう既に予算提案

させていただいて、詳細に渡ってあの条例の、まあ付託されておりますけれども、なって

おりますけれども、担当課長の方からも説明をさせていただいておるとおりでございまし

て、そこであのご質問にございました第５期の計画中の上伊那圏域におけます特別養護老

人ホームの整備計画でございますが、これにつきましては圏域と長野県として検討をして

決定をされております。向こう３年間で２０４床の増床計画ということで、大枠的にはそ
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れを上伊那に取り組んで管内でどう配分するかということで、８市町村ごとの高齢者数、

それから入所者数、それから待機者数、総合的に判断をして施設整備をしていくというこ

とになっておりまして、第５期の介護保険事業計画も町もこうしたことに伴っての１つの

考え方がそこに繁栄をされておるということと同時に、町独自におききましてもこれはあ

の介護給付の額、それから介護の給付を必要とされる方の数、それから介護サービスの内

容そのもののまあグレードアップというようないろんな要素が重なってまいりまして、更

にまたこうした今の上伊那全体の圏域の要請を受ける形で待機者等との関連の中で施設整

備も更にまあ見込んでいくべきであるというような考え方の下に、今度の介護計画をお示

ししたと、その計画に基づいて介護保険料の標準設定をさせていただいたということでご

ざいまして、4,980 円という１つの想定をしたところでございます。従ってあの決して過

大ではないというふうに思っておりますので、是非ひとつその辺のところをご理解いただ

きたい。それからまあ今後増大していくこの施設介護の問題と在宅介護の問題、なかなか

これはあの高齢化が進んでまいりまして、それからこうしたあの介護を必要とする方も増

えていくことはもう当然でございますので、その施設整備と在宅介護のあり方とをどうバ

ランスをとっていくかということは大変重要でありますけれども、人それぞれでございま

す。従ってあの施設整備もしていかなきゃならないし、それからやっぱり期待するところ

はやっぱり家庭できちんとこの在宅介護で看取ってやっていくということもやっていかな

いと、なかなかこれは施設だけでは当然あの賄いきれるもんではないということで、大変

あの家族の方ご苦労等も多いわけでありますが、そうしたことに対するまた支援も一部や

っていかなきゃならんということで予算計上させていただいております。でまあ私自身の

見解も問われたわけでございますけれども、わたし自身のまあ思いといたしましてはです

ね、やはりできればあの自宅で看取られたいなあというふうに思っておりますが、全く将

来の自信もございませんし見通しも立ちませんけれども、そんな気持ちでおりますけれど

も、やはり現実的にはあのそうした介護の手当てをする家族もいない場合も多くございま

すし、それから人それぞれの考え方もございますので、やはりあの全体的には在宅介護と

いうものを更に充実をしながら、施設整備と合わせてやっていく必要があるとそういうふ

うに思っております。以上であります。 
竹沢議員       ご答弁いただきました。それではあの次に通告にありますがあのアパート活用の問題は

また次回にやらさせていただいて、昭和伊南総合病院ですがご案内のように回復期リハビ

リテーション病棟がこの４月から３５床でスタートいたします。同病院はご承知のように

国の地域医療再生事業の財政支援を受けまして、先進地地域リハビリテーションセンター

として発症後リハビリを必要とする患者さんを２カ月間治療いたしまして、自宅へ退院で

きるように在宅できるようにとするための施設でありまして、このため国の財政支援を受

けて病棟の改築やスタッフの増員を図って４月からスタートするものであります。そこで

お伺いしたいのは回復期リハビリテーションの病棟ができたことによりまして、退院後の

患者さん、引き続いて訪問リハビリ、またあの現在町内で在宅治療している方で外来でリ

ハビリを受けるというようなことも病院としては支援していくふうに聞いております。の

で、問われるのはその病院と行政との連携の問題であります。従って町としてまた社協を

含めて巡回訪問リハビリの受け入れ体制、現状はまだ対応策はないかもしれませんけれど

も、必要な課題だと思いますので今後検討されますように、提案をいたしますがいかがで
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しょうか。 
町  長        まあこの点につきましてはあの竹沢議員も伊南行政組合議会の議員さんの一人として、

都度あの回復リハの取り扱い、取り組みの問題については説明を受けていただいておると

いうふうに思うわけでございますけれども、昭和伊南総合病院これはあの長野県の医療再

生計画の１つのモデル的なケースとして、この中間リハの病棟整備をいたしまして受け入

れていくということになりました。入院をして治療をして自宅に帰るには少しまあちょっ

と不安があるということの中の中間リハでもってそのことを支援していくということでご

ざいまして、４月１日から４階でありましたか、あそこへ増築をして受け入れ態勢を今整

えたところでございます。専任のお医者さんも１人でましたが、できれば２人ほどほしい

ということでございます。看護師その他のスタッフも今順次整えてやっております。で、

これをどういうふうにあの各市町村の連携でもって、例えばあの地域包括支援センターと

の連携をどういうふうにしていくかっていうことはちょっとまだ確定が出来ておりません。

試行錯誤を繰り返しながらのまあ対応ということになろうかと思いますけれども、当面は

その昭和なり他の医院で、退院はするけれども自宅まで帰すにはいかないというのをちょ

っと中間的に預かってリハをするということと、その後のあの在宅リハの問題についても

これはあの地域包括支援センターと十分各市町村連携をとって、これから策定していく、

色付けしていくということでございますので、ちょっとご容赦をいただきたいというふう

に思いますし、それからまた将来的にはあのスタッフを整えて、在宅の介護、リハという

ものを直接昭和病院が手掛けることも検討していきたいと、いうことも今言っております

ので、是非そのことを期待をしておるわけでございますし、そのことがあの先程にも関連

をいたします施設の問題と在宅とのこの介護やリハやということにつながる、非常にあの

密度の濃い地域医療が対応ができるんではないかと期待しておりますのでよろしくお願い

します。 
竹沢議員       ただいまの件は課題として受けとめていただいて、病院との連携をとりながら検討いた

だきたいと思います。次に循環バスについてであります。明日、同僚議員が質問いたしま

すので詳細は同僚議員に譲りますが、１つだけお願いしたいなあと思います。町民の声と

してですね、飯島町は松川町と接近しておりましてですね、松川町では乗車料金が６５歳

以上は只でありまして、あとの人は 200 円と、飯島町は現在すべて 200 円であります。で

すからご提案したいのは率直に６５歳以上、あの後期高齢者なら７５歳ですし、７０歳と

いうこともありますが、いずれにしてもお年寄りを只にするということでやれば、もうち

ょっと利用が増えるんじゃないかということで提案をいたしたいと思います。私自身あの

循環バスにつきましては議員１年目の折にですね、当時まあ合併しても自立しても循環バ

ス、公共交通の確保というのは重要な課題でありまして、合併しても自立しても重要な政

策課題としてやろうということになっとったわけでありまして、町に対して私はこの実施

計画で確か数年先にやるというのを前倒しをしてやってほしいということを提言をいたし

て、社会実験をいたして町内で実施できるようになりましたし、また運行方法につきまし

てもデマンド方式を提言いたしましてデマンド方式も取り入れていただいて今やっておる

わけでありまして、要はあの明日までおると思いますが、利用者が多くなればですね活き

た循環バスになるということでありまして、とりあえず１つだけ６５歳以上只にできませ

んか。 
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町  長       今この時点でこの高齢者の方を無料ということはちょっと考えておりませんのでご理解

いただきたいと思います。 
竹沢議員       もう１つ町民からのご意見で、これは七久保のお父さん、お母さん、またおじいちゃん、

おばあちゃんからの要望ですけれど、中学校への通学の時間にですね合わせた運行の希望

があるんですけれども、ここら辺を検討していただけることはできるでしょうか。 
町  長       まあこれについてもあの是非そうしたことに道を開きたいというようなことで、あの学

校現場といろいろ打診をして協議した経過もございます。ＰＴＡの保護者の方も含めてで

すが、実際あの結論を得たものは、ちょっとあの学校教育の１つの方針のこともありまし

て、この循環バスは利用しない方向でいくという方向が出されておりまして、現在もその

やに聞いております。従ってあのちょっと現場の状況、教育長の方からご答弁させていた

だきますが、それから今のような振り返ったような問題で高齢者の方をまあ無料というよ

うな形になりますと、ほとんどの方が今高齢者の方がいろんな面でご利用いただいておる

というようなことでございますので、ほとんどまあ無料運行バスというような形にせざる

を得ないということでございますので、慎重にまあ対応をさしていただきたいと思います。 
教育長         学校と協議してですね、できる限り子ども達には歩かせたいということであります。 
竹沢議員       時間が少なくなってまいりましたので、メインの話に入りたいと思います。飯島町に本

店を置く建設関係会社７社で構成する、飯島町災害対策建設協力会は昨年３月１１日発生

した東日本大震災などの教訓を生かして、いずれ発生が予想される東海沖地震など想定さ

れるあらゆる災害が起きた場合にですね、被害の拡大防止、被害施設の早期復旧のため同

協力会が保有する建設機械資材など及び労力などによりまして応急対策活動を行うため、

災害時応援対策活動等に関する基本協定を飯島町と協定すべく、去る１月２８日頃に書類

を同協会の代表の方が副町長に協定書案を７社の署名捺印の上提出されたというふうに伺

っております。これはあの町からそういうことをしてくれって言ってお願いしたことじゃ

なくて、町内の各法人の代表者の方が、温かい思いやり、また有事の際のこと、また心の

絆と申しますかそうした思いで協定を結ぶために書類を出されたというふうに思うわけで

ありまして、本日は３月の８日であります。提出された皆さんは町にどのような事情があ

るか知りませんが、１カ月ほど経過しておりまして、関係者の方は大変憤慨されておりま

す。本日も議会傍聴なさっております。この件に対して今後町の対応方法によりましては

ですね、各新聞社等へ記者会見なども辞さないというふうにも申しておりまして、今回の

文書は受理されておるわけでありまして、未だに提出者に対して何の連絡もないというふ

うに聞いておりまして、これは如何なものかと、まあそれなりの理由があるのではないか

ということは推察いたしますが、それは何故かと言いますと過去２年ほど前ですか、当時

の町内６社の建設業者がですね先行して災害防災協定を締結したことは私どもも承知して

おります。まあ昨年１社が事業停止したので現在５社かなというふうに理解いたしました

が、そのことといささか関係があるのかどうかわかりませんが、まあこんなことはないと

思いますが、飯島町に本社を有する建設関係の業者はですね、大きいから小さいからで区

別するんじゃなくて、町の公共事業につきましてはそれぞれの立場で皆んな協力していた

だいておるわけでありまして、大も小も仲良く仕事ができるようなそうした町長としての

リーダーシップというものが求められるわけであります。そういう意味で関係する協力会

の皆さんにもわかりやすいように説明を求めます。 
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町  長       この災害防災協定の問題につきまして、今お話のように具体的に２月にあの飯島町災害

対策建設協力会、これはあの代表の方は有限会社三徳さん、笠原信男社長さんでいらっし

ゃいますが、他７社、７業者連名によるこの関する基本協定の申し入れをいただいたとこ

ろでございまして、大変町といたしましてもありがたく感謝を申し上げておる次第でござ

います。同時にあの今お話にございましたように、平成２１年の９月にこの飯島町の建設

防災協会というのがございまして、こちらの方からもそうした申し出をいただきまして、

こちらの方は具体的に防災協定を取り交わしておるという形になるわけでございまして、

まあ今後あの、先ほどの防災計画の関係にも触れてまいりますけれども、その震災対応と

いうようなものを防災という面で考えたときにはやはりあの、どこが境目ということはな

かなかあの難しくなってこようかと思いますので、できればあの一本化した１つの協定内

容でもってこれが機能的に動くことが一番理想的ではないかなという、内部検討が今して

おるわけでございまして、ちょっとその辺の扱いが当事者の皆さん方に遅れておることは

大変恐縮に思っておるわけでございます。そんなあの思いがひとつあることだけはひとつ

ご理解をいただいて、いずれにいたしましてもこれはあの調整を進めて早急に対応してま

いりたいというふうに思っておりますので、是非ひとつよろしくご協力をいただきたいと

いうふうに思います。若干その内部的なことを総務課長の方から申し上げます。 
総務課長       傍聴に見えている方もご理解いただけると思うんですが、今はあの地域防災計画の見直

しを進めております。建設業にかかわらずいろんな事業者の皆様との協定を結んでいく必

要があります。でその内容についてはある程度骨格となる町の計画が出来て、その内容に

振り向けるという部分もございますので、そういった観点であのちょっと共々にやってい

きたいと思います。それからあのただいま町長の方で申し上げましたすり合わせの部分、

これにつきましてはこうに考えてございます。簡単に言うとこの地域は谷を背負っており

ますので分断される恐れがあるということで、全部の業者さんとのある程度協定を進めて

いかないと、ある地区だけがそういう機動力がないという場面も想定されますので、やっ

ぱり大きい観点の中で全、例えば建設業でいけば全員の方にご参加いただく中でのやっぱ

り協定が一番有効なのかな、地域の皆さんもご安心になるのかなというような観点で、逆

にこちらからもお願いしたいというような気持ちでございます。なおあの今申し上げまし

たとおり、一本化できればこれが一番上手な協定になろうかと思いますので、先ず町とし

てはそこの段階の努力を一回、積まさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお

願いいたします。 
 
議  長    以上で本日の日程は終了しました。これをもって散会とします。ご苦労様でした。 
 
          午後 ４時２２分 散会 
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本会議再開 

 
開  議     平成２４年３月９日  午前９時１０分 
議  長     おはようございます。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

議事日程についてはお手元に配布のとおりです。 
 
議  長     日程第１ 一般質問を行います。通告順に質問を許します。 
        ８番 中村明美 議員 
 
中村議員    おはようございます。初めに３・１１，１２より１年、震災を乗り越え、その先に未来

に夢を抱き希望を持ち勇敢に歩んでおられる方々の生活環境が一日も早く元に戻ることを

望む次第です。そして本年も震災を受けられた方々に当町においても何らかの支援をする

ことを申し上げまして、通告に従いまして一般質問をいたします。 
 １．震災について３点質問いたします。被災者支援システム導入への検討状況は。昨年

６月の質問で災害の際、被災者支援や復旧復興に対応するために被災者支援システムの導

入を求めました。町長は前向きな検討をしたい、担当課長からはこのシステムを高く評価

しつつも動作環境や人的対応の程度が未知の部分であり、しっかり検討し有事に備えたい

との答弁でした。その後どのような検討がなされたのか導入を考えているのか伺います。 
町  長    おはようございます。中村議員から災害対策について、先ず被災者支援システム導入へ

の検討状況でございます。万が一のまあ災害に備え、避難所ごとの人数やそれから食事等

の集計や、それから罹災証明書これが発行できる被災者支援システムの導入をいたしまし

た。２カ月ごとに住民の最新データを取り込んで、いつでもシステムが稼働できるように

今準備をしております。現在見直しを行っている部分もございますけれども、今後はこの

防災システムをきちんと地域防災計画の中へも盛り込みましてですね、職員のシステム操

作、研修を随時行いながら災害時に万全に備えてまいりたいというふうに考えております。 
中村議員    その導入にあたってなんですけれども、まあ県とデータの連携は県と行うところが大変

多いようですが、当町も県との連携ということでよろしいのでしょうか。 
総務課長    とりあえず飯島町の今の規模で出来るということの中で、町のあのデータの中で運用で

きる範囲のシステム稼働ということで職員の訓練も始めておりますが、徐々にまた出来る

ところを拡大していこうというステップアップで考えております。当面は今町長の言った

業務のみで考えております。 
中村議員    災害というのはね、いつ起こるか分からないものですので、後悔先に立たずという諺も

ありますけれども、なるべく早く対応できるようにしていただくことを望みます。次に地

方防災会議委員に女性を登用すべきとの質問に移ります。東日本大震災では避難所で女性

が着替える場所がないなど女性の視点が欠落している実態が浮き彫りになりました。発災

後浮かび上がった問題点、平時における防災の検討や避難所運営など災害現場での意見決

定に女性が参画していないため、防災、震災対応に女性の視点が入らず配慮が足りなかっ

たこと。都道府県防災会議には女性が占める割合が３．６％、避難所運営の中心を担う自

治会長の９６％近くが男性、防災会議において女性の参画が少なく、女性目線の施策が取
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り入れられないことが多いため、女性目線を大事にする防災会議の在り方が必要となって

います。当町では地方防災会議委員に女性がいません。先に申し上げたことからも男女共

同参画からも女性委員を３人以上は登用する必要があると考えますが、検討しているかど

うか伺います。 
町  長    防災会議に女性委員を登用すべきというご提案でございます。飯島町の条例での防災会

議の委員の構成は、専門委員として指定地方の行政機関から国の国土交通省の天竜川上流

河川事務所長さん、それから上伊那の地方事務所長、伊那建設事務所長、伊那社会保険事

務所長、これらは県の関係の方々であります。それから駒ケ根警察署長、指定公共機関の

東日本電信電話、要するにＮＴＴでありますが、この長野支店の災害対策室長という方、

それから中部電力株式会社の駒ケ根サービスステーション所長に加えて、これはあの今伊

那が管轄いたしておりますけれどもそこの所長さん、それから知識経験者として町の職員

の一部、それから学識経験のある方を委員として町長が任命することになっておりまして、

現構成員の中ではお話の女性の登用はございません。お話のように今回の大震災から見ま

しても避難所生活等における女性から見た視線も大変まあ重要な意味を持つわけでござい

まして、考慮していかなければならないことは大変まあ大切なことというふうに考えてお

りますので、今のご提案を大変重く受け止めております。今後は女性の意見も十分取り入

れた形の中で防災会議に必要な、昨日もあの堀内議員の質問に関連してお答えしておりま

すけれども、この防災会議の組織を変えてまいりますので複数の女性委員を登用した上で、

入っていただいた上でこの組織の見直しを編成を考えてまいりたいとこのように今思って

おりますのでよろしくお願いします。 
中村議員    是非、女性委員の登用をしてですね女性の目線からきめ細かな防災対策の充実強化を進

めていくことを望みまして３つ目の質問に移ります。２４年度の防災訓練、救急法講習の

計画は。昨年の防災訓練は大震災が起きたことで近隣での避難経路の決定など、先ず自助

に重点が置かれたように感じました。他町村では避難所生活の体験をしたところもありま

した。災害時の被害や混乱を最小限に抑えるには日頃の訓練にあり、そのことは東日本大

震災で明白です。災害はいつ起こるとも知れません。時間帯や季節を変えるなど、また避

難所体験も重要と考えます。２４年度の飯島町の防災訓練は何に重点を置くのか、またＡ

ＥＤの導入も増え救急法の講習も回数を増やしたり、多くの住民が実践できるよう取り組

むべきですがどのように計画しているか伺います。 
町  長    新年度、平成２４年度の地域防災訓練、また併せて並行して実施をいたします救急法等

の講習会の計画でございます。平成２４年度の町の地震総合防災訓練につきましては、新

年度は９月の２日に実施をするように計画をいたしておりますが、訓練内容等の詳細につ

きましては平成２３年度に実施した防災訓練の反省事項等を十分考慮して、それからまた

今度の大震災あるいはまた長野県の栄村、あるいは松本市等で発生をいたしました巨大地

震等に対応する考え方を取り入れまして、そこらを含めた早い時期に区長さんや耕地総代

さん、自治会長さんを交えての全体的な打ち合わせを行いまして、実のある訓練になるよ

うに考えてまいりたいというふうに、より実践的な訓練になるように考えてまいりたいと

いうふうに思っております。それからいろんなあの救急法の講習につきましても、この有

事の際には当然のことながらこれは生命を助ける一助として有効な手段でありますので、

全地区全町民の皆さんが、まあ扱える皆さんは全てこの講習を会得しておいていただくこ
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とが一番いいわけでございますので、そんなことも考えながら、ひとつこの今後の救急法

の講習というものは重きを置いた訓練にしてまいりたいということも考えておる次第でご

ざいます。その他まあ講習には地区からの要望も踏まえまして、消防署の職員、消防団の

救護隊の協力をいただきながら、応急手当てや心肺蘇生法などの学ぶ機会を設けまして、

訓練にも活かしてまいりたいというふうに思っております。 
中村議員    わかりました。その防災訓練の中で２３年度の反省を考慮してということを今言われま

したけれども、反省点の中で大きなもの、もし今答えられるようでしたら挙げて聞かせて

いただけたらと思います。 
総務課長    防災訓練の各地区で実施した状況をご報告いただいておりまして、取りまとめて、ちょ

っと私詳細に承知しておりませんが、それをあの区長、新年度に入っての区長さん、耕地

総代さんの集まり中でご報告申し上げながら２４年度の訓練の展望をしていくこういう流

れになってございます。ただあのやはりあの大事にしたいのは耕地ごとの主体的な訓練、

例えばあの耕地単位で一斉にこう避難をしていってそこで救急法を今年はやりたいとか、

今年は消火活動の部分を重要視したいとか、あるいはあの弱者の避難にどういうふうに皆

で協力できたかとか、いろんなまあ課題が出てくるかと思いますので、耕地ごとでもその

自分で２３年度に行った訓練の反省のもとに、たぶん来年はこんなことをしたいっていう

ことがあれば、それを主体的にこちらではサポートしていくような組み方をしていきたい

なと、地区も同様だかと思います。で、ちなみに町、ここの職場の訓練を申し上げますと、

あの私ども被災地に行ってきた状況の中で究極にあの厳しいのは、冬の寒さの時にもう本

部機能が無くて一度にこう襲われたようなとき、これはあの被災地の避難所を見てきまし

たらお年寄りの皆さんがコンクリートの床の上で段ボールを敷いた上に毛布を重ねて寝て

らした、余震があるから火は焚けないんで寒い中でお暮らしになっていた、まだあのガス

やそういうものがライフライン通っていませんでしたので温かいものが飲めなかった。い

ろんなことを町の職員４名見てきておりますので、そういったことを応急の場で活かせる

ような内容をまた２４年度お伝えをしながら訓練実施してまいりたいと思います。 
中村議員    なるべく反省というのはね、そのことが終わったら早急にですね反省をし、そしてその

データを上げていくという事がね、早めに手は打て、早めに次年度の計画ができる充実し

たものになると思いますので、今年度からは訓練が終わったら早急な反省、また課題とい

うものを上げるようなそういう方針でいっていただきたいというふうに思います。今後こ

の２４年度の防災訓練が災害に強い町につながる内容になることを望みたいと思います。

また若い世代に命の大切さを学んでもらい、救命率の向上を目指そうと中学３年生に普通

救命講習会を実施している自治体もあります。飯島中学校でも同様の目的を持ち普通救命

講習会を実施することを考えますが教育長に伺います。 
教育長     教科としては保健体育の保健の部門でですね、止血の仕方それから包帯の仕方を実習を

通して学ぶということが盛られております。内容の取り扱いにおきまして。ただ心肺蘇生

法については別項となっておりまして、心肺蘇生法という方法があるということを知ると

いう部分で止められております。すなわち中学生に心肺蘇生法を行わせることは相当では

ない適当ではないという国の考え方であろうかと思います。しかしながらＡＥＤの取り扱

いの方法について、こういう器具があって救助するということは必要かと思われますので、

機会を見て、もしそのような消防署の方、あるいは関係の方が来て説明をするということ
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については考えていきたいというふうに思っております。 
中村議員    若いうちから学んでいくことで救命意識が高まり、大人になっても抵抗なく救命対応が

できるものと思いますので今後検討をお願いしたいと思います。次に学校に設置の太陽光

発電に蓄電池整備をについて質問いたします。文部科学省の２４年度、再生可能エネルギ

ー補助制度の拡充に非常用電源として活用できるよう太陽光発電池設置校を対象に、蓄電

池単体池整備が補助対象となりました。策定割りは２分の１、上限額 10,000,000 です。当

町では３校がこれに該当しますが、予算の関係もありますので全校とは難しいと思います。

大変に良い補助だと思います。蓄電が出来ることで発電不足時や夜間等の安定的な電力供

給が可能となり、個人的には中学校に設置してはと考えます。教育委員会にこの件に関し

て内容をお伝えしましたが、蓄電池整備などをどのように考えているか伺います。 
教育長     それではあの蓄電池の整備について太陽光発電と関連して設置というご意見であります

が、一応太陽光発電を設置した経過も報告を含めてお話をしたいと思います。一昨年の８

月より太陽光発電稼働を始めたわけでありますけれども、１年間で１３０，０００キロワ

ットの電力効果、それから 4,000,000 円相当の経済的な効果が得られました。このことに

ついては過日全協でお話をした経過もあります。加えてですねその太陽光発電を設置した

半年後に大震災それから原発事故が発生いたしました。まあ子ども達は日本の将来のエネ

ルギーにこのことから関心を持つようになり、太陽光発電設備を備えたことによる教育的

意義をもたらしたのではないかなというふうに受け止めております。まあこのところエネ

ルギー政策や災害時の緊急時の電力確保という面から今ご指摘のありました蓄電池が新た

に関心と注目を集めておるところであります。まあ既にあの設置の太陽光発電施設にこの

蓄電池を加えてというご質問ですけれども、単にあの学校だけの防災設備だけでよいのか、

総合的な当町の防災対策とも関連することもありますので関係部局と協議をしているとこ

ろであります。その具体的な内容については次長よりお答えいたしますのでよろしくお願

いいたします。 
教育次長    それではあの検討の状況等についてお答えをいたします。議員ご指摘の通り、小・中学

校の太陽光発電施設には蓄電機能、いわゆるあの電気を蓄える機能はございません。従っ

て停電した場合ですとか夜間、これにはこの太陽光発電による電力を学校施設で使用する

ことはできません。非常用電源の確保対策として議員ご提案のように蓄電機能を付加する

こと、これは大変あの有効な方法の１つであるわけでありますが、その他に役場に設置し

てあるようなディーゼル発電機、これによって非常用の電源を確保する方策もあるわけで

あります。太陽光発電に蓄電機能を付加する場合とディーゼル発電機を設置する場合の費

用、これを比較しますと設置に掛かる初期投資これは大差はありません。太陽光発電に蓄

電機能を付加した場合にはその後の維持管理費用、特に蓄電池でありますのでその寿命に

よる交換こういったものを考慮する必要が出てまいります。そこで維持管理のし易さ、あ

るいは維持管理費用、こういったものを総合的に勘案をしますとディーゼル発電機を設置

をして非常用電源を確保することがより現実的な方策と考えているところでございます。

町では緊急防災減災事業計画、これはあの地方単独の起債事業でありまして充当率が１０

０％、交付税措置７０％という大変有利な起債でございますが、この起債事業の計画を国

に提出をしてあります。この計画の中に小中学校３校及び保育園３園に非常用発電機の設

置を盛り込んであります。こうしたあの非常用電源の設置、安全安心のまちづくりのため
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に優先順位は高いわけでありますので、町の財政状況を勘案する中でできるだけ早く設置

を進めていくよう調整をしております。以上でございます。 
中村議員    わかりました。非常用発電機の方が費用的にコスト的にも、その後の管理においても非

常にコストが安いということで、そのような専門的な検証をされていることとお聞きいた

しました。では３番目の質問に移ります。子ども議会要望に応え、中学校グランドに照明

灯設置をについて質問いたします。昨年１２月子ども議会を傍聴し、純真な瞳、真っ直ぐ

な心で質問する姿を見て大変に感動いたしました。子どもの瞳は未来の飯島を見つめてい

ると感じました。質問の中で飯中グランドのナイター整備において前向きな答弁がでなか

ったことは大変に残念に思いました。今の照明灯では十分でなく、日が短い季節は部活に

支障が出て満足な練習ができない、僕達が努力して飯島町をスポーツの盛んな町にしたい

と町に貢献したいとの健気な姿勢に熱いものが込み上げました。昨今の子ども達が考える

町の環境や将来像への知恵の豊かさには感銘を受けることが多々あります。それには教育

現場や地域ぐるみの子育て活動が充実してきたことにあるとうれしく思います。子ども達

の未来像には町に活力を見いだす鍵があるように思います。町財政が厳しいときに高額な

要望をすることに恐縮しつつも、実現したら実力アップに努め期待に応えたいとの気概が

伺えました。現に飯中サッカー部は実績を上げており、本年も飯田大会で優勝しています。

要望に対し財源不足と頭ごなしに断念を促すのではなく、子ども達の努力と未来への夢や

想いに町は耳を傾け実現できる方法を検討すべきではないでしょうか。国の補助制度の活

用、また省エネ製品等も出ております。どうかそのようなことを考慮しながら多角的に検

討するべきだと思います。また中学グランドは避難所でもあり照明灯設置は不可欠と思い

ます。教育長に見解を伺います。 
教育長     それではあの照明設備の設置ということにつきましてお答えをしたいと思います。まあ

あの今お話にありましたように、子ども議会におきましても下平議員から要望がありまし

た。まあ照明灯設置についてはその折りにもお答えしたとおりであります。あの飯島中学

校が非常に各種の競技大会で活躍していることは大変承知しておりますし、生徒たちの心

身の健全発達を喜ばしく思うと同時に、町の誇りであるというふうに私も思っております。

これからも子ども達の活躍を大いに期待したいというふうに思っているところであります

し、まあ文武両道というのは私から常々言っているところでありますので、そういう気持

ちは大事にしたいなというふうに思っております。あの高校ではですね夜間の照明設備は

整っているわけでありますけれども、中学校の全教育課程の中で夜間照明をしてまで取り

組む必要があるといいますか、そういう教育活動はありません。むしろ社会体育を中心と

した学校教育の枠外での取り組みというふうになります。まああの少年サッカークラブも

社会体育の皆さんが指導に関わってくださっているという経過もありまして、社会体育が

充実すればそれと連動して中学校の運動部活の技能が高まるという側面があることは確か

であります。しかしながらあの照明設備が充実し十分な練習ができることにより、逆にで

すね平日の夜遅くまで練習が過熱しないか、あるいはあのそのようなことで運動部活動の

教育的な側面を超えたものにならないかどうかということを私は懸念するところでありま

す。あの社会体育はまあ任意参加でありますので、まあ子ども達の自主性が更に及ぶとこ

ろでありますけれども、一方において学校体育の学校教育の中の運動部活が終わって、そ

の後移行するというところにですね無言の圧力といいますか、集団的な強制力が個々の生
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徒に及ばないか、そのことによる心的負担が子ども達にかかるのではないかなということ

であります。まあ本来教育的な側面を重んじるべく学校教育における運動部活動が勝利至

上主義に陥ることにもなりかねません。まああの中学生は発達途上でありますし、骨格や

体力が完全でない中学生が夕食もとらずに練習をし、本務であるべき家庭での学習や翌日

の授業に影響を及ぼさないかどうかということを心配するものであります。あの中学校の

体育連盟、いわゆる中体連からもですね、指導の行き過ぎについては歯止めをかけよう、

あるいは練習についても休日の指導はできる限り控えようという方向で動いております。

まあこれらを踏まえて適切な運動部活動のあり方、まあ指導のあり方、生徒の状況を総合

的に判断しながらあの検討してまいりたいというふうに思っております。まああのそうい

うことはないというふうに私は信じますけれども、社会体育の指導者が子どもの言葉を借

りて自分たちの要望ではないということを私は信ずるものであります。いずれにしまして

も照明設備を作ることによって子どもに過剰な負担がいくようであっては、これは逆の教

育効果になるのではないかなというふうに考えますので、このことについては慎重に考え

ていきたいというふうに思っております。 
中村議員    教育長の言われましたことは大変よくわかりました。しかしあの時間とかそういうもの

をね制限してやるという方法をとれば、あの全くこれが子ども達に害を及ぼすとか教育に

支障が出るとかいうこともないと思います。まああの過剰になることもよくないですけれ

ども、またあの子ども達の声も今後ですねまた学校側とも検討しながらあの良い方向に行

くことをお願いしまして次の質問に移ります。 
 ４番、不育症治療者の経済的負担軽減に町公費助成を。人口増子育て支援につながる一

環として取り上げてみたいと思います。不育症とは妊娠はするけれども流産や死産を２回

以上連続して繰り返し、結果的に子どもを持てない状態を不育症と呼んでいます。女性の

年齢によりますが、妊婦の１５％程度が流産になるといわれています。名古屋市立大学の

研究では毎年約３０，０００人が発症していると考えられるとのことです。原因は医学の

発達により解明されてきましたが、原因不明が６５．３％と最も多く、胎児の染色体異常

に起因すると思われています。原因が分かっている治療の中ではヘパリン投与を行うこと

で不育症でも８５％の人が出産可能です。ヘパリンは妊娠が分かってから出産まで毎日朝

夕の合計２回注射をしなければなりません。治療費は本年１月から保険適用となり自己負

担額が軽減されましたが、身体的精神的に大変負担となります。また保険適用となっても

備品などに費用がかかり、医療機関によりますので正確な数字ではありませんが、出産ま

でに 150,000 から 200,000 円ほど必要になります。不育症は適正な検査と治療をすれば多

くの人が出産できます。まだ不育症への認識は十分ではありません。先ずは相談できずに

悩みを抱えている人への窓口を広くし、婚姻届の際に不妊、不育症相談サービスの告知を

務めることを求めます。また今後３５歳以上の妊娠も増える見込みで不育症者が増加する

とみられています。当町はかねてより子育て支援など献身的にされており評価いたします。

今までに不育症相談はないようですが、個人的に聞いたところによると悩んでいる人はい

ます。まだ自治体独自で公費助成を行っているところはごく稀です。県内にはありません。

しかし先にも申し上げましたが不育症治療、特にヘパリン投与には身体的精神的負担が大

きく、そのうえ治療費負担も高額ではとても大変です。安心して元気な赤ちゃん誕生を迎

えられるよう町は治療費の面で支援してほしいと思います。少子化対策の一環としても前
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向きな検討を求めますが、町長のお考えを伺います。 
町  長    次のご質問は不育症治療の方に対する補助ができないか、公費助成の問題でございます。

大切な命が適正な医療によって守られて誕生することは極めて重要なことでございます。

お話にございましたように、この妊娠はするんですけれども流産や死産を繰り返して、結

果的にまあ子どもが持てない場合、これをまあ不育症とまあ呼ばれておるわけでございま

す。その方々が全国的には３０，０００人ぐらいおられると今お話でお聞きしましたが、

この専門治療によって無事出産を迎えられる方が何割かがいることが分かると、それで国

では、これはまあ厚生労働省の関係でございますが、平成２０年度から子どもの家庭総合

研究事業の一環として研究班を立ち上げまして、その実態や治療による再評価、新たなる

治療法の開発などに今現在取り組んでおるというふうに聞き及んでおります。またあの医

療保険では今年の１月１日から治療法の１つである今お話にございました皮下のヘパリン

注射というものが保険適用になりまして、長野県では不育症相談窓口設置の検討をしてい

るなど不育症対策が整ってきておるというふうにも聞いておりますが、県独自のまだ補助

制度は確立をされておりません。ご承知のように町では平成１８年度から不妊に悩む方へ

の特定の治療支援事業実施要綱というものを定めまして、この支援を行っております。要

件を満たした不妊症のご夫婦への支援を行っておりまして、無事出産を迎えられたご夫婦

も現におられるということでございまして、大変ありがたいことだなというふうに思って

おります。このご質問の不育症治療に対する支援は、まあ本来あの私思うにこれは国が責

任もって対応していくべきもの、少子高齢化、まあ高齢化といいますか、少子化社会に対

応する国の施策が基本ではないかというふうにまあ思うわけでございますけれども、そん

なこともございまして町といたしましては今後町内でまあ何人ぐらいこの該当者がおるか

ということははっきりした数字は掴んでおりませんけれども、母子手帳からくるこの流産

等の届け出等のデータを見ますと１名ないし２名というようなこともまあ推測されておる

わけでございますけれども、いずれにいたしましてもまあ今後国県のこの制度設計への要

望というものをまた関係団体と強力に推し進めて要望してまいりたいということと、そう

した国が県が対応する動向を見ながらまあ今後の検討課題というふうにさせていただきた

いというふうに思います。それからまた不育症については一般に認知度が低いために保険

予防の中で啓発活動を進めるとともに、流産や死産によりうつ状態になっているという方

もおられるというような情報も聞いておりますので、この辺に対するこのメンタル支援の

面にも、直接補助というような形でなくてですね、ソフト的な側面的な立場からのこの支

援をして取り組んでいくことが必要ではないかとこのように考えておりますのでよろしく

お願いします。 
中村議員    確かに町長がおっしゃる通り、命は皆平等でありますので本来は国が行うべき施策だと

いうふうに思います。そして確かにあのまだ認知度が大変低いのでね、町としては大きく

これからですね相談窓口をあの住民の方にですねあの情報として流していくとか、また子

育てをしている方々にお伝えする方法を是非取っていただいて、なかなかこれは自分から

ね、あの言っていくことっていうのはできないものです。ですからそういうことを町の方

から随時出していただくことをお願いいたします。一生懸命小さな命を守ろうと努力して

いるお母さんへの支援をですね、今後是非町も検討されることを望みまして最後の質問に

移ります。 
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        病気予防への取り組み強化を。当町の予防事業では先進的な補助もあり、最近では他県

からの視察も来ています。町の取り組みが良き波動となっていることはうれしく高く評価

する次第です。今月は自殺対策強化月間です。昨日の町長の答弁でもありましたが、警視

庁は先月集計した２０１１年の全国自殺者数は３０，５３４人で、なんと交通事故死亡者

数の６．６倍で、１４年連続で３０，０００人を超えております。そして自殺の動機は健

康問題が１５，８０２人と最も多く、またどの世代でも自殺が死因の上位となっている深

刻な事態であります。町長の２４年度施政方針で健康増進の取り組みの中で、自殺サイン

に気付き専門家に繋いでいくゲートキーパー養成講座の開催を言われました。これは早期

での対応ができ自殺防止への大きな力になると思います。先ごろですね、長野県木曽町の

ＮＰＯ法人「きぼうのにじ」の視察をしてまいりました。担当課にはその資料を届けてあ

りますが、法人は地域住民の福祉向上を目的に福祉ネットワークの構築を目指し、特に自

殺に結びつくうつ病対策に力を入れ、医師や医療機関、メーカーなどとメンタルヘルスプ

ロジェクトを組み、「こころのものさし」と題して健康セミナーを展開しております。こ

れは大変好評を呼んでおります。精神の悩みに関する内容で大変に興味深いものでありま

した。心の病が増加しており予防ケアが早急課題と感じます。是非当町でもこの「きぼう

のにじ」の講演要請をすることを望みます。また病気は予防によりかなり発病を防ぐこと

ができることは言うまでもありません。検診、予防接種等は早期発見、感染予防に欠かせ

ません。次に大事なことは病気になりにくい健康な体づくりでしょう。そこで今後は病気

予防事業の中の啓発活動に更なる強化を図り、町民一人ひとりに健康管理を意識付ける取

り組みが重要だと考えます。従来の情報発信にとどまらず、各地区耕地ごとに声をかけ、

小さな単位で、そして健康管理の指導をすることを提案いたします。そのことによって大

勢の中で聞きにくいことも少人数なら、また気心の知れた仲であれば気軽に聞くことや個

人的な相談もできます。高齢者支えあい拠点施設も今回補正のものを加え２２カ所になり

ました。その気軽に集まれる施設を有効に使い、健康推進委員の協力もいただき、病気予

防指導や健康教室を行い健康管理の啓発に努めることを考えます。このような対話ができ

る小単位の病気予防指導に努め、より多くの人たちに健康に対する意識を高めていくこと

により、方針での誰もが健康と笑顔で暮らせるまちにつながっていくことと確信いたしま

す。昨日の町長答弁の中でも高齢者の健康対策の中で言われました。このような小さい単

位で、またふれあい施設を使ってですねやっていきたいというようなことを答弁でお聞き

いたしました。そこで同じ方法だということを認識いたしまして、そのやりたいとの、や

っていきたいとの思いはわかりますが、お題目だけで終わるのではなく、どのような方法

でですねそのような小単位の健康推進というか教室を進めていくのであるか、その辺の詳

細をお聞きいたします。 
町  長    病気予防への取り組み強化ということで、ただいま中村議員からいろいろとあの取り組

みのご提案も含めた考え方が言われましたけれども、まさにあのそうしたことの考えに沿

って町は新年度も様々な保健予防、健康づくりへの取り組みということを、予算上も含め

てですね展開をしていきたいということでございますので、先ずもってよろしくお願いし

たいと同時に、当然のことながらこれはあの町では妊娠期から高齢期までのこの全てのラ

イフステージ、それから生活スタイルに応じた、またその時々の心と体の健康課題につい

てきめ細かな実践活動、啓発活動に取り組んでいるところでございます。それぞれの地域
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では健康推進員が中心となりまして、耕地や自治会それから地区のご協力をいただいて実

施をしております耕地の健康教室、それから地区健康教室がございますが、今年度平成２

３年度は延べで４０回、１，２００人余りの方の参加をいただいて実践をしてまいりまし

た。また学校、保育園との連携では「翼の会」や「子リスの会」そうした子ども時代から

の健康づくりに取り組みまして、特に２３年度は学校からの依頼によりましてＰＴＡ対象

に子宮頸がんの予防の啓発教育も行ったということでございます。その他に保健センター

では耕地の女性部、それから高齢者クラブなど団体の健康教室、それから商工会、それぞ

れの事業所・会社の健康祈願祭の折、また国保の組合、子育て支援センターなどで健康教

室を随時まあ行っておりまして、また地域包括支援センターでは「はつらつ健康教室」な

どの高齢者対応の教室も実施をしておるところでございます。更にまた町の「生き粋出前

講座」のメニューに健康、スポーツ、福祉の項目を設けておりまして、この他に地域の医

療機関や県内の大学などで出前講座を設けていただいておるところもございまして、特に

あの昭和病院では無料の出前講座を実施しておりまして、耕地などで医師の講演会なども

実施をしておるところでございます。これがあの昨日申し上げたまた地域介護福祉空間施

設を有効に使っていただいて、更にこのようなそれぞれの講座を少しでも多く開催してい

ただくことを期待しておるというふうに考えております。それから健康づくりの重要な要

素として地域の草の根活動がございます。継続した地道な活動が町全体の健康志向に繋が

ってまいります。今もお話にございましたまあ自殺の問題も大変深刻でございます。心と

体の健康づくりの拠点としての保健センターがございます。高齢者の心身の健康に関しま

しては地域包括支援センターがその役割を担っておりますので、今後ともそうしたそれぞ

れの機関も連携の上に立って、今後とも担当職員が窓口になりまして町民のニーズに合っ

た、また地域の病気の傾向に合わせた啓発や学習活動を実践してまいりますので、是非ひ

とつ多くの皆様方の積極的なご参加をいただきまして、いつも申し上げておりますように

自分の健康は自分で守るというこの原点に返ってひとつそれぞれの町民の皆さん方が積極

的にお取り組みをいただきたいというふうに思っております。なおあのお話にございまし

た木曽の例の「きぼうのにじ」でございます。またあの健康づくり町民大会等々いろんな

あの事業もございますので、またできれば講師としてお願いして、そうした考え方の講演

も是非お願いしたいなというふうに思っております。以上であります。 
中村議員    数々の健康教室、予防教室等が行われていることをお聞きいたしました。そのことも私

自身も承知しているところでございますが、２４年度はですね本当にこの有効にこの高齢

者支えあい拠点施設を使ってですね、高齢者のみならず、子どもから働く人たちそして高

齢者へとですねきめ細かな健康推進、または病気予防というものを取り組んでいただきた

いと思います。それには行政でこういうことをやっています、希望するなら町の方へ連絡

をくださいというこの一方的な連絡を情報を流すだけではなくですね、先ほど担当職員と

いうふうに町長言われましたけれども、これは各耕地にいる耕地担当職員のことでしょう

か、この担当職員がいると思いますのでね、是非各耕地のまあ健康だけには限りませんけ

れども、そういうことも連携をとり健康推進員と連携をとり、この耕地はやっているけれ

どもこっちの耕地はもう１年間ほとんどやっていないとか、まあ１年に数回しかたってい

ない、やっていても少人数しか出ていない、ということではね本当にあの町民全員の健康

に繋がらないというふうに思いますので、そういう所の監視はしっかりと行政がマニュア
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ルを作って進めていくことをお願いしたいと思います。そして健康管理への啓発は中学校

時期が重要だと思います。先程の不育症、または不妊症などは若い時からの食生活にあり、

極端なダイエットや体の冷えが原因であることが大きいと専門医の先生にお聞きいたしま

した。これは学生たちにしっかりと教育していかなければならないことだと思います。飯

島町の子ども達が心身ともに健康で未来の夢に向かって育むことができるよう、保健係と

学校側との連携をとり子ども達への病気予防に関する指導に今後も重きを置くことを求め

ますが教育長のお考えを伺います。 
教育長     健康教育、保健教育についてはまあご指摘いただいたとおりでありますし、あの言うま

でもなく学校教育の中に重要な位置付けがなされております。併せて早寝早起き朝ご飯、

それから生活習慣の実態調査毎年アンケートをしているところでもありますし、近々また

お示しすることになろうかと思います飯島町の食育推進計画もほぼ終わりに近づいて、ま

たお示しできる時がありますので、総合的に子ども達を含めて小さいうちから健康づくり、

それからあの保健医療予防については挙げて取り組んでまいりたいというふうに思ってお

ります。 
中村議員    今教育長が言われましたけれども、近々出来る食育推進基本計画によりですね、一層、

子ども達の健全につながることを期待いたしまして質問を終わります。 
 
議  長     ここで暫時休憩とします。そのままお待ちください。 
        （暫時休憩） 
議  長         再開いたします。 
          ４番 三浦寿美子 議員 
 
三浦議員    それでは通告に従いまして一般質問を行います。今回は買い物弱者の実情に合った支援

策についてと、もっと利用しやすい循環バスの運行はできないかということで、２つの項

目についてお聞きをしたいと思います。最初に買い物弱者の実情に合った支援策について

質問いたします。買い物弱者に対する支援の必要性については全国各地で議論や支援の取

り組みが行われています。当町でも早急な対応が求められていると実感をしております。

１２月定例会で買い物弱者対策、移動販売車の導入についての質問がされております。先

日町内の介護施設の方とお話をする機会がありました。その方から配食サービスの利用者

が増えていることや、部屋の中までそのお弁当を届なければならない方がいることや、ま

た買い物をしてほしいと頼まれることもあるということをお聞きいたしました。残念なが

ら買い物をしてあげられないと言っておられました。どちらの立場でも大変につらい思い

をしていると思います。実は今回の質問にあたってはこのようなお話をお聞きし、かなり

深刻な状況があるのではないかという認識をいたしましたので質問をさせていただきます。

町長は１２月定例会の質問にアンケート調査の結果から６５歳以上の高齢者の内、約４０

０人が買い物弱者となっているのではないか、きちんとした町の買い物弱者の実態を把握

する必要がある、制度を考えていく中できちんと調査をしていきたい、と答えておられま

す。その後約３カ月が経過しております。買い物弱者の実情を把握しているのかどうかそ

の点について先ずお聞きをしたいと思います。 
町  長    それでは三浦議員のご質問にお答えいたしますが、先ずあの買い物弱者の実情に合った
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支援策ということで、この買い物弱者といわれる実情を人数等把握しておるかということ

に関連してのご質問でございます。今お話を申し上げ、またあのかつて答弁もいたしまし

たけれども、今のところ町独自での実態調査は具体的には行っておりません。ただこれは

あの時にも申し上げましたけれども、今後あの１つの買い物の配達業務といいますか移動

購買者事業を推進を準備をしていく中で、そのことを合わせてまあ準備段階で把握をして

いくというようなことでございますので、今後まだその全貌の制度が固まっておりません

ので、今後年明けとともにまた県の補助金申請に合わせるような形の中で準備をしてまい

るということでご容赦をいただきたいというふうに思いますけれども、ただあのもう一辺

繰り返して申し上げますと、長野県の商工労働部が平成２２年の１２月に公表しました６

５歳以上の高齢者の方を対象にした買い物環境等に関するアンケートというものを行って

おりまして、その時にまあ公表された生活の必需品の買い物環境実態調査という結果でご

ざいますけれども、いわゆる買い物に不便を感じている方を広い意味での高齢者の買い物

弱者というふうに位置付けておりまして、更にその中で商店が５００メートル以内に無い

とか、それから徒歩や自転車で買い物に行けないとか、自転車を運転できない、しないと

いうこの３つの条件の、条件と申しますか事由を満たす方を高齢者の買い物弱者というふ

うに定義をした結果があるわけでございます。でその結果、県内における高齢者の買い物

弱者は５２，０００人、それから８０，０００人というふうに非常にまあ幅もあるわけで

ございますけれども推定をされております。これらのアンケート調査の結果から当町の買

い物弱者への数値を年齢別階層等から判断をいたしまして推計をいたしますと、昨年１１

月１日現在の６５歳以上の高齢者人口３，０４０人という数字が出ておりますけれども、

これに当てはめますと約４００人の方が買い物弱者となっているのではないかというふう

に思っておるわけでございます。従ってあの実際にまあ今後そうした希望取りまとめも含

めましてこの制度設計をしていく段階でしっかりした調査をいたさなければなりませんけ

れども、いずれにいたしましてもあの今、車やそれからまあ自転車等で買い物ができてお

られる方々も、いずれはこの年の経とともに重ねるとともに買い物弱者に入っていくとい

うようなことも予想されますので、この数字は今後さらにまあ増えていくと、増加傾向に

行くということは当然こうあるんじゃないかというふうに考えております。以上です。 
三浦議員    それではあのまあ現在どの様な支援が必要かということで私あの次の項目で質問してい

るわけですけれども、あのしっかりした調査はこれからだというふうにお話を今お聞きを

したところです。そこで認識をしているかというふうにお聞きすることも如何かと思いま

すので、そのまま次の方に移っていきたいと思います。先程あの紹介しました、部屋の中

までお弁当を届ける必要がある人のように、援助がなければ自宅から買い物に出られない

という方や、近くなら出かけることができる人、また循環バスなどを利用して買い物には

行けるけれども自宅へ荷物を持って帰ることが大変に困難だと言われる方もおいでになり

ます。大きく分けるとこのような方々が買い物弱者と私は言われる立場ではないかなとい

うふうに思っております。そういう点から言いますと、近くまで品物を運んでくれて自分

の目で品定めができる移動購買車、私はあのあえて買い物をしていく立場で見ますと移動

販売車というより移動購買車と言いたいなと思いますので移動購買車と言わせていただき

ますが、それは大変有効な手段だというふうに思っております。で、それでは自宅から出

られない人の買い物の支援をどうすればいいかという問題もあります。また、まだまだ意
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欲的に買い物に出掛けられる人の支援をどうすればいいか、ということもこれからの課題

になってくるのではないかというふうに思っております。実際にどのような支援があれば

買い物ができるのかが私はこれからの買い物支援について重要なポイントになると考えて

おります。先日実は私飯田市にある閉店をしましたスーパーを利用して、会員の方が注文

をした品物を用意をしまして取りに来てもらうというシステムで近くの買い物弱者の方を

支援しているところに、その取り組みについてお聞きをしに行ってまいりました。注文は

会員さん自らできない人のための有償のサポーターさんがいて注文の手助けをしていると

いうことでした。注文を取りに来る日にはお茶会をして会員さんに限らずご近所の方まで

集まっているということです。でそこで次の注文をして帰っていくというような地域的な

サロンの役割をしているというふうにもお聞きしてまいりました。このサポーターさんで

すけれどもほとんどが６０歳以上の方で有償なので雇用の場にもなっているというふうに

も言っておられました。他にも全国的にはいろいろな取り組みがありまして、地域の足の

ないお年寄りのためにお年寄りを募って買い物にお連れしてお送りをするというようなこ

とをしている取り組みとか、注文の品物を協力店に置いてもらって預かり所としてその場

所に品物を置かせていただいて提供をするというようなことをしているというところもあ

るそうです。それから注文の品物を宅配するとか、あと自治会で出資金を募ってスーパー

を経営しているというところも先日四国の愛媛ですかね紹介をされておりました。どのよ

うな支援が住民の皆さんや町内の業者の皆さんを元気付けたり、引きこもりを減らしたり、

また買い物をする喜びを感じてもらえるかというような、当事者の立場に立って検討をす

る場を作ることが先ず必要ではないかというふうに私は考えております。この点で具体的

にこれからどう取り組んでいくのかをお聞きしたいと思います。 
副町長     只今、議員が例として挙げられたように、一人ひとりの事情がありその把握をこれから

していかなければならないと思いますし、最大公約数、どういったサービスを住民の皆さ

んにしていけるか、これがあの新たな課題だと思います。今ありましたように、まあ家か

ら出られない人については注文票をあらかじめ書いていただくなり、その場で必要なもの

があれば買ってきて届けてやるとかいうようなサービスも可能かと思います。荷物を重く

て持ち帰れないという人には、まあ買い物の楽しみはしていただくけれども家までは送り

届けるというような方法等いろいろ考えられるかと思います。まあそういったことを新た

な今度の移動購買車のどういう運行形態をするのかというところで今いろいろと案を練っ

ておるところでございますので、ただいま出ましたような例も参考にしていきながら、更

に住民の皆さんの状況を把握し実効をあげていきたいとそういうふうに思っておりますの

でよろしくお願いいたします。 
三浦議員    今、副町長から今案を練っているというふうにお聞きをいたしました。どの様な皆さん

が集まって今その案を練っていらっしゃるのかそこの点についてお答えいただきたいと思

います。 
副町長     先程あの町長申し上げましたように移動購買車につきましては県の方の事業に今手を挙

げておるところでございます。でそれが採択になるかどうかっていうこともまだちょっと

不透明な部分がありますので、今現在は事務サイドでいろいろなケースについて検討して

おる段階であり、あの大勢の人に相談を掛けているという状況ではありませんのでお願い

いたします。 
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三浦議員    今まだ事務サイドというふうにお聞きをいたしました。今後のことについてそれでは少

し例を挙げながら方法について提案をしたいと思います。私のあの知り合いですけれども、

お独り暮らしをしておりまして時々買い物に困ると、いろいろ冷蔵庫の中食べる物もなく

なって、どうしようというような相談を受けまして、たまには買い物に付き合うというよ

うなこともやっております。その方は耳がご不自由で補聴器のあの時々あの修繕というか、

メンテナンスにあの行っているんですけれども、そこではあの補聴器を見てほしいという

ふうに電話を入れますと、迎えに来てくれて、で直してもらって、その後買い物に寄るけ

れどよければ寄りますよと言ってくれるので、帰りに買い物をさせてもらって帰ってくる

んだと言って、本当にありがたいことだと言って喜んでおりました。そんなあの親切さが

とてもあの嬉しいというふうにあのお聞きをしております。であの、やっぱり買い物弱者

の方の支援っていうのは当事者が本当に先ほども副町長もそう言っておられましたけれど

も、何を必要としているかということを先ず把握をするということが先決ではないかとい

うふうに私思っております。その上でその結果を受けてどのような対応をしていくかとい

うことがないと、せっかくいろんな施策を講じてみたけれどもあんまり使い勝手が良くな

いとか、いろんな苦情も出たりなんかしてなかなかあの思うようにいかなかったというよ

うなふうになってしまうことはとても残念なことですので、先ず仕組みを作り上げていく

段階というのがとても私は重要なんだと思います。あの先程も申したような例のように、

やはりあの自宅から出られない方も、本当は買い物も楽しみたいけれども足がないからと

いう方も、あとはあの大勢で出てきて買い物をしておしゃべりをして、お昼を食べたりお

茶を飲んだりして、今日は楽しかったねと言って家へ帰るという、そういうあのただ買い

物だけに行くというだけでない、あの心のメンテナンスというか元気で暮らしてもらうた

めの仕組みというのも大事じゃないかなと、それはあのやっぱり飯田の方たちの取り組み

を見ましても、そうやって皆でおしゃべりをしていくことがとても元気に暮らしてもらっ

ている１つになっているというふうにも言っておられましたので、そういうことも含めた

あのトータル的な高齢者の皆さんの元気で過ごしていただく仕組みとして、この買い物弱

者の支援というものを考えていく必要があるのではないかなというふうに私は思っており

まして、是非そういう幅の広い検討を今後しながら進めていただきたいなというふうに思

いますがいかがでしょうか、お聞きしたいと思います。 
副町長     ただいまのお話の中ではあの移動購買車だけでは対応できない課題も出て参っておると

いうふうにお聞きしております。従いまして町内の商業者の皆さんともまたあの意見交換

をしながら、あの購買車に限らず町全体として買い物弱者をどう支えていくかという視点

からもまた検討させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
三浦議員    是非あの実態を把握して、やっぱりそうした皆さんと普段お付き合いがあるそういう関

係者の方、またあの把握のできる立場にある方の入ったそうしたあの研究会というか準備

会と言うのか、まあ言い方はこれからお決めになると思いますけれども、そういう会議を

開催する必要があるのではないかというふうに思います。要するに福祉の関係者の方や在

宅支援を行っているそういう施設の関係者の方、地域の中でサロンなどを開いて高齢者の

方の支援を行っている、身近にそうした人たちの声を聞く機会の多い方に是非参加をして

いただいて、実際にどんなことに困っているのかというようなことも是非掴んでいただい

て、こういう制度を作ってくれて本当にありがたいと本当に言っていただけるようなそう
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いう仕組みを是非作っていただくようにお願いをしたいと思います。 
       次にあの移動購買車のあり方ということをどう考えているかということについてお聞き

をしたいと思います。今あの県の事業ということで手を挙げて、それが実際にそう取れる

かどうかということはまだ明らかではないというふうに言っておられましたが、大変あの

地域の中で有効なこの移動購買車というふうに思っておりますので、その点でお聞きをし

たいと思います。あの１２月の定例会で町長は事業主体を振興公社に位置付けたいとしま

した。現在のまちづくりセンターいいじまが担うということになるのかなというふうに思

うんですけれども、その時に関係する商工会、ＪＡ、町内の商店、地区組織、営農組合や

法人、全体を網羅しながら町としてどういう形がいいのか立ち上げに向け準備をしている

としております。そして十分時間をかけて築き上げていきたいという答弁をされておりま

す。その後の進捗があるのかどうかお聞きをしたいと思います。 
町  長    それぞれあのお話申し上げてまいりましたように、移動購買車事業を２４年度に立ち上

げてまいりたいと、そして買い物弱者に少しでもお答えをしてまいりたいという前提で、

今事務的な部分が中心でありますけれども準備を進めております。まああの繰り返しにな

りますけれども、この移動購買者事業のメリットといたしましては町内どこにでもまあ行

けるこの身軽さと、買い物をされる皆さんとの対面販売になるために、先ほどのいろんな

おしゃべりの面も含めてですね、そうしたことに対応するまた感想やご意見等をダイレク

トに聞くこともできるというメリットもあるんではないかというふうに思っております。

そこで今後のあの準備段階のひとつの骨子になりますのは、この実施事業を当然のことな

がらこれはあの町と連携してやってまいりますけれども、その委ねる先を、委託先を新し

く発足をいたします一般財団法人のまちづくりセンター、現の、現と申しますかかつての

飯島町振興公社が母体になるわけでございます。ちょっとあの組織の方もだいぶ様変わり

をしてまいりますけれども、ここの取り組む事業の１つにこの移動販売事業等の事業を組

み込んでまいりたいという形でございます。これはもう昨年のうちから商工会やいろんな

あのスーパー、農協さんなんかも含めてですね事務的な打ち合わせをしてきて大方の線で

ひとつの合意形成がなされております。今後は県のその補助事業を採択する中で如何にあ

の実戦的な部分での組み立てをしていくかということにまあなっていくわけでございまし

て、これがどうも半年ぐらい、いろんな制度設計をしていくには係るんではないかという

ふうにも思っておりますし、県の内示もどうもそのくらいが目途であろうというふうにも

思っておりますので、その辺を総合的に判断をして、できるだけ早い時期に年度内に立ち

上げてまいりたいと、でこれもまあ今お話のようにいろんなニーズもあると思いますし、

それから様々なこの取り組み考え方というものもあります。できるだけその要望にお答え

してまいりたいと思いますけれども、何かこの移動スーパー的に何でも揃えてというわけ

にもまいらないかと思いますが、試行錯誤を重ねる中で、そしてまた住民要望を聞く中で

だんだんとまあ制度構築をしてひとつの形にしていくことがいいんではないかということ

でございますので、少し時間をいただきながらこの定着していくことを期待をしておると

ころでございます。以上です。 
三浦議員    ただいまお聞きしますとまあ商工会さんとかＪＡさんとか、町長さんと昨年からの合意

形成ができているということで、あのまちづくりセンターいいじまが運行をというふうに

お聞きをしました。まあそういう合意形成ができているということであれば、あの先ずし
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っかり引き受けていただいてやっていただくということが大事ではないかなというふうに

思うわけですけれども、今度は運行について、まあ運行をして利用したいと考えている人

たちの期待している内容というものを前もってやはり掴んでおくということも大事だと思

いますし、無駄をなくして商品を提供する側の利益を資することも大事だというふうに思

っております。それであのまあ利用者としては、先ほど前もって注文をというような話も、

あの自宅からね、副町長からも似たニュアンスの話もありましたけれども、前もって欲し

い物を注文することのできるセンター的な受け皿を作っておくということでかなり無駄が

省けるのではないかなというような気もするわけで、あのそういうことも検討の中に是非

加えていただきたい、いっぱい持っていかなきゃ皆さん満足できないということではなく

て、あのそこに行くときにその地域の人たちが注文をされているものを特にきちっとそれ

は持ち、あとはまぁ普段の一般的な物も用意するというようなことも必要ではないかなと

いうふうにも思いますので、その辺はやはりあの先進地へ行って検討してくるとか、具体

的にあのそうした皆さんの商業者の皆さんとの話し合いの中で良い物を良い形に築いてい

ただきたいなというふうに思うところです。なおあのやはりあのまあ買い物をしたが自宅

まで持っていくことが大変だという方も移動購買車が近くに来れば当てにしてやっぱりあ

の来ていただけるというふうに思っております。そうするとそこへのサポートもありがた

いかなというふうにも思いますし、まあ先程もあの集まればサロン的にこう集えるところ

もほしいかなあと、そういうような場所があるところで購買車が販売をすればまた違うそ

うした場所にも提供も考えることができるのかなというふうなことも思います。またそう

いう面では人が集まれば安否確認とかいろんなところにもつながっていくのかなあなんて

いうようなことも私は考え、そんなふうになればいいなというふうにも思っておりますが、

そういうことであの先ほどの買い物弱者の対策もそうです。これも移動購買車もそのうち

の１つですけれども、やはりあの単なる移動購買車というだけの位置付ではなくて、町の

抱えているそうしたあの買い物弱者支援だけでないこう地域の高齢者の皆さんの集える場

所というか、いろんな意味でのあのことも含めた施策として検討していっていただきたい

と、そういった意味で十分な時間をかける必要があるというふうに私思っておりまして、

ですので一番最初に議論されるべきことはやはり買い物弱者の皆さんの困っていることの

把握、何を求めているかの把握だというふうに思いますが如何でしょうか。 
町  長    あの今こちらの方で内部的にまあ関係機関と協力の下にそのどういう制度にしていくか

っていうことを検討しておりますけれども、当然のことながらこれはあの実際にその受益

の方々のご意見を聞いて、それに沿った形でいくことがやっぱり一番いいだろうというふ

うに思っておりますので、これからの作業になりますけれども極力そのようにして対応し

てまいりたいというふうに思います。それからまたこの移動購買事業を通じてですね、昨

日もまああのお答えしておりますけれども、ご承知のこの情報キットなんかのことも組み

合わせていくことも意義あることでございますし、それから安否確認の問題もそこで自然

な形でできると、今日もテレビでいろいろあの孤立死のニュースが大きく報道されており

ますけれども、そういうことのひとつの未然防止のためにもお役に立てるんではないかな

というふうにしておりますので、いろんな面で検討を総合的に判断をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 
三浦議員    是非あの買い物弱者の、そういう地域の皆さんの立場に立った対応を今後望みます。で
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こうしたあの先程も言いましたけれども、そうした皆さんを支援するサポーターさんを、

飯田の方に行きましたらやはりあのそういう皆さんには有償で、ちゃんと日当を払って支

援をしてもらっているというふうにお話を伺いました。雇用が生まれるということも生き

がいと、働いてそういう人たちの支援をしながらまあお給料、お金をいただけるというよ

うなあの本当に生きがいにつながるそういうあの場だと思いますので、そういうことも含

めた是非あの検討をしていただきたいなというふうに思います。 
        次の質問に移っていきたいと思います。次はもっと利用しやすい循環バスの運行ができ

ないかということで質問をしたいと思います。平成１９年７月から循環バスの運行が始ま

りました。期待は大きかったものの利便性など様々な課題に直面し、何度かの見直しがさ

れてまいりました。現在の利用状況からみれば町内送迎福祉バスの利用者を１，０００人

ほど上回っております。病院線は２月の締め切りで約４，３００人の方が利用をしており

ます。西部線と東部線を見ても循環バスになってからの利用者は増えております。頻繁に

動いていることで利用者が少なく見えることもあります。効率で判断すれば無駄が多いと

いう結論になってしまいますが、しかし誰でも乗ることができ、送迎福祉バスのように曜

日指定がないことで土日祝日を除き毎日利用ができること、病院線では昭和病院へ通院も

負担が軽くなったと喜ばれていることなど、そういう意味合いでは循環バスは送迎福祉バ

ス以上に町民、特に交通弱者の皆さんの足としてその目的を果たしているものと私は評価

をしております。そこで現状の運行状況と利用状況をどのように見ているのか、それから

利用者の皆さんからなどの要望とか意見、苦情にはどの様なものがあるのか、また改善に

ついて具体的に検討をしているかどうか、この３点についてお聞きをしたいと思います。 
町  長    循環バスに関係するご質問でございまして、現在の運行状況と利用状況でございます。

お話にございました平成１９年度から開始をいたしております現在のこの町の循環バス運

行、基幹路線の定時定路線運行、この病院線が昭和病院と七久保の間を１日４往復、加え

て予約方式のデマンド方式を取り入れた運行路線が東西の２路線の３路線でもって運行し

ております。今お話にございましたように１９年以降年々増傾向ではきておるわけであり

ますけれども、たまたま今年度２３年度は特にこの冬場にまいりまして寒かった経過もあ

るかと思いますが、今日現在は対前年比若干減というふうになっておりまして、今年度の

利用者総数は病院線で４，７００人、デマンド運行の東西線が１，３００人、結果的には

昨年を若干でございます、これはあの１００名前後くらいになろうかと思いますが下回っ

ております。特にあの今申し上げた冬期間の利用者の減がこれに結びついたと、それから

運行当初から病院線の利用者全体が利用全体の７割を占めておるということでございます。

東西線は利用者数が少なかったために平成２２年度より定時定路線運行から予約方式のデ

マンド運行に切り替えたとこういうことになっておりまして、このことがあの経費的には

かなりまあ節減が図れたという結果にもなっております。それからまた平成２３年度から

は町内のタクシー業者が委託業務に参画をしていただきまして、西部線につきましては乗

り合いタクシーとして運行を始め、それからワゴン車から乗用車に運行車両が変わりまし

て予約もしやすくなったということは挙げられます。また利用者増のための方策といたし

ましては、デイサービスは増えたものの町内の買い物客等の利用者は減ってきておるとい

う傾向が伺えるところでございます。 
       それから利用者などからの要望、意見、苦情についてでございます。常にあのそうした
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要望、意見をお聞かせ願って取りまとめておるわけでございますけれども、特にあの利用

者からの問い合わせで最も多いのが「循環バスの運行時刻が分からない」というものでご

ざいまして、時刻表は全戸に配布をしておるわけでありますけれども、なかなかこの高齢

者の方は手元に時刻がないということが家庭の中で多くて、町のホームページ等も見られ

ないということでございますので、大変この辺の問い合わせが多くなっておりますが、ご

紹介があった都度、丁寧にこのことはご説明をしてご利用をいただいておるということで

ございます。それから次にあのデマンド運行の東西線についての部分ですが、なかなかこ

の予約先が分からなかったり、１便の予約は前日の予約となっていることが分からないと

いうこの制度的な部分があったりするわけでございますので、この辺はまたかなりあのこ

ちらももう少しその周知方法も考えて、浸透をしていく必要があるんではないかというふ

うに担当の方では今いろいろと検討しておるところでございます。それから利用をされて

いる皆さんの意見、苦情等でございますが、病院線の増便や駒ケ根市への買い物のための

停留所の設置要望が大変まあ多いということでありますが、これはまああのドアｔｏドア、

その乗る場所から降りる場所のところに近い形でのバスの停留所を是非というような、ご

ざいますけれども、なかなかこの辺についてはあの運行ダイヤの工程が決まっております

ので、必要に応じてはその状況によって判断をして下車等ができますけれども、この辺の

苦情が多いということもございます。 
それからこうしたことも踏まえて更なる改善について具体的に検討をしているかどうか

ということでございますけれども、このことについては常に見直し改善を図っていくとい

うのがこの循環バスのあり方でございますので、従って平成２４年度からは国のまちづく

り交付金の枠からも外れるということに伴いまして、更にまたご案内の１２月ぐらいをま

あ一応期待をしておりますけれども、本郷飯島間の国道１５３号伊南バイパスこれが開通

をすることに合ったまたダイヤというものも検討する必要があるということで、更なる利

便性と利用者増を目指してまいりたいというふうに思っております。いずれにいたしまし

てもまあ今後そうした内容を整理をして常に分析をして要望をお聞きして、町では生活の

交通確保の対策協議会というのが組織されておりますので、常にこの辺のところは検討い

ただきましてまた周知をして運行計画を立ててまいりたいと、それからもう１つあの特に

バイパス等との関係もございまして、中川村のこのバスとの連携を今考えております。特

にあの昭和病院等については非常に共通路線でもございますので便数も増え、それからあ

の共同運航によって経費の節減にもつながるというようなことで、あちらの村長さんも非

常にあの前向きに捉えとっていただきますので、今事務レベルでその辺のところをやって

おりますが、まあこの辺についてはあの運輸事務所と申しますか、それからタクシー業界

等とのまたいろんな関係もございますので、ちょっと難しい部分もあるわけでありますけ

れども、なんとかこれを実現したいという形で今は進めて検討させていただいております。

よろしくお願いします。 
三浦議員    ただいま現状の状況、それから利用者さんなどの要望や意見、苦情など、また今後の改

善策などについてお聞きをいたしました。あのバスの運転手さんていうのはあの利用者さ

んから直接いろんな会話を、まあ大勢乗っていないということも時にはあるので、まああ

の普段のお話からいろんな会話をするようですけれども、そういう中でいろんなそういう

意見だと、こうあったらいいなぁとか、そんな話は耳に入るようですけれども、なかなか
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それを今度はあの文面にして報告をして出すということは簡単にはできない仕事で、とい

うふうにも言っておられましたので、あのいろんな声が運転手さんには入っているのかな

というような気もいたしております。であの私の耳にいくつか入っていることを少しご紹

介をしたいと思います。先日あのお行き会いした方なんですけれども、あの循環バスとい

って利用していいのかどうかはそこのところはまた判断と思いますけれども、まあ桜があ

ちらでこちらでとこれからとてもあの楽しい時期がくると思いますけれども、その桜の咲

くころに花巡りのバスを出してもらったら本当にあの嬉しいというようなお願いをしたん

だけれど、返事がないねえというようなことがありまして、あのそんなのがあったらうれ

しいというふうにも言っておられました。それからあのまあ祝日ですね、お休みの日には

いろんなイベントがあるわけです。であのそうしたイベントに出て来たいんだけれど休み

の日にはバスが動かないと、あの家族がいたりそうした足がある方はねえそれがお休みの

日は十分それで間に合うかもしれませんけれど、やはり交通弱者といわれる方たちのあの

自分ではなかなか出られない方たちが循環バスを当てにしているわけですので、そうした

イベントのあるときにはバスを使いたいというのでなんとかあのそういう時に動かしても

らえないかというお声もあります。それからあの東西線ですけれどもやはりあの予約は難

しいというお声も聞いております。それであの曜日を、何曜日は必ず来るというような曜

日を決めた便もあると間違わずにそのバスにその日をたわめて乗れるのではないかという

ような声もお聞きをしております。あの実はあのデマンドですと予約をしますね、予約す

るときはいいんですあの予約する方側、言いたい放題自分はどうしたいとか聞きたいこと

を一方的に言いますけれど、あのなかなか今度は答えてもらっているその声をちゃんと把

握をしてそれに受け答えをするということがなかなか高齢になりますと、耳の遠いせいも

あるかもしれませんけれど、なかなか難しいということが出てまいります。ですので私も

よくそんな電話を受けますけれども、一方的に自分のしゃべりたい放題しゃべってこちら

の言うことは何も聞かずによろしくと言って電話を切ってしまうというようなこともあり

ますので、あのそういうことを考えると予約方式というのが本当にいいのかどうかという

ことがやはり課題だと思いますので、それを補完できる方法というものをやはり考えてい

かなければならないんではないかというふうに、そのお話をお聞きして考えるところです

ので是非これは検討の中に入れていただきたいなというふうに思います。それからあのま

あ電車を利用する方ですね、乗るときそれから降りてから利用をしたいということで電車

のダイヤに合わせてほしいというのはあちらこちらで聞かれる要望です。であの私も以前

に駅前の駐車場におりましたら電車が来ました。入ってきました。であのバスが飯島の循

環バスは電車が入ってきましたが、その時間が時刻表通りに運行しますと電車から降りて

くる人を乗せずに行ってしまいました。で中川のバスはちゃんと降りてくる利用者さんを

待って、それから出ていきました。というようにあの、それで降りてきた方がバスはない

のかというようなことも以前にはありました。ということでやはり電車を利用してそれか

ら移動したい方の利便性を考えれば、やはりあの電車の時刻に合わせると、合わせるとい

ってもあの少し余裕がないと電車が入ってきました、出ていってしまいました、では何の

役にも立ちませんのでその辺の余裕とか、やはりちゃんときちっとしたダイヤと合わせた

運行を考えるべきではないかというふうに思います。電車のダイヤはそれからあの時々改

正がされまして時刻が変わる時もありますので、やはりそういうことも敏感にキャッチを
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して利用者の方に不便のないような取り組みも今後必要ではないかというふうに思います。

そんな声も入っておりますので是非受けとめていただいて今後に生かしていただきたいと

いうふうに思うところです。１２月の定例会で同僚議員の質問に町長は「交通弱者のため

に利便性の向上を図り、利用者の利用しやすいように是非考えていきたい」というふうに

しております。であの全てに応えられるわけではないというふうに思いますけれども、是

非いろんなそういった声を検討のテーブルに載せていただいて、買い物弱者の方の足、ま

た交通弱者の皆さんの足となるような工夫を是非していただきたいというふうに思います。

今後のあの運行の見直しの目途というかどんなふうに、先程少し町長からはお話をお聞き

しましたが、具体的にどんなふうに進めていくのかということについて、日程的なことも

ありましたらお答えをいただきたいと思います。 
町  長    三浦議員なりきのお聞きされたこの要望等を一応あの受け止めさせていただきましたけ

れども、あの細かいことにつきましてはさっき申し上げましたように、あのそうしたこと

を含めて整理をして交通確保の対策協議会の中でダイヤ改正も含めた検討をしていくとい

う建前でございますのでご了解をいただきたいと思いますが、ただ基本的にこの循環バス

がその行事あるいはお花見等ですか、あの併せてその要望を満たしていくことはちょっと

これはできないということをここで明言させていただきたいと思います。これはあのそう

した目的に沿ってまいりますと基本的にこの道路交通の許可認可の問題にも触ることにな

ろうかと思いますし、それから限られた車両バスと運転手の中でそうした運行まではとて

もできないというふうに、私なりきに思いますので、そんなことでご理解をいただきたい

ということと、それから東西線のこのデマンド方式予約方式、これもまあいろんな議論の

中で時間をかけて町民の皆さんからの要望にお答えする形で実現した制度であろうかとい

うふうに思います。如何にあの無駄をなくして有効的な効率的な運行のためにこの知恵が

出てきたのがデマンド方式、各町村のこの循環バス等は今これが主流でございまして、非

常にこのことはもう定着していくんだろうなあというふうに思っておりますので、その２

つについては基本的な部分でございますのでここで明言申し上げておきたいというふうに

思いますが、あの当然のことながらあの電車のダイヤに少しでも合わせてというような要

望の中でそうしたことをやっておりますが、あの時間が決まっておって電車が来る前に何

分前に出るなんていうことはもう普通じゃ考えられないことでございます。これは何かの

間違いがあったのかどうかわかりませんけれども、これはあの電車の時刻に合わせて運行

ならばそれは当然そのことは守られておるわけでございますので、ちょっとまた後日確認

をいただければというふうに思っております。いずれにいたしましてもこの循環バスはこ

の発足の経過から踏まえてですね、基本的にこの足の交通手段を持たない方の利便性を確

保というものを如何にするかと、それでそのためには常に利便性の向上というこの一途な

思いでもってこれは運行しておるわけでございますので、決してあの利用者の要望に背く

ようなことは考えておりませんし、ただそれにはあの限られたひとつの時間帯や車両の都

合やという１つのルールの範疇の部分がございますので、そのところはひとつ履き違えの

ないようにひとつまた、もし三浦議員そうした個々の声をお聞きになったら、そのことも

含めてまた社会文教的な立場でもひとつお答えいただければ大変ありがたいと思っており

ます。それからそうしたことを含めて今後の見直しでございますが、今申し上げましたよ

うに２４年度中に整理をして、もし改善するところがあれば、先ほどの道路交通の路線の

 - 22 - 

問題も絡んでまいりますので国道の問題が、２５年の４月からというような形になろうか

と思います。またその辺のところについては改正した部分は徹底をしていかなきゃならな

い、そういうことでございますのでよろしくお願いします。 
三浦議員    住民の皆さんのまあいろんな要望があったことはお繋ぎをしましたので、まあ私があの

そうしろと言ったわけではなく、そういう要望があったということでお繋ぎをいたしまし

た。であの是非あの２４年度にはあのそのための準備をしっかりしていただくということ

ですので、住民の皆さんのご意見などしっかり聞いていただいて、良い運行の見直しがで

きるように期待をいたしまして質問を終わりたいと思います。 
 
議  長     ここで休憩をとります。再開時刻を１１時１０分といたします。休憩。 
 
          午前１０時４８分 休憩 
          午前１１時１０分 再開 
 
議  長     休憩を解き会議を再開します。一般質問を続けます。 

２番 宮下 寿 議員 
 
宮下議員    それでは先ず前回の１２月定例会におきまして、私通告をしたにもかかわらず急に身内

の不幸が生じまして一般質問を辞退してしまいました。この件は議会の規範となる前例が

なく、議長そして議会運営委員長はじめとする同僚議員、並びに事務局にもご迷惑をおか

けしただけでなく、私の通告に対しまして準備をしていただいた町長はじめ課長以下職員

の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。この場をお借りいたしまして改めてお詫び

を申し上げます。 
        それでは通告に従いまして順次質問をしてまいります。最初に生協診療所飯島の建て替

えについてお聞きをいたします。現在飯島町民の安心を支えていただいている医療機関の

現状を考えますと、昭和伊南総合病院は私が言うまでもなく各自治体の追加負担と病院内

の経営努力が功を奏し、徐々にではありますが良い方向に向かっています。が、事、１次

医療を見たときに飯島町は歯科医院を除けば今後大変厳しい状況にあるのではないかと言

わざるをえません。そこで議会では昨年１２月の５日に上伊那医療生協と懇談会を持ちま

した。町長にお伺いをいたします。この生協診療所飯島の建て替えの計画についてどこま

で現状把握されておられますか。お聞きいたします。 
町  長    それではお答えいたします。生協診療所の建て替えということでございまして、町長と

してどこまで把握をしておるかというご質問でございます。上伊那生協飯島診療所この建

て替えにつきましては、地域の医療課題のひとつとしてこれまで私自身、それから担当課

にも若干連携ございますけれども、上伊那医療生協の関係者の方から、口頭ではあります

けれども現在の施設が手狭であり一部老朽化していること、またデイケアに入浴施設がな

いというようなことから建て替えを検討しているということをお聞きをいたしております。

上伊那生協の飯島診療所の計画としましては合わせて医療と介護一体となった複合的な機

能を持つ施設を是非検討したいと、こういう口頭でのお話をお聞きしておる段階でござい

ます。 
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宮下議員    その１２月の５日の懇談会におきましてのまあ内容についてでございますけれども、こ

の診療所の現状といたしましては今町長の方もおっしゃっていただきました。デイサービ

スでお風呂の対応ができないとか、既存の建物を利用して開所をしたためにやはりもう建

物の傷みが激しくなってきているということで、建て替えの時期にきていると、またあの

医療生協が開所をして１６年目になるそうでございます。診療のほかにデイサービス並び

に訪問介護を実施をされておると。そこでこの建て替えにつきましてはまだこの場所など

詳細はまだ決まっていないと。また建て替えの時期については平成２５年前後を予定して

おると。また中には場所として駒ケ根市からも移転ほしいとの声もあるそうで、まああの

過去の飯島に開所をしていただいたというこういったいろんな経緯もあるということで、

生協さんの方では飯島町に作るのが基本であるというふうに考えていただいておるようで

あります。デイサービスの規模については現在１５人、今後建て替えた場合には多少増や

したいということだそうです。今も町長おっしゃってましたけれども、診療所、デイサー

ビスなどを兼ね備えた小規模多機能施設こういったものを検討されておるようです。現在

のまああの敷地 7０～８０坪あるそうですけれども、建て替えにおいてはこの３倍くらい

広い、そういったものを必要ではないかというふうに考えておられるようであります。そ

れからできれば町の中心部に土地が確保できればそちらの方にいければというようなお考

えもあるそうです。また議員の中では他の地区のところでのこの行政の助成なんかはどん

なもんであろうかという問いに対しまして、箕輪町ですねこれが１所当たり 100,000 円く

らい、総額で 4,000,000 円くらいの行政の助成をいただいたと、いうようなことをお話さ

れていました。それではこの建て替え計画に対しまして飯島町行政としてはどのような対

応、またあるいは支援というものを町長はどのようにお考えになっておられるかお聞きを

したいと思います。 
町  長    仮にまあこの計画が推進をされるとしたならばの町の行政としての今後の対応でござい

ます。最初にあのお答えしましたとは別にですね、その後になるかと思いますが、過日あ

の担当課の方には少しあの具体的なお話をされたというふうに報告を受けておりまして、

このことについては上伊那の生協の本部の方から、飯島町に医療部門の診療所と、それか

ら今も若干触れられましたが、介護保険サービス部門の小規模多機能型の居宅介護支援事

業所、それから認知症グループというものを併設をして考えたいと、いうお話があったよ

うでございます。そしてそのことでそうなればその中で介護保険サービスの、具体的には

これはあの市町村の指定する県の補助金、認知症対応型共同生活介護の補助金制度という、

ちょっとまあ長い呼び方になりますけれども、こういう制度があるわけでございまして、

この補助金の事業採択について是非ご協力をご支援をいただきたいという、これはあのこ

の制度の建前が市町村のまあひとつの意見書を添えてという形になるもんですから、そう

いうことでご協力いただきたいということがあったやにお聞きしております。まあ町とい

たしましてはこれはあの「みんなが支えあい健康で安心して暮らせるまちづくり」のため

に、またあの診療所併設、併設というか本来診療所でございますので医療機能を持ったこ

の地域医療という、この確保という観点の中でですね、医療体制あるいは介護サービスの

充実は極めて重要な町としても課題であるというふうに捉えておりまして、そうしたこと

も考えながら今条例等で検討していただいております第５次の介護保険事業サービス、こ

の計画の推進それから整合性とも含めてですね、これは今後とも支援を含めたことを検討
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してまいりたいというふうに思っておるところでございます。 
宮下議員    今、県の補助金制度もあるということでまあ町の意見書が必要であるという、こういっ

た形では当然町長はあの協力していかれるはずですし、あの私からも是非お願いしたいと

思うわけでありますが、まあ地域医療としての課題等ともあって、まあ第５期の計画に対

しても整合性という今おっしゃってました。でまあそういったことも含めて支援を検討し

ていきたいということであるとすると、なかなかある程度具体的な支援といいますかね、

そういったものはまだまだ描かれていないという解釈でよろしいんでしょうかね、あの一

応２５年前後ということをまあとりあえず予定されておるということから考えた場合には、

あまり悠長にはあの構えていられないのかなと、やはりその土地の問題ですとかね、そう

いった検討も、まあそれは当然あの生協さんの方で先ずされていくはずでありますけれど

も、やはり町の医療を今後、１次医療という部分でしっかり守って行っていただくために

は当然この町の中にですね建て替えをしていただいて、これからの飯島町の町民の皆さん

の安心を支えていってもらう、これは大変重要なことでありますので、やはり本当の意味

で真剣に考えて頂いて前向きな中でお考えをいただき、これが補助金になるのかあるいは

また違った支援いろいろ考えられると思うんですけれども、その是非ですねあのできるだ

け早い段階で今後もですね生協さんとの会合をといいますか会議を持っていただいて、ど

ういった考えを現在お持ちになっているのかっていうような、徐々にいろいろ出てくると

思いますので是非その辺を頻繁なそういった会合といいますか会議を持っていただいて、

どんな考えを持っていらっしゃるのか、そしてそれに対して町はどういったことができる

んであろうかっていうまあすり合わせも含めまして是非前向きにやっていっていただきた

いなと思うわけであります。そこでちょっとあの町長にお伺いします。これ想定している

かどうかはちょっとわかりませんが、ちょっと町長としてこの建て替え場所ですね、これ

の想定なんかはしておられますか。もしあるとすればお聞きしたいなと思うんですけれど

も如何でしょうか。 
町  長    今あの向こうが希望されると申しますか想定されるといいますかあの用地のことのご質

問でございますけれども、現在のところ生協飯島診療所と申しますか生協からの土地の問

題についての確たる希望でありますとか、それから考え方というものは直接はお聞きして

ないわけであります。いろいろとあの頭を巡らすこの候補地的なことは浮かぶこともある

わけですけれども、やはりこれは基本的には生協さんの方で候補地を立てて、で打診をし

ていただくならしていただく中でこちらとして出来る対応、この辺側面支援も含めて考え

ていくべきものではないかなということでございます。であの２５年度を目途というお話

が議会との見解の中で出されたように今お聞きしましたけれども、こちらのあのお聞きし

ておる段階ではその年度を明示してのお話というものは一切聞いておりません。いろいろ

あのこう複合的な施設にしていきたいということはもう、そういう先程来申し上げてだい

たいあの分かるわけでありますけれども、その辺のところをきちんとこの将来設計の中で

どう位置付けて、どの辺の年度ということは聞いておりませんので、むしろあのその折り

にはできれば急いでいただきたいというようなことをこちらから申し上げた経過があるく

らいでありますので、ちょっとその辺はまだどうなるか、今、検討しとっていただくんで

はないかということでございます。その中で当然用地の問題も出てこようかと思いますし、

必要があればまた町も医療の課題の一環としてお手伝いをできることがあれば差し上げて
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いきたいと思いますし、その他のまあいろんなあの意見書を書いて公印を押して県へ提出

するとかいうようなことについてはやぶさかではないというふうな、これはあの５次の介

護保険基本計画の中にもそうした考え方が組み込まれておりますので特定はしてございま

せんけれども、そういうようなこと。それからあとその他の支援については今の段階では

全く白紙でございます。以上であります。 
宮下議員    まああの町長のおっしゃることは十分わかります。まああの特にあの規模ですね、規模

的なものをいろいろ考えていくと多機能っていうことを考えていった場合にその県の補助

金制度があると、それの提出、そしてそれがまた認可されていくっていう段階を経なけれ

ば確かに、じゃあいつからっていう話にもまあなかなかならないというのはやっぱり理解

いたします。まあそれがあっての、じゃあこのくらいの広さが必要になるであろうからじ

ゃあ飯島のどのあたりがいいのであろうかというたぶん検討、そういった段階でいくとま

あ普通に考えればなると思います。それは私もなんとなく承知はしておりますので、是非

そういったものに打診があったときにはですねすぐに対応をしていただきたいそういうふ

うに思うわけであります。ここでですねちょっと先程場所の想定、町長できますかと、こ

れは確かに町長言いづらいと思いますので、私の無い頭の中でちょっとこれはあの可能不

可能はちょっと置いておいてですね、であるんですが、まあ言うなっていうようなことを

おっしゃってましたけれども、まあせっかく原稿にしましたので聞いていただいて、他の

方もいらっしゃいますし。あのちょっと外れる部分もあるかもしれませんけれども私この

はっきり言ってこの伊南バイパス開通というものによっての、私も街中に住んでおります。

この街中の空洞化っていうものをすごく危惧しております。当然商売をしている人間にと

って自分でしっかり自分の居場所は守るんだという、これは大前提にあるわけであります

けれども、町長の前のお話の中にも通過点になってはならない、当然町長もそうやって思

っていっていただいておると思いますけれども、それでも日本全国考えたときに、ああい

った道１本開くことによってその街中が過疎化してしまう、これは日本全国本当に多いと

思います。全てではないと思いますけれども、相当数がやはり過疎いわゆる空洞化に陥っ

て商店街がつぶれていってしまうというそういった光景が見られ、そしてバイパス沿いに

はどこの地方へ行っても同じ大手企業の看板がかかっているというような状況というもの

は、ちょっと旅行にあるいはどこかへ研修で行ったときに大きな道を通れば「ああまたこ

こにこういう企業があるんだね、どこへ行っても同じだね」っていうそういったものが生

まれてくる、そういったところから考えますと私非常に心配しております。そういったと

ころで考えたときにまあコンパクトシティという考え方がございますけれども、そうやっ

ていくとすればそんな考え方でいくとすればやはり中心部にあってほしい、この病院もで

すねあってほしい、先ほども言いましたけれども可能不可能はちょっと置いておいたとし

ても、例えばこの庁舎の近く、まあ場所はどこというわけではなく庁舎の近くですとか、

あるいは皆さんもたぶん頭の中に描かれていると思いますけれども、まあこれはあのコス

モさんの土地ですね、まあこれはまだ解決はしておりませんのでこの解決が先ず最優先で

あることは言うまでもございませんけれども、やはりどのくらいの面積が必要になるかっ

ていうことをまだ私にもわかりませんけれども、７０～８０坪の３倍というまあちょっと

そんなお話も聞いた中で考えたときに、あの建物をもし利用するとするならばそれでもま

だ大きいのかなっていうような気はしますけれども、例えばそういう使い方、まあそれが
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無理であるとするならば地権者の皆さんの理解というものは大前提になりますけれども、

国道側の駐車場部分がまあ空いているわけですけれども、この部分をまあ切取ったという

形は変ですけれども、あの部分に建設をしていただくと、ただ建設をもししていただいた

としても反対側に使われないであろう建物があるという状況というのはあまり確かに見た

目もよくありませんし、どうかなっていうふうには私も考えますけれども、まあそんなよ

うないろんなこう考え方はあると思うんですね、ですので柔軟な頭を持って、もし良いこ

のくらいの土地が欲しいんだけれども町長どうかねと言われたときには、柔らかい頭の中

で是非とも、じゃあこんなとこはどうよ、というようなものをすぐにでも提示できるよう

な部分で少し前もって多少なりとも想定をしておくのも悪いことではないし、ああそこま

ですぐに応えるってことは、ああそこまで考えとってくれたんだということにもつながる

と思いますので、そういった意味で、どこどこっていうわけではないけれども、やはり町

長としても関係部局としても、この辺はそれじゃあどうかねって言うようになれるような、

そんなまあ準備といいますかこういったものをしておいていただければと思うんですけれ

ども、町長お考えどうでしょうかね。 
町  長    あのまあ立地について地元としての受け止め、それから第１まあ事業者としての考え方、

いろいろ考え方はあると思いますが、あの今お話の出たことも１つのこれは選択肢の中か

なというふうな気もいたしますし、若干あのその辺のところもボールを投げさせていただ

いておる面もあるわけでありますけれども、いずれにしても事業者の先方のニーズ、構想

というものが最優先されるという形になりますので、その辺については少し打診をしてさ

せていただいておる経過もございますので、早い時期でのまた提示をいただきましてその

中でまあ十分話合いをさせていただきたいと、またこちらから申し上げたり協力できるこ

とは協力してまいりたいということでございます。 
宮下議員    是非ともですね何かしらの準備を怠らず、そして必ずこの飯島町の中にですね生協さん

が残っていただくという、これは町民の皆さんの安全安心を守るそういった意味も含めて、

是非居ていただかなければなりませんので、その点を重々もう分かっていただいていると

思いますけれども、その対応をしっかりやっていただきたいというふうに思います。 
それでは次に大震災に遭われ当町に避難されてきた方々への支援の現状についてお伺い

をいたします。早いものと言ってよいものか、明後日は東日本大震災から１年となります。

今この時でも昨年の議会開会中に議員控室のテレビで見た恐ろしい光景が甦ります。改め

て亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、残されたご遺族や、被災さ

れ未だ仮設住宅暮らしや、県外へ非難されてこういったご苦労をされている皆様方には、

お体には十分ご留意いただいて生活基盤の一刻も早い復興を願うばかりでございます。私

たち日本国民は被災された方々に、そして被災地の復旧復興に対して年月の経過による

徐々に薄れていく、最初に感じた「何かしなければ、何ができるだろうか」という強い、

そして純粋な気持ちを持続していかなければいけないと思います。一人ひとりが自分にで

きることを背伸びすることではなく、今できることをすればいい。その継続が大切だと改

めて強く思うところであります。私も以前の一般質問で、飯島町としてできうる限りの支

援策などをお聞きした経緯がございますが、やはり継続というキーワードを今後も忘れて

はならないと思います。 
       それでは最初に、昨日の答弁にもございましたが、行政チャンネルを見ておりますと現
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在岩手から３４人、福島から８人、宮城から１人、ここで最近新しくその他５人というよ

うに書かれております。以前より当町に避難されて来られた方が増えていらっしゃいます。

このその他５人の内容が分かれば、それからこの増えた要因、これにつきましてお伺いを

いたします。 
町  長    次のご質問は今度の東日本大震災の被災者支援の現状でございます。当町に避難をされ

ている方々のその現状、要因でございますが、東日本の大震災の震災被災者を受け入れて

町を挙げて避難をされてきた方々の生活の再建をご支援申し上げてきておるわけでござい

ますが、ご承知の通りこの現在企業の工場単位で受け入れをしておる点が飯島町のひとつ

の特徴でございます。人数的にも一番これが多いわけであります。それからまた震災後の

比較的早い時期に関係団体を通じてチラシを現地に配布をさしていただきました。これは

あの当地の町村会等の経路を経由しながらお配りをしたという経過もございます。それか

ら町としての応援メッセージを直接送っている点もございます。その後も町のホームペー

ジで応援メッセージを送り続けている現在の状況で、いろいろとあの町も特色のある取り

組みだというふうに思っております。そこでまあご質問のこの避難者が増えている原因、

要因といたしましては、被災地からの当該企業の従業員や家族が増加をしておる点、これ

が 1 番特色な点でございますし、また特にあの福島県のエリアの子育て世帯を中心に放射

能被害を回避するために、町の応援メッセージをきっかけとして飯島町を避難先として選

択をいただきまして、こうした点。この辺があの一番多く要因としては挙げられる状況で

はないかというふうに思っております。人数的にはあの先の質問にもお答えしております

けれども、もう一度あのその他も含めて課長の方からもう少し詳しくご報告をさせていた

だきます。 
産業振興課長  それではあの私の方から若干数字的なものを含めまして、先ほどの言われましたその他

５人ということも含めましてご報告させていただきます。議員の方から言われましたよう

に全体では４８名になります。で２８世帯４８名になります。で、出身県別には先ほど言

われました岩手、福島、宮城、それからその他というのは群馬県の方でございます。その

方たち４８名の内、子どもさんが小学生４人、保育園児が５人、乳幼児５人の子どもさん

１４名が含まれております。で、昨日の中でも話が出ておりましたが、その内１８世帯４

０人が飯島町に住所を持たれて現在生活をされておられます。でその他５人の関係でござ

いますが今申し上げましたように群馬県の方ですが、この方はあの放射能被害を心配され

ているというようにお聞きしております。で、ご自分で住まれるところを探しまして、現

在１世帯でございます。１世帯５人でございます。自己所有の住宅を取得されまして飯島

町に住んでいられるということで住所も飯島町の方に移られているとそんな状況でござい

ます。 
宮下議員    ちょっと課長にお伺いしたいんですが、今のその群馬県の方々１世帯、その方はご自分

で住居を探されて飯島に住んでいただいてる、今後もこれはあの永住とかそういうところ

はどうなっているんでしょうかね、お聞きしたいと思いますけれども。 
産業振興課長  自己のお家を取得されておられますし、子どもさんもおられるということで放射能を心

配というようなこともお聞きしておりますので、今の段階では住所を移されておられます

し、完全にずっと永住ということまでは最終確認はとってございませんけれど、当面は飯

島町の方に住まわれるというように解釈しております。 
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宮下議員    わかりました。やはりあのいろんなところでまあ被害といいますか、地震、津波、によ

る被害だけでなくて、やはりこの放射能こういったものがどれだけ影響しているかという

のが今改めて強く感じたわけでございます。今回ですねちょっとこの質問に関しましてま

あ何でかということでございます。改めてお聞きするところなんですけれども、この現在

生活をされている方々へのまあ心のケアなども含めた支援はどうなっているのかというこ

とをお聞きしたいということなんですが、あの何故心のケアなんだというようなことを聞

くんだと言われますと、実はですねあの私の妻がたまたま職場で聞いた話でございます。

もうその避難されてきた方が独身の方だそうで、その方がボソッと言われたと。寂しい帰

りたいと。こういったことをなんか切実におっしゃったそうです。この言葉がですね私と

っても気になって仕方がなかったもんですから、まあ今回ちょっと心のケアなどの支援は

というようなことでお伺いをするわけであります。まあそのご家族で避難されてこられた

方はお家に帰って家族の中で会話というものがあれば多少はまあ気が紛れる部分もあるか

もしれませんけれども、今申し上げたように独り身の方ですと、この地にお友達ですとか、

あるいは親御さんがいらっしゃらないというわけなので、仕事が終われば家へ帰って独り

ぼっちであると、まあこの問題っていうのは決してこの飯島町だけの問題ではないのは

重々承知をしております。しかし私も含め何かできないのかなあとそんな思いからの質問

でありますけれども、まあこの心のケア、いわゆるあの目に見えない部分になろうかと思

いますけれども、経済的な支援、物的な支援以外のところでもし何か支援の部分が今やっ

ているようなことがある、あるいはこんなことを計画しているよというようなものがもし

ありましたら、町長の方からお伺いをしたいと思います。 
町  長    飯島に住んでいただいておる方々の心のケアの問題に対応してのことでございますけれ

ども、この被災者の受け入れに際しましてはいろんな面であの定住促進室を町では窓口と

いたしまして、それからそれに関係する課、係で組織をいたします飯島町の震災被災者の

受け入れ支援対策会議というものを今設けて、それぞれ調整を図りながら対応し、また個

別の対応もさせてきていただいております。そこであの特に世帯で避難されてきたケース

につきましては、必要によりましてこの児童や母親に対する学校や保育園、それから保健

センター等の担当職員が直接まあ相談やお話合いに応じさせていただいておるという現実

がございます。それからあの一方ではあのご承知かと思いますけれども、県にはですね震

災の被災者支援窓口となるこの「信州きずな」というプロジェクトチームがあるわけでご

ざいまして、これであの避難者の交流会等もこのプロジェクトの中で企画をして計画する

というような制度もあるわけでございます。この飯島の方があのそうしたことについてど

う考えておるかというようなこと、それから今ご質問のありました、やはりあの後の心の

ケアの問題も含めて町も何とかその後のまああの、直接住居に対する支援もまあいろいろ

させていただいておりますけれども、この精神面でのお手伝いができないものかどうかと

いうようなことも含めまして、過日このアンケートを実施をいたしました。それで特にあ

の県があの地域を超えていろいろ交流もあるし、それから同じ出身県、出身地の衆でこの

エリアを広く持つことによって、また行き会えれる、再会できる機会もあるだろうという

ようなことも含めて、是非これに参加をいただけたらというようなことでアンケートをさ

せていただいたわけでございますけれども、結果といたしまして回答のあった２８世帯中、

この交流会に参加の希望をする世帯は５世帯だったということでございます。それで多く
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の方がまあ希望しないということになっておるわけでございますけれども、今は静かにま

あ生活をしたいというようなこと、それから会社での部分もありますのでこの会社の中で

は同郷者がやっぱり一緒におると、心強い面もあるんではないかというふうに思いますけ

れども、そんなようなことであの直接すぐにはまあそれに参加する希望というものはござ

いませんでした。まああのその５世帯についてはまたこの対応をしてまいりますけれども、

従ってあの画一的などうも交流を町や投げかけてやるというのは如何なものかなあという

今判断をさせていただいております。ただあの一方では今お話のような方も含めてそうい

うこともあるわけでございますので、できるだけちょっともう一度また考え直しながらで

すね、１人２人にかかわらず考えてみたいというふうに思っております。それからこうし

たことも踏まえて、あのこれは教育委員会の方になりますけれども、教育委員会でもまあ

町独自にこの子どものいる世帯の懇談会というものが計画をされておりまして、これを併

せてまあ連携するネットワーク化の方向の中で今、教育委員会の中では検討をいただいて

おるということを今聞いておりますので併せてご報告申し上げます。 
宮下議員    あの前にもお聞きした中では今のようなまた取り組みをしていただいているっていうの

を私も初めてお聞きして、非常に心強い思いでおります。あの私が今申し上げた方、まあ

個人のことでございますので、私もその聞いたからといって聞き取りに行ったということ

をしているわけでもありません。ですので、その方のいわゆるまあ性格といいますか、そ

ういった状況がどうであるのかということもわかりませんので、なかなかじゃあ何をする

とかっていうことは一概には言えませんし、いくら皆で考えてどうだな、こういうことは

どうだなと言ったとしても、その方の性格ですとかいろんな部分がありますので、今町長

おっしゃったように画一的なことっていうのはなかなかそれは無理な話だということも私

もわかります。一番心配するのはうつになっちゃうと困るなあと、今の病気、うつ多いで

すから、やっぱりこういった感情の中でうつ病にもしなったとしたらば非常に悲しいこと

であるなっていうのがすごくありますので、まあ何ができるか私だったら私飲兵衛ですの

で、その方が一緒に飲める方だったら一緒に飲みたいなくらいの考えしかございませんけ

れども、でもそれで少しでもその方がね、もし一緒にそう言って参加してくれるんであれ

ば、そういったことだけでもいいのかなっても思うし、まあそういった部分でこれからも

町長あの関係部局の方にはアンテナを張っていっていただいて、少しでも避難された方々

のケアっていうものにも努めていただきたいと、この場をまたお借りしてお願いをいたし

ます。もし補足できる部分が課長ございましたら簡単にお願いいたします。 
産業振興課長  先ずあの、この取り組みというか支援につきましては、先ほど町長が申し上げましたよ

うに、定住促進室が主になって各課連携の中でやっております。で先程自主避難された方

につきましては、たまたま定住促進室がホームページの中で発信しております飯島町のこ

ういうメッセージを見ていただきまして、ああ飯島町がいいんだということで飯島町に来

られた方でございます。あの１世帯５人につきましては。ですのでまああのここら辺を中

心にしましてまた今後とも、先ほどの心のケアも行ってまいりますが、あの先ほど町長が

申し上げました画一的な形での希望はしてないっていうことだったんですが、ただし飯島

町内での交流は希望する方っていうのは何世帯かおられました。ですのでそこら辺を中心

にしまして、先ほど教育委員会の方でも若干検討されているっていう答弁をしております

し、庁内でまたそこら辺のとこを検討した中で共にやっていきたいと思っておりますので

 - 30 - 

よろしくお願いします。 
宮下議員    あのまあ心のケアと言いましたけれども、いろんな取り組みあると思います。そういっ

た中でその方が出不精でないと非常にありがたいかなと思うのは、例えばあの飯島ではい

ろんな行事もありますし、そういったものにまたあのお知らせしたことによって参加して

いただいて、楽しんでいただければというような部分もございますので、そういったあの

情報っていうものをですね皆さん方に発信をしていただきたいというふうに思います。そ

ういった中で１つでも２つでも参加したり興味を持っていただくということは非常に大事

じゃないかなと思いますので、今後ともその辺の心配りをと思います。 
        それでは最後の質問項目にまいります。飯島町の安心安全を日々考え懸命に仕事をして

下さっております警察官の皆様には改めて感謝を申し上げるところでございます。その中

で飯島駐在所に関しましてお聞きをいたします。最初に町長、この飯島駐在所の現状まあ

いろいろ建ててからどうのこうのといろいろあると思いますけれども、現状どのようなこ

とを把握しておられるかここでお聞きをしたいと思います。 
町  長    それではご質問の駐在所についてのご質問でございます。駐在所の現状をどう把握して

いるかということでございますが、あのこの駐在所の件につきましては前にもあの若干触

れさせていただいておることがあると思いますが、県で県警本部の方では再編統合計画と

いうものを今現在持っておるわけでございまして、向うまあ５年間ぐらいのうちに１つの

条件整ったところからという計画があるわけでございますので、その辺のこの飯島の駐在

所に当てはめたことも少し含めてお答えさせていただきたいというふうに思います。ご承

知のようにあの飯島町は駒ケ根警察署の管内として２つのまあ駐在所があるわけでござい

ます。現在の飯島警察官の駐在所の建物は昭和５５年５月の建設でございまして、以来３

１年余りが経ちました。それからまた七久保の警察官の駐在所につきましては平成２年の

１２月に建設をされまして、２１年余りが経っております。両駐在所ともにかなりの年数

は経っておるという状況にあるわけでございます。で、この施設も視野に入れた飯島、七

久保警察官の駐在所を１カ所とするというこの統合見直しが長野県警本部の方針で示され

まして、平成２２年５月に駒ケ根警察署長以下関係者の方が来庁されましてお話をお聞き

したところでございます。これはまああの位置付けは県警本部のこうした新聞等にも発表

されましたので、これはあの県の整理統合、他の県庁部局もそうでございますけれども、

出先機関の統合再編ということの中で県警の施設についてもそうしたことが一貫的にまあ

取り組まれたというまあ中でございます。そのことをまあ出先の警察の方でひとつ情報と

して流しておくようにと、こういう意味合いだったというふうに思っております。それで

この見直しの目的でありますけれども、駐在所の勤務員の不在に対する対応、それからパ

トロール体制の強化、複数の事案対応の強化が望まれると今後一層、従ってあの交番や駐

在所の再編を行って限られた人員体制の中で、可能な限りこの治安維持、防犯・防災に対

応するこの役目を職務を果たしていく、こういうまあ大きな考え方の下にその地域の要望

に応えていきたいということでございます。それで現在はあのご承知のように飯島警察官

駐在の体制は警察官が２名、七久保は１名の警察官が常駐という形にまあなっておるわけ

でございますけれども、昨今の事件事故の増加に伴いまして警察官が駒ケ根署の職員も含

めて事故対応等に従事する非常にあの複数的に従事しなければならないというケースも増

えてきておる中で、非常にその機動性の問題もございますし、特にあの七久保は１人区、
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１人町というようなことの中で、応援体制のために不在の状況が非常に多いというような

ことも現実の姿であることは理解して承知しております。それから駐在所は原則として日

勤制で運用されておりますことから、不在の場合や夜間や休日の事故事件発生した際には

駒ケ根警察署の勤務署員が応援対応をしておるということでございまして、従ってまあこ

んなような背景の中で平成２１年に示された先ほどの長野県警察の組織再編整備計画案の

中では、駒ケ根署としては警察官５０名体制、それからこれは県下の中では６番目に小さ

な警察署でございまして、警察署の当直体制がどうしても夜間は５人ということで、１当

直当たりその前後の要員も確保していかなきゃならんということで、限られた人員の中で

の対応が必要だということになっておりまして、そうしたこともこうした再編の中に議論

をされたというふうに聞いております。そんなことの今状況でございます。それから現実

のあの飯島駐在所の問題としましてはあの若干いろいろまあ環境状況の中でお聞きしてお

ることは事実であります。 
宮下議員    町長誠に申し訳ありません。中途腰を折るようなことを申し上げまして、ちょっと時間

がなくて私しゃべれなくなると最後あの非常に悔いが残りますのですいません。はしょっ

て申し訳ございません。今なからのことをお伺いしました。その通り築３１年、まあもう

そろそろ建て替え時期に来ていると、そしてもう建て替えを行う場合だともう今のお話で

はないですが、当然もう七久保との統合というものが前提になってしまうということがあ

るわけでございます。それでまあ以前に元議員の方で一般質問であのまあ交番化という、

これについての質問もございましたけれども、まあ私も考えてもかなり飯島でも交番化っ

ていうのは厳しい部分があるのかなと思います。ただしやはり町民の安心安全を守るため

のこの派出所、これについては私は絶対にこの２カ所維持というものは譲れないなあとい

うふうに私は考えております。まあ県には県の考え方がありますのでまあそれはそれとし

て、それでもやはりこれに振り回されてはならないであろうなというふうに思います。で

きる限りのやはり要望といいますか、こちらの考え方っていうものをしっかり伝えていか

なければならないと私は思います。この今の町長がおっしゃった再編整備のこのまああっ

たわけですけれども、この中に、あり方を考える懇話会、この中間意見に対する意見って

いうのがまあこれにも載っております。その中にはですね、住民の１人として家族ととも

に村、まちづくりに果たす役割の重要性に鑑みる必要がある。山間地域では近くに駐在所

がありそこに警察官が居住していることが住民の安心な生活に寄与している。地域に密着

したきめ細やかな機能は住民が安心して安全に暮らすことのできる地域づくりにとって欠

くことのできない基本的な役割である。と、こういったような意見が出ております。これ

は非常に核心を突いている意見だなあというふうに思います。今後も飯島町の安心安全を

守ってもらうという考え方からすればやはり、県の考え方はあるとは思いますけれども、

是非町として２カ所死守、そして建て替え時期にきているこういったものも含めてですね、

一番いい着陸地点をやはり共々に考えていかなければならない時期にもう来ているのかな

と思います。そういった中ではやはり行政にできる支援、そして私たち議会や町民、町全

体でできる、例えば署名活動みたいなことですとかね、そういったものも含めてやはり行

政共々に守って、２ヶ所というものを維持していく、そういった考え方が重要であると私

は思います。そういった意味で最後にもう一度お伺いをいたしますけれども、是非この死

守をしてもらうためにも町長の今後の考え方そういったものをお聞きして終わりたいと思
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います。 
町  長    この飯島町に２つの駐在所があるということの存在意義と申しますか、特にあの七久保

地域、常識的にはもしそれが再編計画の中であれば飯島の方に統合する、場所は別にして

もというような話になろうかと思いますが、七久保駐在所は駐在としてその存在意義、あ

ることのその安心感と申しますか治安維持の予防的な１つの看板でもございますので、飯

島町としては私自身としては２駐在所体制を何としても維持していきたいと、これはあの

それぞれの駐在所に交番協力機関がございます、協力会というのがございまして別々にあ

りますけれども、それらの皆さん方の意見も一致してそういう考え方でございます。ただ

あの飯島駐在所の方も老朽化したことの建て替えの問題はちょっと別に考えるべきである

というふうに思っておりますので、その限りにおいてはできるまたご協力ご支援はやぶさ

かではないと、どういう支援ができるかは別にいたしまして、そういう考え方でおります

のでご理解いただきたいと思います。 
議  長    時間です。 
宮下議員    終わります。 
 
議  長    ３番 浜田 稔 議員 
 
浜田議員    それでは通告に従って一般質問を行います。最初の質問は消防の広域化についてであり

ます。消防の広域化の検討が進められておりまして、私の認識しているところでは２００

６年に消防組織法の改定で消防の広域化が推進されることになりました。で、長野県では

県内を２つ、東北信と中南信だったと思いますけれども、２つの消防本部に分けるという

案が浮上しましたけれども頓挫しまして、その後上伊那に１本部１指令センター６消防署

を設けるという案が浮上しているというふうに認識しています。そして今月に広域化協議

会を設置するかという判断がなされるということだろうと思います。で広域化自体ある意

味では伊南行政組合のマターかもしれませんけれども、あの町議会の場で質問する意味は

ですね、１つはあの市町村が当該区域の消防とその費用負担を担うことと、ということが

消防組織法の６条から８条に書かれていると、これが１つ、それからあのさっき述べたそ

の消防組織法の改定案では第４章というのが設けられまして、そこはたった５条の条文し

かないんですけれども、まあ驚いたことにですね、この５条の条文の中に自主的な市町村

の広域化という文言がですね１１箇所も出てくるという、まあなんとその地域の主権をこ

こまで総務省は大切にしているのかと思わず胸が熱くなるような条文なわけですけれども、

まあそういうことがあります。それからこの法律が制定されました翌年の２００７年の１

１月にですね、まあこの広域化について政府の答弁書が提示されまして、その中でこうい

う内容が書かれています。消防の広域化は市町村の自主的な判断により行われるものであ

り、市町村が消防の広域化を行えないとしてもですね、そのことにより不利益な扱いを受

けるものではない。まあこういうことであります。同じく自治体の主体的な判断をあくま

でも尊重するぞ、まあそういうことであります。まあつまり良くいえばあの地方の自主性

を珍しいほど尊重する法律であるという、その一方ですね、まあ逆に言えば広域化で不都

合が生じたり、まあその結果財政負担が重くなったとしてもですねそれは市町村の自己責

任だと、まあこういう意味にもとれる条文であります。そういう意味であの本日ここで広
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域化に対する市町村その判が非常に重いものになるというふうに思いますので、考えをお

聞きしたいということであります。ただですねこの問題を考える上で消防の広域化の問題

がですねあの消防救急無線のデジタル化という話と不自然な形で絡められてですね、これ

が広域化推進の材料にされているように見えて仕方がないというふうに私は感じています。

でこれが非常に考え方を複雑にしていると、これはどういう結果かと言いますと、あの電

波の有効利用を進めると称してですね消防無線の周波数を現行の１３５メガヘルツのアナ

ログ通信から２６０メガヘルツ帯のデジタル通信に切り替えるように、総務省の告示だっ

たと思います。あのちょっと年度がいろいろあって答申が出たりいろいろしているんです

けれども、たぶん２００２年ごろに出たと。でまあ方式の決定ではいろいろ紆余曲折があ

ったようですけれども、いずれにしてもその期限ですね２０１６年までにこの５月までに

このデジタル化を完了せよと、まあこういうことになっているということでですね、消防

広域化の議論がこの周波数割り当ての変更の縛りをクリアするための方策を露払いとして

行われているように見えるというふうに私は感じています。これはある意味では非常に本

末転倒ではないかというふうに思うわけです。まあしかしながらそのデジタル化の話が出

てきている以上ですね、この広域化の話は逆にデジタルの問題を整理してやらないとです

ね次の話に繋がらないというふうに思っていますので、この件に関する最初の質問は先ず

その通信の問題から入らざるを得ないというふうに考えております。で、総務省の消防庁

がデジタル化のメリットとして上げてきたことはですね１つは通信の高度化、デジタルに

なるのでいろいろのことができるようになる。それから強帯域化による周波数の有効利用

に新たな周波数の獲得ということで、なんだかよくわからないんですけれども、あの今の

１５０メガヘルツ帯が非常に狭いので混んでいるので、２３０メガに上げてそこで利用の

場所を広げようとまあそんなことだろうと思います。それからもう１つは通信の秘匿化と

いうことでですね、今までの消防通信は傍受されてしまうということで個人情報の保護に

抵触するのでデジタル化するんだと、まあそういうふうな説明がたぶん中心だろうと思い

ます。ただあの地方の消防本部にとってこれは本当にメリットなのかということがひとつ

考えられるんですけれども、先ずあの周波数が高いと電波は直進しますのでですね、山間

部などの複雑な地形ではあの遠くまで届かずに２倍から３倍の基地局が必要になるんでは

ないかというふうにあの技術者の間では言われてます。それからデジタル化で高度化する

ということですけれども、そんな高度化するほどの通信が元々消防通信には必要ないんじ

ゃないかという議論もあります。それから地方では都会と違ってですねそんなに電波が混

み合っているわけじゃない、これはまあ暗号化については後ほど述べますけれども、本当

にそれは本当のことなんだろうかとまあこんな疑問が出ております。ということでですね

先ずこの全体的な話の中で、この山間部におけるそのデジタル通信というのがどんな問題

を持っているのか、あるいは必要だというふうにお考えなのかということで、これまでも

いろんな検討が進んできたと思いますけども、この件について先ず町長のご見解をお伺い

したいと思います。 
町  長    それではあの今議会の最後の一般質問者であります浜田議員の質問にお答えをしてまい

りたいと思います。最初はあの、上伊那の消防広域化の問題に関しまして特にあのデジタ

ル化へ向けての諸問題ということでございまして、私もあのこのデジタルあるいはまたア

ナログから転換するというような専門知識はあまり持ち合わせないもんですから十分なお
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答えができないかもしれませんけれども、今までまあ聞き及んだようなことを中心に現況

の状況をご報告をさせていただきたいというふうに思います。この大きくまあ上伊那消防

広域化への検討、これは最初触れられた問題でございますが、これはあの直接伊南行政組

合から関係者にまたここへ来てもらいまして、説明を受けた中でまた議論をいただきたい

というふうにしておるわけでございまして、その日程的には今議会の最終日の１９日の全

員協議会ということで議長さんにお願いして時間をとっていただいておりますので、是非

また専門的なところはそこでひとつ議論をいただきたいなというふうに思うわけでござい

ますけれども、お話がございましたようにこの平成１５年の電波法の審査基準の改正によ

りまして、平成２８年、これが２０１６年になりますが、５月３１日までにこのアナログ

通信方式からデジタル通信方式へ移行することというまあ国の１つの規定でございまして、

これが必要になってまいります。伊南行政組合にありましてもこの消防無線がアナログか

らデジタル通信方式への移行ということになってきておるわけでございますが、これはあ

の１つの国の考え方に沿った考え方でございまして、今あの上伊那消防広域化の一本化の

問題とはこれは一線を画した別の課題であるということは当然のことであるわけでござい

ますが、ただしまあこれらの整備に当たっては費用の削減の観点、あるいは消防庁より原

則として都道府県域を１ブロックとした消防救急無線の広域化共同化にかかる全体計画を

策定していく上でこの広域化というものを合わせて検討していく必要があるということの

中で、今の検討委員会の中ではセット的な部分として検討されてきたという経過がござい

まして、これはあのこの検討委員会にはお名前を出して恐縮でありますけれども、町の議

会の代表と申しますか消防サイドの代表として議員の宮下寿議員さんに消防委員長という

立場で参画をいただいております。それから消防団長、それから町側では危機管理室長が

この任に当たっておるわけでございまして、これまで鋭意まあその辺のところをデジタル

化の問題と広域化の問題に合わせてまあ検討をしていただいた結果で、過日あの２月の２

０日の日の伊南行政の全員協議会の中でその報告がございました。まあいろいろあのメリ

ット・デメリットまた後ほど出てまいりますけれども、ありますけれども全体の方向とし

てはまあ有利な国の補助制度も活用する中でひとつの前向きな方向が出されまして、それ

で私どもまあ理事者間、それから伊南の議員の皆さん方も一応のまあそうした方向の中で、

それぞれの市町村に特に議会に十分説明をさせていただいて、その方向をもって３月の末

にはひとつのより詳細なこの実施計画に向けての協議会にまあ向けていきたいということ

でございまして、私自身のまあ気持ちもそのことを尊重していきたいというふうに思って

おる次第でございます。それで先程もお話にございましたように長野県では現在あの中南

信地域の７消防本部と東北信地域の基本設計の結果を合わせての県の全体計画の策定をし

て、国の事前の確認の段階になっておるというふうに言われておるわけでございますが、

上伊那地域としましては広域ブロックを基本とした中で上伊那消防広域協議会と並行して、

この広域に伴う無線のデジタル化の共同整備との検討を今進めておるということになって

おりまして、そこであの今年度伊南行政組合においては北・南消防署からのデジタル通信

による電波伝搬調査をいたしましたところ、当町ではそうした特別の通信不通的なエリア

はございませんけれども、当町以外では管内の一部の地域に電波の届かないエリアがある、

これがあの俗に言う不感地帯というふうに言われておりますけれども、ことがわかったよ

うであります。でこれはあの現在のアナログ方式の場合でも同じの地域とまあ重なるとい
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うふうに言われておるわけでございまして、その対策として現在中継車両の配置による伝

達の対応方を今模索をしておると、今後においても同様にして対応していくことになるん

ではないかということでございますので、是非またあの１９日の全員協議会の中でひとつ

説明を聞いていただいた上でご議論いただければというふうに思っておりますのでよろし

くお願いします。 
浜田議員    まあ私も無線通信に関してはですね簡単な機械を設計する程度の本当のアマチュアなん

で、この場でそんなに専門的な議論をしても意味がないと思います。ただ一方であの自治

体にとってそれなりの財政負担を伴う事項でもありますしですね、それから消防の体制と

いうのは住民の安全安心に直結する案件だとも思っております。ちょうど原発事故でお母

さんたちがそれまで聞いたこともなかったようなストロンチウムの話を子どもを守るため

にせざるを得ないというのと同程度の調査といいますか、あの問題に対する判断は必要な

んではないかというふうに思っています。で、そこでですねあのこれはそういう意味では

すべてお答えをいただきたいというわけではありませんけれども、検討事項として私がと

っても気にしているところを幾つか列挙させていただいて、もしそれに対するもう既に見

解は固まっているということであればご見解いただきたいと思いますし、そうでないなら

ばですねもちろん全協の場なり、あるいはあの関係者を通してですねそれぞれ問題を詰め

ていただきたいなという意味も含めて若干申し上げたいと思います。１つはですね、まあ

メリットと言われる点が本当なのかということです。で最初にメリットだといわれた 1 つ

の理由はあの通信の高度化ということで、まあデジタルだからいろいろできるというのが

盛んに宣伝されていました。たぶん動きのかなり賑やかになった２００８年頃だと思いま

すけれども、ひとつはそのＧＰＳで位置情報が取れるのでどの車両がどの位置にいるかす

ぐにわかって本部で掌握できるとまあこんな理由が１つ。それから画像通信もできますと

いうことでですね現場の写真をそのまま送れるとかですね、ただＧＰＳというのは今カー

ナビだろうと携帯だろうとどこにでも付いているシステムでですね、とりわけデジタルだ

から必要になるわけでもないと思いますし、ましてやその山田とか山久の集会所とかいう

名前を聞いてですね、いちいちＧＰＳで場所を確認するような人たちが消防活動をやるの

かという、あのそんなことも考えると本当にこのメリットというのは取って付けたような

話かなと、それから画像通信もでありますけれどもデジタルだからパソコン並みにいろん

な画像が取り扱えるのかというと実は決してそうではなくてですね、もともと消防防災通

信も音声通話用の帯域しか持っていないので画像を送るとなると、私の理解している幾つ

かの情報を基にするとですね、たかだかあの電話で昔インターネットをやっていた程度、

要するに静止画像１つ送るのに数十秒も掛かるような程度の通信だと思います。で、実際

に現場が大混乱している真っ最中にですねその画像をいちいち本部に送って指示を仰ぐな

どということは到底現実的じゃないというふうに私は思っています。そんなことでたぶん

伊南ではさすがにこのメリットは言わなくなったのかもしれないんですけれども、まあ誤

解があれば訂正していただきたいと思いますし、という思いですね。それから周波数につ

いてはあの不足していないのであれば少なくともこの長野県ではですねこの周波数問題を

移行の理由にする必要はないんじゃないかというのが２つ目です。それからもう１つはあ

の通信の秘匿化ということでありますけれども、たぶんちょっと私は伊南の研究資料を見

て驚いたんですけれども、暗号化しているという記述がありました。私他のいろんな資料
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を見ている限りですね暗号化という記述はこれが初めてでしたですね。ですので本当なの

かということなんですよ。で、単にデジタル化しているから傍受しにくいという話と暗号

化というのは全く別な話でありまして、デジタル化している信号というのはあの昔のアマ

チュア無線の電波では受けられないという程度の話しでですね、技術自身は公開されてい

ますから傍受する気ならいくらでもその道の経験者がエキスパートをやれば傍受出来てし

まうわけです。比較的身近な例では千葉県かどこかでですねあの過激派のアジトに警察の

デジタル無線を傍受する設備がいっぱいあって、長期間傍受されていたということが問題

になってですね、多分その後警察無線は暗号化したんだと思いますけれども、消防無線が

そこまでやっているという話は聞いたことがないのでもし単にデジタル化していることが

暗号化ということであればですね、これはミスリードだろうというふうに思っています。

それから一方でその通信を秘匿化してしまう要するに他の誰もが傍受できなくしてしまう

っていうのが良いことなのかという批判もですねあの消防現場からかなり上がっています。

これはあの賛成、反対派が議論している掲示板ですとか、あるいはその自治労の中での検

討結果に対するコメントですとか、いろいろなところをみるとそういう批判があるという

ことで、これはあのそれなりに留意する必要があるんだろうと思います。というのはあの

消防団員はですね常備消防の通信を横で傍受しながら自分たちの行動を決める場合がしば

しばあってですね、それを秘匿されてしまうと本当に上から降りてくる単純化した情報し

か耳にできないということで、判断の幅が非常に狭められてしまうという批判があります。

で何よりもその消防無線は盗聴じゃないんですよね、あれは傍受、要するに盗聴法の対象

じゃなくてですね誰もが受信できることが前提というか法律的に制限されている通信では

ありませんので、それをことさら問題にするのは如何なものかと、で聞いたところではア

メリカでは警察無線も消防無線もみんな傍受可能で、むしろ市民の側からですねそれを聞

いて有益な情報が集まるんだという非常にオープンな国もあるぐらいでですね、まあそん

なことをしていいのかということであります。でまああの山間部の実験はなされたという

ことでそれはいいので、これはまあちょっとお尋ねしたいんですけれども、じゃあ基地局

等の追加投資はいらないのかということですね。これについてちょっとご見解をいただき

たいと思います。あと指摘されている問題としてはですねデジタル化で当然複雑になるの

で機器が大型になって電池も持ちが悪くなるので本当にそれが行動に向いているのかとい

う話と、あとその消防が１５０から２３０に移ったとしてもですね、防災総合無線という

のがあるはずです。これは多分、総務省の表を見た限りでは移行することにはなってない

んじゃないかと思うんですけれども、これは何かというとですねあの水島の臨海石油コン

ビナートの時に海上保安庁と警察と消防がですねお互いに通信方法が違うもんですから大

混乱をきたして、で系統的なその活動ができなかったということでですね、そういう 3 者

の間の通信を１５４メガかな、何かそのあたり、要するに１５４メガヘルツ帯で行ってお

こうという通信だったと思います。でもしこれが相変わらず必要だということになると消

防は２つの周波数を持って動かなきゃいけないということで、この話がどうなったのかな

というのは、あの大変気になります。まあそんなこととですね、後、あの伊南の資料を見

てますと基地局の接続に光回線だとかＮＴＴの回線を使うという記述があって、ちょっと

ここで驚いたんですけれども、と言いますのはですね、こういう有線の回線というのは東

北の大災害の時に真っ先に途絶した回線ですね。それで結局最後に生き残ったのがアナロ
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グの無線通信なんですよ、普通のトランシーバー的な、でそれがあの地域の安全確認や行

動を支えたというふうに言われています。ですので先程のようなその秘話方式を導入する

ことですとか、あるいは途中に有線回線を導入することですとか、こういうことを本当に

きちんといろんなデメリットを検討されたのかということをずっと、私この件は数年前か

ら気にしてたのであれこれ見てたんですけれども、未だにその説明資料だけ見ててもわか

らないところが多いのでですね、もし今たくさん挙げた質問の中でそれは違うぞというの

があればお答えいただきたいと思いますし、そうでないとすれば別の機会にまでにチェッ

クをいただければというふうに思うわけです。とりあえずちょっとご見解があればお伺い

したいと思います。 
町  長    まああの専門的なこのデジタル化に向けての部分のご質問でございまして、あの十分な

お答えは出来かねるわけでありますけれども、いずれにいたしましてもこのデジタル化の

基本的な考え方っていうものは２００６年度までのこの電波法の改定によるアナログ方式

からデジタル方式に切り替えなければならないというこの１つの既成事実と申しますか、

そのことは何としてもまあ成し遂げなければならないというまあ義務的な部分がございま

すので、その前提に沿っていろいろとまあこのメリット・デメリットの部分も議論されて

より良い計画というものが立てられていくという前提だろうというふうに思います。あの

検討委員会の中でもそうしたことは当然議論の中でやってきていただいておると思います

し、また今の留意点等もいろいろと言われましたけれども、それはまさにこれから肉付け

をしていく部分であり、無駄なことにつながってはいけないという形でございますので、

わかる範囲内でちょっとあの担当課長の方から申し上げますけれども、ひとつ１９日にま

た至らぬところは是非またお出しいただきたいなというふうに思います。 
住民福祉課長  伊南行政組合の窓口というようなことで住民福祉課が担当しております。その中で議会

の中での全員協議会等出た中でのお話でございますけれども、基地局の関係でございます

けれども、当初、陣馬形へ設置することで広範囲に飛ぶんではないかというような話で調

査等行ったようでございます。ところがそれがうまくいかなくて、結果的には北署と南署

の２カ所これを基地局とするという方向のお話がございましたのでお願いしたいと思いま

す。またあの伊南行政組合の消防組合ですかそちらの方につきましても基本的には２カ所

というように聞いております。他の点についてはちょっと大変難しい内容でありますので、

ちょっと私では回答できませんのでよろしくお願いします。 
浜田議員    それじゃ確認させていただきますけれども、１つはあの陣馬形が不都合だったという理

由とですね、もう１つはその北署と南署でもって今度の２３０メガヘルツ帯でも該当地域、

要するに今の伊南地域全体では不感帯はないとそういう結論が出ているという理解でよろ

しいのでしょうか。 
住民福祉課長  北署と南署での電波伝搬調査の結果でありますけれども、アナログと同じエリアのとこ

ろが俯瞰地帯として残っているということで、中川の一部、山の奥の山間部でありますけ

れども、そういったところがうまく伝わらなかったということは聞いております。他の地

域につきましてはメリットが５－４であるということでございました。飯島はないという

ふうに伺っております。 
浜田議員    まあそれなりに理解はできました。で、電波法の改正が縛りということでまあこれは上

位の法律だから仕方がないという話でありますけれども、私個人的にはですねこれはかな
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り前にあの決定されたことで、それ自身がいろんな疑問を含んでいることじゃないかなと

感じています。そもそも電波の有効利用と言うならばですね最も国民の安全安心に直結し

た消防救急無線はですね現在の周波数から引っ越せと、この発想自身が非常に不思議です

よね。それ以上に何か大事なことがあるのか、でしかも多分跡地利用についてはほとんど

明らかにされていないというふうに私は思っております。まあ電波利権とかいう話もいろ

いろありますけれども、まあ如何なものかというふうに思っております。でそれと１項目

目の次の問題に移りますけれどもですね、このデジタル無線の導入による財政負担、ある

いは本当にこれは緊急で有用なのかということについて考えてみたいと思います。今から

だいたい半年ぐらい前の日経新聞だったと思いますけれどもですねこんな記事出てきまし

た。「消防防災無線デジタル化で自治体に攻勢」、まあ自治体に攻勢というのは自治体に

売り込み攻勢をかけますよというまあそういうニュアンスなんですけれども、ＮＥＣなど

3,000 億円市場を狙うという見出しでですね、消防救急無線、防災無線の市場規模はそれ

ぞれ年間 300 億円だったけれども、その総務省は消防救急無線のデジタル化に伴う費用

2,800 億円と見積もっていると、で防災無線を加えればデジタル化で 3,000 億円超の代替

需要が生まれると、要するに大きなビジネスチャンスだという話ですね。で多分この２６

０メガヘルツ帯というのは国際的には現行の１５０がだいたい標準でですね、外国のメー

カーがやっていない領域じゃないかなというふうに思いますので、まあ何で日本だけがそ

こに登っていくのかというのと、いったい目的は何だろうという非常に疑問が生まれるわ

けです。で、似たようなことを実は３年前に香川県もいろいろ検討してましてですね、香

川県の県の一本化におけるその費用の試算を見ますと、当時県が一本化消防本部の時にで

すね元々の費用の約半額で済んで、その総額が 77 億円だったと書いてあるんですよ。で、

ざっくり暗算で全国５０数都道府県あるとしてまあだいたい 70，80 億円の５０倍で 4,000
億円、そうしますとさっきの 2,800 億から 3,000 億円の市場が生まれるという話とですね、

概ねつじつまが合うと、他の鉄塔だとかいろんな設備も含めればですね、ということでこ

の費用負担が本当に必要なんだろうかという疑問を感じているわけです。で、まあ何でこ

んなことを言うかというとですね、この電波の移行の問題っていうことが言われてた時期

よりもはるかに日本の経済状態っていうのは悪くなっている、今身を切ってどうするとか

いろんな話が行われている時にですね、たとえそれが市町村が負担をするにせよ、あるい

は国の助成金を使うにせよですね、そのために数千億円をここに投入するというのは一体

何だろうかと、で、仮にこれが助成で町の負担が軽くなったとしても、たぶんこれから予

算審議で行われるでしょうけども、医療や介護や福祉、これがその国民負担が増えて地方

交付税などの先行きが懸念されている時にですね、こういう財政の使い道って本当に正し

いのかという疑問も感じます。まあこんなことも含めてなんですけれども、あのちょっと

話を広げましたが、最初の疑問に戻って、地域の財政負担は一体どの程度だと見積もって

おられるのかをお尋ねしたいと思います。 
町  長    このデジタル化に移行についての検討委員会の中で特にこの財政に及ぼす影響、ひいて

はまあ市町村負担に及ぼす影響というものもあのまた資料で出されると思いますけれども、

個々の財政シミュレーションがされております。なかなかあの複雑な見方をして理解に苦

しむ面もあるわけでございますけれども、そのまとめとするところはやはりこの大きいひ

とつのくくり中で効率的にこのデジタル化をすることによってメリットが出てくるという
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１つの結論付けになっておりますので、私どももそれを拝聴しまして１つの検討結果のこ

の結果として受けとめておるというのが実感でございます。若干あの具体的なことについ

ては担当の方から申し上げます。 
住民福祉課長  財政負担の関係でございますけれども、広域化によります飯島町の財政負担ですか現在

伊南行政組合と伊那消防組合の負担方法が違っております。で、そういったことからまあ

広域化した場合ですね負担の増減をできるだけ少なくするという前提で、具体的には今後

の調整という形になっております。で市の中では経費負担のシミュレーションというのが

ございましてパターンが５つございます。いろんな条件で伊那消防あるいは伊南行政が負

担した場合、現状の経費に対してどういった負担割合になるのかという５つのパターンが

示されておるということで、それをどれかを選択することによって経費割合がそれぞれ違

います。違うことによって当町の負担割合も変わってくるということになりますので、具

体的な数字については現時点ではお示しをすることができない状況にあるということで、

今後の調整ということになってございます。 
浜田議員    まあいろんなパターンがあるといってもですね、だいたいの概算ぐらいはあってしかる

べきじゃあないかと思うんですが、それとあの費用対効果という点でですね、まあこれは

政治判断にはなると思いますけれども、まあそれだけの費用に対する効果をありというふ

うにまあこれは感覚の問題かもしれませんけれども、認識されているのかどうかお尋ねし

たいと思います。 
町  長    あの総体的なまとめの方向としては財政メリットはこのスケールメリットを生かした形

の中であるというふうに判断をさせていただいております。 
浜田議員    まああのでは数字はまた別の機会にお伺いすることにします。全体としてですねこれが

本当に町の消防力の強化につながるのかということについて、ちょっと総括的に伺いたい

と思います。まあ広域化のメリットとしては指揮や管理部門の効率化が行われるとか、あ

るいは高額な設備の導入ができるとか、ただ飯島町に３０メートルのはしご車が来てもあ

んまり使う場所がないような気がするんですが、その一方でですね本部と現場が非常に遠

くなる、あるいはその広域化で消防団、要するに地域の消防との連携が弱まる、それから

自主的というけれども実際には市町村レベルでのですね本当に自主的な検討が行われてい

るのか、まあそんな声も聞こえてきます。説明資料も私もざっと目を通しましたけれども、

ある意味で非常に美しい文言が盛り込まれているんですけれども、検討と資料としてはで

すねあんまり適切ではないと感じました。単純な理由です。１つはですねデメリットが全

く記述されていないんですね、普通、私、新潟の資料も見たんですけれども、こちらの方

はちゃんと○×でデメリットが書いてあってですね、検証したシミュレーションの結果な

んかも書いてあるんですが、伊南のは違ったと思います。これはもう一度全協での説明の

時にチェックしたいと思いますけれども、でそれともう１つは何故現行体制ではそれがで

きないのかという説明もまったく欠落していたと思います。本当にこれが検討資料なんだ

ろうかという疑問を感じました。ただあの今後の説明の機会があるということですのであ

んまりそれ以上細かいことは省略しますけれどもですね、本当に消防が今やろうとしてい

ることはデジタル化なのか、もっと他に現場の機器の更新ですとか、人員の補充ですとか、

そういうことを考えなくていいんだろうかという疑問は私はずっと持っております。で消

防の体制は当初申しましたように地域の住民の安全安心に直結する事項だと思います。で、
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まさかそんなことはないと思いますけれども、その２本部案が挫折したので上伊那の広域

でかわそうなどということじゃないだろうと思いますけれども、あの特にデジタル化はで

すねいろいろ私が調べた限りでは、本当にＩＴに名を借りた新手のハコモノのような気が

しますので本当にきっちりその利点は示していただきたいということです。それと繰り返

しますけれども国の財政が逼迫しているこの時期にですね、不急不要の事業に国民の血税

を本当に浪費していいのか、まあそんなことを感じております。そこでですねあの今後是

非お願いしたいのは、あの本当の現場で活動している皆さんの要求は何なのかということ、

それからそれに沿った改革になるのかどうなのかということを是非とも事情聴取をしてで

すね前に進めていただきたい、まあこういうお願いに対する町長のご見解をお聞きしてこ

の件について終わりたいと思います。 
町  長    今回のまあ検討委員会のこのシミュレーション的な報告につきましては、先ほど申し上

げましたようにそれぞれの階層から参画をいただいて、特にあの消防の現場の問題につい

てはあの消防団長等の参画をいただいて、まあ当然のことながらこれはあの意見交換がな

されておってこういう形になっていると思いますし、それからまたこうしたデジタル化の

無線の問題とは別に、これはあの町の消防団もそうでございますし、それから常備消防の

消防本部の体制としてもそうでございますが、必要な施設整備改善というものはこれはあ

の別建ての現場の問題としてやって、常に見直していかなきゃならんと、費用も掛かりま

すけれどもこれはひとつの実施計画、長期計画の中でやっていくべきものということでご

ざいますので、その辺のところはあの今度の広域化の問題とは、また個々の問題とは別だ

ということでございますが、いずれにしてもあの全然デメリットもなくてメリットだけだ

ということでは決してないと思いますけれども、ただそのデメリットをこの有利性、有益

性が上回るような統合でなければならないだろうと、これは今後のひとつのまた協議会の

方の議論に任せていきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。 
浜田議員    まあ是非繰り返しますが現場の声の調査を十分に行っていただきたいと思います。２番

目の質問に移ります。あの町に雇用を作り出す方策についてであります。もう既に同僚議

員の質問の中でですね町内企業が雇用に努力しているまあその姿ですとか、まあその経営

が国際経済の動きと直結している様子が浮き彫りにされました。そこであの重複になって

もいけませんのでごく簡単で結構ですけれども、企業訪問の結果ですね雇用面からみて今

後の動きは、特に町内の雇用の動きはどう見えるのかといった感触などがございましたら

ですね、昨日のご答弁と重複しない程度にお聞かせいただければというふうに思います。 
町  長    町内企業のまあ特に雇用面の問題でございます。大変あの厳しい状況にあることはもう

企業運営、経営と同じでございまして、何とかまあ踏ん張っていただいておるというのが

実感でございます。ただあのここへきて昨年から今年にまたがりますけども、いくつかの

事業所閉鎖、転換というような事実もございましたので、ここの部分の限りにおいてはそ

の職に就けないという状態が発生をいたしました。それと同時にあの現在も頑張って経営

をしていただいておる企業につきましては、思ったほどこの離職とかいうところにはつな

がっていないように感じました。あの昨日数字で２名というようなことも申し上げました

けれども、ある企業ではその辺のところのまあ異動であったということで、待遇的なこと

もまあいろいろ仕事の減によってあるかと思いますけれども、今の経営者は必死になって

今の雇用を継続いただいておるというのが大方の見方でございました。 
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浜田議員    どうもありがとうございます。そういう意味では飯島町内の企業の皆様の姿勢には大変

感謝するところであります。まあそうは言っても私も町の助成をいただいてですね２年間

ほどまあ不安定雇用の皆さんにいろんな支援をやってきておりますけれども、ちょっと気

になるのはこのところ、まあ主体はどちらかというと外国人の方が多いんですが、日本人

の深刻なケースがいくつか目に映るようになって気にはしております。まあそんな中でで

すねやはり町の定住促進ですとか、あるいはこの間も議論されていますけれども少子化対

策ですとか、そういったことを前に進めるためにはですね先ず町の中に安定した働く場が

確保されることが全ての前提ではないかなというふうに私は感じるわけです。で、一方で

あの国際経済から見ますと日本の貿易赤字が定着化しそうだとかですね、それから 4,000
億円以上の負債を抱えてのエルピーダメモリの破綻ですとか、日本の産業の衰退は目を覆

うばかりだというふうに感じています。３年ほど前に総務産業委員会で視察に行った半導

体工場もですねこの６月で閉鎖されて、おそらく４０代の若い労働者が２００名以上おそ

らくはほぼ解雇に近い状態になるというふうに思っていますし、その会社は会津も同じ程

度の会社を同じ時期に閉鎖するようです。でまあその原因はあの一言で言えば輸出偏重で

まあ国内の経済を空洞化させてですね、目先の利益のために下請けを叩いて労働者や技術

者をリストラしてですね、次の産業を育てる芽を国内から摘んでしまったところにあると

いうふうに思っています。ただまあそのことをここで議論しても始まらないわけですけれ

ども、少なくとも町の将来を考えるときに２０年前の産業構造を前提として、昔と変わら

ぬ企業誘致の手法だけで町の雇用全体が回復できるというふうには私は思っていませんし、

それだけでは方向を間違えるんではないかなというふうに感じています。で、この冬の時

代を乗り切るためにあの必要だと思っていることはですね、それぞれ時間は掛かるかもし

れませんけれども、この町の中に様々な雇用の芽を育てて地域の中で回る経済巡回をどう

育てるかという別の取り組みが必要なんではないかというのが２番目の質問の趣旨です。

で、わたし自身も大変お世話になりましたけれどもまあその具体的な例としては１つは営

農法人ですね。本郷農産サービスですとか田切農産ですとか、これも私も職がないときに

だいぶお世話になりましたが、その後かなりそこで仕事をされている方は増えてますし、

完全なあのフルの雇用ではないにしてもですね、それなりの雇用を作り出しているという

印象を持っています。それから今回の予算の中でも出てくると思いますけれども住宅リフ

ォームですね、これはやはり波及効果で様々な仕事を町内に産み出して、外に出て行くお

金ではなくて町内で回るお金というのを増やしている。それから多分今後具体化されなけ

ればいけないと思いますけれども、小水力や林業や太陽熱の利用等ですねエネルギーの自

給というのも、最初は難しいかもしれませんけれども雇用の源泉になるのではないかと、

それから先程同僚議員の方からお話がありました医療介護系ですね。あの話題になった飯

島診療所だけでも多分パート的な仕事も含めて２０人前後の雇用は作っていると思います。

で、介護とか医療っていうのは人手を必要とする産業ですので、これは少なからぬ波及効

果がある、まああの取り付け道路をつけて大きな企業を呼ぶのも大事ですけれども、その

３０人と比べてもそんなに見劣りのしない雇用を作っているんではないかなというふうに

思うわけです。で、後あの先だって小学校の給食を試食する機会があって、例えばその食

育とその食の地産地消ということが思うように進んでいないっていう話を聞いてですね、

私ふと思ったんですけれども、あの多分コーディネーターがいればできるんじゃないかと、
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教育委員会の方は人手を増やしたくないのでできるだけ機械化すると、それから大きな農

家はですねそういうことのために人手を割きたくないので、どちらかというと農協ですと

か契約先に大量に出荷してしまう。で、まあそういうことで規格も厳しくなってですね、

価格が上がるとそれを流通させるためのメリットがなくなってしまうとまあそんなことが

何か進行を阻んでいるんだとすれば、例えばそこに一定の人材をフルではないにしてもで

すね投入することは意味があるんじゃないかなというふうに感じたわけです。まあ別の言

い方をするとですね生産から消費までの各領域が個別に最適化を行ったとします、で、個

別に例えばあの給食の現場なら現場を最適化するという、そこでは最適化されたかもしれ

ませんけれども、その全体をつなぎ合わせた全体の最適化とは違う結果になってしまうよ

うなことがですねいたるところで起こっているんではないかと、で町内にもそういった芽

があれば是非改善するだけではなくて、それを小さな雇用の場に育てていくことができる

のではないかということを、まあその話を聞いていて感じた次第です。そこであの、先ず

そういう小さな雇用の場というのは先ずボランティアであってはならなくてですね、やは

り一定の報酬を前提として行われるべきであろうと、ですので大企業の誘致とかっていう

こととは別になるかもしれませんけれども、そういったところに一定の投資をするという

方向について町長はどのようにお考えになるかお伺いしたいと思います。 
町  長    新しいまあ雇用の創出ということに関しまして、これはあの町の活力のためにも何とし

ても取り組んでいかなきゃならないという課題でありますし、これからやっていくひとつ

の方向でもあります。５次総合計画の中の位置付けではひとつの産業・企業を新たに起こ

して、雇用の促進につなげるという言い方もしておりますけれども、今お話のようにやは

りこれはあのきめ細かいいろんなニーズに合ったこの雇用というものを確保しながら、例

えば今言われましたようにいろんなあの福祉の面でもＮＰＯの場面でもそうでございます、

それから１つあのご紹介をしようと思って若干描いておるわけですが、ちょっと時間もご

ざいませんので先ほど触れましたので、あのかつてもう設立されております本郷農産であ

りますとか田切農産のこの取り組みというものが、非常にあのそれぞれの階層の中でそう

した仕事を通じての雇用が非常にうまく回転をしておるということでございますし、しか

もまた意欲があるために非常にあの評価も高くて、それぞれの賞にもつながってお誉めを

いただいておるというようなことでございまして、でこうしたこと、それからこれはまあ

６次産業的な部分につながっていくと思いますけれども、新たにまたあの月誉平の栗のま

た組織もできましたこれも法人格、それから針ヶ平、七久保にもまた栗の、これらはみん

な１つの栗の里という１つの目標の中で６次産業に是非またつなげてグレードアップして

いくということでございますし、その他あのいろいろと今これからもまたあのいろんな計

画の中ではその雇用に結び付いていくひとつの考え方がございますので、やっぱりあの企

業誘致による雇用が全ての雇用ではないということはもう浜田議員と同じ認識でございま

すので、是非ひとついろいろとまたあのご提案もいただきながらですね、それに対する支

援というものもかつてあのそれぞれの農業法人それからＮＰＯ法人、その他介護、その他

のいろいろ受け皿の雇用につながるようなことも支援をしてまいりました。これからもそ

ういう考え方の下にひとつの全体として町の雇用を確保してまいりたいというふうに思っ

ております。 
浜田議員    もう１つ付け加えればよかった、まあ先程のあの買い物難民等に対する支援もですね是
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非検討課題に入れていただきたいと思います。ちょっと時間も押してまいりましたので、

あの最後の質問ちょっとご説明だけいただくことになるかと思いますけれども、あの介護

保険についてですねこれまでの取り組みと今後の見通しについてざくっとしたところをお

願いします。 
町  長    介護の保険事業の取り組みにつきましてはもう今までも何人も触れていただきましたの

で申し上げてまいりましたけれども、基本的には第５次飯島町の介護保険事業計画に基づ

いてやっていくと、それについてはあのやっぱり雇用の部分も若干期待できる部分もござ

います。それからこれからのこの介護給付という動向をどう見るかということについては、

給付サービスの問題、施設整備の問題、それぞれ重ね合わした上で１つの方向付け見通し

を立てたわけでございますので、それをひとつの目標にしてですね、あの十分介護の対応

が要望にできるような取り組みを財源を得てやってまいりたいとこういうことでございま

す。 
浜田議員    終わります。 
 
議  長    以上で本日の日程は終了しました。これをもって散会とします。ご苦労様でした。 
 
 
          午後 ２時２１分 散会 
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本会議再開 

 
開  儀    平成２４年３月１９日  午前９時１０分 
議  長    おはようございます。ただいまの出席議員数は１２人です。定足数に達していますので、

これより本日の会議を開きます。 
        町当局並びに議員各位には大変ご苦労様です。本日をもって今定例会も最終日となりま

した。会期中はそれぞれ本会議をはじめ各委員会において提出されました案件につきまし

て大変ご熱心な審査にあたられ感謝を申し上げます。去る５日・６日の本会議において付

託しました条例案件２件、新年度予算案件７件、また請願・陳情案件についてそれぞれの

委員長よりお手元に配布のとおり委員会審査報告書並びに請願陳情審査報告書が提出をさ

れております。 
        本日はこれらの委員長報告に基づく審議を願うことになっておりますので、議事運営の

諸ルールに則り、慎重にご審議の上、適切な議決をされるようお願いをいたします。本日

の議事日程についてはお手元に配布のとおりです。 
 
議  長    日程第１ 諸般の報告はございません。ここで議事進行についてお諮りします。条例案

件、新年度予算案件、また請願・陳情案件につきましては、いずれも各所管の常任委委員

会へ審査を付託しております。そこで条例案件につきましてはそれぞれの案件ごとに委員

長より委員会報告を求め、これに対する質疑の後、討論・採決を行い、新年度予算案件に

つきましては一括して各委員長より委員会報告を求め、これに対する質疑の後、議案ごと

に討論・採決を行い、また請願・陳情案件につきましては委員長より委員会報告を求め、

これに対する質疑の後、討論・採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 
 
議  長    それでは日程第２ 第２号議案飯島町暴力団排除条例を議題といたします。 

本案については総務産業委員会に審査を付託してありますので、委員長からの委員会審査

報告を求めます。 
        竹沢総務産業委員長。 
総務産業 
委員長     それでは総務産業委員会の委員会審査報告を申し上げます。去る３月５日の本会議にお

いて本委員会に付託されました第２号議案飯島町暴力団排除条例について、３月１２日担

当課長、係長の出席を要請し説明を求め、内容を慎重に審議した結果、お手元の報告書の

とおり全議員賛成で原案通り可決すべきものと決定いたしましたので報告いたします。審

査の過程で条例第１０条利益の供与の禁止の条文中の中の「暴力団員等（暴力団員または

暴力団員で無くなった日から５年を経過しない者をいう）」という規定ふれあいがあるわ

けですけれども、この５年を経過しない者とは一般住民でありまして、暴力団から抜けて

社会更生中でありまして人権問題にも関わるということであります。しかしながら本条例

全体を見ますとこの１０条のみの中でいわゆる更生中である犯罪を犯していない者を暴力
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団員等と規定しておるわけでありまして、この者に対し金品その他の財産上の利益供与を

抑制しているものであり、条例全体としては理解するというご意見があったところであり

ます。全議員のご賛同をいただきまして、ご議決賜りますようお願い申し上げ委員長報告

といたします。 
議  長    これより委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
（なしの声) 

議  長    質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 
        竹沢総務産業委員長自席へお戻り下さい。 
        これから討論を行います。討論はありませんか。 
３番 
浜田議員    この条例を採択すべきとの立場から討論を行います。ただいま委員長報告のとおり、あ

の１点懸念されておりました「暴力団でなくなった日から５年目」という対象に対する範

囲はですね、あくまでも１０条の暴力の活動の目的で金品を供与すると、この項目に限定

されているということでありますので、懸念は払しょくされたというふうに考えます。そ

れでまあ暴力団が社会悪、ある意味では必要悪であるというふうな俗説に惑わされること

なくですね、暴力を背景にした反社会的な行為は厳しく取り締まられるべきだと、こうい

う社会のダニは社会から一掃されるべきだということがこの条例によって強力に推進され

ることを強く願いまして賛成とするものであります。 
議  長    他にありませんか。 

（なしの声) 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第２号議案飯島町暴力団排除条例を採決します。お諮りします。本案に対する委員長の

報告は可決です。本案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第２号議案は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    日程第３ 第９号議案飯島町介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。

本案については社会文教委員会に審査を付託してありますので、委員長からの委員会審査

報告を求めます。 
        三浦社会文教委員長。 
社会文教 
委員長     それでは社会文教委員会からの報告を行います。第９号議案飯島町介護保険条例の一部

を改正する条例について、３月１２日、１５日に社会文教委員会を開催し、担当課、理事

者の出席を求め慎重に審査を行った結果、可決すべきものと決定をいたしました。介護保

険料の改定について資料による説明を求め、介護保険料の第１号被保険者の区分が６段階

から１１段階へ改正となる背景、介護保険料算出の根拠となる今後３年間の介護認定者数

の推移の推計、介護サービス給付費の推計、財源について慎重に審査を行いました。審査

の中で保険料率は法律に基づいて決められており、その中で多段階にすることにより低所

得者の保険料が著しく上がらないよう配慮したとの説明がありました。保険料が世帯の合
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計所得で算出される仕組みへの疑問も出されました。また２期にわたり保険料の据え置き

をしてきたため引き上げ幅が大きくなったが、4,980 円と平均より少し上ではあるが施設介

護も含めたものであり低く抑えたとの説明がありました。今後特別養護老人ホームの増床、

小規模多機能介護施設など増設が見込まれること、介護認定者数の増加、サービス利用の

増加など３年間の予測推計による計画を立てた上での保険料であること、介護給付費準備

基金 3,200,000 円、県の財政安定化基金 4,920,000 円を取り崩して保険料の算定を行ったこ

と、介護予防をいろいろな角度で行う必要があるなどと説明もされました。討論では、介

護予防に力を入れていく必要がある。全ての階層の保険料が上がる、広報誌、ＣＡＴＶ、

パンフレットの配布だけでなく、なぜ値上げするのか住民に納得のできる説明をすべきで

住民説明会の開催を求めるとの意見がありました。以上委員会の報告とさせていただきま

す。 
議  長    これより委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
（なしの声) 

議  長    質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 
        三浦社会文教委員長自席へお戻り下さい。 
        これから討論を行います。討論はありませんか。 
８番 
中村議員    賛成討論をいたします。高齢化に伴い保険料の増加は必要と認識いたしました。第５期

においては６段階から１１段階に増やされまして所得格差を軽減された配慮がとられ評価

いたします。今後は介護予防に努め、またあの３年後に保険料が上昇するということがな

いように介護予防に努めることをしまして賛成といたします。 
議  長    他にございませんか。 
３番 
浜田議員    この条例に賛成する立場から討論いたします。現在まあマクロ経済スライドによって年

金が引き下げられ、また国民の貯蓄のない家庭が４分の１になる。また国民のですね平均

的な所得が下がると、まあこういった中での介護保険料の値上げは基本的には賛成できる

ものではありません。しかしながらあの審議の過程で明らかにされたように、町の条件の

中でですね段階の区分を細かくし、できるだけ低所得層に配慮したという努力そのものは

評価されなければいけないというふうに考えます。まあその意味でこの努力が継続される

ことを大きな条件として賛成するものでありますけれども、基本的には長期的に見渡した

場合にですね、このやり方だけでしのげるのかということは考えられるべきであろうと思

います。で、その大きな背景には元々介護事業というのが国の半分の負担、それが４分の

１にされ、しかも２５％のうちの５％分がですね、各自治体の条件によって操作されると

いうふうに徐々に切り下げられてきたこの制度そのもの、この根幹を成らすことなしには

長期的な介護保険制度は継続できないというふうに考えます。そういう意味で内部の自助

努力を精いっぱい行うとともにですね、今後国に対して強力な働きかけをしていただきた

いというその希望も含めまして賛成といたします。 
議  長    他にございませんか。 

（なしの声) 

 - 6 - 

議  長    討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 
第９号議案飯島町介護保険条例の一部を改正する条例を採決します。お諮りします。本

案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第９号議案は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    日程第４ 第２４号議案平成２４年度飯島町一般会計予算。 

    日程第５ 第２５号議案平成２４年度飯島町国民健康保険特別会計予算。 
        日程第６ 第２６号議案平成２４年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算。 
        日程第７ 第２７号議案平成２４年度飯島町介護保険特別会計予算。 

日程第８ 第２８号議案平成２４年度飯島町公共下水道事業特別会計予算。 
日程第９ 第２９号議案平成２４年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算。 
日程第１０ 第３０号議案平成２４年度飯島町水道事業会計予算。 
以上、第２４号議案から第３０号議案までの平成２４年度予算７議案を一括議題としま

す。 
本案につきましてはそれぞれ各常任委員会に審査を付託してあります。各委員長から一

括してそれぞれの議案に対する審査報告を求めます。初めに総務産業委員長から報告を求

めます。 
竹沢総務産業委員長。 

総務産業 
委員長     それでは総務産業委員会の委員会審査報告を申し上げます。去る３月６日の本会議にお

いて本委員会に付託されました第２４号議案平成２４年度飯島町一般会計予算分割付託分、

第２８号議案平成２４年度飯島町公共下水道事業特別会計予算、第２９号議案平成２４年

度飯島町農業集落排水事業特別会計予算、第３０号議案平成２４年度飯島町水道事業会計

予算、について３月１２、１３、１４、１５、１６の延べ５日間、町長、副町長、担当課

長、室長、係長の出席を要請し、説明を求め、また現地調査も行い内容を慎重に審議した

結果、お手元の報告書とおりそれぞれ４議案について全議員賛成で原案通り可決すべきも

のと決定いたしましたので報告いたします。なお審査の過程で出された主な意見について

報告いたします。時間の関係もありますので総括質疑を中心にして報告を申し上げます。

先ず第２４号議案平成２４年度飯島町一般会計予算方法分割付託分についてであります。

総務課関係でありますが空間放射線量表示板購入の 2,700,000 円予算について集中的に審議

を行いました。空間放射線量表示板の数値は飯島町にとって問題のない数値であります。

5,000,000 円もするものを 2,700,000 で購入するのではなくて、手持ちの移動式の器械を購

入し、観測点を増やして実施したらどうかと思うので違う形での 2,700,000 円を有効に活用

すべきだとの意見。またデモンストレーションによっての機械による表示は町のＰＲを含

め評価する。しかしポータブルの機械により地区ごとに検査した方が町民の安心安全に寄

与する。リアルタイムに表示する必要はない。また空間放射線量の検査はポータブル式と

してたとえば幼児に対して滑り台の下とかを優先して検査をするというようなことを行う

べきである。また当時議会も立ち会ってデモンストレーションが始まったが、この機械の
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費用等については不透明であった。飯島町は農業が中心産業であり農作物被害や風評被害

の対策が必要であり、農協との連携も必要である。それから本予算を修正することは無理

がある。予算の範囲内で方向転換が必要である。などの意見が出され、予算額はともかく

デモ設置をしている役場庁舎前の空間放射線量表示板を 2,700,000 円で購入するのではない

方法を町長に強く求めたところであります。町長から次の答弁がありました。福島原発事

故に伴い空間放射線量表示板を備品購入費として 2,700,000 円予算計上した。また補助を受

けるため長野県元気づくり交付金を申請している。しかしこの予算化は慎重にすべきだっ

たと反省している。９月以来デモンストレーションで実証実験を行っている。機械は高額

なものであり空間放射線量測定について町内１カ所だけでは問題がある。デモ先業者に交

渉しこの表示板を返したい。当初予算額はお認めいただき、この方法によらず個別の機器

を複数購入の方法に切り替えていきたい。以上のような答弁がありました。 
        続いて他の一般会計予算の総括質疑の内容について報告いたします。人件費削減のため

民間委託が必要である。賦課徴収費で徴収員２名臨時職員賃金を計上しているが民間委託

できないか。副町長より答弁で、単に税金を徴収するだけの業務ではなくて滞納者の生活

実態や思いを把握する相談業務をメインに対応しており、その効果もあるので民間委託は

考えていない。次に鳥獣被害対策の防護策は良い事業であるが地元負担をなくせないか。

町長より平成２３年度事業着手時に事業量及び推進を含めて各区に当時負担をしていただ

くことをお願いしておる。平成２４年度事業も合わせて均衡を保つためにも平成２３年度

同様の地元負担を願う。次に公用車の購入予算があるが車種について黒塗りのセダンはい

かがなものかということについて、町長より先ず「町長車」という車の呼称ですがこれを

なくすということであります。車種についてはハイブリッド車としてボンゴ型の白い車で

６人乗りくらいの車を考えているという答弁がありました。続いて七久保の道の駅のマネ

ジャーの人件費が今年より町から利用組合へ委託となるが、マネジャーの人事権を町が持

ち飯島町の住民の方を採用すべきである。これについて町長から、当時マネジャーについ

ては農協の現職員をお願いしたが、定年のため利用組合に委託することとした。近く利用

組合との懇談もある。町は連携をとっていきたい。またこうした課題について相談にも預

かりたい。との答弁がありました。それから飯島町が海のある他の県の市町村と姉妹都市

を締結するよう検討されたいという意見について、町長から、おっしゃる通り海の幸と山

の幸の交流は必要である。今後防災協定の締結と合わせて検討していくとの答弁がありま

した。 
        あと特別会計についてであります。公共下水と農業集落排水についてここ数年の間に償

還のピークを迎えるがどうかということについて、町長の方からは、公債費比率１８％以

内の中で計画的に返済していくという答弁がありました。もう１点水道事業会計で今後消

費税の導入それから浄水場を含めた設備投資の課題もあるわけですが、水道料金の値上げ

を想定しているかという質問に対して、町長より、消費税そのものについては水道料金に

組み入れるようにという国からの指導がある。今後浄水場の耐震化など含めて設備投資の

課題はあるけれども、当面水道料金の改定は予定をしていない。以上の答弁がありました。

以上４議案に対する委員会審議で出された主な意見について、特に総括質疑を中心に報告

をいたしたところであります。最終的に全議員の一致で本予算をご議決賜りますようお願

い申し上げまして委員長報告といたします。 
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議  長    これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 
竹沢総務産業委員長自席へお戻り下さい。 

        次に社会文教委員長の報告を求めます。 
        三浦社会文教委員長。 
社会文教 
委員長     それでは社会文教委員会に付託をされました第２４号議案平成２４年度飯島町一般会計

予算分割付託分、第２５号議案平成２４年度飯島町国民健康保険特別会計予算、第２６号

議案平成２４年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算、第２７号議案平成２４年度飯島町

介護保険特別会計予算、について３月１３日から１５日にかけて所管担当者の出席を求め

慎重に審査し、理事者の総括質疑を経て討論・採決の結果、いずれも可決すべきものと決

定をいたしました。審査の過程で出されました内容について報告をしたいと思います。一

般会計予算の中では、現在の外国人数は２３１人であり、平成２４年７月９日から新しい

在留管理制度になり、市町村への転居・転出の届けが義務付けされる。国民年金事務は国

が全額看るのが本来の姿。現状の仕事量からみて年金事務取扱費分の 339,000 円について

は実質町費負担とのことなので不足していれば要求すべきではないかという意見がありま

した。水資源の保全について無制限の工場誘致、井戸の掘削は問題。地下水は町の資源で

ある。条例を検討する必要がある。上水道の使用の要請も大事であるとの意見もありまし

た。町からは、水資源保全の取り組みについては、水資源保全は民法上の問題もあり上伊

那では昨年から水道、山を含む河川、環境の参加、上伊那全市町村、上伊那広域水道、森

林組合で水資源保全の規制について検討している過程であると報告があり、代表は産業振

興課になっていると報告がされました。新エネルギー普及対策は７月に国のエネルギー施

策の見直しがある。昨年１２月に上伊那に地域協議会が発足、町内にも協議会をつくるこ

とになる。２４年度は新エネルギー推進講演会を行い組織づくりにつなげるということで

す。太陽光、小水力だけでなく太陽熱など他にも分野を広げることについて住民福祉課が

窓口ですが、主管を決め自然エネルギーの情報を共有する民間の動向を見ながら全体の構

想をつくるとしました。緊急医療情報キットについて現状を踏まえ３年間分７００本を用

意し希望者に配布するとのことです。書き換えは絶えず最新の情報を記入することが良い

が、希望者には年１回訪問し、介護保険の関係者にも協力をしてもらえるとありがたいと

のことでした。保健センター移転後の利用について、理事者から、障がい者の施設に再編

整備をしたい。どこまで町が関わるか見つめる年にしたいとの答弁がありました。奨学基

金について基金 22,000,000 円で 12,000,000 円残金があるとの説明で、厳しい社会状況であ

り専門学校生にも貸与して基金の有効活用を求めました。保育園の発達障がい、情緒障が

い児のペアレントトレーニング事業は安心子ども基金がなくなるため町の事業になります。

巡回相談の回数が減るが様子をみる期間が近すぎ成果が見えにくかったことで改善をした

との報告がありました。保育士体制の将来の見通しについて、計画的に検討をしているが

正規職員の年齢が途中で大きく下がるため経験者にフォローを頼んでいるとの報告もあり

ました。文化館管理がまちづくりセンターいいじまに指定管理委託となることについて、

設備の管理などのノウハウなどを文書で引き継ぐべきとの提案に対し、仕様書の作成をす
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るとの答えがありました。また大規模修繕は本来町がすべき、どこまで指定管理者が行う

のか、という質問について、およそ 1,000,000 円以上は町が行うとの答えが返ってまいりま

した。指定管理業務がうまくいかなかった場合の対応について、理事者からは必要があれ

ば改善すると答弁がありました。討論では全保育園のガラス飛散防止は園児を災害から守

る施策として早い対応を評価する。福祉医療費給付費の高校生まで拡大を評価するが、ス

ポーツ保険と重複しないよう指導することを求める。各種予防接種事業、母子保健事業継

続を評価する。緊急医療情報キットは良い取り組みだが配布後の書き換えは社協やケアマ

ネジャーなどと連携して安心安全のための事業展開となるよう望む。全般にわたって苦労

した予算編成である。特に議会が要望した療育関係は国県が補助を廃止する中で町の財源

を使い継続したことを評価するとの討論がありました。 
        平成２４年度国民健康保険特別会計予算については、医療費が年々かさみ厳しいが今後

健康推進事業を強化し、住民の健康管理意識を高める取り組みを望む。長年の病気予防、

検診に力を入れてきたことで町全体の健康の嵩上げができており評価する。今後も力を入

れ国保会計の健全運営を進めるよう求める、との意見がありました。 
        平成２４年度介護保険特別会計予算については、全体の予算の内、介護給付費が９３％

を占め、地域支援事業、事務費が３％となっています。介護予防ケアマネージメント事業

は今まで町の地域包括支援センターの職員３人で要介護１・２、要支援１・２のケアプラ

ンを立てていたが、認定者が１００人になり本来の仕事に手が回らない状態となっている。

来年度から介護度３～５のケアプランを立てている事業所に委託することとした。要介護

と要支援を行き来する人はケアマネが代わらないで安定したプランが立てられるようにな

るとの説明がありました。審査の中で介護度が上がらないようにすることが大事なので介

護予防事業に力を入れる必要があるとの意見がありました。以上報告を終わります。 
議  長    これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 
        三浦社会文教委員長自席へお戻り下さい。 
        以上で平成２４年度予算関係７議案にかかる委員長報告及びこれに対する質疑を終わり

ます。これより議案ごとに討論採決を行います。 
        最初に第２４号議案平成２４年度飯島町一般会計予算に対する討論を行います。 
        初めに原案に対する反対討論はありませんか。 
        賛成討論はありませんか。 
２番 
宮下議員    私は賛成の立場で申し上げます。平成２４年度の国家予算は５つの柱をもって日本再生

に全力で取り組むとしておりますけれども、ご存じの通り東日本大震災からの復興は絵に

描いた餅のごとく、１年が経過したにもかかわらず被災者の方の思いとは裏腹に一向に進

んでおりません。そのような中で国家の歳入予算このほぼ半額が新規国債発行という借金

で賄う国家財政を考えたときに、国は補填措置をして地方の一般財源総額は確保するとい

うように言っておりますけれども、この国の動きというものには十分注意をしていかなけ

ればならないと思います。このような国の不透明な情勢の中で自主財源の町税に不安を抱

え、地方交付税や国県の支出金、更には町債、借金が頼りの町の行政運営を遂行していく
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うえで、３期目の高坂町長の手腕、これが本当の意味で発揮される時代となってまいりま

す。この限られた予算の中で定住促進の拡充や他市町村の先を行くと評価できる高校生年

齢までの医療費原則無料や保育料の軽減、各種ワクチンの接種助成、母子保健事業の充実

といった子育て支援、医療・福祉の更なる充実、また防護柵設置によります有害鳥獣対策

の農業振興への充実、住宅リフォームや太陽光発電導入への補助の拡充、更には地震のと

きの保育園の窓ガラス飛散防止、高齢者や障がい者の方への救急情報医療キットを配布な

ど、新規事業のほかにも様々な分野への配慮ある事業が編成され、私はこれを評価いたし

ます。是非この予定した全事業の確実な実行と柔軟な対応を期待いたします。いよいよ伊

南バイパス１号橋の完成により堂前線までの開通が２４年度中というようになってまいり

ました。今後の飯島町全体のあるべき姿を想像するというだけでなく、形にするための追

い込みに入っていくときであります。今こそ行政並びに議会と町民が三位一体となって飯

島町を動かさなければなりません。トップリーダーである高坂町長の実行力に期待し賛成

討論といたします。 
議  長    他にありませんか。 
９番 
坂本議員    賛成の立場で討論いたします。母子保健の充実ということで昨年に引き続き乳児・妊婦

検診、不妊治療費の助成、各種予防接種など継続していただきました。また新たな事業と

して出産のお母さんにお花をプレゼントが加わりました。また発達に特徴を持つ園児のた

めの支援、それから保育料の軽減も引き続き継続していただき、そして高校生までの医療

費無料化も実現しました。国の増税が言われている中で子どもを持つ親、そしてこれから

子どもを持とうとしている若い夫婦にとって心強い施策となっています。是非これらの施

策をしっかりと住民に周知していただきたい。また県内外からの若い夫婦が当町を選ぶこ

の施策がひとつのポイントとなると思いますので、これをですね定住促進室にもつなげて

いただきまして、役立てるようなことを望むものです。また救急医療情報キットは新事業

として始まりますが、配布したで終わらない継続した取り組みとなるよう社協などと協力

し期待するものです。以上をもちまして賛成といたします。 
議  長    他にありませんか。 
１番 
久保島議員   私も可決に賛成の立場にて討論をいたします。平成２４年度予算は従来の中学生までの

医療費無料化を拡大し、高校生年齢まで無料化に取り組むという計画がされました。また

有害鳥獣の防護柵につきましては本年度に引き続き事業計画され、高遠原から駒ケ根境ま

で延伸され町内全域をカバーするということになりました。これらに代表されるように町

民の安心安全の配慮、この辺を基本に置いていただいた施策はこの拡大・拡充ということ

に対しまして非常に評価するところでございまして賛同をいたします。しかし少々注文と

お願いがございます。町長は３期目マニフェストで無駄の削減と財政の健全化を掲げてお

られます。ちょっと具体的な話になりますが、町民体育館の周辺のドウダンツツジの最近

ご覧になったことございますか？ 惨憺たる状況になっております。悪意があって切断さ

れたんじゃないかと思われるほどでございます。これをもし業者に委託したとするならば

これはまさしく無駄、経費の無駄遣い。もしこれが職員が行ったとするならば時間と町民

財産の無駄、もしこれを指示した職員がいるとするならばその職員こそ無駄だと言われて
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も仕方がないという状況でございます。現にご覧になったご近所の方々からお怒りの声が

上がっておりまして、町長もおっしゃっていました、町民から無駄と言われないように努

めたいとおっしゃっておられました。無駄削減とともに無駄を生む職員の無きよう人材の

育成を図っていただきたいということを願うところでございます。もう１つは先ほど竹沢

委員長からも報告がございましたが、放射線量計測器の件でございますが、町長の本来の

ご心情のとおり住民の安心安全が第一だというために、どの方法が一番ベストなのかとい

うことを熟慮いただきたいというふうに思います。まあせっかくの予算計上ですので単な

るパフォーマンスでない実益の上がるものにしていただきたい。このことを是非ご英断い

ただき、コメントをいただいておりますので期待しているところでございます。それらお

願いを申し上げまして賛成とさせていただきます。 
議  長    他にありませんか。 
４番 
三浦議員    それでは賛成の立場で討論をいたします。上伊那では飯島町は高齢化が進んでいます。

まあ後ろ向きに捉えるよりも、いくつになっても元気で暮らせるまちづくりをどう進めて

いくか、これからはみんなで知恵を出し合っていく時がきているというふうに思っており

ます。来年度予算は緊急医療情報キットの導入、福祉医療費給付対象者の高校生までの拡

大、子育て安心基金の廃止後の町の負担での施策の継続、保健センター移転後の施設利用

について障がい者施設として利用の方向も示されました。具体的な姿が見えるまでは町が

積極的に関係者を交えた検討会を開催するように要望するものです。介護、医療、暮らし

など年金の減額、社会状況や社会保障費の負担増で住民生活が更に厳しくなると思われま

す。特に低所得者の方への目配り気配りをアンテナを高くしてお願いをしたいと思います。

また緊急雇用対策事業が無くなりました。比較的若い人の雇用の場として暮らしを支えて

きた実績があります。倒産などから依然失業者が減っていないというふうに感じておりま

す。町として雇用を作る努力を是非取り組むように求めたいと思います。以上をもって賛

成討論といたします。 
議  長    他にございませんか。 
８番 
中村議員    私も賛成の立場で討論いたします。２４年度予算は前年度より歳入が 63,000,000 円ほど

減となっております。しかし福祉医療費や保険予防に対する病気予防に対する費用に対し

ましては、福祉医療に対しては 4,504,000 円の増となる、また病気予防は前年どおり継続さ

れるということに対しまして、町民の第一である健康を維持した対策に大変評価するもの

であります。そして１つ求めるものでありますけれども、今朝の新聞にもありましたけれ

ども、企業誘致に対する問題であります。わが町でも企業誘致を大変力を重点を置いてい

ることでありますけれども、現在では誘致された企業が縮小したり、また近隣の地域でも

ありましたけれども、撤退等の問題が全国でも数多く出ております。今後このような企業

誘致に対しましては十分な配慮をし慎重に進めていくことを求めまして賛成といたします。 
議  長    他にありませんか。 
３番 
浜田議員    この一般会計予算に賛成する立場から討論を行います。全体として町民の福祉や安全安

心に目配りのある予算編成になっているというふうに理解しております。もう既に同僚議
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員からも述べられていますように、救急医療キットあるいは住宅リフォーム拡充、防災行

政無線の拡充等ですね、が、まあそれに当たるというふうに考えております。また一方で

予算案を拝見しておりまして留意事項もあるのではないかというふうに感じました。まあ

その１つがあの財政調整基金への積み立てがですね計画以上に進んでいるということであ

ります。国の財政政策がある意味で信用できないという中で、大変町の財政を守ろうとい

う姿勢は理解できないわけではありません。しかしながら例えば北欧では国民の貯蓄率が

非常に低いのはですね、それは国民が政府を信頼している証拠だというふうに言われてお

ります。逆に町が貯め込む理由はまったくその逆の状況にあるということを端的に示して

いるのではないかというふうに思います。でまあこの財調への基金を一方的に増やすとい

うことですね、ある意味では税の取り過ぎ、逆に言えば住民サービスの低下を意味するわ

けでありますから、この件についてはですね慎重に行っていただくと同時に、国に対する

働きかけを是非とも強めていただきたいということを求めたいと思います。それからもう

１点は緊急雇用創出事業の終了であります。この３年間に約 1．2 億円が執行され、町内

だけで６０数名の雇用を生んだというふうに報告されておりますけれども、個人的にもで

すねこの事業によって企業倒産の後の生活を支え、再び新たな職に就くことができたとい

う例を私自身も身近に知っております。何例かございますけれども、今後現在の経済状況

を考えればですね、必要がなくなったと判断するにはあまりにも程遠いというのが私の実

感であります。従いまして今後の予算執行の中でですね、できるだけ雇用の拡充に結びつ

くような執行の仕方を工夫していただきたいということをもう１点申し上げたいというふ

うに思います。まあそういうことでありますけれども、委員長報告等に盛り込まれていま

すように、公用車の問題ですとか放射線の問題ですとか委員会の討議の中を見返して非常

に柔軟に対応され、全体として理解のできる予算構成になっているということを評価しま

して賛成討論といたします。 
議  長    他にございませんか。 
１１番 
平沢議員    私は第２４号議案平成２４年度飯島町一般会計予算案について賛成の立場で討論を行い

ます。まあ細部的の数字的なものは同僚議員からいろいろありましたので総括的に申し上

げたいと思いますが、まあ当町はまあ税収入の減少など自主財源が乏しいこの厳しい財政

状況の中ではありますが、この基本構想にある町の将来像を目指して少しずつでも前に進

めて成果を出すためには、行財政改革も着実に推進しなければなりません。現時点におい

て必要な対策を講じつつもなお将来に向けて誤りなき体系を確立をしようとするもので、

例えば住民参加と協働のまちづくりの推進、それから町民の暮らしを守る施策、人口増活

性化施策の推進を基本方針に掲げ、中でも定住促進や安全安心なまちづくりなど新規の施

策の予算編成になっているところはまあ本当に高く評価はするところでございます。しか

しながら財政見通しについては実質公債費比率が計画的な起債の繰り上げ償還の効果で１

３．４％に抑えられたことや、それから将来負担比率もですね７３．９％となったことか

ら健全化判断比準の指標からみて健全化のレベルと判断されますが、この指標の好転は地

方交付税や臨時財政対策債の増額などのためで、財政状況そのものが好転したとは思えま

せん。従って増加する財政需要や行政サービスの水準維持にどう対応するかが、慎重に見

極めて堅実な行財政運営を願望するものでございます。まあ予算案から外れて町長の施政
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方針にも触れましたが、以上の理由をもって私は本予算案に賛成するものであります。 
議  長    他にございませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        これより第２４号議案平成２４年度飯島町一般会計予算を採決します。この採決は起立

によって行います。お諮りします。本案に対する各委員長の報告はそれぞれ可決です。本

案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立を願います。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立全員です。よって第２４号議案は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    次に、第２５号議案平成２４年度飯島町国民健康保険特別会計予算に対する討論を行い

ます。初めに原案に反対討論はありませんか。 
賛成討論はありませんか。 

９番 
坂本議員    国民健康保険特別会計においては長年の病気予防や検診に力を入れられたことが、今の

飯島町全体の健康のかさ上げになってきていると私は高く評価するものです。現在行われ

ている各種の医療関係のあの福祉関係の事業は継続されることが決まっておりまして、今

後とも病気予防や細かな検診に力を入れられ、またあの福祉空間施設が各地区に備わって

おりますので、それを活用した運動の部分で具体的なあの事業を展開していっていただく

ことを望みまして賛成といたします。 
議  長    他にありませんか。 
６番 
北沢議員    賛成の立場で一言申し上げます。国民健康保険会計につきましては医療費が高騰する中、

保険料の据え置きという健全な運営を提案されました。今、同僚議員が申し上げましたと

おり、これは健康づくりと一長一短に行われる成果が出るものではなくて、長い間の健康

づくりそういったものが積み重なってこういった結果が出ていると、私もそう思います。

今いろんな公共料金等が値上げする中で、一番伸びているのがやはり医療だとか介護保険、

まあこういったものに関係する予算でございまして、その部分を如何にまあ解決していく

かとこういったことが非常に大きな国民を通じての課題であると思います。そういった中

で過日新聞報道もされましたけれども、長野県が男女とも健康づくりの上では良い結果を

出していると、こういった背景には、例えば野菜の摂取量が多いとか、いろんな面がある

わけでございまして、この健康づくりの大きな課題に対して農業政策、それから生涯学習、

そういったものが一体となって今後そういった目標に向けて取り組んでいただく、こうい

ったことを要望いたしまして賛成といたします。 
議  長    三浦議員。 
４番 
三浦議員    それでは賛成の立場で討論をいたします。税制改正後、非課税世帯から課税世帯となっ

た世帯は実質的には生活が改善されたわけではなく、保険税負担、医療費の負担は重いも

のになっているというふうに思っております。企業の倒産などで国保への退職者の加入も

増加しております。実情に合った対応を親切にしていただきたいと思います。また滞納に
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対する対応についても医者に掛かれない人を出さないよう状況に十分配慮をした取り組み

を求めます。気軽に相談できる窓口として温かい対応を是非よろしくお願いしたいと思い

ます。また健康づくりに更なる力を入れていただき、住民の健康づくりについて今後の取

り組みを求め賛成意見といたします。 
議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        これより第２５号議案平成２４年度飯島町国民健康保険特別会計予算を採決します。お

諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。本案を委員長報告のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 
よって第２５号議案は原案のとおり可決されました。 

 
議  長    次に、第２６号議案平成２４年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算に対する討論を行

います。討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        これより第２６号議案平成２４年度飯島町後期高齢者医療特別会計予算を採決します。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 
よって第２６号議案は原案のとおり可決されました。 

 
議  長    次に、第２７号議案平成２４年度飯島町介護保険特別会計予算に対する討論を行います。

討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        これより第２７号議案平成２４年度飯島町介護保険特別会計予算を採決します。お諮り

します。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって第２７号議案は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    次に、第２８号議案平成２４年度飯島町公共下水道事業特別会計予算に対する討論を行

います。討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        これより第２８号議案平成２４年度飯島町公共下水道事業特別会計予算を採決します。
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お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 
よって第２８号議案は原案のとおり可決されました。 

 
議  長    次に、第２９号議案平成２４年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算に対する討論を

行います。討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        これより第２９号議案平成２４年度飯島町農業集落排水事業特別会計予算を採決します。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 
よって第２９号議案は原案のとおり可決されました。 

 
議  長    次に、第３０号議案平成２４年度飯島町水道事業会計予算に対する討論を行います。 

討論はありませんか。 
（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        これより第３０号議案平成２４年度飯島町水道事業会計予算を採決します。お諮りしま

す。本案に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり決定することにご

異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 
よって第３０号議案は原案のとおり可決されました。 

 
議  長    日程第１１ 請願・陳情等の処理についてを議題とします。 

先ほど申し上げましたとおり、去る３月５日の本会議において所管常任委員会へ審査を

付託しました請願・陳情等について、お手元に配布のとおり委員長から請願・陳情審査報

告書が提出されております。 
これから委員長報告を求めます。 
三浦社会文教委員長 

社会文教 
委員長     それでは２４陳情第１号「子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の

拡充を求める意見書提出を求める陳情」について審査の経過について報告いたします。

「子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書提出を

求める陳情」について去る３月１２日に委員会を開き、陳情提出者である長野県保育問題

連絡協議会副会長、宮田克思氏の出席を求め、陳情内容について趣旨説明と質問に応じて
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いただきました。後、内容について慎重に審議し、その結果採択すべきものと決定をいた

しました。審査の過程で、現行制度のままでも新システムに盛り込む金額の半分の予算が

あれば全国的に通年で十分な待機児童対策ができるとの指摘もあるとあるがどのようなこ

とかとの質問では、保育研究所が政府は消費税の導入で待機児童解消に 7,000 億円をつぎ

込むとしているが、現行の保育制度を充実すれば 3,000 億から 4,000 億で待機児童をなく

せるとの試算をしている。現行制度を充実させて対応することが必要と考えているとのお

答えをいただきました。新システムは保育制度中心ではないのではないかとの質問には、

ほとんどが保育園主眼の制度であるという説明がありました。また新システムでは応能負

担だが現行制度の応益負担の方がよいという考えなのかとの問いに、その通りであるとの

答えがありました。討論では反対討論としてワーキングチームには保育関係者も参加して

おり専門知識者も参加していて十分審議して答申されたもので、幼保一体化は保護者のニ

ーズに応えられ良い制度である。多様な事業者の参入は待機児童のためのもので産業化す

るものと思わない。システムの改正は必要との意見がありました。賛成討論では保育の最

低基準は守られなければならない。現行の応能負担が良い。保育は市町村の責任で行うべ

き。人口格差が問題で現行を変えることが必要である。営利目的の参入は問題である。新

しいシステムは研究が必要で現行制度の充実を求める。趣旨として幼保一体化は良いと思

うが現行の待機問題の解決が１０年先では意味がない。０歳児から２歳児の保育は義務化

されていない。今回の新システムではだめ。最初の発想から変質している、との意見があ

りました。以上で報告を終わります。 
議  長    これより委員長報告に対する質疑を行います。 
        質疑はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 
        三浦社会文教委員長自席へお戻り下さい。 
        以上で請願・陳情等の処理にかかる委員長報告及びこれに対する質疑を終わります。こ

れより討論採決を行います。 
２４陳情第１号「子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求

める意見書提出を求める陳情書」について討論を行います。 
討論はありませんか。 

８番 
中村議員    私はこの陳情に対して反対の立場で討論いたします。先ずこの陳情書にある待機児童解

消を名目に多様な事業者の参入を図るとして事業者指定制度を導入し保育を市場化・産業

化することが狙いであることがはっきりしました、というこの断言的な文言に対して大変

遺憾に思う次第であります。先ずこの制度はこのシステムの検討会には閣僚だけではなく

３つのワーキングチームが構成されております。大学教授、幼稚園、保育園、また育成協

会、全国の町村会、保育園を考える会、親の会など各会５５名以上が加わって作成してお

ります。また昨年度も５回以上の検討会、会議が行われてきております。先ずこのシステ

ムの目的は全ての子どもへの良質な生育環境を保障し、子どもを大切にする社会に出産、

子育て、就労の希望が叶う社会、仕事と家庭の両立支援で充実した生活ができる社会、４、

新しい雇用の創出と女性の就業促進で活力ある社会を目的としております。この検討会議
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のメンバーである恵泉女学園大学院教授はこのように言われております。一言で言えば子

育てや働き方に関する従来の考え方や制度は時代の変化とともに人々の生活スタイルや価

値観に合わなくなっています。少子化が急速に進み、生産年齢が減少し社会保障の維持の

上からも危機感が持たれています。若い世代は子どもを産みたいと願いつつも産めない理

由があります。高学歴化や社会参加の意欲の高まり、更には社会の経済不況の影響もあっ

て、働くことを希望する女性が増えていますが、依然として職場環境は厳しく仕事か家庭

かの選択を迫られています。更に安心して子どもを預ける環境の整備が遅れています。都

市部では深刻な待機児童が続いています。その中で４点ほど挙げられておりますけれども、

先ず１つとしては仮称ではありますが「子ども園」といわれている総合施設の創設があり

ます。それができた結果として就学前の全ての子どもが親の生活スタイルに関わらず、保

育と学校教育法に位置付けられた教育を受けられるようになること。２つ目、市町村の権

限と責任を明確にし、利用者の施設利用を保証します。現行制度では待機児童の多い市町

村では認可外施設等に斡旋することが認められているため、自治体の財政事情によっては

認可基準を満たす保育所であっても認可せず、結果的に待機児童対策を遅らせている一因

ともなっています。この新システムでは市町村はその地域の財政にかかわらず必要な施設

の開設を抑えることはできなくなります。保育の必要性については市町村が客観的基準に

基づいて認定し、保護者は施設を選択し契約しますが待機児童のある場合は、また障がい

や虐待、経済的事情のある子どもの行き場がなくならないよう市町村が調整に努めること

も責務となっています。３、保育の質の向上と恒久財源の確保も目指しています。新シス

テムは単なる待機児童対策ではなく全ての子どもに良質な発達環境を整備することを目指

しています。施設の物理的な環境整備に加え、保育者の人員配置、待遇改善、研修システ

ムの充実も図るとしています。最後４番目ですが、政府の推進体制の財源を一元化する方

向にとられています。これまで幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労働省に所管が分かれ

ております。財源も制度ごとにバラバラでしたが新システムでは「子ども園」仮称ですが、

給付を創設し財政措置を一元化し所管も一元化して、二重行政の解消を目指すとあります。

このような制度でありまして、また私が思うところ、このシステムは早く創設させること

を望む点におきましては、新システムによる児童福祉法の改正案には今までなかった虐待

事例または子どもに対する判断のできない親御さんたちを救う手立てが入っております。

特別な支援が必要な子どもに対する市町村による措置が盛り込まれることは、子どもの保

護のために大変重要であると思います。まだまだ検討する内容でもありますが、国は２５

年度を目途にとありますが、急激に全てを改正するのではなく段階的にできるところから

改正していくという内容であります。このことにより一番最低の底辺の線でですね苦しん

でいる親御さんお子様を救うには早急な時代に合ったこのような新システムが必要と思い

ますので、これに対する反対に対する意見の陳情について反対するものであります。 
議  長    賛成意見はありませんか。 
９番 
坂本議員    賛成の立場で討論いたします。子ども・子育て新システムは待機児童解消、幼保一体化

など少子化対策の位置付けの中で２００８年から厚労省の中で検討されてきたものです。

先ほど中村議員がおっしゃった何年かに亘って検討されてきているものですけれども、こ

の問題はですね制度そのものがより複雑な仕組みになっておりまして、幼稚園の利用内容
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を現行の保育園の制度により近づけることに具体的に触れておりません。また現在利用料

は子どもの親が応能負担により安心な保育を保証され預けておりますけれども、新システ

ムによると親は市町村が判断する保育上限料という時間の認定証明書の交付を受け、それ

を持って自分で保育所を探し入所契約を行うようになります。入所が保証されることは必

ず保証されるということがまだわからず、入所後の諸問題も保護者の自己責任となります。

また時間外の保育料は利用料を負担しなければならず、応益負担の割合が高くなります。

働く親にとっては時間と労力の負担は計り知れません。よって国は現行保育制度を基に保

育・子育て支援施策を拡充し、十分な財源確保を行い、早急に待機児童解消に緊急対策を

行うべきです。よってこの陳情書を賛成とするものです。 
議  長    他にありませんか。 
３番 
浜田議員    この陳情に賛成する立場から討論いたします。細部は既に議論の中で進められてきたと

思いますけれども、現実を見ますとですね、あの都市部の待機児童の解消ということを理

由に、一方で運営の制限枠の引き下げ、それからあの現実には幼保一体化と言いながら子

ども園を含めてですね制度が複雑になる。この経過を見てみればこの対象になってきた幼

稚園や保育園にはあのこの統合化に対して決して同意できない様々な要因があったことを

事実そのものが示しているというふうに思います。むしろあの待機児童の増加の背景に合

った国や自治体からの公的な助成がですねもっと強く進められ、その中で本当に子どもと

その保護者のための施策が推進されることを求めるものであります。以上をもって陳情に

対する賛成討論といたします。 
議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

２４陳情第１号「子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求

める意見書提出を求める陳情書」について採決します。この採決は起立によって行います。

本陳情に対する委員長の報告は採択です。本陳情を委員長報告のとおり採択することに賛

成の方はご起立ください。 
［賛成者起立］ 

議  長    お座りください。起立多数です。よって２４陳情第１号は採択することに決定しました。 
 
議  長    日程第１２ 議会閉会中の委員会継続審査についてを議題といたします。 
        会議規則第７２条の規定により、お手元に配布のとおり、議会閉会中の継続審査につい

て各委員長から申し出があります。お諮りします。申し出の事件について議会閉会中

の継続審査とすることにご異議ありませんか。 
        （異議なしの声） 
議  長    異議なしと認めます。よって本件については各委員長から申し出のとおり継続審査とい

たします。 
ここで休憩といたします。再開時刻を１０時４５分といたします。休憩。 
 
午前１０時２８分 休憩。 
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［追加日程・追加議案配布］ 
午前１０時４５分 再開。 
 

議  長    休憩を解き会議を再開いたします。 
ただいまお手元へお配りしましたとおり、坂本議員、堀内克美議員から計２件の議案が

提出されております。お諮りします。本案を日程に追加し、追加日程第１から第２として

議題にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。 
従いまして議案２件を日程に追加して議題とすることに決定しました。 

 
議  長    追加日程第１ 発議第１号保育制度改革に関する意見書の提出についてを議題とします。

事務局長に議案を朗読させます。 
事務局長    （議案朗読）     
議  長    本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 
        ９番 坂本紀子 議員。 
９番 
坂本議員    保育制度改革に関する意見書の提出に対して趣旨説明をいたします。子ども・子育て新

システムは少子化対策により２００８年から厚労省の雇用均等児童家庭局の少子化対策特

別部会で議論されてきたものです。待機児童数は２００４年２４，０００人、２００６年

２０，０００人、２００７年１８，０００人、２００８年２０,０００人、２０１０年２６，

０００人という待機児童解消を図るため幼保一体化、一般企業の参入の勧めを検討してき

ています。現行保育制度は国と自治体の公的責任、最低基準の順守、公費による財源保障

と応能負担を制度の柱にしていて、全ての子どもの保育を受ける権利を保障しています。

新制度は国の定める最低基準がなくなり、保育の地域格差や保育者の受け持ち人数や保育

室の広さに影響が出て、保育の質に格差が生まれます。特に３歳未満児を対象とする認可

保育園での死亡事故が、規制緩和による定員超の詰め込みが進んだ２００１年以降急増し

ています。このように都市部では保育所の待機児童が急増しており、一方、地方では保育

児童確保が困難で保育所を統合という問題が出てきております。国の保育予算削減は年々

増えてきており、２００４年度から公立保育園運営費の一般財源化がされました。深刻化

している待機児童問題は現行の保育制度の下で保育所増設、保育予算増を図れば保育の質

を維持しながら開所することが十分できます。よって国及び国会では子どもの権利を最優

先に地方自治体の実情を踏まえたうえで、国と地方自治体の責任のもとに保育制度の拡充

を図られるようこの意見書を提出するものです。多くの方々のご賛同をお願いいたしたい

と思います。 
議  長    次に本案に賛成者の意見を求めます。 

６番 北沢正文 議員 
６番 
北沢議員    それではあの本案に賛成する立場で意見を申し上げます。本、保育制度改革に対する意

見書につきましては昨年２３年３月のこの１年前の定例会においてほぼ同じ内容がまあ議
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会として採択されております。その後の状況でございますけれども、徐々にその内容が明

らかになってきたわけでございますが、私は２点の点を強調し本意見の賛成としたいと思

います。１つは待機児童の解決に際する方法でございますけれども、今度の新システムに

おいては、今、喫緊の課題である待機児童の解消には何ら手立てがないということでござ

います。それにつきましてはいわゆる今度の子ども園、これが４つに分かれるということ

で保育園、子ども園、それから幼稚園の側の子ども園、それから幼稚園、この４つに分か

れるわけでございますけれども、今、待機児童の大半はまあ都市部でございまして、田舎

と都市部のこのいわゆる格差というのは非常に大きくなっているわけでございまして、ま

あ大きく言えばまあそういった職場だとか、それからそういった子育ての世代が都市部に

集まっていることに非常に大きな問題を生じているところでありまして、当町あたりには

まだ十分余裕があるわけでございます。そういったアンバランスの構造の上に成り立った

このいわゆる喫緊の課題でございますけれども、そのいわゆる待機児童の約８割が幼児と

いう段階でございますが、今回の改正の中にはその幼児に対する抜本的な解決策が盛り込

まれていない、このことが１つでございまして、先般もＮＨＫでこの問題を取り上げてお

りましたが、私と全く同じような内容で放送がされておりました。もう１つは、与党が当

初目指したのはこういった問題を解決する省庁の再編の問題でございますけれど、これも

途中でとん挫をいたしまして、最終的にこのシステムの担当はもう１省増えて従来の厚労

省と文科省とそれに総務省が加わった３省がこの対策に資するとこういった内容となって

おります。またそのことがシステムを複雑にするとこういったことになっているわけでご

ざいまして、この２点を見てもこの新システムに対する課題として挙げられている喫緊の

課題が何ら手が打たれていない、こういったことから本意見に意見書を採択することに賛

成するものでございます。よろしくお願いします。 
議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。提出者は自席へお戻り下さい 
        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
        発議第１号保育制度改革に関する意見書の提出についてを採決いたします。お諮りしま

す。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。よって発議第１号は原案のとおり可決されました。 
 
議  長    追加日程第２ 発議第２号長野県森林づくり県民税の継続を求める意見書の提出につい

てを議題といたします。事務局長に議案を朗読させます。 
事務局長    （議案朗読） 
議  長    本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 
        １０番 堀内克美 議員 
１０番 
堀内議員    長野県森林づくり県民税の継続を求める意見書の提出について提案者の趣旨説明を申し
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上げます。長野県森林づくり県民税は全国の都道府県では２９番目として平成２０年度か

ら平成２４年度までの５カ年間に限って森林整備に関する森林機能を高めること、また県

民等の森林づくり意識の高揚を目的として創設をされました。これを原資として荒廃した

山林、特に里山整備を中心に事業が展開され大きな成果を上げてまいりました。しかし期

限を限った制度のため平成２４年度で事業が終了となりますが、地域ではまだ未整備の山

林面積を多く抱えております。また集落に隣接した里山の荒廃は有害鳥獣の絶好の棲みか

となり農作物などの被害を深刻となっております。これらの被害を防止するには集落周辺

の里山整備を促進し、農地や集落との緩衝地帯を確保することが重要となってきておりま

す。長野県森林づくり県民税を存続することは里山整備により森林機能を高めるとともに、

有害鳥獣から集落や農作物を守るため極めて重要な役割を持っています。よって平成２５

年度以降も長野県森林づくり県民税の継続を求める意見書の提出を提案をいたします。全

員の皆さんのご賛同をお願いを申し上げまして提案の趣旨説明とさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 
議  長    次に本案に賛成者の意見を求めます。 

２番 宮下寿 議員 
２番 
宮下議員    それでは賛成意見を述べさせていただきます。平成２０年度から導入をいたしましたこ

の税は、年 680,000,000 程度に上り、国の補助金と合わせて里山整備や人材育成に活用され

てきました。里山の間伐面積は４年間で合計１６，５００ヘクタールに上る見込みとされ

ております。県のみんなで支える森林づくり県民会議ではこの県民税の活用事業検証レポ

ートこれをまとめまして、災害防止や水源保全などの機能回復が図られたとした上で、手

入れの遅れた里山の間伐は引き続き必要だと指摘しております。昨年県が実施をいたしま

した県民アンケートでも約８割が何かしらの形で継続すべきだと回答をしております。ま

た金額を上げて制度内容を充実すべきとするような要望も県議会の方にも寄せられている

そうです。飯島町もまだまだ間伐による森林整備が必要不可欠であります。森林を整備し

守ることは町民の安心安全の生活環境を守ることに通じるものと考えます。よって更なる

継続を求め賛成といたします。 
議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。提出者は自席へお戻り下さい。 
        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 
議  長    討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 
        発議第２号長野県森林づくり県民税の継続を求める意見書の提出について採決いたしま

す。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
        （異議なしの声） 
議  長    異議なしと認めます。よって発議第２号は原案のとおり可決されました。 
        以上で本日の日程は全部終了しましたので会議を閉じます。 
        ここで町長から議会閉会のあいさつをいただきます。 
町  長    それでは議会閉会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。去る３月５日から開

 - 22 - 

会をいたしました３月議会定例会におきましては、平成２４年度の各会計予算をはじめ、

いずれも平成２４年度をスタートするために重要な案件３９議案を提案をさせていただき

ました。議員各位には本会議並びに常任委員会を通じて慎重審議をいただき、連日に亘る

ご苦労に対し心から敬意と感謝を申し上げる次第であります。おかげさまをもちまして平

成２４年度予算並びに提出案件をいずれも原案通り全会一致可決決定を賜りましたことに

対しまして重ねてお礼を申し上げる次第でございます。今後の町政運営にあたりましては

本会議や常任委員会の審議を通じて、また一般質問において広範な行政課題に対しまして

賜りました各位の貴重なご意見等を重く受け止めまして、町長以下一丸となって新年度に

対処し、厳しい中にも希望の持てる元気で活力あるまちづくりのために専心努力をしてま

いる所存でございます。また、ただいまは長野県森林づくり県民税の継続を求める意見書

採択をいただきまして、私の立場からも敬意と感謝を申し上げる次第であります。この税

を貴重な財源として里山整備等を進めている当町だけに、この意見の趣旨が県当局に通じ

て制度の継続が図られることを切に期待をいたしておる次第でございます。 
        さて昨年３月１１日の東日本大震災から１年を経過したことについては本会議開会のご

あいさつでも申し上げましたが、また議員各位におかれましても本会議のそれぞれの場に

おいて犠牲者に対する哀悼の意を表され、また被災者に対するお見舞いを述べられたとこ

ろであります。一日も早い復興と未だ行方のわからない皆様がご家族の下にお帰りになら

れますことを心より願うものであります。地震に関連いたしましてはこの７日にやがて来

るであろう首都の直下型地震の１つ、東京湾の北部地震について従来想定の震度６強より

大きな震度７となる可能性があるとの調査結果を文部科学省のプロジェクトチームが発表

をいたしました。内閣府では現在の想定震度６の場合でも首都圏のライフラインは寸断を

し、発災の時間帯や気象条件によっては死者は１０，０００人を超え、建物の全壊、焼失

は８５０，０００棟に及ぶというふうに想定がされております。警戒区域として指定され

当町にも大きな被害が想定をされます東海地震についても、近いうちに起こるであろうこ

とが確実視されております。東北関東圏域における地震の頻発など大規模地震の予兆に加

えて、今期の豪雪、今も続く新潟県柏崎市の地滑り被害など、このところ人知では予測で

きない自然災害が多発をいたしております。 
一方で世界に目を向ければグローバル化の進展に伴い各国の間の関係は極めて緊密とな

る一方で、紛争や災害、財政や金融機関などは瞬時に世界を駆け巡り、もはや１国の努力

ではどうにも解決できない状況となっております。このようにあらゆる不測の事態を創成

しなければならない、言い換えれば先行きの見えない時代が到来をいたしました。このよ

うな状況下にあって町といたしましても防災面の強化の他、今後様々な外的環境にさらさ

れ影響される行政運営を想定し、可能な限りの備えを構築し、対応してまいらなければな

らないと考えております。そのためには町民の皆様と町が心を合わせて、行政運営、協働

のまちづくりがこれまでになく重要であると考えております。協働のまちづくりに関しま

しては地域づくり委員会や耕地、自治会の活性化と円滑な運営がその大きな基盤になって

おります。昨今、町の自然景観や環境に魅せられて町外から移住をされる方が増加をして

まいりました。このことは人口増に向けた期待が高まる一方で、耕地不加入など円滑な地

域自治運営に少なからぬ影響も生じております。そして地域の自治を基盤とした協働のま

ちづくりをもって、将来とも力強い飯島町の発展を進めようとしている当町の喫緊する大
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きな課題の１つとなっております。町におきましては転入時の窓口におきまして耕地、自

治会加入について説明とお願いを十分に行っておりますが、移住という行為は当事者には

大きな決断でありまして、新天地への期待と同時に慣れない環境に対する大きな不安を抱

えての新生活のスタートとなります。そのようなことをご理解いただき、迎えられる地域

の皆様には是非とも温かく支えて見守っていただき、時を掛けて深めた絆をもって耕地等

への加入を促していただくようお願いを申し上げる次第であります。また移住して見える

皆様にはこの地域の豊かな自然や美しい環境も、地域の皆さんが自分達のものとして整備

し維持管理をしていただきたいことを是非ともご理解をいただき、共々に協働の汗を流し

て、四季折々の美しい環境の中で穏やかに日々を過ごしていただきたいと願うものであり

ます。 
さて、このところの寒さで春も少し足踏みの感がありますが、ふきのとうや桜のつぼみ

も膨らみ具合いなど、何かと春の便りが伝えられてまいりました。間近には小中３校の卒

業式は無事終わり、３園の卒園式も間近に控えております。それぞれに新たな希望を持っ

て元気に巣立っていって欲しいと心から念願をいたしている次第でございます。議員はじ

め住民各位には平成２３年度の町政運営にご協力を賜りましたことに対しまして深く感謝

を申し上げ、来たる平成２４年度の飯島町が更なる発展を遂げられますよう一層のご理解

とご協力をお願いする次第でございます。 
最後になりましたが本定例会にご出席をいただきました林代表監査委員さん、市村教育

委員長さん、森本農業委員会長さんには大変お忙しいところを本会議の審議をご傾聴くだ

さり誠にありがとうございました。終わりに、議会をはじめ町民の皆さんには益々ご健勝

でご活躍あらんことを心からお祈りを申し上げまして、３月議会定例会の閉会のごあいさ

つとさせていただきます。誠にありがとうございました。 
議  長    以上をもって平成２４年３月飯島町議会定例会を閉会といたします。 
          

午前１１時１７分 閉会 
 
         上記の議事録は、事務局長 浜田幸雄の記載したものであるが、その内容の相違ない

ことを証するため、ここに署名する。 
 
                 

飯島町議会議長 
 
 
 
                署 名 議 員 
 
 
 
                署 名 議 員 
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